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１．規則適合性 

重大事故は，加工規則第二条の二において，設計上定める条件より

厳しい条件の下において発生する事故であって，次に掲げるものとさ

れている。 

 

一 臨界事故 

二 核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失 

 

  これらに対して，「加工施設の位置，構造及び設備の基準に関

する規則」（以下「事業許可基準規則」という。）第二十二条で

は，以下の要求がされている。 

 

（重大事故等の拡大の防止等） 

第二十二条 加工施設は、重大事故に至るおそれがある事故が発生

した場合において、重大事故の発生を防止するために必要な措

置を講じたものでなければならない。 

２ プルトニウムを取り扱う加工施設は、重大事故が発生した場

合において、当該重大事故の拡大を防止するために必要な措置

を講じたものでなければならない。 

３ プルトニウムを取り扱う加工施設は、重大事故が発生した場

合において、プルトニウムを取り扱う加工施設を設置する工場

又は事業所（以下この章において「工場等」という。）外への放

射性物質の異常な水準の放出を防止するために必要な措置を講

じたものでなければならない。 
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（解釈） 

１ 第１項に規定する「必要な措置」とは、重大事故の発生を防

止するための以下に掲げる条件を満たす措置をいう。 

一 重大事故に至るおそれがある事故が発生した場合の条件等 

が適切に設定され、対策の内容が具体的かつ実行可能なもの

であること。 

二 重大事故に至るおそれがある事故が発生した場合に、確実

に機能するものであること。 

三 重大事故に至るおそれがある事故が発生した現場の作業環

境を適切に評価し、対策を実施する放射線業務従事者の作業

安全を確保できるものであること。「対策を実施する放射線

業務従事者の作業安全を確保できるもの」には、六ふっ化ウ

ラン（ＵＦ６）を取り扱うウラン加工施設については、ＵＦ６

の漏えいに伴う作業環境（建物内外）への化学的影響を含

む。 

四 臨界事故の発生を防止できるとともに、放射性物質の放出

量を実行可能な限り低くすることができるものであること。 

２ 第２項に規定する「必要な措置」とは、以下に掲げる措置を

いう。 

一 臨界事故が発生した場合において、未臨界に移行し、未臨

界を維持し、当該事故の影響を緩和するために必要な措置 

二 核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失が発生した場合にお

いて、核燃料物質等の飛散又は漏えいを防止し、飛散又は漏

えいした核燃料物質等を回収し、機能を回復するために必要
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な措置 

３ 第２項に規定する「必要な措置を講じたもの」について、以

下に掲げる有効性評価を行うこと。 

一 臨界事故について、「未臨界に移行し、及び未臨界を維持

するための設備」及び「臨界事故の影響を緩和するための設

備」が有効に機能するかどうかを確認すること。 

二 核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失について、「核燃料

物質等の飛散又は漏えいを防止し、飛散又は漏えいした核燃

料物質等を回収するために必要な設備」及び「核燃料物質等

を閉じ込める機能を回復するために必要な設備」が有効に機

能するかどうかを確認すること。 

４ 上記３の有効性評価に当たっては、重大事故が単独で、同時

に又は連鎖して発生することを想定して評価すること。ただ

し、類似の事象が２つ以上ある場合には、最も厳しい事象で代

表させることができるものとする。 

５ 上記３の有効性評価に当たっての前提条件は以下に掲げる条

件をいう。 

一 評価に当たっての条件 

評価に当たっては、作業環境（線量、アクセス性等を含

む。）、資機材、作業員、作業体制等を適切に考慮すること。 

二 事故発生の条件 

重大事故が単独で、同時に又は連鎖して発生することを想定

するに当たっては、同一の室内にある等、同じ防護区画内（発

生する事故により、他の設備及び機能に影響を及ぼしうる範

囲）にある設備及び機器の機能喪失の同時発生の可能性につい
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て考慮すること。なお、関連性が認められない偶発的な同時発

生の可能性を想定する必要はない。 

三 事象進展の条件 

① 放射性物質の放出量は、事故の発生以降、事態が収束す

るまでの総放出量とする。 

② 設備及び機器から飛散又は漏えいする放射性物質の量

は、最大取扱量を基に設定する。 

③ 臨界事故の発生が想定される場合には、取り扱う核燃料

物質の組成（富化度）及び量、減速材の量、臨界事故継続

の可能性及び最新の知見等を考慮し、適切な臨界事故の規

模（核分裂数）が設定されていることを確認する。また、

放射性物質及び放射線の放出量についても、臨界事故の規

模に応じて適切に設定されていることを確認する。 

６ 上記３の有効性評価の判断基準は、作業環境（線量、アクセ

ス 性等を含む。）、電力量、冷却材量、資機材、作業員、作

業体制等が適切に考慮されていることを確認した上で、以下に

掲げることを満足すること。 

一 臨界事故 

① 未臨界に移行し、及び未臨界を維持すること。 

② 臨界事故の影響を緩和できること。 

二 核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失 

① 核燃料物質等の飛散又は漏えいを防止し、飛散又は漏えい

した核燃料物質等を回収することができること。 

② 核燃料物質等を閉じ込める機能を回復することができるこ

と。 
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７ 第３項に規定する「放射性物質の異常な水準の放出を防止す

る」とは、上記３の有効性評価において、放射性物質の放出量

がセシウム１３７換算で１００テラベクレルを十分下回るもの

であって、かつ、実行可能な限り低いことをいう。 

８ 上記７の「セシウム１３７換算」については、例えば、放射

性物質が地表に沈着し、そこからのガンマ線による外部被ばく

及び再浮遊による吸入摂取による内部被ばくの５０年間の実効

線量を用いて換算することが考えられる。 

 

１．１ 適合のための設計方針 

加工規則第二条の二に定められる，設計上定める条件より厳しい条

件の下において発生する重大事故に対しては，対策を検討し，必要な

設備，手順書及び体制を整備し，それらの有効性を評価する。したが

って，重大事故の発生を仮定する機器の特定として，重大事故の起因

となる安全機能の喪失及びその同時発生の範囲，機能喪失後の事象進

展，重大事故の発生規模並びに重大事故の同時発生の範囲を明確にす

る。 

重大事故の発生を仮定する機器の特定に当たっては，重大事故の発

生を仮定する際の条件を設定し，これらによる安全上重要な施設の機

能喪失の範囲を整理することで重大事故の発生を仮定する機器を特定

し，重大事故が単独で，同時に又は連鎖して発生することを仮定する

とともに，それぞれの重大事故についての有効性評価の条件とする。 
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１．２ 有効性評価 

特定された重大事故の発生を仮定する機器に対し，重大事故の拡大

防止対策が有効であることを示すため，評価項目を設定した上で，評

価の結果を踏まえて，設備，手順及び体制の有効性を評価する。 

有効性評価は，機能喪失の範囲，講じられる対策の網羅性及び生じ

る環境条件を基に，代表事例を選定し実施する。 

また，重大事故等対策の有効性を確認するために設定する評価項目

は，重大事故の特徴を踏まえた上で，重大事故の発生により，放射性

物質の放出に寄与するパラメータ又はパラメータの推移とし，重大事

故等対策が講じられた際に外部へ放出される放射性物質の放出量がセ

シウム－137 換算で 100TBq を十分下回るものであって，かつ，実行可

能な限り低いことを確認する。 

評価する重大事故等のパラメータは，以下に掲げることを達成する

ために必要なパラメータとする。 
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(１) 臨界事故 

「３．重大事故の発生を仮定する際の条件の設定及び重大事

故の発生を仮定する機器の特定」に示すとおり，ＭＯＸ燃料加

工施設では臨界事故の発生が想定されないことから，臨界事故

への対処に関する有効性評価は不要である。 

(２) 核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失 

① 核燃料物質等の飛散又は漏えいを防止し，飛散又は漏えいし

た核燃料物質等を回収することができること。 

② 核燃料物質等を閉じ込める機能を回復することができること。 

 

「安全審査 整理資料 第 22 条：重大事故等の拡大の防止等」

では，「３．重大事故の発生を仮定する際の条件の設定及び重大事

故の発生を仮定する機器の特定」において，重大事故の発生を仮定

する機器を特定，重大事故の同時発生の範囲の特定及びその発生条

件を整理し，これらの整理された結果に対する重大事故等対策の有

効性を５章及び６章において実施する。 

「５．重大事故等の対処に係る有効性評価の基本的考え方」にお

いて，有効性評価の基本的考え方を整理する。これらの整理された

結果に対する重大事故等対策の有効性評価を「６．核燃料物質等を

閉じ込める機能の喪失への対処」において実施する。 

「６．核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失への対処」では，

「３．重大事故の発生を仮定する際の条件の設定及び重大事故の発

生を仮定する機器の特定」で特定した重大事故について，重大事故

等対策の有効性評価を実施する。また，有効性評価によって明らか

にした事故影響の情報を基に，重大事故等が連鎖して発生する可能
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性についても分析し，有効性評価における連鎖の考慮の要否を整理

する。 

また，有効性評価において明らかにした必要な要員及び資源を基

に，重大事故等対策に付帯するその他の作業に必要な要員及び資源

を考慮に加えた上で，外部からの支援を考慮せずとも，７日間対処

を継続できることを評価する。 

上記の要旨を，「２．重大事故等の拡大の防止等（要旨）」に整

理する。 

 



 
 

令和２年９月 16日 Ｒ17 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．重大事故等の拡大の防止等（要旨）
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２．１ 重大事故の発生を仮定する際の条件の設定及び重大事故の 

発生を仮定する機器の特定（要旨） 
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２．１．１ 重大事故に対する基本方針 

設計上定める条件より厳しい条件の下において発生する重大事故に

対しては，重大事故の起因となる安全機能の喪失及びその同時発生の

範囲，機能喪失後の事象進展，重大事故の発生規模及び重大事故の同

時発生の範囲を明確にすることで，重大事故の発生を仮定する機器を

特定するとともに，事故に対する対策を検討し，それらの有効性を評

価する。 

また，重大事故の発生を仮定する機器の特定に当たっては，重大事

故の発生を仮定する際の条件を設定し，これによる安全上重要な施設

の機能喪失の範囲を整理することで，重大事故が単独で，同時に又は

連鎖して発生することを仮定するとともに，それぞれの重大事故につ

いての有効性評価の条件とする。 

有効性評価は，「重大事故の発生を仮定する機器の特定」で特定する

重大事故ごとに，機能喪失の範囲及び生ずる環境条件を基に，代表事

例を選定し実施する。 

 

２．１．２ 重大事故の発生を仮定する際の考え方 

(１) 外的事象の考慮 

設計基準対象の施設では，設計基準事故に対処するための設

備の設計として想定すべき規模の外的事象に対して，当該設備

の機能を維持するよう設計の条件を設定しているが，重大事故

を仮定する際には，この設計の条件を超える規模の外的事象を

要因として，重大事故の発生の有無を検討した。 

その検討においては，設計基準対象の施設の設計で考慮した

地震，火山の影響等の 56 の自然現象及び航空機落下（衝突，火
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災），有毒ガス等の 24 の人為事象（以下「自然現象等」という。）

を対象とした。 

検討の対象とした事象のうち，ＭＯＸ燃料加工施設周辺では

起こり得ないもの，重大事故を引き起こさないことが明らかな

もの及び発生頻度が極めて低いものは除外した。また，「安全審

査 整理資料 第９条：外部からの衝撃による損傷の防止」に

示すとおり，火山の影響（降下火砕物によるフィルタの目詰ま

り）に対しては工程停止，送排風機停止等を行うことにより，

施設を安定な状態に導くことができること，森林火災や積雪，

火山（降下火砕物による積載荷重）については，それぞれ消火

活動を行うこと，堆積した雪又は降下火砕物を除去することに

より重大事故に至る前までに対処が可能であることから除外し

た。 

この結果，設計基準事故に対処するための設備の設計の条件

を超える規模の外的事象により重大事故の要因となるおそれの

ある事象として地震を抽出した。 

その上で，ＭＯＸ燃料加工施設で取り扱う核燃料物質の形態

や，崩壊熱を踏まえるには全工程を停止し，交流電源を遮断す

れば核燃料物質は静置される状態になることから，安全上重要

な施設の機能喪失の組合せについては，動的機器及び基準地震

動の 1.2 倍の地震動を考慮した際に機能維持できる設計としな

い静的機器について，外部への放射性物質の放出を考えた場合

に厳しい条件となるよう，機能の喪失の有無を設定する。 
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(２) 内的事象の考慮 

内的事象については，設計基準事故を選定するに当たって考

慮した動的機器の単一故障及び短時間の全交流電源喪失に対し

て，それぞれ設計基準事故において考慮した機器等の機能喪失

の想定を超える条件を想定する。 

想定に当たっては，動的機器の多重故障（多重の誤作動及び

誤操作を含む。）及び長時間の全交流電源喪失を考慮し，外部へ

の放射性物質の放出を考えた場合に厳しい条件となるよう，機

能の喪失の有無を設定する。 

 

(３) 事象の重ね合わせ 

異なる事象の重ね合わせについて，内的事象（動的機器の多

重故障）は，関連性が認められない偶発的な事象となることか

ら重ね合わせの必要はない。 

 

(４) 個々の重大事故の発生の仮定 

重大事故の発生を仮定する機器は，上記のとおり整理した機

能喪失の範囲を踏まえ，重大事故が単独で，又は同種の重大事

故が複数の機器で同時に発生するものとして，以下のとおり外

的事象（地震）を要因とした場合及び内的事象（動的機器の多

重故障）を要因とした場合の重大事故の発生を仮定する機器を

特定した。この際，設計基準対象の施設で事象の収束が可能か

又は機能喪失時の公衆への影響が平常時と同程度かについて評

価を実施し，いずれかの条件に該当する場合には重大事故の発

生を仮定する機器として特定しない。  
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① 臨界事故 

臨界事故は，臨界が発生することで気体状の放射性物質が発

生する等により，外部への放射性物質の放出量が増加するもの

である。 

外的事象（地震）を要因とした場合には工程の停止により核

燃料物質の移動が停止すること，また，設備が損傷し，ＭＯＸ

粉末の漏えいを想定したとしても，未臨界質量を超えることは

無いことから臨界事故の発生は想定できない。 

内的事象（動的機器の多重故障）を要因とした場合には質量

管理を行うグローブボックスにおいて，誤搬入防止機能の多重

故障を考慮しても未臨界質量を超えることはないことから，臨

界事故の発生を想定できない。 

 

臨界事故は，核分裂の連鎖反応によって放射性物質が新たに

生成されるという特徴を有する事象であり，事故が発生した場

合には直ちに対策を講ずる必要がある。このことから，技術的

な想定を超えて，関連性が認められない偶発的な事象の一定程

度の同時発生を考慮して臨界の発生を検討する。具体的には，

臨界の発生に必要な核燃料物質の集積状態に至るには，相当数

の機器の故障と誤作動の発生を仮定し，複数回のＭＯＸ粉末の

誤搬入が必要となる。しかしながら，その状態に至るまでには

運転員の引継ぎ時の確認等により異常を検知して必要な対処が

できるため，臨界事故の発生は想定できない。 

以上のことから，臨界事故は重大事故として想定できない。 
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② 核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失 

核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失の検討に当たっては，

設計基準事故を選定する際の考え方と同様に，「グローブボック

ス内でのＭＯＸ粉末の飛散」，「グローブボックスの破損」及び

「外部に放出する状態に至る駆動力となる事象の発生（火災）」

（以下②では「候補事象」という。）を重大事故の起因となり得

る事象として抽出するとともに，外的事象及び内的事象を要因

とした場合の機能喪失を考慮して外部への放射性物質の放出に

よる事故の発生の可能性を検討する。 

ただし，内的事象で抽出した要因のうち，長時間の全交流電

源喪失を要因とした場合には，これにより工程が停止するとと

もに，気体廃棄物の廃棄設備の建屋排風機，工程室排風機，グ

ローブボックス排風機，送風機及び窒素循環ファン並びに非管

理区域換気空調設備（以下「全送排風機」という。）も停止する

ため，ＭＯＸ粉末が静置された状態となること，グローブボッ

クス内の窒素雰囲気が一定時間維持されること等から，いずれ

の候補事象も発生することは想定されない。 

また，動的機器の多重故障を要因とした場合には，容器の落

下又は転倒が考えられるが，グローブボックス床面及び側面は

容器の落下又は転倒に対して破損しないよう設計することから，

グローブボックスの破損が発生することは想定されない。 

グローブボックスのうち，非密封で，露出した状態でＭＯＸ

粉末を取り扱い，内装機器に潤滑油を有するもの（以下「火災

源を有するグローブボックス」という。）は内装機器も含めて基

準地震動の 1.2 倍の地震動を考慮した際に機能維持できる設計
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としている。 

このことから，火災源を有するグローブボックスにおいては，

外的事象（地震）を要因とした場合には，「グローブボックス内

でのＭＯＸ粉末の飛散」及び「グローブボックスの破損」は想

定されない。 

グローブボックスのうち，非密封で，露出した状態でＭＯＸ

粉末を扱うが，内装機器に潤滑油を有していないもの（以下

「火災源が無いグローブボックス」という。）は，内装機器を含

めて基準地震動に対して機能維持する設計としている。 

このことから，火災源が無いグローブボックスについては，

外的事象（地震）及び内的事象（動的機器の多重故障）を要因

とした場合には，「外部に放出する状態に至る駆動力となる事象

の発生（火災）」は想定されない。 

以上を踏まえ，「グローブボックス内でのＭＯＸ粉末の飛散」

については，火災源を有するグローブボックスで内的事象（動

的機器の多重故障）を要因とした場合及び火災源が無いグロー

ブボックスで外的事象（地震）又は内的事象（動的機器の多重

故障）を要因とした場合に発生することを想定する。 

「グローブボックスの破損」については，火災源が無いグロ

ーブボックスで外的事象（地震）を要因とした場合に発生する

ことを想定する。 

「外部に放出する状態に至る駆動力となる事象の発生（火災）」

については，火災源を有するグローブボックスで外的事象（地

震）及び内的事象（動的機器の多重故障）を要因とした場合に

発生することを想定する。 
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ａ．グローブボックス内でのＭＯＸ粉末の飛散 

外的事象（地震）を要因とした場合，火災源を有するグロ

ーブボックス内においてＭＯＸ粉末を内包する容器の落下等

により，当該グローブボックス内にＭＯＸ粉末が飛散する可

能性がある。 

この際，グローブボックス排気設備のグローブボックス排

風機が運転している場合には，ＭＯＸ粉末はグローブボック

ス排気設備を主たる経路として，外部に放出されるが，それ

による公衆への影響は平常時の公衆への影響と同程度である。 

グローブボックス排気設備のグローブボックス排風機が停

止している場合には，ＭＯＸ粉末の一部が工程室に漏えいす

る可能性があるが，グローブボックス排風機停止に係るイン

ターロック（グローブボックス排風機が停止した場合には工

程室排風機がインターロックにより停止する）又は動力電源

の喪失により工程室排気設備の工程室排風機も停止するため，

外部への放射性物質の放出には至らない。 

以上のことから，外的事象（地震）を要因とした場合には，

本候補事象により重大事故の発生を仮定する機器は特定しな

い。 

内的事象として動的機器の多重故障を要因とした場合，火

災源を有するグローブボックス及び火災源が無いグローブボ

ックス内において，ＭＯＸ粉末を内包する容器の落下防止機

能又は転倒防止機能の喪失によりＭＯＸ粉末が飛散する。 

動力電源及びグローブボックス排気設備がともに機能を維

持し，当該設備のグローブボックス排風機が運転している場



2-9 

合には，ＭＯＸ粉末は当該設備を主たる経路として外部に放

出されるが，それによる公衆への影響は平常時の公衆への影

響と同程度である。 

動力電源及びグローブボックス排気設備が，同時に又はい

ずれか一方が機能喪失し，当該設備のグローブボックス排風

機が停止している場合には，ＭＯＸ粉末の一部が工程室に漏

えいする可能性があるが，グローブボックス排風機停止に係

るインターロック又は動力電源の喪失により，工程室排気設

備の工程室排風機も停止するため，外部への放出には至らな

い。 

以上のことから，内的事象（動的機器の多重故障）を要因

とした場合には本候補事象により重大事故の発生を仮定する

機器は特定しない。 

 

ｂ．グローブボックスの破損 

外的事象（地震）を要因とした場合，火災源が無いグロー

ブボックスの損壊やパネル脱落等の大規模な破損は想定しが

たいものの，損傷等により隙間が生じ，グローブボックスの

パネル表面に付着しているＭＯＸ粉末等の一部が当該グロー

ブボックス内に飛散し，その一部が工程室に漏えいする可能

性がある。 

この際，グローブボックス排気設備のグローブボックス排

風機が運転している場合には，ＭＯＸ粉末はグローブボック

ス排気設備が主たる経路として外部に放出されるが，それに

よる公衆への影響は平常時の公衆への影響と同程度である。
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また，工程室に漏えいするＭＯＸ粉末の量は，平常時におけ

る公衆の線量評価に影響を与えるほど有意なものとならない。 

グローブボックス排気設備のグローブボックス排風機が停

止している場合には，ＭＯＸ粉末が工程室に漏えいする可能

性があるが，グローブボックス排風機停止に係るインターロ

ック又は動力電源の喪失により工程室排気設備の工程室排風

機も停止するため，外部への放出には至らない。 

以上のことから外的事象（地震）を要因とした場合には，

本候補事象により重大事故の発生を仮定する機器は特定しな

い。 

 

ｃ．外部に放出する状態に至る駆動力となる事象の発生（火

災） 

火災源を有するグローブボックス内における火災について

は，当該グローブボックス内を窒素雰囲気とすること，可燃

性物質の漏えい防止等の火災の発生防止対策を講じており，

火災の発生は想定しがたい。しかしながら，グローブボック

ス内火災が発生した場合には，静置されていたＭＯＸ粉末が

上昇気流により飛散すること及び当該グローブボックス内の

雰囲気温度が上昇することで気体が体積膨張し，これを駆動

力として飛散したＭＯＸ粉末が外部へ放出される可能性があ

る。 

外的事象（地震）を要因とした場合には，地震により当該

グローブボックス内を窒素雰囲気とする設備の損傷，潤滑油

の漏えい等が重なることにより，燃焼の３要素が揃い火災が
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発生すること及び設計基準事故に対処する設備であるグロー

ブボックス消火装置等が機能しないことを仮定する。この際，

グローブボックス排気設備のグローブボックス排風機を運転

している場合には，飛散したＭＯＸ粉末は当該設備を主たる

経路として設計基準事故の想定を超えて外部に放出される。

グローブボックス排気設備のグローブボックス排風機が停止

している場合には，当該グローブボックス内の負圧が維持さ

れなくなることから，飛散したＭＯＸ粉末の一部は工程室に

漏えいする。火災による温度上昇に伴う当該グローブボック

ス内及び工程室内の雰囲気の体積膨張を駆動力として，ＭＯ

Ｘ粉末はグローブボックス排気設備又は工程室排気設備を経

由して外部に放出される。以上のことから，外的事象（地震）

を共通要因として全ての火災源を有するグローブボックスに

おいて重大事故が発生することを仮定する。 

内的事象（動的機器の多重故障）を要因とした場合には，

関連性が認められない偶発的な事象が同時発生しなければ火

災の発生は想定されないため，外的事象を要因とした場合よ

りも火災の発生は想定しがたいが，技術的な想定を超えて燃

焼の３要素が揃い火災が発生すること及び設計基準事故に対

処する設備であるグローブボックス消火装置等が機能しない

ことを仮定する。この際，グローブボックス排気設備のグロ

ーブボックス排風機が運転している場合には，飛散したＭＯ

Ｘ粉末はグローブボックス排気設備を主たる経路として設計

基準事故の想定を超えて外部に放出される。動力電源及びグ

ローブボックス排気設備とが同時に又はいずれか一方が機能
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喪失し，当該グローブボックス排風機が停止している場合に

は，飛散したＭＯＸ粉末の一部が工程室に漏えいする。この

場合，火災による温度上昇に伴う当該グローブボックス内又

は工程室内の雰囲気の体積膨張を駆動力として，ＭＯＸ粉末

はグローブボックス排気設備又は工程室排気設備を経由して，

外部に放出される。内的事象（動的機器の多重故障）におい

ては，共通要因である複数のグローブボックスで重大事故が

発生することは想定しがたいため，８基のグローブボックス

のうちいずれか１基で重大事故が発生することを仮定する。 

なお，焼結炉等で取り扱う，水素・アルゴン混合ガスの水

素濃度について，設計基準で想定した状態を超える条件とし

て多重の誤動作及び故障を想定しても，９vol％を超えない設

計としていることから，爆発は想定されない。 

 

ｄ．候補事象の重畳 

上記の検討結果のとおり，内的事象（動的機器の多重故

障）を要因とした場合に火災源を有するグローブボックス

において，候補事象のうち，「グローブボックス内でのＭＯ

Ｘ粉末の飛散」及び「外部に放出する状態に至る駆動力と

なる事象の発生（火災）」の発生を想定する。これらのう

ち，「グローブボックス内でのＭＯＸ粉末の飛散」は単独で

は重大事故に至ることはないが，両候補事象の重畳によ

り，重大事故が発生するか否かを検討した。その結果，共

通の要因で両事象が同時に発生することは想定されないこ

とから，事象の組合せにより重大事故の発生を仮定する機
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器は新たに特定されない。 

外的事象（地震）を要因とした場合に，火災源が無いグ

ローブボックスにおいて，候補事象のうち，「グローブボッ

クス内でのＭＯＸ粉末の飛散」及び「グローブボックスの

破損」の発生を想定する。これらはそれぞれ単独では重大

事故に至ることはないが，両候補事象の重畳により，重大

事故が発生するか否かを検討した。その結果，共通の要因

で両事象が同時に発生し，ＭＯＸ粉末がグローブボックス

内に飛散及び工程室に漏えいする可能性がある。この際，

グローブボックス排気設備のグローブボックス排風機を運

転している場合には，グローブボックス内に飛散したＭＯ

Ｘ粉末はグローブボックス排気設備を主たる経路として外

部に放出されるが，それによる公衆への影響は平常時の公

衆への影響と同程度である。また，工程室に漏えいするＭ

ＯＸ粉末の量は，平常時における公衆の線量評価に影響を

与えるほど有意なものではない。 

グローブボックス排気設備のグローブボックス排風機が

停止している場合には，グローブボックス排風機停止に係

るインターロック又は動力電源の喪失により工程室排気設

備の工程室排風機も停止するため，外部への放射性物質の

放出には至らない。 

以上のことから，外的事象（地震）を要因とした場合に

は，事象の組合せにより重大事故の発生を仮定する機器は

新たに特定されない。 

以上ａ．からｄ．までの検討を踏まえ，外的事象（地震）を
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要因とした場合には，全てのグローブボックスに影響を与える

ことが考えられることから，全ての火災源を有するグローブボ

ックスにおいて，本重大事故が同時に発生することを仮定した。 

内的事象（動的機器の多重故障）を要因とした場合には，設

計基準事故の想定を超える条件として，関連性が認められない

偶発的な事象の同時発生を考慮して，露出した状態でＭＯＸ粉

末を取り扱い，火災源となる潤滑油を有するグローブボックス

（以下「重大事故の発生を仮定するグローブボックス」という。）

８基のうちいずれか１基のグローブボックスで火災が発生する

ことを仮定した。 

 

重大事故の発生を仮定するグローブボックス 

予備混合装置グローブボックス 

均一化混合装置グローブボックス 

造粒装置グローブボックス 

回収粉末処理・混合装置グローブボックス 

添加剤混合装置Ａグローブボックス 

添加剤混合装置Ｂグローブボックス 

プレス装置Ａ（プレス部）グローブボックス 

プレス装置Ｂ（プレス部）グローブボックス 

 

(５) 重大事故が同時に又は連鎖して発生する場合の想定 

事業許可基準規則の解釈第 22 条に基づき，重大事故が単独で

又は同種の重大事故が複数の機器で同時に発生することの想定

に加えて，異種の重大事故が同時に発生する場合又は発生した
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重大事故の影響を受けて連鎖して発生する場合について以下の

ように想定する。 

 

① 重大事故が同時に発生する場合 

重大事故が同時に発生する場合については，同種の重大事故

が同時に発生する場合及び異種の重大事故が同時に発生する場

合を考える。 

外的事象（地震）を要因とした場合には，全てのグローブボ

ックスに影響を与えることが考えられることから，非密封で露

出した状態でＭＯＸ粉末を取り扱い，潤滑油を有する８基のグ

ローブボックスにおいて同種の重大事故が同時に発生すること

を仮定する。このような同種の重大事故が同時に発生する場合

の想定については，「(４)② 核燃料物質等を閉じ込める機能の

喪失」のとおりである。 

また，異種の重大事故が同時に発生する場合については，

「(４)① 臨界事故」に示したとおり，外的事象（地震）及び

内的事象（動的機器の多重故障）を考慮した場合においても臨

界事故の発生は想定できないことから，異種の重大事故の同時

発生は想定できない。 

 

② 重大事故が連鎖して発生する場合 

重大事故が連鎖して発生する場合の想定については，ある重

大事故が発生した場合における通常時からの状態の変化等が，

その他の重大事故の発生の要因となり得るものかどうかを確認

する。この状態の変化等については，重大事故の有効性評価の
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結果を考慮する必要があることから，重大事故の連鎖について

は，重大事故の有効性評価の中で確認し，要因になり得る場合

には，連鎖を想定した対処を検討する。  
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２．２ 重大事故の対処に係る有効性評価の基本的な考え方（要旨） 
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２．２．１ 概要 

ＭＯＸ燃料加工施設において，重大事故が発生した場合におい

て，重大事故の拡大防止対策が有効であることを示すため，「２．

１ 重大事故の発生を仮定する際の条件の設定及び重大事故の発生

を仮定する機器の特定」において特定した重大事故に対し，以下の

とおり評価対象を整理し，対応する評価項目を設定した上で，評価

の結果を踏まえて，設備，手順及び体制の有効性を評価する。 

有効性評価は，「２．１ 重大事故の発生を仮定する際の条件の

設定及び重大事故の発生を仮定する機器の特定」において特定され

た重大事故ごとに，同じ種類の重大事故がどの範囲で発生するかを

整理した上で実施し，重大事故の事故影響を明らかにする。 

 

２．２．２ 評価対象の整理及び評価項目の設定 

「２．１ 重大事故の発生を仮定する際の条件の設定及び重大事

故の発生を仮定する機器の特定」において考慮した重大事故の発生

を仮定する際の条件を基に，重大事故の発生を防止している安全機

能の喪失の範囲及び生ずる環境変化に着目し，拡大防止対策の有効

性を確認するための代表事象を選定して，有効性評価を行う。 

有効性評価に際しては，事故や設備の特徴を踏まえて有効性を確

認するための評価項目を設ける。 

 

２．２．３ 評価に当たって考慮する事項 

有効性評価は，重大事故等対処設備としている設備を用いたもの

を対象とする。手順及び体制としては，その他の拡大防止対策との

関係を含めて必要となる燃料及び電源の資源や要員を整理した上
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で，安全機能の喪失に対する仮定，実施組織要員の操作時間に対す

る仮定，環境条件を考慮して，事態が収束する時点までを対象とす

る。 

 

２．２．４ 有効性評価に使用する計算プログラム 

有効性評価において，計算プログラムは使用していない。 

 

２．２．５ 有効性評価における条件設定 

有効性評価における評価の条件設定については，「２．２．３ 

評価に当たって考慮する事項」による仮定を考慮するとともに，事

象進展の不確かさを考慮して，設計値等の現実的な条件を設定する

ことを基本とする。 

 

２．２．６ 評価の実施 

有効性評価は，発生を想定する重大事故の特徴を基に重大事故等

の進展を考慮し，放射性物質の放出に寄与するパラメータ又はパラ

メータの推移を評価する。また，対策の実施により事態が収束する

ことを確認する。 

 

２．２．７ 評価条件の不確かさの影響評価 

評価の条件の不確かさの影響評価として，運転員等操作時間に与

える影響及び評価項目に与える影響を確認し，それらの影響を踏ま

えても拡大防止対策の実現性に問題なく，評価項目を満足すること

を確認する。 
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２．２．８ 重大事故の同時発生又は連鎖 

「２．１ 重大事故の発生を仮定する際の条件の設定及び重大事

故の発生を仮定する機器の特定」の結果に基づき，重大事故が同時

に発生する範囲を特定し，有効性評価を実施する。また，「２．１ 

重大事故の発生を仮定する際の条件の設定及び重大事故の発生を仮

定する機器の特定」で特定した重大事故を対象として検討すること

で，その他の重大事故が発生するかを分析する。 

 

２．２．９ 必要な要員及び資源の評価 

必要な要員は，重大事故が同時に又は連鎖して発生することを想

定しても，ＭＯＸ燃料加工施設として評価項目を満たすために必要

な要員を確保できる体制となっていることを評価する。資源は，重

大事故が同時に又は連鎖して発生することを想定しても，重大事故

に至るおそれがある事故が発生してから７日間は外部支援がないも

のとして，ＭＯＸ燃料加工施設単独で措置を継続して実施できるこ

とを確認する。 
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２．３ 臨界事故への対処（要旨）  
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「２．１ 重大事故の発生を仮定する際の条件の設定及び重大事

故の発生を仮定する機器の特定」に示すとおり，臨界事故の発生

は想定されないことから，臨界事故への対処に関する有効性評価

は不要である。  
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２．４ 核燃料物質等の閉じ込め機能の喪失への対処（要旨） 
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２．４．１ 事故の特徴及びその対策 

(１) 事故の特徴 

ＭＯＸ燃料加工施設においては，非密封，露出した状態のＭ

ＯＸ粉末は地下３階に設置されるグローブボックス内で取り扱

うこととしており，グローブボックス内を窒素雰囲気とするこ

と，潤滑油を機器に収納すること，着火源となる動的機器の設

置を限定すること等の火災の発生防止を講ずるとともに，グロ

ーブボックス温度監視装置及びグローブボックス消火装置を設

置している。また，非密封のＭＯＸ粉末を取り扱うグローブボ

ックス，グローブボックスが設置される工程室及び工程室を取

り囲む建屋はそれぞれグローブボックス排気設備，工程室排気

設備及び建屋排気設備により換気され，それぞれ内側の圧力が

低くなるよう設計している。 

グローブボックス内で火災が発生した場合には，火災の影響

により，ＭＯＸ粉末の一部がグローブボックス内に飛散し，工

程室に漏えいする可能性がある。 

飛散又は漏えいしたＭＯＸ粉末は，火災による雰囲気温度が

上昇することで，気体が体積膨張し，これを駆動力としてグロ

ーブボックス排気設備及び工程室排気設備を経由して，設計基

準事故の想定を超えて，外部へ放出する。 

 

(２) 有効性評価の代表 

本重大事故は，重大事故の発生を仮定するグローブボックス

の全てにおいて発生を仮定する。 

本重大事故の要因のうち，地震は機器の機能喪失の範囲が広
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く，対処のための環境条件も悪いこと等から，地震を要因とし

た重大事故を有効性評価の代表とする。 

 

(３) 対策の考え方 

設計基準対象の施設である，グローブボックス温度監視装置

の感知機能又はグローブボックス消火装置の機能喪失を確認し

た場合には，重大事故等の発生防止対策として，ＭＯＸ粉末を

グローブボックス内に静置した状態を維持するため，全工程停

止を行うとともに，グローブボックスが空気雰囲気となること

を防止するための全送排風機の停止及び着火源排除のための動

力電源の遮断により，火災の発生を未然に防止する。 

重大事故の発生を仮定するグローブボックスで火災が発生し

継続した場合，ＭＯＸ粉末はグローブボックス内に飛散し，工

程室へ漏えいする可能性があることから，重大事故の拡大防止

対策として，設計基準対象の施設とは異なる設備により火災を

感知して消火するとともに，外部への放出経路を遮断し，ＭＯ

Ｘ粉末が外部へ放出される事態を収束する。 

これらを実施した後，工程室内雰囲気が安定した状態である

ことを確認した後に，ＭＯＸ粉末を回収する。その際，作業環

境を確保するために，核燃料物質等を閉じ込める機能の回復に

係る作業を行う。 

 

(４) 具体的対策 

設計基準対象の施設であるグローブボックス温度監視装置の

感知機能又はグローブボックス消火装置の消火機能の喪失等を
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確認した場合は，発生防止対策として，地上１階の中央監視室

において，全工程の停止を行うとともに，全送排風機の停止及

び火災源を有する機器の動力電源の遮断の状態確認（又は停止

等の操作）を行う。 

なお，地震の発生により，グローブボックスの負圧異常，酸

素濃度異常に係る警報を確認した場合には，同様の措置を講ず

ることにより，火災の発生を未然に防止する。 

設計基準対象の施設のグローブボックス温度監視装置の感知

機能又はグローブボックス消火装置の感知又は消火機能が喪失

している状態で火災が発生している場合には，拡大防止対策と

して，中央監視室においてグローブボックスの火災源に設置さ

れた代替火災感知設備である火災状況確認用温度計に可搬型グ

ローブボックス温度表示端末を接続することにより，グローブ

ボックス内の温度を確認する。 

可搬型グローブボックス温度表示端末の指示値が 60℃を超え

る場合は，中央監視室近傍から遠隔手動操作により，地下３階

廊下に設置された代替消火設備である遠隔消火装置を起動させ，

消火剤（ハロゲン化物消火剤）を放出し，消火する。 

火災の影響によりグローブボックス内に飛散し，工程室に漏

えいしたＭＯＸ粉末は，火災によるグローブボックス及び工程

室内の雰囲気温度が上昇することで，気体が体積膨張し，これ

を駆動力として，それぞれ高性能エアフィルタが設置されたグ

ローブボックス排気設備及び工程室排気設備を経由して外部へ

の放出に至る。 

火災の消火と並行して外部への放出経路を遮断し，ＭＯＸ粉
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末が外部へ放出する事態を収束するため，地下１階の排風機室

において，外部放出抑制設備であるグローブボックス排風機入

口手動ダンパ及び工程室排風機入口手動ダンパを手動閉止する。

当該ダンパ閉止後，排風機の下流側ダクトに可搬型ダンパ出口

風速計を設置し，外部への放出につながる流れが生じていない

ことを確認する。 

火災の消火及び外部への放出経路の遮断により事態が収束し

た後，工程室内雰囲気が安定した状態であることを確認した上

で，ＭＯＸ粉末の回収を行う。 

回収作業は，可搬型ダストサンプラ及びアルファ・ベータ線

用サーベイメータにより工程室内の放射性物質濃度を測定し，

工程室内雰囲気が安定した状態であることを確認し，実施を判

断する。 

また，核燃料物質等を閉じ込める機能の回復の際には，グロ

ーブボックス排風機の復旧等に時間を要することも想定される

ことから，可搬型排風機付フィルタユニット等をグローブボッ

クス排気設備に接続するとともに，燃料加工建屋可搬型発電機

から可搬型排風機付フィルタユニットに給電することにより，

工程室からグローブボックス排気設備への気流を確保する。こ

の時，可搬型排気モニタリング設備可搬型ダストモニタで常時

外部への放出状況を監視し，指示値に異常があった場合には，

作業を中断するとともに，直ちに可搬型排風機付フィルタユニ

ットを停止する。 

このため，火災状況確認用温度計，遠隔消火装置等を常設重

大事故等対処設備として設置するとともに，グローブボックス
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排風機入口手動ダンパ，工程室排風機入口手動ダンパ，グロー

ブボックス排気閉止ダンパ，工程室排気閉止ダンパ等を常設重

大事故等対処設備として位置付ける。また，可搬型グローブボ

ックス温度表示端末，可搬型ダンパ出口風速計，可搬型排風機

付フィルタユニット，可搬型ダストサンプラ及びアルファ・ベ

ータ線用サーベイメータ等を可搬型重大事故等対処設備として

新たに整備する。 

回収作業に用いるウエス等は，資機材として整備する。 

 

２．４．２ 評価手法及び結果並びに不確かさの影響評価 

(１) 評価手法 

① 評価の考え方 

本重大事故における拡大防止対策の有効性を確認するための

評価の考え方は，以下のとおり。 

ａ．火災を消火するとともに，外部への放出経路を遮断し，そ

の状態を維持できることを評価する。 

ｂ．放射性物質の放出量評価は，拡大防止対策を踏まえて，グ

ローブボックス雰囲気内にＭＯＸ粉末が飛散する量，高性能

エアフィルタによる除染係数を考慮し，事態の収束までに事

業所外に放出する放射性物質の放出量（以下「総放出量」と

いう。）を評価する。 

ｃ．ＭＯＸ粉末が外部へ放出する事態を収束した後のＭＯＸ粉

末の回収及び核燃料物質等を閉じ込める機能の回復に係る対

処については，対処に必要な設備及び手順等が有効に機能す

るかどうか，作業環境を踏まえ，資機材，要員等が確保され
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対処できることを確認する。 

 

② 事故の条件 

本評価における事故の条件は，以下のとおり。 

ａ．本重大事故は重大事故の発生を仮定するグローブボックス

８基で同時に発生する。 

ｂ．地震の発生後，火災が発生するまでには窒素雰囲気である

グローブボックスの空気雰囲気への置換及び潤滑油の温度上

昇に時間を要することから，10 分程度の時間遅れが考えられ

るが，評価上は地震の発生を起点とする。 

ｃ．基準地震動の 1.2 倍の地震動を考慮した際に機能維持でき

る設計としているもの以外は事象進展が厳しくなるよう機能

喪失を想定する。具体的には，重大事故を仮定する際の考え

方として示すとおり，火災が発生した以降にグローブボック

ス排気設備及び工程室排気設備が機能喪失することを仮定す

る。 

 

③ 機器の条件 

本評価における機器の条件は，以下のとおり。 

ａ．潤滑油の量は，各グローブボックスの内装機器が内包する

設計値とする。 

ｂ．火災試験の結果等を踏まえ，それぞれの火災源にて燃焼面

積をオイルパン面積の 50％と仮定する。 
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④ 操作の条件 

本評価における操作の条件は，以下のとおり。 

ａ．地震の発生を起点として，その後 10 分間は要員による対処

を期待しないものとし，地震発生の 10分後から要員による安

全系監視制御盤等の確認により安全機能の喪失を把握し，重

大事故等への対処を実施するものとする。 

ｂ．可搬型グローブボックス温度表示端末の指示値が 60℃を超

えていることを確認した場合には，火災が発生していると判

断し，消火に係る作業を開始し，地震発生後 20分で完了する。

グローブボックス排風機入口手動ダンパ及び工程室排風機入

口手動ダンパの手動閉止は，地震発生後 20分で完了する。 

 

⑤ 放出量評価の条件 

放出量評価の条件は，以下のとおり。 

ａ．火災の影響を受けるＭＯＸ粉末の量は各グローブボックス

で取り扱う 大量とする。 

ｂ．ＭＯＸ粉末のプルトニウム富化度については取り扱う粉末

容器ごとに設定し，ＭＯＸ粉末の同位体組成についてはＭＯ

Ｘ燃料加工施設で取り扱う核燃料物質の仕様等により変動し

得るが，セシウム－137 換算による放出量が も厳しくなる

よう設定する。 

ｃ．火災の影響により粉末容器からグローブボックス内にＭＯ

Ｘ粉末が飛散する割合を１％/hと設定する。 

ｄ．外部への放出経路及び移行割合は，グローブボックス排気

設備を経由しての放出については 25％，グローブボックス給
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気フィルタから工程室に移行したうえで，工程室排気設備を

経由しての放出については 74％，及びグローブボックスパネ

ルの隙間から工程室に漏えいしたうえで，工程室排気設備を

経由しての放出については１％と設定する。 

ｅ．グローブボックス排気設備の高性能エアフィルタ（４段）

の除染係数 109，グローブボックス給気フィルタ（1 段）及び

工程室排気系設備の高性能エアフィルタ（２段）を組み合わ

せた場合が除染係数107，工程室排気設備の高性能エアフィル

タ（２段）の除染係数 105 及び放出経路構造物への沈着によ

る除染係数 10を設定する。 

ｆ．放射性物質の放出量のセシウム－137 換算に用いる係数に

ついては，IAEA-TECDOC-1162 に示される換算係数を用いて，

セシウム－137 と着目核種との比から算出する。 

 

⑥ 判断基準 

本重大事故の拡大防止対策の有効性評価の判断基準は，以下

のとおり。 

ａ．火災を消火するとともに外部への放出経路を遮断し，その

状態を維持できること。 

ｂ．総放出量については，拡大防止対策による事態の収束まで

の量が 100TBq を十分下回るものであって，かつ，実行可能な

限り低いこと。 

ｃ．ＭＯＸ粉末が外部へ放出する事態を収束した後のＭＯＸ粉

末の回収及び核燃料物質等を閉じ込める機能の回復に係る対

処ついては，資機材，要員等が確保され対処できること。 
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(２) 評価結果 

本重大事故の拡大防止対策の有効性評価の結果は，以下のと

おり。 

ａ．地震発生後，火災の消火及び外部への放出経路の遮断を20

分以内に完了でき，その状態を維持できる。 

ｂ．火災の発生から放出経路の遮断までのＭＯＸ粉末の総放出

量はセシウム－137換算で，約９×10-7T㏃であり，100T㏃を

十分下回るものであって，かつ，実行可能な限り低い。 

ｃ．ＭＯＸ粉末が外部に放出される事態を収束した後のＭＯＸ

粉末の回収及び核燃料物質等を閉じ込める機能の回復に係る

作業は事態の収束後，工程室内の雰囲気が安定した状態とな

ってから実施するものであり，対処可能である。 

 

(３) 不確かさの影響評価 

① 事象，事故の条件及び機器の条件の不確かさの影響 

内的事象を要因とした場合には，本重大事故が発生するグロ

ーブボックスが限定される。 

一方，本重大事故における有効性評価は，８基のグローブボ

ックスで同時に火災が発生する場合の対策の成立性を（２）に

おいて確認していることから，評価結果は変わらない。また，

内的事象を要因とした場合は,初動での状況確認やアクセスルー

ト確保等の作業において，地震を要因とした場合と比較して，

早い段階で重大事故等対策に着手できるため，対処の時間余裕

が大きくなることから判断基準を満足することに変わりはない。 
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総放出量については，各放出経路に移行するＭＯＸ粉末の量

及び放出経路における除染係数に不確かさがある。これらにつ

いては，火災によりグローブボックス内に飛散するＭＯＸ粉末

量，放出経路における除染係数等を総放出量の評価に厳しい結

果を与えるように設定していることから判断基準を満足するこ

とに変わりはない。 

 

② 操作の条件の不確かさの影響 

中央監視室の安全系監視制御盤等による操作が可能な場合は，

ダンパ閉止操作等に対して，中央監視室での遠隔操作が可能で

あるため，対処に要する時間が短縮される。 

また，ダンパ閉止操作は高性能エアフィルタが設置されてい

る室と操作場所である地下１階の排風機室とは，離隔が確保さ

れていること等から，放射線の影響を受けることはなく，判断

基準を満足することに変わりはない。 

 

(４) 重大事故の同時発生又は連鎖 

同種の重大事故が同時に発生する場合について，本重大事

故は，８基のグローブボックスで同時に発生するものとして

評価した。 

同種の重大事故が同時に発生する場合については，重大事

故が発生すると仮定する際の考え方に示すとおり，本重大事

故は８基のグローブボックスで同時に発生するものとして評

価した。 

異種の重大事故との同時発生の可能性について，臨界事故
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の発生を仮定する機器は想定できないことから，異種の重大

事故と本重大事故との同時発生は想定できない。 

重大事故の連鎖について，本重大事故による通常時からの

状態の変化等は，火災によるグローブボックス内の温度上昇，

グローブボックス内の体積膨張及びそれによるグローブボッ

クスから工程室へのＭＯＸ粉末の漏えい，グローブボックス

内の火災の影響による工程室内の体積膨張がある。 

これら通常時からの状態の変化等を踏まえた場合において

も，ＭＯＸ粉末等の集積等が発生することはないことから，

本重大事故から臨界事故への連鎖は想定できない。 

 

(５) 必要な要員及び燃料等 

① 本重大事故における拡大防止対策に必要な要員は，地震を要

因とした場合，合計で 10名である。これに対し，ＭＯＸ燃料加

工施設における事故対処を実施する実施組織要員（ＭＯＸ燃料

加工施設対策班の班員）は 21名であり，対処は可能である。な

お，内的事象を要因とした場合には，作業環境が地震を要因と

した場合より悪化することはなく，同人数以下で対応できる。 

② 本重大事故への対処においては，水源を要しない。 

③ 本重大事故の拡大防止対策を７日間継続して実施するのに必

要な燃料（軽油）は，合計で約４ｍ3である。これに対し，ＭＯ

Ｘ燃料加工施設と再処理施設とで共用する軽油貯槽にて約 800

ｍ3の軽油を確保しており，対処は可能である。なお，地震を要

因とした場合には再処理施設においても重大事故が同時に発生

する可能性がある。この場合，これらへの対処を７日間行った
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場合に必要な燃料（軽油）は 大でも合計で約87ｍ3であり，Ｍ

ＯＸ燃料加工施設と再処理施設とで同時に重大事故が発生した

場合においても対処が可能である。 

④ 核燃料物質等を閉じ込める機能の回復に係る設備の負荷等は

合計で約７kＶＡである。また，起動時容量については合計で約

37kＶＡである。これに対し，燃料加工建屋可搬型発電機の容量

は，約 50kＶＡであり，対処が可能である。  
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２．５ 重大事故が同時に又は連鎖して発生した場合の対処（要旨） 
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２．５．１ 重大事故の同時発生 

「２．１ 重大事故の発生を仮定する際の条件の設定及び重大事

故の発生を仮定する機器の特定」において示したとおり，重大事故

として特定したのは核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失のみであ

り，異種の重大事故の同時発生は生じない。また，同種の重大事故

の同時発生については「２．４．２(４) 重大事故の同時発生又は

連鎖」に整理した。 

 

２．５．２ 重大事故の連鎖 

連鎖して発生する重大事故等の整理についても，重大事故として

特定したのは核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失のみであり，

「２．４．２(４) 重大事故の同時発生又は連鎖」に整理したとお

り，核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失を起因として連鎖して発

生する重大事故等はない。 
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２．６ 必要な要員及び資源の評価（要旨） 
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「２．１ 重大事故の発生を仮定する際の条件の設定及び重大事

故の発生を仮定する機器の特定」において示したとおり，重大事故

として特定したのは核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失のみであ

り，異種の重大事故の同時発生は生じない。また，同種の重大事故

の同時発生については「２．４．２(４) 重大事故の同時発生又は

連鎖」に整理した。 

連鎖して発生する重大事故の整理についても，重大事故として特

定したのは核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失のみであり，「２．

４．２(４) 重大事故の同時発生又は連鎖」に整理したとおり，核

燃料物質等を閉じ込める機能の喪失を起因として連鎖して発生する

重大事故はない。 

以上より，必要な要員及び資源の評価は，「２．４．２(５) 必

要な要員及び燃料等」に示したとおりとなる。 
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３.重大事故の発生を仮定する際の条件の設定及び 

重大事故の発生を仮定する機器の特定  
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３． 重大事故の発生を仮定する際の条件の設定及び重大事故の発生を仮

定する機器の特定 

３．１ 概要 

重大事故は，加工規則第二条の二において，設計上定める条件よりも厳

しい条件の下において発生する事故であって，ＭＯＸ燃料加工施設におい

ては，「臨界事故」と「核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失」とされてい

る。また，設計基準事故の選定においては，「核燃料物質による臨界」と

「閉じ込め機能の不全」について，ＭＯＸ燃料加工施設における核燃料物

質の形態，取扱方法等を踏まえて発生の可能性との関連において想定され

る異常事象を抽出した上で設計基準事故を選定したことを踏まえ，この２

つの事象について重大事故の発生を仮定する機器を特定する。 

これらの設計上定める条件より厳しい条件の下において発生する重大事

故に対しては，対策を検討し，必要な設備，手順書及び体制を整備し，そ

れらの有効性を評価する。したがって，重大事故の発生を仮定する機器の

特定として，重大事故の起因となる安全機能の喪失及びその同時発生の範

囲，機能喪失後の事象進展，重大事故の発生規模並びに重大事故の同時発

生の範囲を明確にすることが必要である。 

安全機能の喪失を想定する対象は，公衆への著しい被ばく影響をもたら

す可能性がある事故が重大事故であることを踏まえ，安全機能を有する施

設のうち安全上重要な施設とする。 

安全上重要な施設の安全機能の喪失を特定するにあたり，設計基準の想

定においては，安全上重要な施設の安全機能は喪失しない設計としている。

したがって，これを超える想定として，ある施設の損傷状態（設備の破損

や故障）を定めることにより，安全上重要な施設の安全機能の喪失を想定

する。 
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重大事故の発生を仮定する機器の特定に当たっては，設計上定める条件

より厳しい条件として，設計基準事故において想定した条件より厳しい条

件を要因とした場合の機能喪失の範囲を整理し，重大事故の規模とその発

生を仮定する機器の検討を行う。 

設計基準事故において想定した条件として，外部からの影響による機能

喪失の要因となる事象（以下「外的事象」という。）と動的機器の故障等

の機能喪失の要因となる事象（以下「内的事象」という。）をそれぞれ想

定した。 

外的事象については，設計基準対象の施設では，設計基準事故に対処す

るための設備の設計として想定すべき規模の外的事象に対して，当該設備

の機能を維持するよう設計条件を設定しているが，重大事故を仮定する際

には，この設計条件を超える外的事象を要因として，重大事故の発生を検

討する。 

その際の検討においては，安全機能を有する施設の設計において想定し

た地震，火山の影響等の56の自然現象と，航空機落下，有毒ガス等の24の

人為事象（以下「自然現象等」という。）を対象とした。 

検討の対象とした事象のうち，ＭＯＸ燃料加工施設周辺では起こり得な

いもの，重大事故を引き起こさないことが明らかなもの及び発生頻度が極

めて低いものは除外した。また，火山の影響（降下火砕物による積載荷重）

に対しては降下火砕物を除去すること，積雪に対しては除雪を行うこと，

森林火災及び草原火災に対しては消火活動を行うことにより安全上重要な

施設が機能喪失に至ることを防止できること，火山の影響（降下火砕物に

よるフィルタの目詰まり）に対しては工程停止，送排風機停止等を行うこ

とにより，重大事故に至る前までに対処が可能であることからそれぞれ除

外した。 
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この結果，設計基準事故に対処するための設備の設計条件を超える規模

の外的事象により重大事故の要因となるおそれのある事象として地震を抽

出した。地震により機能喪失するとした安全上重要な施設の条件は，基準

地震動を上回る地震動を想定する。具体的には，基準地震動の1.2倍の地震

動を考慮した際に機能維持できる設計としない静的機器の機能喪失とする。 

ＭＯＸ燃料加工施設で取り扱うウラン・プルトニウム混合酸化物（以下

「ＭＯＸ」という。）の形態のうち，ＭＯＸ粉末は飛散し，気相中に移行し

やすいことから，これを取り扱う安全上重要な施設とするグローブボック

スは燃料加工建屋の地下３階及び地下２階に設置されている。ＭＯＸ粉末

が外部へと放出される場合には，ＭＯＸ粉末が気相中に移行し，かつ，こ

れを外部へと放出する駆動力が必要である。このため，動的機器及び基準

地震動の1.2倍の地震動を考慮する設計としない静的機器については，電源

の有無，機能を維持する又は機能を喪失するといった設備の状態として想

定される条件に対し，外部への放射性物質の放出を考えた場合に厳しい条

件を整理して設定するものとする。 

設計基準事故の選定において，内的事象としては，火災が発生している

状態と動的機器の単一の故障，誤作動，誤操作（以下「動的機器の単一故

障」という。）が発生した状態を想定し，「グローブボックス内に潤滑油

を有し，ＭＯＸ粉末を露出した状態で取り扱うグローブボックス」におけ

る閉じ込め機能の不全を設計基準事故として選定した。 

このため，内的事象については，設計基準事故において考慮した動的機

器の単一故障に対して，設計基準事故において考慮した機能喪失の想定を

超える条件として，動的機器の多重故障（多重の誤作動及び誤操作を含む。）

を設定する。 

短時間の全交流電源喪失に対して，設計基準事故の選定において想定し
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た規模を超える条件として想定される長時間の全交流電源喪失については，

動的機器の機能喪失に加え，電源の喪失によって工程が停止するとともに，

全送排風機も停止するため，核燃料物質は静置された状態になる。しかし

ながら，動的機器の多重故障の範囲が も多くなる要因として，全交流電

源喪失があることから，機能喪失の要因として，長時間の全交流電源喪失

についても想定する。 

また，内的事象の考慮において，外的事象と同様に，動的機器について

は，電源の有無，機能を維持する又は機能喪失するといった設備の状態と

して想定される条件に対し，外部への放射性物質の放出を考えた場合に厳

しい条件を整理して設定するものとする。 

なお，ＭＯＸ燃料加工施設の製造工程には，放射性物質を内包する液体

の移送配管がなく，放射性物質以外の液体の配管は存在するものの腐食性

ではないことから腐食の進展が遅く，保守点検によってその予兆を確認し，

保守が実施できることから，腐食による配管の貫通き裂や全周破断は想定

されない。溢水，内部発生飛散物については，設計基準事故の選定の際の

条件を超える条件が物理的に想定されないことから，機能喪失の要因とし

て考慮しない。内部火災については，発生防止の確認において，火災によ

って安全機能が機能喪失しないよう設計することから，機能喪失の要因と

しないが，火災の感知・消火機能を安全上重要な施設に設定していること，

火災は外部に放射性物質を放出するための駆動力となることから，設計基

準事故の選定時と同様に，想定される異常事象として考慮する。 

内的事象及び外的事象の同時発生は，外的事象は発生頻度が極めて低い

ことに加え，外的事象と内的事象は関連性が認められない偶発的な事象と

なることから，考慮する必要はない。 

上記の考え方に基づいた重大事故の発生を仮定する機器の特定結果は，
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露出した状態でＭＯＸ粉末を取り扱い，火災源となる潤滑油を有する８基

のグローブボックスである。外的事象としては８基のグローブボックスの

全てでグローブボックス内火災が発生し，核燃料物質等を閉じ込める機能

の喪失が発生する。内的事象としては８基のグローブボックスのうち単一

のグローブボックス内で火災が発生し，核燃料物質等を閉じ込める機能の

喪失が発生する。 

また，臨界事故については，重大事故の発生を仮定する際の条件より厳

しい条件を仮定しても臨界事故に至ることはないことを確認した。 
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３．２ 重大事故の発生を仮定する際の条件の考え方 

 重大事故の発生を仮定する機器の特定に当たり，外的事象及び内的事象

並びにそれらの同時発生について検討し，重大事故の発生を仮定する際の

条件を設定する。 

 

 ＭＯＸ燃料加工施設における重大事故は，加工規則第二条の二において，

臨界事故と核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失とされている。重大事故

の発生を仮定する機器の特定にあたり，ＭＯＸ燃料加工施設の特徴を考慮

し，設備ごとの安全機能の整理と機能喪失により発生する事故の分析を行

い，重大事故の発生を仮定する際の条件による安全機能の喪失状態を特定

することで，その重大事故の発生を仮定する機器を特定する。 

安全機能の喪失を想定する対象は，公衆への著しい被ばく影響をもたら

す可能性のある事故が重大事故であることを踏まえ，安全機能を有する施

設のうち安全上重要な施設とする。また，拡大防止対策及び影響緩和対策

（以下「拡大防止対策等」という。）が安全上重要な施設である場合は，

発生防止対策である安全上重要な施設以外の安全機能を有する施設の機能

喪失を考慮する。 

安全上重要な施設のうち，その機能喪失により外部に放射性物質を放出

するおそれのある設備として，核燃料物質を内包する設備を抽出する。 

また，ＭＯＸ燃料加工施設で想定される事象について，設計基準事故の

選定において想定した外的事象，内的事象それぞれの要因よりも厳しい条

件を与えた際の機能喪失を想定し，重大事故の要因となる事象に進展する

かを整理する。 

重大事故の要因となる事象に進展する場合には，その事象が設計基準事

故で想定した規模を超える事象となる可能性があるかを整理し，設計基準
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事故で想定した規模を超える事象を重大事故として選定する。 

 重大事故の発生を仮定する機器の特定フローを第１図に示す。 

 

 (１) 考慮するＭＯＸ燃料加工施設の特徴 

    ＭＯＸ燃料加工施設では，通常運転時においては従事者への作業

安全を考慮し，燃料加工建屋，工程室，グローブボックス等の順に

気圧を低くすることで，放射性物質の漏えいの拡大を防止する設計

とし，施設内の状態監視を実施しているが，以下のＭＯＸ燃料加工

施設の特徴を考慮すると，外部電源の喪失又は全交流電源喪失が発

生したとしても，全工程が停止し，核燃料物質は静置され安定な状

態となるため，ＭＯＸ燃料加工施設の外部への放射性物質の放出に

は至らない。 

    このため，大きな事故に進展するおそれのある事象が発生した際

は，必要に応じて全工程停止及び全送排風機を停止し，地下階にお

いてグローブボックス内にＭＯＸ粉末を静置させることで，核燃料

物質を安定な状態に導くことができる。 

  ① ＭＯＸ燃料加工施設で取り扱う核燃料物質は，ウラン及びウラン

とプルトニウムの混合酸化物であり，化学的に安定している。 

 

  ② 燃料製造における工程は乾式工程であり，有機溶媒等の化学薬品

を多量に取り扱う工程はなく，化学反応による物質の変化及び発熱

が生ずるプロセスはないことから，工程における核燃料物質は安定

な状態である。 
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  ③ ＭＯＸ燃料加工施設では，密封形態の核燃料物質として燃料棒及

び混合酸化物貯蔵容器を取り扱う。また，ＭＯＸ粉末，グリーンペ

レット及びペレットは作業環境中に核燃料物質が飛散又は漏えいす

ることのないよう，グローブボックス等内で取り扱う。核燃料物質

の形態のうち，ＭＯＸ粉末は飛散しやすく，気相中へ移行しやすい。

このため，ＭＯＸ粉末はグローブボックスで取り扱うとともに，Ｍ

ＯＸ粉末を取り扱うグローブボックスを燃料加工建屋の地下３階に

設置する。 

 

  ④ ＭＯＸ燃料加工施設で取り扱う核燃料物質は崩壊熱が小さく，冷

却機能等の常時機能を期待する動的機器を必要としない。 

 

  ⑤ ＭＯＸ燃料加工施設における加工工程は，バッチ処理であり，各

処理は独立している。このため，異常が発生したとしても工程停止

の措置を講じれば停止時の状態が維持でき，異常の範囲は当該処理

の単位に限定される。 
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３．２．１ 外的事象 

自然現象等に対して，設計基準においては，想定する規模において安全

上重要な施設の安全機能が喪失しない設計としている。 

重大事故に至る可能性がある機能喪失又はその組合せを特定するために

は，安全機能を有する施設の設計において想定した規模よりも大きい規模

の影響を施設に与えることで，安全機能の喪失を仮定する必要がある。 

したがって，重大事故の起因となる安全上重要な施設の安全機能の喪失

の要因となる自然現象等を選定し，安全機能の喪失により考えられる施設

の損傷状態を想定する。 

① 検討の母集団 

外部からの影響として，国内外の文献から抽出した自然現象等を対象

とする。 

 

② 重大事故の起因となる安全上重要な施設の安全機能の喪失の要因とし

て考慮すべき自然現象等の選定 

  ａ．自然現象等の発生及び規模の観点からの選定 

①のうち，重大事故の起因となる安全上重要な施設の安全機能の喪

失の要因となる可能性のある自然現象等として，以下の基準のいずれ

にも該当しない自然現象等を選定する。 

基準１ ：重大事故の起因となる安全上重要な施設の安全機能の

喪失の要因となる自然現象等の発生を想定しない 

基準１－１：自然現象等の発生頻度が極めて低い 

基準１－２：自然現象等そのものは発生するが，重大事故の起因

となる安全上重要な施設の安全機能の喪失の要因と

なる規模の発生を想定しない 
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基準１－３：ＭＯＸ燃料加工施設周辺では起こり得ない 

基準２ ：発生しても重大事故の起因となる安全上重要な施設の

安全機能の喪失の要因となるような影響が考えられな

いことが明らかである 

 

    自然現象に関しての選定結果を第１表に，人為事象に関しての選

定結果を第２表に示す。 

    選定の結果，重大事故の起因となる安全上重要な施設の機能喪失

の要因となる可能性がある自然現象等は，地震，森林火災，草原火

災，火山の影響（降下火砕物による積載荷重，降下火砕物によるフ

ィルタの目詰まり）及び積雪である。 

 

  ｂ．自然現象等への対処の観点からの選定 

    上記ａ．において，重大事故の起因となる安全上重要な施設の機

能喪失の要因となる可能性がある自然現象等として選定した地震，

森林火災，草原火災，火山の影響（降下火砕物による積載荷重，降

下火砕物によるフィルタの目詰まり）及び積雪について，発生規模

を整理する。 

    発生規模に関しては，「設計上の安全余裕により，安全機能を有す

る施設の安全機能への影響がない規模」，「設計上の安全余裕を超え，

重大事故に至る規模」及び「設計上の安全余裕をはるかに超え，大

規模損壊に至る規模」をそれぞれ想定する。 

    上記の自然現象のうち，「安全審査 整理資料 第９条：外部から

の衝撃による損傷の防止」に示すとおり，森林火災及び草原火災，

積雪並びに火山の影響（降下火砕物による積載荷重）に関しては，
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消火活動，堆積した雪又は降下火砕物の除去を行うことにより，設

計上の安全余裕を超える規模の自然現象を想定したとしても設備が

機能喪失に至ることを防止できることから，重大事故の起因となる

機能喪失の要因となる自然現象として選定しない。 

    また，火山の影響（降下火砕物によるフィルタの目詰まり）につ

いては，降下火砕物の堆積による外部電源の喪失及び屋内に設置す

る非常用所内電源設備の非常用発電機のフィルタの降下火砕物によ

る目詰まりにより全交流電源喪失に至ることが想定される。しかし，

「安全審査 整理資料 第９条：外部からの衝撃による損傷の防止」

に示すとおり，大規模な火山の噴火による降灰予報が発表され，降

下火砕物の影響が予見される場合は関連する工程の停止，送排風機

の停止等を実施することにより核燃料物質は静置され安定な状態と

なることから，火山の影響（降下火砕物によるフィルタの目詰まり）

により全交流電源喪失が発生したとしても，重大事故に至ることは

ない。このため，火山の影響（降下火砕物によるフィルタの目詰ま

り）は重大事故の起因となる機能喪失の要因となる自然現象として

選定しない。 

したがって，地震を重大事故の起因となる安全上重要な施設の機能

喪失の要因となる自然現象として選定する。 

 

  ③ 重大事故の起因となる安全上重要な施設の機能喪失の要因となる

自然現象の組合せ 

重大事故の起因となる安全上重要な施設の機能喪失の要因となる可

能性がある自然現象については，重大事故の起因となる安全上重要な

施設の機能喪失の要因となる自然現象と，機能喪失に至る前に対処が
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可能な自然現象に分類できる。これらの自然現象を組合せることによ

って想定する事態がより深刻になる可能性があることを考慮し，組合

せの想定の要否を検討する。 

組合せを想定する自然現象の規模については，設計上の想定を超え

る規模の自然現象が独立して同時に複数発生する可能性は想定しにく

いことから，重大事故の起因となる機能喪失の要因となる可能性があ

る自然現象に対して，設計上想定する規模の自然現象を組み合わせて，

その影響を確認する。 

 

   ａ．重大事故の起因となる安全上重要な施設の機能喪失の要因とな

る自然現象と他の自然現象の組合せ 

重大事故の起因となる安全上重要な施設の機能喪失の要因となる

自然現象として選定された地震に対して，他の重大事故の起因とし

て考慮すべき自然現象との組合せの影響を検討する。検討に当たっ

ては，同時に発生する可能性が極めて低い組合せ，重大事故に至る

までに実施する対処に影響しない組合せ及び一方の自然現象の評価

に包絡される組合せを除外し，いずれにも該当しないものを考慮す

べき組合せとする。 

重大事故の起因となる安全上重要な施設の機能喪失の要因となる

自然現象と他の自然現象の組合せの検討結果を第３表に示す。検討

の結果，重大事故の起因となる安全上重要な施設の機能喪失の要因

となる自然現象に対して組合せを考慮する必要のある自然現象はな

い。 
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   ｂ．機能喪失に至る前に対処が可能な自然現象と他の自然現象の組

合せ 

機能喪失に至る前に対処が可能な自然現象として選定された森林

火災，草原火災，火山の影響（降下火砕物による積載荷重），火山

の影響（降下火砕物によるフィルタの目詰まり）及び積雪に対して，

他の重大事故の起因となる安全上重要な施設の機能喪失の要因とな

る可能性がある自然現象との組合せの影響を検討する。検討に当た

っては，同時に発生する可能性が極めて低い組合せ，重大事故に至

る前に実施する対処に影響しない組合せ及び一方の自然現象の評価

に包絡される組合せを除外し，いずれにも該当しないものを考慮す

べき組合せとする。 

機能喪失に至る前に対処が可能な自然現象と他の自然現象の組合

せの検討結果を第４表に示す。検討の結果，機能喪失に至る前に実

施する対処の内容が厳しくなる組合せとして火山の影響（降下火砕

物による積載荷重）及び積雪の組合せを想定するが，火山の影響

（降下火砕物による積載荷重）及び積雪が同時に発生した場合には，

必要に応じて除雪及び降下火砕物の除去を実施することから，組合

せを考慮する必要のある自然現象はない。 

 

いずれの場合においても，重大事故の要因となる自然現象の組合

せによる影響はないことから，重大事故の起因となる安全上重要な

施設の機能喪失の要因となる自然現象として地震を選定する。 
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３．２．２ 内的事象 

 (１) 設計基準における想定 

設計基準事故の選定においては，機能喪失の条件として，動的機器

の単一故障，溢水，内部発生飛散物，内部火災，配管破断及び短時間

の全交流電源喪失を内的事象による機能喪失の要因として考慮し，こ

れらの中で動的機器の単一故障を機能喪失の条件として想定している。

また，発生防止対策の機能喪失が設計基準事故の誘因にならないこと

の確認の際には，動的機器の単一故障の他に短時間の全交流電源喪失

についても想定している。 

 

 (２) 重大事故の起因として想定する内的事象 

    (１)で整理した設計基準における想定を踏まえ，設計基準として

は喪失を想定していない安全機能を喪失させる又は設計基準事故の

規模を拡大させる条件として，各事象に対して以下のように想定し，

重大事故の発生を仮定する条件となるかを整理する。 

 

  ① 動的機器の故障 

    設計基準事故の選定においては，動的機器の単一故障により設計

基準事故の誘因にならないことを確認している。 

このため，設計基準事故の選定において想定した規模を超える条件

として，独立した系統で構成している同一機能を担う安全上重要な施

設に対して多重故障（多重の誤作動及び誤操作を含む。）を想定する。 
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  ② 溢水 

    設計基準事故の選定においては，想定破損による溢水を想定して

も，堰等により安全上重要な施設の安全機能が喪失しないように設

計していることから，機能喪失の要因とはならないとしている。 

    上記の想定に対する厳しい条件としては，想定破損による溢水量

が増加することが考えられるが，ＭＯＸ燃料加工施設全体で保有す

る水量が設計基準事故の選定における想定から変動することはない

ため，溢水により安全上重要な施設の機能が喪失することはない。 

    このため，重大事故の発生を仮定する際の条件として，溢水によ

る機能の喪失は想定しない。 

 

  ③ 内部発生飛散物 

    設計基準事故の選定においては，内部発生飛散物としての回転体

の飛散又は重量物の落下については，それらが発生しないように設

計していることから，安全上重要な施設の安全機能の喪失の要因と

はならないとしている。 

    上記の想定に対する厳しい条件としては，内部発生飛散物が発生

することが考えられるが，回転体へのケーシング等があること，グ

ローブボックスを設置する工程室には重量物を搬送するクレーン等

の機器はないこと等により，内部発生飛散物により安全上重要な施

設の安全機能が喪失することはない。 

    このため，重大事故の発生を仮定する際の条件として，内部発生

飛散物による機能の喪失は想定しない。 
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  ④ 内部火災 

    設計基準事故の選定においては，内部火災により安全上重要な施

設の安全機能が喪失しないように設計していることから，機能喪失

の要因とはならないとしている。 

    上記の想定に対する厳しい条件としては，火災の規模が拡大する

ことが考えられるが，設備が有する可燃物量が増加することはない

ため，火災の規模が設計基準事故の選定において想定した規模から

拡大することはない。 

    ただし，グローブボックス内の火災に対して，火災の感知・消火

機能を安全上重要な施設に設定していること及び外部への放射性物

質の放出の駆動力となることから，設計基準事故の選定において考

慮したことを踏まえ，火災は核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失

の発生の起因となる事象として想定する。 

 

  ⑤ 配管破断 

    設計基準事故の選定においては，ＭＯＸ燃料加工施設の製造工程

において，放射性物質を内包する腐食性の液体は取り扱わないこと

及び非腐食性の流体（空気，冷却水等）を内包する配管に関しては，

腐食の進行が緩やかであり，保守点検により健全性を維持できるこ

とから，配管破断は機能喪失の要因とはならないとしている。 

    上記の想定に対する厳しい条件として，ＭＯＸ燃料加工施設にお

ける流体の取扱いが変わることはないことから，配管破断により安

全上重要な施設の機能が喪失することは考えられない。また，腐食

性の流体を取り扱わないため，腐食の進展が遅く，保守点検によっ

てその予兆を確認し，保守が実施できることから，腐食による配管
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の貫通き裂や全周破断は想定されない。 

    このため，重大事故の発生を仮定する際の条件として，配管破断

による機能の喪失は想定しない。 

 

  ⑥ 全交流電源喪失 

設計基準事故の選定においては，短時間の全交流電源喪失が発生

した場合，動的機器の機能が機能喪失に至ることから，発生防止対

策の確認においては，短時間の全交流電源喪失は機能喪失の要因と

して想定した。 

上記の想定に対する厳しい条件として，長時間の全交流電源喪失

が想定される。しかしながら，長時間の全交流電源喪失については，

電源喪失によって工程が停止するとともに，全送排風機も停止する

ことにより，核燃料物質は静置された状態になる。また，ＭＯＸ燃

料加工施設においては，取り扱う核燃料物質による崩壊熱の影響も

小さく，製造プロセスにおいて化学的変化も発生しないことから冷

却機能等の常時機能を必要とする動的機器はない。 

しかしながら，動的機器の多重故障の範囲が も多くなる要因と

して，全交流電源喪失があることから，機能喪失の要因として，長

時間の全交流電源喪失を想定する。 

 

３．２．３ 重大事故の発生を仮定する際の条件 

 前項までにおいて想定した，重大事故の起因となる機能喪失の要因とな

る外的事象及び内的事象について，想定する機能喪失の状況を詳細化する

とともに，機能喪失を想定する対象設備及び同時に機能喪失を想定する範

囲を明確にすることで，それぞれの外的事象及び内的事象としての機能喪
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失の状態を「重大事故の発生を仮定する際の条件」として設定することに

より，重大事故の発生を仮定する機器を特定するとともに，それぞれの重

大事故についての有効性評価の条件とする。 

 

 (１) 外的事象（地震） 

  ① 発生する外力の条件 

基準地震動を超える地震動の地震を想定する。 

 

  ② 発生する外力と施設周辺の状況 

地震により加速度が発生する。地震による加速度は，敷地内外を問

わず，周辺の設備に対しても一様に加わる。したがって，送電線の鉄

塔が倒壊することにより外部電源が喪失する可能性がある。 

 

  ③ 影響を受ける設備 

全ての設備の安全機能について，外力の影響により喪失の可能性が

ある。 

 

  ④ 外力の影響により喪失する機能 

基準地震動の1.2倍の地震動を考慮した際に機能維持できる設計に

より維持する静的な機能は，地震の外力（加速度）による機能喪失を

想定しない。これら以外の機能は，全て機能を喪失する（地震の加速

度により，機器が損傷し，機能を喪失する）。 

動的機器については，動力源，制御部及び駆動部と多くの要素から

構成され，復旧に要する時間に不確実性を伴うことから，機能喪失の

可能性を考慮する。 
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  ⑤ 外力による機能喪失の影響による機能喪失 

外部電源の喪失に加えて，非常用所内電源設備が機能喪失すること

により，電源を必要とする機器は全て機能喪失に至るものとする。 

 

  ⑥ 外力の影響による機能喪失後の施設状況 

基準地震動の1.2倍の地震動を考慮した際に機能維持できる設計に

より維持する機能に該当しない静的な機能の喪失により，溢水が発生

することに加え，基準地震動の1.2倍の地震動を考慮した際に機能維

持できる設計により維持する機能に該当しない静的な機能は，継続し

て長時間の機能喪失を想定する。また，電源を必要とする機器は全て

機能喪失に至るものとすることから，安全上重要な施設の安全機能確

保のための支援機能である非常用所内電源設備についても，継続して

長時間の機能喪失を想定する。 

ただし，ＭＯＸ燃料加工施設で取り扱う核燃料物質の形態のうち，

ＭＯＸ粉末は飛散し，気相中に移行しやすいことから，ＭＯＸ粉末を

取り扱う安全上重要な施設とするグローブボックスは燃料加工建屋の

地下３階及び地下２階に設置している。ＭＯＸ粉末が外部へと放出さ

れる場合には，ＭＯＸ粉末が気相中に移行し，かつこれを外部へ放出

する駆動力が必要である。 

また，ＭＯＸ燃料加工施設は，工程停止や送排風機が停止したとし

ても，核燃料物質が静置された状態となり，外部への放射性物質の放

出に至ることはない。このため，外部への放射性物質の放出に繋がる

厳しい条件を設定する。 

このため，動的機器及び基準地震動の1.2倍の地震動を考慮した際

に機能維持できる設計としない静的機器については，動力である電源
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の有無，機能の維持又は喪失といった設備の状態として想定される条

件に対し，外部への放射性物質の放出を考えた場合に機能を喪失した

場合よりも厳しい条件が想定されるかを整理した上で設定するものと

する。 

 

 (２) 内的事象（動的機器の多重故障，多重誤作動又は多重誤操作） 

  ① 動的機器の多重故障 

独立した系統で構成している同一機能を担う安全上重要な施設の

動的機器に対して，全台の故障により，当該機器が有する動的機能の

喪失を想定する。 

その結果，動力源（電源，圧縮空気等）が喪失する場合は，それ

らが供給されることで機能を果たす動的機器の機能も同時に喪失を想

定する。 

上記以外の動的機器については，互いに関連性がない動的機器が

同時に多重故障に至るとは考えにくいことから同時に機能を喪失しな

い。また，動的機器の多重故障は，静的機器の損傷の要因にはならな

いことから，静的機器の機能喪失は想定しない。 

 

  ② 動的機器の多重誤作動 

独立した系統で構成している同一機能を担う安全上重要な施設の

動的機器に対して多重誤作動を想定する。その際，互いに関連性がな

い動的機器が同時に多重誤作動に至るとは考えにくいことから，多重

誤作動の同時発生は考慮しない。具体的には，安全上重要な施設の発

生防止対策を担保する安全上重要な施設の動的機器並びに拡大防止対

策等を担保する安全上重要な施設の動的機器が同時に機能喪失に至る
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ことは，上記①の多重故障の同時発生に該当することから想定しない。 

動的機能の誤作動として以下の事象を想定する。 

   ａ．異常停止（起動操作時に起動できないことを含む） 

   ｂ．異常起動（停止操作時に停止できないことを含む） 

   ｃ．出力低下 

   ｄ．出力過剰 

   ｅ．インターロック（警報）不作動 

   ｆ．インターロック（警報）誤作動 

 

上記のうち，ａ．，ｃ．及びｅ．は機器の故障と同一の事象とし

て整理できる。また，ｄ．については，警報の発報に対して運転員が

安全側の対応を講ずるため事故の起因にはならない。したがって，多

重誤作動として考慮する事象はｂ．及びｆ．とする。具体的には換気

風量の増加を想定する。 

 

  ③ 多重誤操作 

安全上重要な施設が担う機能に関する運転員の単一の「行為」につ

いて，多重誤操作を想定する。その際，確認を複数の運転員で行って

いたとしても，誤った操作をすることを想定する。複数の行為におい

て，連続して複数の運転員が誤操作することは考えにくいため，多重

誤操作の同時発生は考慮しない。 

安全上重要な施設の機器の動的な安全機能は，運転員の操作に期待

しておらず，安全上重要な施設の機能に対する誤操作としては，安全

機能を担保する機器の操作に関わるものとして，以下の誤操作を想定

する。 
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   ａ．安全上重要な施設の動的機器の操作 

安全上重要な施設の動的機器の操作については，当該機器の保守

時における起動，停止の作業における誤操作を想定する。この場合，

起こり得る現象としては当該機器の多重誤作動（異常停止，異常起

動及び出力異常）と同じであり，多重誤作動と同一の事象として整

理できる。 

 

   ｂ．安全上重要な施設の警報吹鳴に対する運転員対応 

ＭＯＸ燃料加工施設において安全上重要な施設の警報が吹鳴した

場合に，運転員操作を要するものはない。 

 

 (３) 内的事象（長時間の全交流電源喪失） 

外部電源の喪失時に，非常用所内電源設備の非常用発電機が多重

故障により起動しないことを想定する。 

これにより，全ての交流電源が喪失することから，電源により駆

動する動的機器は，全て機能喪失を想定する。当該機器が電源以外で

駆動する場合であっても，その駆動源を供給する機器が電源を要する

場合には，機能喪失を想定する。 

全交流電源喪失と同時に動的機器自体の故障は想定しないことから，

非常用発電機の復旧までの間に外部電源が回復又は喪失した電源を代

替することにより，動的機器は対処において期待できる。また，全て

の静的機能は維持されることから，対処において期待できる。 
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 (４) 重大事故の発生を仮定する際の条件のまとめ 

以上より，重大事故の発生を仮定する際の安全上重要な施設の条件

として，外的事象及び内的事象のそれぞれについて，機能喪失を想定

する対象設備及び同時に機能喪失を想定する範囲を以下のとおり設定

する。 

 

  ① 外的事象（地震） 

安全上重要な施設の動的機器及び全交流電源の機能は復旧に時間

を要することを想定し全て長時間機能喪失する。また，安全上重要

な施設の静的機器の機能は長時間機能喪失する。ただし，基準地震

動の1.2倍の地震動を考慮した際に機能維持できる設計とした安全

上重要な施設の静的機器は機能を維持する。 

また，動的機器及び基準地震動の1.2倍の地震動を考慮した際に

機能維持できる設計としない静的機器については，電源の有無，動

的機器の機能を維持する又は機能喪失といった設備の状態として想

定される条件に対し，外部への放射性物質の放出を考えた場合に厳

しい条件を整理して設定する。 

 

【補足説明資料３－21】 

 

  ② 内的事象（動的機器の多重故障） 

動的機器の多重故障による機能喪失を想定する。また，動的機器

については，電源の有無，機能を維持する又は機能喪失するといっ

た設備の状態として想定される条件に対し，外部への放射性物質の

放出を考えた場合に厳しい条件を整理して設定する。 
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また，設計基準事故の選定においては，火災の感知・消火機能を

安全上重要な施設に設定していること及びＭＯＸ粉末が火災の有す

る駆動力の影響を受け，平常時を超えて外部に放射性物質が放出さ

れる事象を想定したことから，閉じ込め機能の不全として選定して

いる。このため，火災に係る重大事故の発生を仮定する際の条件と

しては，動的機器の多重故障の想定に加えて，火災の発生防止対策

が機能喪失して火災が発生している状態を，想定される異常事象と

して考慮する。 

  ③ 内的事象（長時間の全交流電源喪失） 

全交流電源喪失により安全上重要な施設の動的機器が全て機能喪

失する。 

 

 (５) 外的事象及び内的事象の重ね合わせ 

外的事象及び内的事象の重ね合わせについては，以下のとおり考慮

する必要はない。 

 

  ① 外的事象同士の同時発生 

外的事象としての重大事故の発生を仮定する際の条件は地震のみで

あり，外的事象の同時発生は想定されない。 

 

  ② 内的事象同士の同時発生 

内的事象発生時には速やかに対処を行うことに加え，それぞれの

内的事象は関連性の認められない偶発的な事象となることから考慮す

る必要はない。 
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  ③ 外的事象及び内的事象の同時発生 

外的事象は発生頻度が極めて低いことに加え，外的事象と内的事象

は関連性の認められない偶発的な事象となることから考慮する必要は

ない。 
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３．３ 個々の重大事故の発生の仮定 

 設備ごとの安全機能の整理と機能喪失により発生する事故の分析

を行い，重大事故の発生を仮定する際の条件による安全機能の喪失

状態を特定することで，その重大事故の発生を仮定する機器を特定

する。 

 (１) 設備ごとの安全機能の整理と機能喪失により発生する事故の分析 

  ① 対象の整理 

    安全機能の喪失を想定する対象は，公衆への著しい被ばく影響を

もたらす可能性のある事故が重大事故であることを踏まえ，安全機

能を有する施設のうち安全上重要な施設とする。安全上重要な施設

は，その機能喪失により，公衆及び従事者に過度の放射線被ばくを

及ぼす可能性のある機器を選定していることから，安全上重要な施

設の安全機能を対象として，安全機能の喪失を考慮し，重大事故に

至る可能性を整理する。安全機能を有する施設のうち安全上重要な

施設以外の安全機能を有する施設の機能が喪失したとしても，公衆

及び従事者に過度な放射線被ばくを及ぼすおそれはない。 

    ただし，想定される事故の発生防止対策として安全上重要な施設

以外の安全機能を有する施設の機能に期待する場合には，事故の発

生防止対策の確認という観点から，想定される事故の発生防止対策

である安全上重要な施設以外の安全機能の喪失を想定する。 

 

  ② 重大事故を発生させ得る安全機能の喪失又はその組合せの特定 

    安全上重要な施設の安全機能が喪失した場合に至る施設状態及び

その後の事象進展を分析することにより，重大事故に至る可能性が

ある機能喪失又はその組合せを整理する。 
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 (２) 安全機能喪失状態の特定 

重大事故を発生させ得る安全機能の喪失又はその組合せが，重大事

故の発生を仮定する際の条件において発生するか否かを判定する。 

安全機能が喪失しない又は安全機能が組合せで同時に喪失しなけれ

ば，事故が発生することはなく，重大事故に至らないと判定できる。 

 

 (３) 重大事故の発生を仮定する機器 

(２)により，重大事故を発生させ得る安全機能の喪失又はその組合

せが発生する場合には，重大事故の発生の可能性がある箇所（機器，

グローブボックス等）ごとに重大事故に至るかを評価し，重大事故の

発生を仮定する箇所を特定する。 

 

  ① 事故発生の判定 

(２)において，安全機能が喪失する又は安全機能が組合せで喪失す

る場合であっても，評価によって事故（外部への放射性物質の放出）

に至らないことを確認できれば，重大事故に至らないと判定できる。 

 

  ② 重大事故の判定 

上記①において，評価によって事故に至らないことを確認できない

場合には，事故の収束手段，事象進展の早さ又は公衆への影響をそれ

ぞれ評価する。 

具体的には，安全機能の喪失又はその組合せが発生したとしても，

設計基準対象の施設で事象の収束が可能である又は機能喪失時の公衆

への影響が平常時と同程度であれば，設計基準として整理する事象に

該当する。 



3-28 

 

いずれにも該当しない場合には，重大事故の発生を仮定する機器と

して特定する。 

また，重大事故の同時発生については，機能喪失の要因との関連に

おいて，同種の重大事故が複数箇所で同時に発生する場合と，異種の

重大事故が同一箇所又は複数箇所で同時に発生する場合をそれぞれ仮

定する。 
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３．４ 重大事故の発生を仮定する機器の特定結果 

３．４．１ 臨界事故 

臨界事故は，臨界が発生することにより，気体状の放射性物質や放

射性エアロゾルが発生し，外部への放射性物質の放出量が増加するも

のである。 

 (１) 地震の場合 

地震発生時には工程が停止することにより核燃料物質の搬送が停

止し，各設備における核燃料物質量に変動は起こらず，通常運転時

においては各設備において核燃料物質の質量は未臨界質量以下であ

るため，臨界の発生は想定できない。 

原料粉末を受け入れてから成形，被覆，組立を経て燃料集合体と

するまでの各工程間の貯蔵及び燃料集合体出荷までの貯蔵を行う施

設である貯蔵施設は，単一ユニット間の距離の維持機能を有してお

り，これらの施設はピット又は棚構造であり，貯蔵される核燃料物

質間は施設の構成部材で隔離されている。基準地震動の1.2倍の地震

動を考慮した際に機能維持できる設計としない貯蔵施設が過大に変

形又は破損することを想定した場合においても，貯蔵設備の構成部

材が喪失することは考えられず，核燃料物質の接近の障壁となり一

箇所に集積することは考えられない。また，仮想的にこれらの構成

部材による間隔よりも核燃料物質が接近することを想定した評価の

結果，いずれの貯蔵施設においても臨界に至ることはない。このた

め，臨界の発生は想定できない。 

なお，基準地震動を超える地震動による地震の発生により，基準

地震動の1.2倍の地震動を考慮した際に機能維持できる設計としない

グローブボックス等が損傷することを想定しても，質量管理を行う
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単一ユニットは核燃料物質量を管理していること及び同一室内に単

一ユニットが複数存在しても，単一ユニットを構成するグローブボ

ックスが分散配置されていることから，地震によりグローブボック

ス等の機能が喪失し，核燃料物質がグローブボックス等から漏えい

したとしても核燃料物質が一箇所に集積することはないため，臨界

の発生は想定できない。 

 

【補足説明資料３－19】 

 

 (２) 動的機器の多重故障の場合 

    臨界を防止するための動的機器として，安全上重要な施設はない

ため，安全上重要な施設以外の安全機能を有する施設である，誤搬

入防止機能を有する機器が多重故障により機能喪失することを想定

する。誤搬入防止機能は，ＩＤ番号読取機による搬送対象となる容

器のＩＤ番号が一致していることの確認，秤量器による容器の秤量

値に有意な差がないことの確認，運転管理用計算機及び臨界管理用

計算機による確認，誤搬入防止シャッタの開放並びに運転員による

搬入許可といった，複数の機器による確認及び運転員による確認を

行っている。これら異なる機器の全てが多重故障により同時に機能

を喪失することは想定しにくいが，設計基準事故の選定においては，

１回の核燃料物質の誤搬入を想定して，臨界に至らないことを確認

している。このため，誤搬入防止機能が機能を喪失し，複数回の核

燃料物質の誤搬入を想定しても未臨界質量を超えることはない。こ

のため，臨界の発生は想定できない。 
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 (３) 長時間の全交流電源喪失の場合 

臨界を防止するための動的機器として，安全上重要な施設はない

ため，安全上重要な施設以外の安全機能を有する施設である，誤搬

入防止機能を有する機器が長時間の全交流電源喪失により機能喪失

することを想定する。しかし，核燃料物質の搬送も全交流電源喪失

により停止するため，核燃料物質が誤搬入されることはない。この

ため，臨界の発生は想定できない。 

 

設計基準事故の選定においては，発生防止対策である誤搬入防止

機能の単一故障では核燃料物質の誤搬入が発生しないことから，誤

搬入防止機能を構成する複数の機器の機能喪失及び運転員の誤操作

により，核燃料物質の１回の誤搬入を想定しても，臨界は発生しな

いことを確認している。 

重大事故の発生を仮定する際の条件下においても，上記のとおり

臨界事故の発生は想定できない。また，関連性が認められない複数

の機器が同時に機能を喪失することは想定されない。 

しかし，臨界事故は核分裂の連鎖反応によって放射性物質が新た

に生成するという特徴を有する事象であり，事故が発生した場合に

は直ちに対策を講ずる必要がある。このため，技術的な想定を超え

て，関連性が認められない偶発的な事象の一定程度の同時発生を考

慮し，設計基準事故の選定で想定した，誤搬入防止機能の全てが喪

失した状態が継続し，共通要因では起こり得ない機器の故障及び運

転員の誤操作が複数回続けて起こるという重ね合わせにより，核燃

料物質のグローブボックス内への誤搬入が複数回継続する状況を想

定することにより，臨界の発生の可能性を評価する。 
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具体的には，核燃料物質が収納された容器が貯蔵施設からグロー

ブボックスに継続的に搬入され，当該グローブボックスに核燃料物

質が集積する状況を想定する。この際，各グローブボックスへ核燃

料物質を搬送する容器のうち，１回あたりの搬送量が も大きい容

器を用いて，未臨界質量まで搬入し続けることを想定する。ここで

未臨界質量とは，水反射体2.5cm，球形状モデルにて計算した中性子

実効増倍率が0.95 以下となる質量であり，核燃料物質の集積量が未

臨界質量を超えなければ，いかなる集積状態においても臨界に至る

ことはないと判断する。 

本検討を全ての安全上重要な施設のグローブボックスを対象に評

価を行った結果， も少ない設備で 25 回を超える多重の故障，誤操

作の発生による誤搬入に至るまで臨界の発生は想定できない。 

また，上記の多重の故障，誤操作による繰り返しの誤搬入に要す

る時間は 13 時間であるが，ＭＯＸ燃料加工施設においては，臨界安

全管理のための確認とは異なる以下の確認手段によって，核燃料物質

が未臨界質量を超えて集積するよりも前に，異常な集積を検知でき，

工程を停止する等の措置を講ずることができる。この確認手段は，臨

界安全管理のための確認手段とは原理が異なり，多様性を有している

ことから，信頼性が高く，異常な集積が継続することによる臨界事故

の発生は想定できない。 

 

  ① エリアモニタによる線量当量率の上昇検知 

核燃料物質を取り扱うグローブボックスが設置される室には，ガ

ンマ線エリアモニタ及び中性子線エリアモニタを設置しており，測

定値である線量当量率については連続的に中央監視室において指示
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及び記録されるため，測定値の変動を確認することができる。また，

あらかじめ設定した値を超えた場合には警報を発する設計としてい

る。 

工程室のエリアモニタ付近の空間線量率は平常時で数μSv/h から

数十μSv/h を想定している。また，万一，未臨界質量まで核燃料物

質が異常に集積した場合は，約500μSv/h から約２mSv/h と想定して

いる。 

これを踏まえて警報設定値は，平常時に想定される放射線レベル

の変動を考慮した上で，未臨界質量の核燃料物質が集積した状態に

おける放射線レベルより低く設定する方針である。 

このため，エリアモニタが警報を発した場合は，設備の状態確認

を開始することができ，核燃料物質の異常な集積の有無を確認し，

異常な集積が生じている場合には，工程を停止する等の措置を講ず

ることができることから，臨界事故は発生しない。 

これらの対応は，「核原料物質，核燃料物質及び原子炉の規制に関

する法律」に基づくＭＯＸ燃料加工施設保安規定（以下「保安規定」

という。）に基づく下位規定に定める。 

 

  ② 目視による異常な集積の有無の確認 

核燃料物質が通常運転時の取扱量を超えて異常に集積することを

仮定した場合，核燃料物質は容器から溢れ，グローブボックス内に

一部が漏えいしていることが想定される。 

ＭＯＸ燃料加工施設においては，設備の健全性を確認するため，

交代勤務者の運転直切り替え時に複数の運転員が設備の状態を目視

により確認することとしており，仮に通常運転時の取扱量を超えて
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集積が発生している場合には，目視により異常を検知できる。 

 

以上より，ＭＯＸ燃料加工施設においては，臨界事故に至るおそ

れはない。 

 

【補足説明資料３－19】 
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３．４．２ 核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失 

事故による外部への放射性物質の放出に着目し，ＭＯＸ燃料加工施設か

ら多量の放射性物質が放出される事象を，核燃料物質等を閉じ込める機能

の喪失とする。 

ＭＯＸ燃料加工施設において，核燃料物質を混合酸化物貯蔵容器，グロ

ーブボックス等及び燃料集合体により取り扱うことから，これらの閉じ込

めバウンダリが損傷することにより，核燃料物質等を閉じ込める機能の喪

失に至ることが考えられる。 

このうち，混合酸化物貯蔵容器及び燃料集合体は，これらが落下しても

損傷しない高さに取扱いを制限していることから，混合酸化物貯蔵容器及

び燃料集合体の落下による核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失は想定し

ない。 

 

【補足説明資料３－25】 

【補足説明資料３－26】 

 

製造工程のグローブボックス内で取り扱う核燃料物質の形態としては，

ＭＯＸ粉末，グリーンペレット及びペレットである。グリーンペレット及

びペレットの形態の場合，これらは安定な成形体であるため，飛散しにく

く，発生した異常事象の影響を受けて外部へと放出される事態になること

は考えられない。核燃料物質がＭＯＸ粉末の形態の場合，発生した異常事

象の影響により，外部への放射性物質の放出に至る状態になり得ると考え

られる。そのため，ＭＯＸ粉末を取り扱う，安全上重要な施設とするグロ

ーブボックスを対象として，外部への放射性物質の放出に至る事故の発生

の可能性を評価する。 
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グローブボックスはグローブボックス排気設備を介して外部と接続され

た構造である。このため，グローブボックスが損傷しなくとも，グローブ

ボックス内において何らかの異常事象が発生した場合に，その異常事象の

影響を受けた核燃料物質が，グローブボックス排気設備を経由して外部へ

と放出されることが考えられる。ＭＯＸ粉末は，通常運転時において，粉

末容器に収納した状態で搬送し，各グローブボックスにおいて，混合機へ

の投入，混合機による粉末の混合，混合機からの取り出し及びグリーンペ

レット成形といったプロセスにおいて取り扱う。このため，粉末を収納し

た粉末容器を取り扱い中に落下することによりグローブボックス内にＭＯ

Ｘ粉末が浮遊し，グローブボックス内の気相中の放射性物質の濃度が上昇

することで，外部への放出量が上昇するという事象が考えられる。このた

め，核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失として，グローブボックス内の

ＭＯＸ粉末の飛散という事象を想定する。 

ＭＯＸ粉末の閉じ込め機能を担うものとしては，グローブボックスがあ

ることから，グローブボックスの閉じ込めバウンダリが損傷することの想

定としては，グローブボックス内外において，重量物が落下し，その衝撃

がグローブボックスに加わることにより損傷することが考えられる。しか

しながら，グローブボックスを設置する室においては，重量物を取り扱う

クレーン類がないため，グローブボックス外で重量物が落下してグローブ

ボックスが損傷することはない。一方，グローブボックス内においては，

製造工程で使用する核燃料物質を収納した容器を取り扱うことから，重量

物として容器が落下することが想定される。このため，核燃料物質等を閉

じ込める機能の喪失として，グローブボックスが破損し，ＭＯＸ粉末が漏

えいするという事象が考えられる。 

また，ＭＯＸ粉末が影響を受ける異常事象として，グローブボックス内
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において駆動力を有する事象が発生し，その影響を受けることでＭＯＸ粉

末が外部へと放出される事象が考えられる。ＭＯＸ燃料加工施設では，製

造工程において多量の有機溶媒等は取り扱わないこと，製造工程において

過渡変化がなく取り扱う核燃料物質自体も安定な状態であること及び取り

扱う核燃料物質による崩壊熱の影響も小さいことから，ＭＯＸ燃料加工施

設において駆動力を有する事象の発生は想定しにくい。しかし，潤滑油や

水素ガスといった火災又は爆発の要因となり得るものを有する設備がある

ことから，ＭＯＸ燃料加工施設において発生する可能性がある駆動力を有

する事象としては，火災と爆発が考えられる。しかしながら，爆発につい

ては，ＭＯＸ燃料加工施設において想定される爆発の要因として，水素・

アルゴン混合ガスがあるものの，燃料加工建屋内において取り扱う水素濃

度が９vol％以下であること及び燃料加工建屋内へ水素濃度が９vol％を超

える水素・アルゴン混合ガスが流入することは生じ得ないことから，爆ご

うが発生することは想定できない。また，水素・アルゴン混合ガスを使用

してペレットの焼結を行う焼結炉等に仮に空気が混入して焼結炉等内で水

素濃度が９vol％以下の水素・アルゴン混合ガスが燃焼した場合においても，

拡散燃焼しか発生せず，急激な圧力の上昇を伴うものではないことから，

外部への放射性物質の放出量の上昇には至らない。このため，外部への放

射性物質の放出に至るような規模の爆発が発生することはない。なお，「安

全審査 整理資料 第５条：火災等による損傷の防止」の補足説明資料１

－５ 添付資料１ 別紙２ に示すとおり，グローブボックス消火装置の

消火ノズルは消火ガスを拡散する構造であることから，グローブボックス

消火装置が仮に誤作動したとしても，ＭＯＸ粉末が飛散することはない。

また，グローブボックス排風機の運転が継続していることから，グローブ

ボックス消火装置が仮に誤作動したとしても，グローブボックス内の圧力
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が上昇することはない。 

以上を踏まえ，核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失となり得る事象は，

設計基準事故を選定する際の考え方と同様に，「グローブボックス内でのＭ

ＯＸ粉末の飛散」，「グローブボックスの破損」及び「外部に放出する状態

に至る駆動力となる事象の発生（火災）」である。このため，これら３事象

が，重大事故の発生を仮定する際の条件により発生し，外部へ多量の放射

性物質の放出に至る事故に繋がる可能性を評価する。 

核燃料物質等を閉じ込める機能に係る安全上重要な施設の機能は，「グロ

ーブボックスの破損」及び「外部に放出する状態に至る駆動力となる事象

の発生（火災）」に係る機能に分類できる。また，安全上重要な施設以外の

安全機能を有する設備の有する機能のうち，「グローブボックス内でのＭＯ

Ｘ粉末の飛散」及び「グローブボックスの破損」に係る機能として容器の

落下防止機能及び転倒防止機能がある。核燃料物質等を閉じ込める機能の

喪失となり得る３事象それぞれについて，外的事象又は内的事象により，

これらの安全機能が損なわれる可能性について整理する。また，共通要因

により，これら３事象が同時に発生した場合において，外部への放射性物

質の放出の可能性についても評価する。 

設計基準事故の選定では，露出した状態でＭＯＸ粉末を取り扱い，火災

源となる潤滑油を有するグローブボックスである８基のグローブボックス

（以下「火災源を有するグローブボックス」という。）を設計基準事故の発

生を想定するグローブボックスとして特定し，これらのグローブボックス

においてＭＯＸ粉末が発生した火災による駆動力により，外部への放射性

物質の放出に至る事象を設計基準事故として選定した。 

これら火災源を有するグローブボックスは，グローブボックスの支持架

台及び内装機器を基準地震動の1.2倍の地震動を考慮した際に機能維持でき
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る設計とするグローブボックスである。このため，火災源を有するグロー

ブボックスについては，地震を要因とした場合には，「グローブボックス内

でのＭＯＸ粉末の飛散」及び「グローブボックスの破損」は想定されず，

「外部に放出する状態に至る駆動力となる事象の発生（火災）」のみが対象

となる。一方，露出した状態でＭＯＸ粉末を取り扱うグローブボックスの

うち，火災源となる潤滑油が無いグローブボックス（以下「火災源が無い

グローブボックス」という。）については，「外部に放出する状態に至る駆

動力となる事象の発生（火災）」は想定されない。また，火災源が無いグロ

ーブボックスについては，耐震重要度分類がＳクラスではあるが，基準地

震動の1.2倍の地震動を考慮した際に機能維持できる設計としないグローブ

ボックスであることから，地震を要因とした場合には，「グローブボックス

内でのＭＯＸ粉末の飛散」及び「グローブボックスの破損」が対象となる。 

 

 (１) グローブボックス内でのＭＯＸ粉末の飛散 

火災源が無いグローブボックス内でＭＯＸ粉末を収納した容器が落

下又は転倒することにより，グローブボックス内にＭＯＸ粉末が飛散

することでグローブボックス内の気相中の放射性物質の濃度が上昇し，

平常時よりも多量の放射性物質が外部へと放出されることにより，事

故に至ることが考えられる。 

ＭＯＸ粉末を収納した容器が落下又は転倒する要因としては，地震

及びグローブボックス内で容器を取り扱う機器の故障，誤作動を想定

する。 

 

  ① 地震の場合 

    火災源が無いグローブボックス内に設置する動的機器が，容器の
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落下防止機能又は転倒防止機能の喪失により，ＭＯＸ粉末を収納し

た容器が落下又は転倒することでグローブボックス内にＭＯＸ粉末

が飛散することが想定される。 

グローブボックス排風機が運転している場合には，グローブボッ

クス排気設備を経由して放射性物質は外部に放出されるが，この放出

経路は通常運転時と同じである。また，平常時の放射性物質の年間放

出量は，ＭＯＸ粉末の気相中への移行率としてウラン粉末を１ｍの高

さから落下させた際の気相中への移行率である７×10-5 を使用して算

出していること及びこの移行率は火災による気相中への移行率と比べ

て２桁程度小さいことを踏まえると，グローブボックス内で容器の落

下又は転倒によりＭＯＸ粉末が飛散したとしても，公衆への影響は平

常時と同程度である。 

 

【補足説明資料３－27】 

 

グローブボックス排風機が停止している場合には，グローブボッ

クス内を負圧に維持できなくなり，グローブボックスから工程室へＭ

ＯＸ粉末が漏えいする可能性があるが，グローブボックス排風機が停

止した場合には工程室排風機がインターロックにより停止する又は地

震により工程室排風機も停止するため，ＭＯＸ粉末を取り扱う地下３

階から地上１階までＭＯＸ粉末を上昇させ外部への放出に至る駆動力

がないことから，外部への放射性物質の放出には至らない。 

地震により「グローブボックス内でのＭＯＸ粉末の飛散」と「グ

ローブボックスの破損」が同時に発生した場合については，グローブ

ボックスから工程室にＭＯＸ粉末が漏えいすることが想定されるが，
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地震時には工程室排風機が機能喪失により停止する又はグローブボッ

クス排風機が地震により停止することにより工程室排風機もインター

ロックにより停止するため，ＭＯＸ粉末を取り扱う地下３階から地上

１階までＭＯＸ粉末を上昇させ外部への放出に至る駆動力がないこと

から，外部への放射性物質の放出に至らない。 

地震による「グローブボックス内でのＭＯＸ粉末の飛散」と「外

部に放出する状態に至る駆動力となる事象の発生（火災）」の同時発

生については，火災源が無いグローブボックスには火災源となる潤滑

油がないことから，同時発生は想定されない。 

 

  ② 動的機器の多重故障の場合 

    グローブボックス内で容器を取り扱う機器は安全上重要な施設以

外の安全機能を有する施設である。このため，これらの機器が多重

故障により，容器の落下防止機能又は転倒防止機能が喪失し，容器

が落下又は転倒することでグローブボックス内にＭＯＸ粉末が飛散

することが想定される。 

グローブボックス排風機が運転している状態では，グローブボック

ス排気設備を経由して放射性物質が外部に放出されるが，この放出経

路は通常運転時と同じである。また，平常時の公衆への影響評価にお

いては，粉末が落下した際の気相中への移行率を用いていることから，

この事象による公衆への影響は平常時と同程度である。 

また，電源の喪失又は故障によりグローブボックス排風機が停止し

ている場合には，グローブボックス内を負圧に維持できなくなり，グ

ローブボックスから工程室へＭＯＸ粉末が漏えいする可能性があるが，

グローブボックス排風機が停止した場合には工程室排風機がインター
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ロックにより停止する又は地震により工程室排風機も停止するため，

ＭＯＸ粉末を取り扱う地下３階から地上１階までＭＯＸ粉末を上昇さ

せ外部への放出に至る駆動力がないことから，外部への放射性物質の

放出には至らない。 

 

  ③ 長時間の全交流電源喪失の場合 

安全上重要な施設とするグローブボックス内で容器を取り扱う安

全上重要な施設以外の安全機能を有する施設は，電源を喪失しても

取扱中の容器を安全に保持することから，グローブボックス内の容

器の落下又は転倒によりＭＯＸ粉末が飛散することはないため，事

故の発生は想定されない。 

 

   以上より，グローブボックス内でのＭＯＸ粉末の飛散は，重大事故

として特定されない。 

 

 (２) グローブボックスの破損 

    安全上重要な施設とするグローブボックスが破損することにより，

グローブボックス内のＭＯＸ粉末が工程室に漏えいし，平常時とは

異なる経路から放射性物質が外部へと放出されることにより，事故

に至ることが考えられる。 

    グローブボックスは静的機器であるため，外力が無ければグロー

ブボックスは破損しない。外力としては外的事象である地震による

地震動及び重量物の落下が考えられるが，グローブボックスの直近

には重量物を取り扱うクレーン等の機器はないことから，グローブ

ボックス外の重量物落下によりグローブボックスが破損することは
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想定されない。このため，想定する外力としては，地震による地震

動及びグローブボックス内で取り扱う重量物である容器の落下又は

転倒を考慮し，グローブボックスの破損の可能性を評価する。 

 

  ① 地震の場合 

    地震により，火災源が無いグローブボックス内の機器で，重量物

である容器の落下防止機能又は転倒防止機能が喪失することが考え

られる。しかし，グローブボックス缶体はステンレス鋼製とし，容

器が落下又は転倒してもグローブボックス缶体は破損しない設計で

ある。また，落下又は転倒した容器が内装機器の架台等による干渉

や容器を取り扱う機器とパネルの間の距離の確保により，グローブ

ボックスのパネルに直接衝突することがないことから，容器の落下

又は転倒によりグローブボックスが破損することはない。 

また，火災源が無いグローブボックスは，基準地震動の 1.2 倍の地

震動を考慮した際に機能維持できる設計としないことから，地震によ

り損傷等する可能性がある。しかし，火災源が無いグローブボックス

は，耐震重要度分類がＳクラスのグローブボックスであることから，

グローブボックスの倒壊及びグローブボックスのパネルの脱落はなく

大規模に破損することは想定しにくいが，グローブボックスの損傷等

によりグローブボックスのパネルの内側に付着したＭＯＸ粉末等の一

部が，当該グローブボックスから工程室に漏えいする可能性がある。 

グローブボックス排風機が運転している場合は，ＭＯＸ粉末の外部

への放出経路はグローブボックス排気設備が主たる経路となるため，

ＭＯＸ粉末の工程室への漏えい量は極めて少ない。グローブボックス

排気設備が放出経路であれば，平常時における放射性物質の外部への
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放出経路と同じであるため，公衆への影響は平常時と同程度である。

なお，平常時における公衆の線量評価は，ウラン粉末を１ｍの高さか

ら落下させた際の気相中への移行率である７×10-5 を使用して算出し

ており，グローブボックスが破損したとしてもＭＯＸ粉末に駆動力は

生じないことから，駆動力の有無の観点からも公衆への影響は平常時

と同程度であるといえる。 

 

【補足説明資料３－27】 

【補足説明資料３－31】 

 

また，グローブボックス排風機が停止している場合には，グローブ

ボックス内を負圧に維持できなくなり，グローブボックスから工程室

へＭＯＸ粉末が漏えいする可能性があるが，グローブボックス排風機

が停止した場合には，インターロックにより工程室排風機が停止する

又は地震により工程室排風機も停止するため，地下３階から地上１階

までＭＯＸ粉末を上昇させ外部への放射性物質の放出に至る駆動力が

ないことから，公衆への影響は平常時と同程度であり，外部への放射

性物質の放出には至らない。 

地震により「グローブボックス内でのＭＯＸ粉末の飛散」と「グロ

ーブボックスの破損」が同時に発生した場合については，（１）①に

記載の通り，想定はされるものの外部への放射性物質の放出に至らな

い。 

    地震による「グローブボックスの破損」及び「外部に放出する状

態に至る駆動力となる事象の発生（火災）」の同時発生については，

火災源が無いグローブボックスには火災源となる潤滑油がないこと
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から，同時発生は想定されない。 

以上のことから，外的事象（地震）を要因としたグローブボック

スの破損は，重大事故として特定しない。 

 

  ② 動的機器の多重故障の場合 

    グローブボックス自体は静的機器であること及びグローブボック

スの損傷を防止するための動的機器として安全上重要な施設はない

ことを踏まえ，グローブボックス内で重量物である容器を取り扱う

安全上重要な施設以外の安全機能を有する施設である動的機器が多

重故障により，容器の落下防止機能又は転倒防止機能を喪失するこ

とを想定する。 

    容器を取り扱う動的機器が多重故障により落下防止機能又は転倒

防止機能を喪失して容器が落下又は転倒することが考えられる。し

かし，グローブボックス缶体はステンレス鋼製であるため，容器が

落下又は転倒してもグローブボックス缶体は破損しない。また，落

下又は転倒した容器が内装機器の架台等による干渉や容器を取り扱

う機器とパネルの間の距離の確保により，グローブボックスのパネ

ルに直接衝突することがないことから，容器の落下又は転倒により

グローブボックスが破損することはないため，事故の発生は想定さ

れない。 

以上のことから，内的事象（動的機器の多重故障）を要因としたグ

ローブボックスの破損は，重大事故として特定しない。 

 

  ③ 長時間の全交流電源喪失の場合 

安全上重要な施設とするグローブボックス内で重量物である容器
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を取り扱う安全上重要な施設以外の安全機能を有する施設は，電源を

喪失しても取扱中の容器を安全に保持することから，グローブボック

ス内の容器の落下又は転倒によりグローブボックスが破損することは

ないため，事故の発生は想定されない。 

以上のことから，内的事象（長時間の全交流電源喪失）を要因と

したグローブボックスの破損は，重大事故として特定しない。 

 

   以上より，グローブボックスの破損は，重大事故として特定されな

い。 

 

 (３) 外部に放出する状態に至る駆動力となる事象の発生（火災） 

     グローブボックス内で外部に放出する状態に至る駆動力となる

事象が発生し，その駆動力の影響を受けたＭＯＸ粉末が外部へ放

出されることにより，平常時よりも多量の放射性物質が外部へと

放出されることにより，事故に至ることが考えられる。 

     駆動力となる事象として，グローブボックス内における火災を

想定する。取り扱う核燃料物質の形態が粉末の場合は，火災の上

昇気流の影響を受けることにより，気相中に移行するとともに，

雰囲気の温度が上昇し，ＭＯＸ粉末を含む気体が体積膨張し，こ

れを駆動力として外部への放射性物質の放出に至るおそれがある。

また，粉末であっても，蓋付きの容器に収納された状態又は機器

内に収納された状態であれば，内部の粉末が火災による上昇気流

の影響を受けることは想定しにくい。そのため，核燃料物質等を

閉じ込める機能の喪失の発生を仮定する対象となる設備として，

蓋のない容器により露出した状態でＭＯＸ粉末を取り扱う設備・
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機器を有するグローブボックスとする。 

また，外部への放射性物質の放出に至るような火災の発生が想定

される火災源を有するグローブボックスが，重大事故の発生を仮定

するグローブボックスとして特定できることから，グローブボック

ス内に火災源が無ければ，重大事故の発生を仮定するグローブボッ

クスに該当しない。また，想定される火災の規模が小さい火災源を

有するグローブボックスについても，外部への放射性物質の放出に

至ることが想定されないことから，重大事故の発生を仮定するグロ

ーブボックスに該当しない。 

安全上重要な施設のグローブボックス内に存在する火災源として

は，ケーブル，計器類，グローブボックス内の機器が有する潤滑油，

清掃，メンテナンス等で使用するアルコール及びウエス並びに遮蔽

の観点でグローブボックス内で使用するポリエチレンがある。 

ケーブル及び計器類については，火災が発生しても火災の規模は

小さく，ＭＯＸ粉末に対して駆動力を与えることはないため，火災

源として想定しない。 

グローブボックス内の機器が有する潤滑油については，引火点が

200℃以上と高いため着火しにくいが，火災発生時の火災規模は大

きく，火災が発生した場合はＭＯＸ粉末に対して駆動力を与えるお

それがあるため，火災源として想定する。 

清掃，メンテナンス等で使用するアルコール及びウエスについて

は，使用時以外は不燃性容器に収納すること，使用時は運転員がグ

ローブボックス作業をしている状態であることから，火災源として

想定しない。 
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遮蔽の観点でグローブボックス内で使用するポリエチレンについ

ては，不燃性材料で覆う設計であるとともに静的機器であることか

ら，可燃物として露出することがないため，火災源として想定しな

い。 

以上より，想定する火災源はグローブボックス内の機器が有する

潤滑油であり，重大事故の発生を仮定するグローブボックスは，潤

滑油を内包する機器を設置するグローブボックスである。 

火災源として特定したグローブボックス内の潤滑油による火災が

発生するためには，グローブボックス内において，燃焼の３要素で

ある可燃物，酸素及び着火源が揃う必要がある。 

可燃物としては，機器内の潤滑油が，過電流遮断器が機能喪失し

た状態において発生した過電流の影響で潤滑油の温度が上昇した状

態で，潤滑油を収納した機器に亀裂が発生し，温度が上昇した潤滑

油が漏えいすることにより，火災源となり得る可燃物が生ずること

が想定される。 

酸素としては，窒素循環設備の窒素循環ファンが停止した状態で

グローブボックス排風機の運転が継続し，グローブボックス内が過

負圧となり，自力式吸気弁が開になることで工程室内の空気がグロ

ーブボックス内に流入することが想定される。また，窒素循環設備

の系統が破断した状態でグローブボックス排風機が運転を継続する

ことにより，工程室内の空気がグローブボックス内に流入すること

が想定される。 

着火源については，グローブボックス内でケーブル等によるスパ

ークが発生し，潤滑油に着火することが想定される。 
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上記の燃焼の３要素がグローブボックス内で同時に整うことが必

要である。また，グローブボックス内が窒素雰囲気から空気へ置換

されること，潤滑油の温度が上昇されること及び着火源となるスパ

ークの発生のためには，電源が必要となる。さらに，グローブボッ

クス内の窒素雰囲気から空気へ置換されるためにはグローブボック

ス排風機が運転していることが条件であることから，火災が発生す

るためには10分程度の時間が必要である。 

したがって，これらの偶発的な事象の同時発生は想定しにくい。

しかしながら，外的事象及び内的事象発生時に，技術的な想定を超

えて，核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失として，露出したＭＯ

Ｘ粉末を取り扱い，火災源となる潤滑油を保有しているグローブボ

ックスにおける火災の発生を仮定する。この火災については，

「(１)グローブボックス内でのＭＯＸ粉末の飛散」や「(２)グロー

ブボックスの破損」の事象との違いとして，火災は駆動力となる事

象であることから，グローブボックス排風機が停止した場合であっ

ても，火災の影響により，外部への放出経路が遮断されない限り，

外部へ放射性物質の放出の可能性は否定できないという違いがあ

る。 

以上より，重大事故の発生を仮定するグローブボックスとして，

露出した状態でＭＯＸ粉末を取り扱い，潤滑油を有する機器を設置

するグローブボックスは，以下のとおりである。 

なお，いずれのグローブボックスにおいても，通常運転時は窒素

雰囲気であり，潤滑油は機器内に収納する等，火災の発生防止対策

として施していることは同じである。 
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    ・予備混合装置グローブボックス 

    ・均一化混合装置グローブボックス 

    ・造粒装置グローブボックス 

    ・回収粉末処理・混合装置グローブボックス 

    ・添加剤混合装置グローブボックス（２基） 

    ・プレス装置（プレス部）グローブボックス（２基） 

 

  ① 地震の場合 

火災源を有するグローブボックス内を窒素雰囲気とすること，潤滑

油が機器に収納されていること及び潤滑油を有する機器を設置するグ

ローブボックス内には着火源がないこと等の発生防止対策を講じてい

る。このため，火災源として特定したグローブボックス内の潤滑油に

よる火災が発生するためには，グローブボックス内において，燃焼の

３要素である可燃物，酸素及び着火源が揃う必要があり，そのために

は機器内の潤滑油の温度上昇，温度上昇した潤滑油の漏えい，グロー

ブボックスの空気雰囲気化及びケーブル等のスパークによる着火が発

生する必要があるが，これらの事象は偶発的な事象であり，地震を共

通要因として同時に発生することは想定できない。また，火災源を有

するグローブボックスの内装機器は基準地震動の 1.2 倍の地震動を考

慮した際に機能維持できる設計とすることから，火災の発生防止機能

を有する動的機器が機能を喪失したとしても，火災が発生することは

想定できない。 

しかし，火災は外部に放射性物質を放出する状態に至る駆動力とな

る事象であることを踏まえ，技術的な想定を超えた状態として事象の

重ね合わせを考慮し，火災が発生する状態を仮定する。また，１基の



3-51 

 

グローブボックスでの火災の発生条件が成立することも想定しにくい

が，地震により露出した状態でＭＯＸ粉末を取り扱い，火災源となる

潤滑油を有する８基のグローブボックスで同時に火災が発生すること

を仮定する。 

 

【補足説明資料３-28】 

 

    さらに，発生した火災の継続という観点で，設計基準事故に対処

するための設備である火災の感知・消火機能を有する設備が地震に

より機能喪失することにより，発生した火災が継続することを仮定

する。 

グローブボックス排風機が運転している場合には，外部への放射性

物質の放出の駆動力となり，ＭＯＸ粉末の外部への放出経路はグロー

ブボックス排気設備が主たる放出経路となり，設計基準事故の想定を

超えて放射性物質が外部に放出される。 

しかし，グローブボックス排風機が停止している場合には，グロー

ブボックス内の負圧が維持できなくなることから，火災により気相中

に移行したＭＯＸ粉末の一部が工程室に漏えいする可能性がある。こ

のため，火災による温度上昇に伴い，グローブボックス内及び工程室

内の雰囲気の体積膨張を駆動力として，外部への放射性物質の放出に

至る可能性がある。外部への放射性物質の放出経路としては，グロー

ブボックス排気設備の他，グローブボックスからグローブボックス給

気系を経由して工程室に漏えいし工程室排気設備を経由する経路及び

グローブボックスのパネルの隙間等から工程室排気設備を経由する経

路が考えられる。 
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また，火災が発生する要因である，ケーブル等のスパークによる潤

滑油への着火が発生時において，そのスパークによって全交流電源喪

失が発生することも想定される。 

    以上より，地震の発生に伴い火災が発生するとともに，「火災の感

知・消火機能」が喪失することにより発生した火災が継続し，外部

へ多量の放射性物質の放出に至ることを仮定する。 

 

  ② 動的機器の多重故障の場合 

    火災源を有するグローブボックスにおいて潤滑油による火災が発

生するためには，グローブボックス内において，燃焼の３要素であ

る可燃物，酸素及び着火源が揃う必要があり，そのためには機器内

の潤滑油の温度上昇，温度上昇した潤滑油の漏えい，グローブボッ

クスの空気雰囲気化及びケーブル等のスパークによる着火が発生す

る必要があるが，これらの事象は偶発的な事象であり，動的機器の

多重故障を想定しても，火災が発生することは想定できない。しか

し，火災は外部に放射性物質を放出する状態に至る駆動力となる事

象であることを踏まえ，技術的な想定を超えた状態として事象の重

ね合わせを考慮し，火災が発生する状態を仮定する。 

    さらに，火災が発生した状態に加え，設計基準事故に対処するた

めの設備が有する「火災の感知・消火機能」が多重故障により機能

喪失することにより，発生した火災が継続し，火災による駆動力に

より，外部へ多量の放射性物質の放出に至ることを仮定する。 

    「火災の感知・消火機能」は，グローブボックス温度監視装置が

火災を感知し，その情報がグローブボックス消火装置へと伝送され，

グローブボックス消火装置から火災が発生したグローブボックスへ
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と消火ガスを放出するという一連の機能である。多重故障の対象と

しては，グローブボックス温度監視装置の機能喪失，グローブボッ

クス消火装置の機能喪失が考えられる。また，グローブボックス消

火装置の起動条件として，グローブボックス排風機が起動している

ことが条件であることから，グローブボックス排風機の機能喪失も

対象となる。 

    グローブボックス排風機が運転している場合には，外部への放射

性物質の放出の駆動力となるため，ＭＯＸ粉末の外部への放出経路

はグローブボックス排気設備が主たる経路となり，設計基準事故の

想定を超えて放射性物質が外部に放出される。 

グローブボックス排風機が停止している場合においては，グローブ

ボックスの負圧が維持できなくなることから，火災により気相中に移

行したＭＯＸ粉末の一部が工程室に漏えいする可能性がある。このた

め，火災による温度上昇に伴い，グローブボックス内及び工程室内の

雰囲気が体積膨張を駆動力として，放射性物質が外部に放出される可

能性がある。外部への放射性物質の放出経路としては，グローブボッ

クス排気設備の他，グローブボックスからグローブボックス給気系を

経由して工程室に漏えいし工程室排気設備を経由する経路が考えられ

る。 

また，火災が発生する要因である，ケーブル等のスパークによる潤

滑油への着火が発生時において，そのスパークによって全交流電源喪

失が発生することも想定される。 

動的機器の多重故障を共通要因として複数のグローブボックスで火

災が発生することは想定しにくい。このため，動的機器の多重故障に

おいては，火災源を有するグローブボックスである８基のグローブボ
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ックスのうち，１基のグローブボックスにおいて重大事故が発生する

ことを仮定する。 

以上のことから，外部に放射性物質を放出する状態に至る駆動力と

なる事象の発生（火災）による核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失

を重大事故として特定する。 

 

  ③ 長時間の全交流電源喪失の場合 

火災源として特定したグローブボックス内の潤滑油による火災が

発生するためには，グローブボックス内において，燃焼の３要素であ

る可燃物，酸素及び着火源が揃う必要があり，そのためには機器内の

潤滑油の温度上昇，温度上昇した潤滑油の漏えい，グローブボックス

の空気雰囲気化及びケーブル等のスパークによる着火が発生する必要

がある。しかし，全交流電源喪失が発生した場合，これら燃焼の３要

素に必要である電源も喪失することから，火災は発生しないため，事

故の発生は想定されない。 

また，全交流電源喪失時にはグローブボックス排風機が停止し，

外部への放射性物質の放出に至る駆動力がなくなるとともに，グロー

ブボックス内の窒素雰囲気が一定期間維持されることから，火災が発

生することはない。 

 

（４） 核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失に係る異常事象の重畳につ

いて 

(１)から(３)の整理結果より，火災源が無いグローブボックスにお

いては，地震を要因とした場合に「グローブボックス内でのＭＯＸ

粉末の飛散」及び「グローブボックスの破損」の発生が想定される。 
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また，火災源を有するグローブボックスにおいては，動的機器の多

重故障を要因とした場合に「グローブボックス内でのＭＯＸ粉末の

飛散」及び「外部への放出に至る駆動力を有する事象の発生（火

災）」の発生が想定される。 

これらの事象が重畳する可能性及び重畳した場合の影響について以

下に示す。 

 

① 地震を要因とした「グローブボックス内でのＭＯＸ粉末の飛散」及

び「グローブボックスの破損」の重畳の場合 

地震により，火災源が無いグローブボックスが損傷等するとともに，

当該グローブボックスの内装機器が有する容器の落下防止機能又は転

倒防止機能の喪失により，ＭＯＸ粉末を収納した容器が落下又は転倒

することでグローブボックス内にＭＯＸ粉末が飛散することで，「グ

ローブボックス内でのＭＯＸ粉末の飛散」及び「グローブボックスの

破損」が同時に発生することが想定される。このため，容器の落下又

は転倒によりグローブボックス内で飛散したＭＯＸ粉末が，地震によ

り損傷等したグローブボックスから工程室に漏えいする可能性がある。 

ただし，グローブボックス排風機が運転している場合には，ＭＯＸ

粉末の外部への放出経路はグローブボックス排気設備が主たる経路と

なるため，公衆への影響は平常時と同程度である。また，グローブボ

ックス排風機が運転しているため，グローブボックスから工程室へ漏

えいするＭＯＸ粉末の量は，平常時における公衆の線量評価に寄与す

るほど有意なものではなく，極めて少ない。 

また，グローブボックス排風機が地震により停止している場合には，

グローブボックス内の負圧が維持できなくなり，グローブボックスか
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ら工程室へＭＯＸ粉末が漏えいする可能性があるが，グローブボック

ス排風機が停止した場合には工程室排風機がインターロックにより停

止する又は地震により工程室排風機も停止する。このため，グローブ

ボックスから工程室にＭＯＸ粉末を移行させる駆動力はないことから，

工程室に漏えいするＭＯＸ粉末量は極めて少ないと想定される。 

工程室に漏えいしたＭＯＸ粉末を外部へ放出する駆動力として，工

程室排風機による排気及び工程室における火災が考えられる。 

工程室排風機による排気は，地震によりグローブボックス排風機が

停止した場合には工程室排風機がインターロックにより停止する又は

地震により工程室排風機も停止することから，グローブボックスから

工程室にＭＯＸ粉末が漏えいしたとしても，外部への放射性物質の放

出に至らない。 

工程室における火災については，工程室の火災源としては，440Ｖ

以上又は出力が 20kＷ以上の盤とグローブボックス外に設置する潤滑

油を内包する機器がある。盤については金属筐体で覆われているため，

盤の火災が工程室に漏えいしたＭＯＸ粉末に上昇気流の影響を与える

ことはない。また，潤滑油については，潤滑油の温度が上昇した状態

で，潤滑油を収納した機器に亀裂が発生し，温度が上昇した潤滑油が

漏えいした状態で，ケーブル等によるスパークが発生し，潤滑油に着

火するということが想定されるが，偶発的事象の重ね合わせであり，

火災の発生は想定されない。また，漏えいが想定される箇所に吸着材

を設置するとともに金属筐体で覆うことで，金属筐体外での火災の発

生はなく，仮に金属筐体内で火災が発生したとしても，工程室に漏え

いしたＭＯＸ粉末に上昇気流の影響を与えることはない。また，盤及

び潤滑油については金属筐体で覆われていることから，仮に火災が発
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生したとしても酸素の供給が制限されるため，火災の規模は大きくな

らず窒息消火するものと考えられることから，外部に放射性物質を放

出するほどの駆動力にはならないと想定される。 

以上より，核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失に係る異常事象の

同時発生については，火災源が無いグローブボックスにおいて，地震

により「グローブボックス内でのＭＯＸ粉末の飛散」及び「グローブ

ボックスの破損」が同時に発生することが想定されるが，工程室への

ＭＯＸ粉末の漏えい量は極めて少ないこと及び工程室に漏えいしたＭ

ＯＸ粉末が工程室排気設備を経由して外部に放出されるほどの駆動力

もないことから，外部への多量の放射性物質の放出に至ることはなく，

公衆への影響は平常時と同程度であるといえる。 

 

【補足説明資料３-27】 

 

② 動的機器の多重故障を要因とした「グローブボックス内でのＭＯＸ粉

末の飛散」及び「外部への放出に至る駆動力を有する事象の発生（火

災）」の重畳の場合 

火災源を有するグローブボックスにおいて，「グローブボックス内

でのＭＯＸ粉末の飛散」及び「外部への放出に至る駆動力を有する事

象の発生（火災）」の重畳については，それぞれの事象の起因となる

機能喪失に至る機器が異なること及び動的機器の多重故障によりそれ

らの機器の全てが機能を喪失することは想定されない。このため，動

的機器の多重故障を要因とした「グローブボックス内でのＭＯＸ粉末

の飛散」及び「外部への放出に至る駆動力を有する事象の発生（火

災）」の重畳は想定されない。 
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以上のことから，核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失に係る異常

事象の重畳については，重大事故として特定しない。 
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３．４．３ 同時発生又は連鎖を仮定する重大事故 

 事業許可基準規則の解釈第 22 条に基づき，重大事故が単独で又は同種の

重大事故が複数の機器で同時に発生することの想定に加えて，異種の重大

事故が同時に発生する場合又は発生した重大事故の影響を受けて連鎖して

発生する場合について，以下のとおり仮定する。 

同種の重大事故が複数の機器で同時に発生する場合の仮定については，

３．４．１及び３．４．２の検討の結果，８基のグローブボックスにおい

て発生した火災が消火されずに継続する事象を重大事故の発生を仮定する

機器として特定した。３．４．２に記載のとおり，１基のグローブボック

スにおいても火災の発生の条件が成立することは想定しにくいが，重大事

故の対処に係る有効性評価においては，外的事象の地震により，露出した

状態でＭＯＸ粉末を取り扱い，火災源となる潤滑油を有する８基のグロー

ブボックスで同時に火災が発生することを仮定する。なお，内的事象発生

時では，８基のグローブボックスのうち１基において単独で火災が発生す

ることを仮定する。 

異種の重大事故が同時に発生する場合については，３．４．１及び３．

４．２の検討の結果，想定される重大事故の事象が核燃料物質等を閉じ込

める機能の喪失のみであることから，異種の重大事故が同時に発生するこ

とはない。 

重大事故が連鎖して発生する場合については，重大事故が発生した場合

における事故影響によって顕在化する環境条件の変化を明らかにした上で，

核燃料物質の状態によってさらに事故が進展する可能性及び他の安全機能

への影響を分析し，その他の重大事故の起因となり得るかどうかを，重大

事故等の対処に係る有効性評価の中で確認して，起因となる場合には連鎖

を仮定して対処を検討する。 
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なお，確認に当たっての前提条件として，事業許可基準規則の解釈第22

条を踏まえ，多様性や位置的分散が考慮された設備での対処である拡大防

止対策の機能喪失は考慮しない。 

 



 

 

 

3
-
6
1
 

第１表 重大事故の起因となる安全上重要な施設の機能喪失の要因となる可能性がある自然現象の抽出結果（１／４） 

No． 事象 

除外の基準 注１ 

除外する理由 要因 
基準 

１-１ 

基準 

１-２ 

基準 

１-３ 

基準 

２ 

1 地震 × × × × － 〇 

2 地盤沈下 × × × ○ 岩盤に支持されているため，地盤沈下によりＭＯＸ燃料加工施設が影響を受けることはない。 × 

3 地盤隆起 × × × ○ 岩盤に支持されているため，地盤隆起によりＭＯＸ燃料加工施設が影響を受けることはない。 × 

4 地割れ × × ○ × 
敷地内に地割れが発生した痕跡は認められない。また，耐震重要施設及び重大事故等対処施設を支持する地盤に

将来活動する可能性のある断層は認められない。 
× 

5 地滑り × × ○ × 
空中写真の判読結果によると，リニアメント及び変動地形は判読されない。また，敷地は標高約55ｍに造成され

ており，地滑りのおそれのある急斜面はない。 
× 

6 

地下水に

よる地滑

り 

× × ○ × 同上。 × 

7 
液状化現

象 
× × × ○ 岩盤に支持されているため，液状化現象によりＭＯＸ燃料加工施設が影響を受けることはない。 × 

8 泥湧出 × × ○ × 泥湧出の誘因となる地割れが発生した痕跡は認められない。 × 

9 山崩れ × × ○ × 敷地周辺には山崩れのおそれのある急斜面は存在しない。 × 

10 崖崩れ × × ○ × 敷地周辺には崖崩れのおそれのある急斜面は存在しない。 × 

11 津波 × ○ × × 
計上考慮する津波から防護する施設は標高約50ｍから約55ｍ及び海岸からの距離約４kmから約５kmの地点に位

置していることから，ＭＯＸ燃料加工施設に影響を及ぼす規模（＞50ｍ）の津波は発生しない。 
× 

12 静振 × × × ○ 
敷地周辺に尾駮沼及び鷹架沼があるが，ＭＯＸ燃料加工施設は標高約55ｍに造成された敷地に設置するため，静

振による影響を受けない。 
× 

13 高潮 × × × ○ 高潮によりＭＯＸ燃料加工施設が影響を受けることはない。 × 

〇：基準に該当する自然現象 

×：基準に該当しない自然現象 

〇：重大事故の起因となる安全上重要な施設の安全機能の喪失の要因となる可能性がある自然現象 

×：重大事故の起因となる安全上重要な施設の安全機能の喪失の要因となる可能性がない自然現象 

注１：除外の基準は，以下のとおり。                

基準１-１：自然現象の発生頻度が極めて低い。 

基準１-２：自然現象そのものは発生するが，重大事故の起因となる安全上重要な施設の安全機能の喪失の要因となる規模に至らない。 

基準１-３：ＭＯＸ燃料加工施設周辺では起こり得ない。  

基準２  ：発生しても重大事故の起因となる安全上重要な施設の安全機能の喪失の要因となるような影響が考えられないことが明らかである。 
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第１表 重大事故の起因となる安全上重要な施設の機能喪失の要因となる可能性がある自然現象の抽出結果（２／４） 

No． 事象 

除外の基準 注１ 

除外する理由 要因 
基準 

１-１ 

基準 

１-２ 

基準 

１-３ 

基準 

２ 

14 
波浪・高

波 
× × × ○ 波浪・高波によりＭＯＸ燃料加工施設に影響を及ぼすことはない。 × 

15 高潮位 × × × ○ 高潮位によりＭＯＸ燃料加工施設に影響を及ぼすことはない。 × 

16 低潮位 × × × ○ 低潮位によりＭＯＸ燃料加工施設に影響を及ぼすことはない。 × 

17 海流異変 × × × ○ 海流異変によりＭＯＸ燃料加工施設に影響を及ぼすことはない。 × 

18 風(台風) × ○ × × 「竜巻」の影響評価に包含される。 × 

19 竜巻 × ○ × × 
機能喪失の誘因となる規模（＞100ｍ/s）の発生は想定されない。なお，降水との同時発生を考慮しても，竜巻に

よる風圧力，飛来物の衝撃荷重が増長されることはない。 
× 

20 砂嵐 × × ○ × 敷地周辺に砂漠や砂丘はない。 × 

21 
極限的な

気圧 
× × × ○ 「竜巻」の影響評価（気圧差）に包含される。 × 

22 降水 × ○ × × 過去の観測記録より，機能喪失の誘因となる規模（＞300mm/h）の発生は想定されない。 × 

23 洪水 × × ○ × 
ＭＯＸ燃料加工施設は標高約55ｍに造成された敷地に設置し，二又川は標高約１～５ｍの低地を流れているた

め，ＭＯＸ燃料加工施設に影響を与える洪水は起こり得ない。 
× 

24 土石流 × × ○ × 敷地周辺の地形及び表流水の状況から，土石流は発生しない。 × 

25 降雹 × × × ○ 「竜巻」の影響評価（飛来物）に包含される。 × 

26 落雷 × × × ○ 

落雷は発生するが，ＭＯＸ燃料加工施設の安全上重要な施設は燃料加工建屋内に全て設置する設計とし，その他

の施設との計測制御ケーブル及び電力ケーブルを取り合わない設計とすることから，重大事故の要因になること

は考えられない。 

× 

27 森林火災 × × × × － 〇 

〇：基準に該当する自然現象 

×：基準に該当しない自然現象 

〇：重大事故の起因となる安全上重要な施設の安全機能の喪失の要因となる可能性がある自然現象 

×：重大事故の起因となる安全上重要な施設の安全機能の喪失の要因となる可能性がない自然現象 

注１：除外の基準は，以下のとおり。                

基準１-１：自然現象の発生頻度が極めて低い。 

基準１-２：自然現象そのものは発生するが，重大事故の起因となる安全上重要な施設の安全機能の喪失の要因となる規模に至らない。 

基準１-３：ＭＯＸ燃料加工施設周辺では起こり得ない。  

基準２  ：発生しても重大事故の起因となる安全上重要な施設の安全機能の喪失の要因となるような影響が考えられないことが明らかである。 
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第１表 重大事故の起因となる安全上重要な施設の機能喪失の要因となる可能性がある自然現象の抽出結果（３／４） 

No． 事象 

除外の基準 注１ 

除外する理由 要因 
基準 

１-１ 

基準 

１-２ 

基準 

１-３ 

基準 

２ 

28 草原火災 × × × × 「森林火災」の影響評価に包含される。 〇 

29 高温 × ○ × × 過去の観測記録より，重大事故の要因となる規模（＞50℃）の高温は発生が想定されない。 × 

30 凍結 × ○ × × 過去の観測記録より，重大事故の要因となる規模（＜－40℃）の低温は発生が想定されない。 × 

31 氷結 × × × ○ 二又川の氷結は，重大事故の誘因になることは考えられない。 × 

32 氷晶 × × × ○ 氷晶によるＭＯＸ燃料加工施設への影響は考えられない。 × 

33 氷壁 × × × ○ 二又川の氷壁は，重大事故の誘因になることは考えられない。 × 

34 高水温 × × × ○ 河川の温度変化によるＭＯＸ燃料加工施設への影響はない。 × 

35 低水温 × × × ○ 同上。 × 

36 干ばつ × × × ○ 干ばつによるＭＯＸ燃料加工施設への影響は考えられない。 × 

37 霜 × × × ○ 霜によりＭＯＸ燃料加工施設が影響を受けることはない。 × 

38 霧 × × × ○ 霧によりＭＯＸ燃料加工施設が影響を受けることはない。 × 

39 
火山の影

響 
× × × × － 〇 

40 熱湯 × × ○ × 敷地周辺に熱湯の発生源はない。 × 

41 積雪 × × × × － 〇 

42 雪崩 × × ○ × 周辺の地形から雪崩は発生しない。 × 

43 
生物学的

事象 
× ○ × × 敷地内に農作物はなく，昆虫類が大量に発生することは考えられない。 × 

44 動物 × × × ○ 「生物学的事象」の影響評価に包含される。 × 

45 塩害 × ○ × × 
屋外の受電開閉設備の碍子部分の絶縁を保つために洗浄が行える設計としており，塩害による影響は機能喪失の

要因とはならない。 
× 

〇：基準に該当する自然現象 

×：基準に該当しない自然現象 

〇：重大事故の起因となる安全上重要な施設の安全機能の喪失の要因となる可能性がある自然現象 

×：重大事故の起因となる安全上重要な施設の安全機能の喪失の要因となる可能性がない自然現象 

注１：除外の基準は，以下のとおり。                

基準１-１：自然現象の発生頻度が極めて低い。 

基準１-２：自然現象そのものは発生するが，重大事故の起因となる安全上重要な施設の安全機能の喪失の要因となる規模に至らない。 

基準１-３：ＭＯＸ燃料加工施設周辺では起こり得ない。  

基準２  ：発生しても重大事故の起因となる安全上重要な施設の安全機能の喪失の要因となるような影響が考えられないことが明らかである。 
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第１表 重大事故の起因となる安全上重要な施設の機能喪失の要因となる可能性がある自然現象の抽出結果（４／４） 

No． 事象 

除外の基準 注１ 

除外する理由 要因 
基準 

１-１ 

基準 

１-２ 

基準 

１-３ 

基準 

２ 

46 隕石 ○ × × × 隕石の衝突は，極低頻度な自然現象である。 × 

47 陥没 × × × ○ 岩盤に支持されているため，陥没によりＭＯＸ燃料加工施設が影響を受けることはない。 × 

48 
土壌の収

縮・膨張 
× × × ○ 岩盤に支持されているため，土壌の収縮・膨張によりＭＯＸ燃料加工施設が影響を受けることはない。 × 

49 海岸浸食 × × × ○ ＭＯＸ燃料加工施設は海岸から約５kmに位置することから，考慮すべき海岸浸食の発生は考えられない。 × 

50 
地下水に

よる浸食 
× × ○ × 敷地の地下水の調査結果から，ＭＯＸ燃料加工施設に影響を与える地下水による浸食は起こり得ない。 × 

51 カルスト × × ○ × 敷地周辺はカルスト地形ではない。 × 

52 

海氷によ

る川の閉

塞 

× × × ○ 二又川の海氷による閉塞は，重大事故の要因となることは考えられない。 × 

53 

湖若しく

は川の水

位降下 

× × × ○ 湖若しくは川の水位降下によるＭＯＸ燃料加工施設への影響は考えられない。 × 

54 
河川の流

路変更 
× × ○ × 敷地近傍の二又川は谷を流れており，河川の流路変更は考えられない。 × 

55 毒性ガス × × ○ × 敷地周辺には毒性ガスの発生源はない。 × 

56 

太陽フレ

ア，磁気

嵐 

× × × 〇 

太陽フレア，磁気嵐による磁気変動が電力系統に影響を及ぼす可能性が極めて小さいが，仮に影響が及んだとし

ても変圧器等の一部に限られること及び建屋内に収納している安全上重要な施設は地磁気誘導電流の影響を受け

ないことから，重大事故の起因となる安全上重要な施設の安全機能の喪失の要因になることは考えられない。 

× 

〇：基準に該当する自然現象 

×：基準に該当しない自然現象 

〇：重大事故の起因となる安全上重要な施設の安全機能の喪失の要因となる可能性がある自然現象 

×：重大事故の起因となる安全上重要な施設の安全機能の喪失の要因となる可能性がない自然現象 

注１：除外の基準は，以下のとおり。                

基準１-１：自然現象の発生頻度が極めて低い。 

基準１-２：自然現象そのものは発生するが，重大事故の起因となる安全上重要な施設の安全機能の喪失の要因となる規模に至らない。 

基準１-３：ＭＯＸ燃料加工施設周辺では起こり得ない。  

基準２  ：発生しても重大事故の起因となる安全上重要な施設の安全機能の喪失の要因となるような影響が考えられないことが明らかである。 
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第２表 重大事故の起因となる安全上重要な施設の機能喪失の要因となる可能性がある人為事象の抽出結果（１／３） 

No． 事象 

除外の基準 注１ 

除外する理由 要因 
基準 

１-１ 

基準 

１-２ 

基準 

１-３ 

基準 

２ 

１ 船舶事故による油流出 × × × ○ ＭＯＸ燃料加工施設は，海岸から約５km離れており影響を受けない。 × 

２ 

船舶事故 

（爆発，化学物質の漏

えい） 

× × × ○ ＭＯＸ燃料加工施設は，海岸から約５km離れており影響を受けない。 × 

３ 船舶の衝突 × × × ○ ＭＯＸ燃料加工施設は，海岸から約５km離れており影響を受けない。 × 

４ 
航空機落下（衝突，火

災） 
○ × × × 航空機落下（衝突，火災）は極低頻度である。 × 

５ 

鉄道事故 

（爆発，化学物質の漏

えい） 

× × ○ × 敷地周辺には鉄道路線がない。 × 

６ 鉄道の衝突 × × ○ × 敷地周辺には鉄道路線がない。 × 

７ 

交通事故 

（爆発，化学物質の漏

えい） 

× × × ○ 

喪失時に重大事故の要因になり得る安全機能を有する施設は，幹線道路から400ｍ以上離れており，

爆発により当該安全機能に影響を及ぼすことは考えられない。化学物質の漏えいについては，安全機

能を有する施設へ直接被水することはなく，また硝酸の反応により発生するＮＯｘ及び液体二酸化窒

素から発生するＮＯｘは気体であるため，当該安全機能に影響を及ぼすことは考えられない。 

× 

８ 自動車の衝突 × × ○ ○ 

周辺監視区域の境界にはフェンスを設置しており，施設は敷地外からの自動車の衝突による影響を受

けない。 

敷地内の運転に際しては速度制限を設けており，安全機能に影響を与えるような衝突は考えられず，

重大事故の要因とはなることは考えられない。 

× 

〇：基準に該当する人為事象 

×：基準に該当しない人為事象 

〇：重大事故の起因となる安全上重要な施設の安全機能の喪失の要因となる可能性がある人為事象 

×：重大事故の起因となる安全上重要な施設の安全機能の喪失の要因となる可能性がない人為事象 

注１：除外の基準は，以下のとおり。                

基準１-１：人為事象の発生頻度が極めて低い。 

基準１-２：人為事象そのものは発生するが，重大事故の起因となる安全上重要な施設の安全機能の喪失の要因となる規模に至らない。 

基準１-３：ＭＯＸ燃料加工施設周辺では起こり得ない。  

基準２  ：発生しても重大事故の起因となる安全上重要な施設の安全機能の喪失の要因となるような影響が考えられないことが明らかである。 
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第２表 重大事故の起因となる安全上重要な施設の機能喪失の要因となる可能性がある人為事象の抽出結果（２／３） 

No． 事象 

除外の基準 注１ 

除外する理由 要因 
基準 

１-１ 

基準 

１-２ 

基準 

１-３ 

基準 

２ 

９ 爆発 × 〇 × × 

敷地内に設置するＭＯＸ燃料加工施設の高圧ガストレーラ庫における水素爆発を想定しても，爆

発時に発生する爆風が上方向に開放されること及び離隔距離を確保していることから，安全機能

の喪失は考えられない。 

× 

10 

工場事故 

（爆発，化学物質の漏え

い） 

× × ○ ○ 
「爆発」，「近隣工場等の火災」及び「敷地内における化学物質の漏えい」の影響評価に包含され

る。 
× 

11 

鉱山事故 

（爆発，化学物質の漏え

い） 

× × ○ × 敷地周辺には，爆発，化学物質の漏えいを起こすような鉱山はない。 × 

12 

土木・建築現場の事故 

（爆発，化学物質の漏え

い） 

× × ○ ○ 

敷地内での土木・建築工事は十分管理されることからＭＯＸ燃料加工施設に影響を及ぼすような

工事事故の発生は考えられない。また，敷地外での土木・建築現場の事故は敷地境界からＭＯＸ

燃料加工施設まで距離があることから，ＭＯＸ燃料加工施設への影響はない。 

× 

13 

軍事基地の事故 

（爆発，化学物質の漏え

い） 

× × × ○ 三沢基地は敷地から約28km離れており影響を受けない。 × 

14 
軍事基地からの飛来物 

（航空機を除く） 
○ × × × 軍事基地からの飛来物は，極低頻度な事象である。 × 

15 

パイプライン事故 

（爆発，化学物質の漏え

い） 

× × ○ × 

むつ小川原国家石油備蓄基地の陸上移送配管は，1.2ｍ以上の地下に埋設されるとともに，漏えい

が発生した場合は，配管の周囲に設置された漏油検知器により緊急遮断弁が閉止されることか

ら，火災の発生は想定しにくい。 

× 

〇：基準に該当する人為事象 

×：基準に該当しない人為事象 

〇：重大事故の起因となる安全上重要な施設の安全機能の喪失の要因となる可能性がある人為事象 

×：重大事故の起因となる安全上重要な施設の安全機能の喪失の要因となる可能性がない人為事象 

注１：除外の基準は，以下のとおり。                

基準１-１：人為事象の発生頻度が極めて低い。 

基準１-２：人為事象そのものは発生するが，重大事故の起因となる安全上重要な施設の安全機能の喪失の要因となる規模に至らない。 

基準１-３：ＭＯＸ燃料加工施設周辺では起こり得ない。  

基準２  ：発生しても重大事故の起因となる安全上重要な施設の安全機能の喪失の要因となるような影響が考えられないことが明らかである。 
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第２表 重大事故の起因となる安全上重要な施設の機能喪失の要因となる可能性がある人為事象の抽出結果（３／３） 

No． 事象 

除外の基準 注１ 

除外する理由 要因 
基準 

１-１ 

基準 

１-２ 

基準 

１-３ 

基準 

２ 

16 
敷地内における化学物

質の漏えい 
× × × ○ 

敷地内に搬入される化学物質が運搬時又は受入れ時に漏えいした場合にも，安全機能を有する施設へ

直接被水することはなく，また硝酸の反応により発生するＮＯｘ及び液体二酸化窒素から発生するＮ

Ｏｘは気体であるため，当該安全機能に影響を及ぼすことは考えられない。 

× 

17 人工衛星の落下 ○ × × × 人工衛星の衝突は，極低頻度な事象である。 × 

18 ダムの崩壊 × × ○ × 敷地の周辺にダムはない。 × 

19 電磁的障害 × × × ○ 
人為的な電磁波による電磁的障害に対しては，日本工業規格に基づいたノイズ対策及び電気的・物理

的独立性を持たせることから，重大事故の要因になることは考えられない。 
× 

20 掘削工事 × × × ○ 

敷地内での工事は十分管理されること及び敷地外での工事は敷地境界からＭＯＸ燃料加工施設まで距

離があることから，ＭＯＸ燃料加工施設に影響を及ぼすような掘削工事による重大事故の発生は考え

られない。 

× 

21 重量物の落下 × ○ × × 
重量物の取扱いは十分に管理されることから，ＭＯＸ燃料加工施設に影響を及ぼすような規模の重量

物の落下は考えられない。 
× 

22 タービンミサイル × × ○ × 敷地内にタービンミサイルを発生させるようなタービンはない。 × 

23 近隣工場等の火災 × × × ○ 
も影響の大きいむつ小川原国家石油備蓄基地の火災（保有する石油の全量燃焼）を考慮しても，Ｍ

ＯＸ燃料加工施設の安全機能に影響がないことから，重大事故の要因になることは考えられない。 
× 

24 有毒ガス × × × ○ 有毒ガスがＭＯＸ燃料加工施設へ直接影響を及ぼすことは考えられない。 × 

〇：基準に該当する人為事象 

×：基準に該当しない人為事象 

〇：重大事故の起因となる安全上重要な施設の安全機能の喪失の要因となる可能性がある人為事象 

×：重大事故の起因となる安全上重要な施設の安全機能の喪失の要因となる可能性がない人為事象 

注１：除外の基準は，以下のとおり。                

基準１-１：人為事象の発生頻度が極めて低い。 

基準１-２：人為事象そのものは発生するが，重大事故の起因となる安全上重要な施設の安全機能の喪失の要因となる規模に至らない。 

基準１-３：ＭＯＸ燃料加工施設周辺では起こり得ない。  

基準２  ：発生しても重大事故の起因となる安全上重要な施設の安全機能の喪失の要因となるような影響が考えられないことが明らかである。 
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第３表 重大事故の起因となる安全上重要な施設の機能喪失の要因となる自然現象と 

他の自然現象の組合せの検討結果 

 

他※２ 

要因※１ 

森林火災及び 

草原火災 

火山の影響 

（降下火砕物による 

積載荷重，フィルタの目詰

まり） 

積雪 

地震 ａ ａ ｃ 

 

※１： 重大事故の起因となる機能喪失の要因となる自然現象 

※２： 他の自然現象 

 

＜凡例＞ 

a ：同時に発生する可能性が極めて低い組合せ 

b ：重大事故に至る前に実施する対処に影響しない組合せ 

c ：一方の自然現象の評価に包含される組合せ 

d ：重畳を考慮する組合せ 
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第４表 機能喪失に至る前に対処が可能な自然現象と他の自然現象の組合せ 

他※２ 

対処※１ 
地震 

森林火災及び 

草原火災 

火山の影響 

（降下火砕物による積載荷

重） 

火山の影響 

（降下火砕物によるフィル

タの目詰まり） 

積雪 

森林火災及び 

草原火災 
ａ  ａ ａ ｂ 

火山の影響 

（降下火砕物による積

載荷重） 

ａ ａ  ｂ ｄ 

火山の影響 

（降下火砕物によるフ

ィルタの目詰まり） 

ａ ａ ｂ  ｂ 

積雪 ｂ ｂ ｄ ｂ  

 

※１： 機能喪失に至る前に対処が可能な自然現象 

※２： 他の自然現象 

 

＜凡例＞ 

a ：同時に発生する可能性が極めて低い組合せ 

b ：重大事故に至る前に実施する対処に影響しない組合せ 

c ：一方の自然現象の評価に包含される組合せ 

d ：重畳を考慮する組合せ 
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機

能 
設備 

安全上重要な

施設 

機能の特

性 

（静的/

動的） 

設置室 

内包物 
起因事象による 

機能喪失の有無 

重大事故に進展する可能性 
選定 

結果 
核燃料物質の 

取り扱い 
可燃物の 
有無 

(潤滑油) 
地震※１ 多重故障 

全交流電源

喪失 
有無 形態 

核
的
制
限
値
（
寸
法
）
の
維
持
機
能 

燃料棒

検査設

備 

燃料棒移載装

置 ゲート 
静的 

燃料棒加工第

１，２室 
〇 燃料棒 × 〇 ― ― 

地震により核的制限値（寸法）の維持機能が喪失した場

合，核燃料物質の搬送が停止することで核燃料物質の異常

な集積は発生しないことから重大事故に進展しない。 
×１ 

燃料棒立会検

査装置 ゲー

ト 

静的 
燃料棒加工第

１，２室 
〇 燃料棒 × 〇 ― ― 

地震により核的制限値（寸法）の維持機能が喪失した場

合，核燃料物質の搬送が停止することで核燃料物質の異常

な集積は発生しないことから重大事故に進展しない。 
×１ 

燃料棒

収容設

備 

燃料棒供給装

置 ゲート 
静的 

燃料棒加工第

３室 
〇 燃料棒 × 〇 ― ― 

地震により核的制限値（寸法）の維持機能が喪失した場

合，核燃料物質の搬送が停止することで核燃料物質の異常

な集積は発生しないことから重大事故に進展しない。 
×１ 

      

〇 ： あり 

× ： なし 

〇 ： 機能喪失あり 

― ： 機能喪失なし 

〇：重大事故の発生を仮定する事象 

△：評価によって事故に至らない事象 

×１：設計基準事故の施設で収束可能 

×２：公衆への影響が平常時と同程度 

－：重大事故事象選定対象外 

 

 

※１：基準地震動の1.2倍の地震動に対して機能維持できる設計としない設備・機器の機能喪失を想定する。 

第５表 重大事故の選定結果（１／24） 
【核的制限値（寸法）の維持機能】（１／１） 
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機能 設備 
安全上重要な

施設 

機能の特

性 

（静的/

動的） 

設置室 

内包物 起因事象による機能喪失の有無 

重大事故に進展する可能性 
選定 

結果 

核燃料物質の 

取り扱い 
可燃物の 
有無 

(潤滑油) 
地震※１ 多重故障 

全交流電源

喪失 
有無 形態 

安
全
に
係
る
距
離
の
維
持
機
能 

（
単
一
ユ
ニ
ッ
ト
相
互
間
の
距
離
維
持
） 

貯蔵容器一時保

管設備 

一時保管ピッ

ト 
静的 

貯蔵容器一時

保管室 
〇 

ＭＯＸ 

粉末 
× 〇 ― ― 

地震により安全に係る距離の維持機能が喪失しても，貯

蔵施設の構成部材により核燃料物質は隔離されているた

め，核燃料物質が一箇所に集積することはないことから

重大事故に進展しない。 

△ 

原料ＭＯＸ粉末

缶一時保管設備 

原料ＭＯＸ粉

末缶一時保管

装置 

静的 
粉末調整第１

室 
〇 

ＭＯＸ 

粉末 
× 〇 ― ― 

地震により安全に係る距離の維持機能が喪失しても，貯

蔵施設の構成部材により核燃料物質は隔離されているた

め，核燃料物質が一箇所に集積することはないことから

重大事故に進展しない。 

△ 

粉末一時保管設

備 

粉末一時保管

装置 
静的 

粉末一時保管

室，点検第

１，２室 

〇 
ＭＯＸ 

粉末 
× 〇 ― ― 

地震により安全に係る距離の維持機能が喪失しても，貯

蔵施設の構成部材により核燃料物質は隔離されているた

め，核燃料物質が一箇所に集積することはないことから

重大事故に進展しない。 

△ 

ペレット一時保

管設備 

ペレット一時

保管棚 
静的 

ペレット一時

保管室 
〇 ペレット × 〇 ― ― 

地震により安全に係る距離の維持機能が喪失しても，貯

蔵施設の構成部材により核燃料物質は隔離されているた

め，核燃料物質が一箇所に集積することはないことから

重大事故に進展しない。 

△ 

    

〇 ： あり 

× ： なし 

〇 ： 機能喪失あり 

― ： 機能喪失なし 

〇：重大事故の発生を仮定する事象 

△：評価によって事故に至らない事象 

×１：設計基準対象の施設で収束可能 

×２：公衆への影響が平常時と同程度  

－：重大事故事象選定対象外 

 

       

 

 

 

第５表 重大事故の選定結果（２／24） 
【安全に係る距離の維持機能（単一ユニット相互間の距離維持）】（１／２） 

※１：基準地震動の1.2倍の地震動に対して機能維持できる設計としない設備・機器の機能喪失を想定する。  
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機能 設備 
安全上重要な施

設 

機能の特

性 

（静的/

動的） 

設置室 

内包物 
起因事象による機能喪失の

有無 

重大事故に進展する可能性 
選定 

結果 
核燃料物質の 

取り扱い 
可燃物の 
有無 

(潤滑油) 
地震※１ 多重故障 

全交流 

電源喪失 
有無 形態 

安
全
に
係
る
距
離
の
維
持
機
能 

（
単
一
ユ
ニ
ッ
ト
相
互
間
の
距
離
維
持
） 

スクラップ

貯蔵設備 

スクラップ貯蔵

棚 
静的 

ペレット・スク

ラップ貯蔵室 
〇 

ＭＯＸ 

粉末， 

ペレット 

× 〇 ― ― 

地震により安全に係る距離の維持機能が喪失しても，貯

蔵施設の構成部材により核燃料物質は隔離されているた

め，核燃料物質が一箇所に集積することはないことから

重大事故に進展しない。 

△ 

製品ペレッ

ト貯蔵設備 

製品ペレット貯

蔵棚 
静的 

ペレット・スク

ラップ貯蔵室 
〇 ペレット × 〇 ― ― 

地震により安全に係る距離の維持機能が喪失しても，貯

蔵施設の構成部材により核燃料物質は隔離されているた

め，核燃料物質が一箇所に集積することはないことから

重大事故に進展しない。 

△ 

燃料棒貯蔵

設備 
燃料棒貯蔵棚 静的 燃料棒貯蔵室 〇 燃料棒 × 〇 ― ― 

地震により安全に係る距離の維持機能が喪失しても，貯

蔵施設の構成部材により核燃料物質は隔離されているた

め，核燃料物質が一箇所に集積することはないことから

重大事故に進展しない。 

△ 

燃料集合体

貯蔵設備 

燃料集合体貯蔵

チャンネル 
静的 集合体貯蔵室 〇 

燃料 

集合体 
× 〇 ― ― 

地震により安全に係る距離の維持機能が喪失しても，貯

蔵施設の構成部材により核燃料物質は隔離されているた

め，核燃料物質が一箇所に集積することはないことから

重大事故に進展しない。 

△ 

    

〇 ： あり 

× ： なし 

〇 ： 機能喪失あり 

― ： 機能喪失なし 

 

〇：重大事故の発生を仮定する事象    

△：評価によって事故に至らない事象   

×１：設計基準対象の施設で収束可能   

×２：公衆への影響が平常時と同程度   

－：重大事故事象選定対象外       

 

 

第５表 重大事故の選定結果（３／24） 
【安全に係る距離の維持機能（単一ユニット相互間の距離維持）】（２／２） 

※１：基準地震動の1.2倍の地震動に対して機能維持できる設計としない設備・機器の機能喪失を想定する。 
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機

能 
設備 

安全上重要な

施設 

機能の特

性 

（静的/

動的） 

設置室 

内包物 
起因事象による 

機能喪失の有無 

重大事故に進展する可能性 
選定 

結果 
核燃料物質の 

取り扱い 
可燃物の 
有無 

(潤滑油) 
地震※１ 多重故障 

全交流 

電源喪失 
有無 形態 

プ

ル

ト

ニ

ウ

ム

の

閉

じ

込

め

の

機

能 

原料ＭＯ

Ｘ粉末缶

取出設備 

原料ＭＯＸ粉

末缶取出装置

グローブボッ

クス 

静的 

原料受払室 

粉末調整第

１室 

〇 
ＭＯＸ 

粉末 
× 〇 ―※２※３ ― 

地震によりプルトニウムの閉じ込めの機能が喪失した

場合，ＭＯＸ粉末が工程室に漏えいするが，ＭＯＸ粉

末を地下階から地上まで放出する駆動力を有さないた

め重大事故に進展しない。 

－ 

一次混合

設備 

原料ＭＯＸ粉

末秤量・分取

装置グローブ

ボックス 

静的 

粉末調整第

２室 

粉末調整第

３室 

〇 
ＭＯＸ 

粉末 
× 〇 ―※２※３ ― 

地震によりプルトニウムの閉じ込めの機能が喪失した

場合，ＭＯＸ粉末が工程室に漏えいするが，ＭＯＸ粉

末を地下階から地上まで放出する駆動力を有さないた

め重大事故に進展しない。 

－ 

ウラン粉末・

回 収 粉 末 秤

量・分取装置

グローブボッ

クス 

静的 
粉末調整第

３室 
〇 

ＭＯＸ 

粉末 
× 〇 ―※２※３ ― 

地震によりプルトニウムの閉じ込めの機能が喪失した

場合，ＭＯＸ粉末が工程室に漏えいするが，ＭＯＸ粉

末を地下階から地上まで放出する駆動力を有さないた

め重大事故に進展しない。 

－ 

予備混合装置

グローブボッ

クス 

静的 
粉末調整第

２室 
〇 

ＭＯＸ 

粉末 
〇 〇* ―※２※３ ― 

地震によりプルトニウムの閉じ込めの機能が喪失した

場合，ＭＯＸ粉末が工程室に漏えいするが，ＭＯＸ粉

末を地下階から地上まで放出する駆動力を有さないた

め重大事故に進展しない。 

*支持構造物は基準地震動の1.2倍の地震動を考慮した

際に機能維持できる設計である。 

－ 

    

〇 ： あり 

× ： なし 
〇 ： 機能喪失あり 

― ： 機能喪失なし 

 

〇：重大事故の発生を仮定する事象    

△：評価によって事故に至らない事象   

×１：設計基準対象の施設で収束可能   

×２：公衆への影響が平常時と同程度   

－：重大事故事象選定対象外 

 

※１：基準地震動の1.2倍の地震動に対して機能維持できる設計としない設備・機器の機能喪失を想定する。   

※２：グローブボックス内の機器が有する落下防止機能，転倒防止機能が喪失して重量物が落下，転倒したとしても，グローブボックスが破損することはない。 

※３：グローブボックス内の機器が有する落下防止機能，転倒防止機能が喪失して容器が落下，転倒してＭＯＸ粉末が飛散したとしても，外部への放射性物質の放出量は平常時と同程度である。 

第５表 重大事故の選定結果（４／24） 
【プルトニウムの閉じ込めの機能】（１／10） 
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機

能 
設備 

安全上重要な

施設 

機能の特

性 

（静的/

動的） 

設置室 

内包物 
起因事象による 

機能喪失の有無 

重大事故に進展する可能性 
選定 

結果 
核燃料物質の 

取り扱い 
可燃物の 
有無 

(潤滑油) 
地震※１ 多重故障 

全交流 

電源喪失 
有無 形態 

プ

ル

ト

ニ

ウ

ム

の

閉

じ

込

め

の

機

能 

一次混合

設備 

一次混合装置

グローブボッ

クス 

静的 

粉末調整第

６室 

粉末調整第

７室 

〇 
ＭＯＸ 

粉末 
× 〇 ―※２※３ ― 

地震によりプルトニウムの閉じ込めの機能が喪失した

場合，ＭＯＸ粉末が工程室に漏えいするが，ＭＯＸ粉

末を地下階から地上まで放出する駆動力を有さないた

め重大事故に進展しない。 

－ 

二次混合

設備 

一次混合粉末

秤量・分取装

置グローブボ

ックス 

静的 
粉末調整第

４室 
〇 

ＭＯＸ 

粉末 
× 〇 ―※２※３ ― 

地震によりプルトニウムの閉じ込めの機能が喪失した

場合，ＭＯＸ粉末が工程室に漏えいするが，ＭＯＸ粉

末を地下階から地上まで放出する駆動力を有さないた

め重大事故に進展しない。 

－ 

ウラン粉末秤

量・分取装置

グローブボッ

クス 

静的 
粉末調整第

４室 
〇 

ウラン 

粉末 
× 〇 ― ― 

地震によりプルトニウムの閉じ込めの機能が喪失した

場合，ウラン粉末が工程室に漏えいするが，ウラン粉

末を地下階から地上まで放出する駆動力を有さないた

め重大事故に進展しない。 

－ 

均一化混合装

置グローブボ

ックス 

静的 
粉末調整第

５室 
〇 

ＭＯＸ 

粉末 
〇 〇* ―※２※３ ― 

地震によりプルトニウムの閉じ込めの機能が喪失した

場合，ＭＯＸ粉末が工程室に漏えいするが，ＭＯＸ粉

末を地下階から地上まで放出する駆動力を有さないた

め重大事故に進展しない。 

*支持構造物は基準地震動の1.2倍の地震動を考慮した

際に機能維持できる設計である。 

－ 

    

〇 ： あり 

× ： なし 

〇 ： 機能喪失あり 

― ： 機能喪失なし 

 

〇：重大事故の発生を仮定する事象    

△：評価によって事故に至らない事象   

×１：設計基準対象の施設で収束可能   

×２：公衆への影響が平常時と同程度   

－：重大事故事象選定対象外 

  

第５表 重大事故の選定結果（５／24） 
【プルトニウムの閉じ込めの機能】（２／10） 

※１：基準地震動の1.2倍の地震動に対して機能維持できる設計としない設備・機器の機能喪失を想定する。  

※２：グローブボックス内の機器が有する落下防止機能，転倒防止機能が喪失して重量物が落下，転倒したとしても，グローブボックスが破損することはない。 

※３：グローブボックス内の機器が有する落下防止機能，転倒防止機能が喪失して容器が落下，転倒してＭＯＸ粉末が飛散したとしても，外部への放射性物質の放出量は平常時と同程度である。 
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機

能 
設備 

安全上重要な

施設 

機能の特

性 

（静的/

動的） 

設置室 

内包物 
起因事象による 

機能喪失の有無 

重大事故に進展する可能性 
選定 

結果 
核燃料物質の 

取り扱い 
可燃物の 
有無 

(潤滑油) 
地震※１ 多重故障 

全交流 

電源喪失 
有無 形態 

プ

ル

ト

ニ

ウ

ム

の

閉

じ

込

め

の

機

能 

二次混合

設備 

造粒装置グロ

ーブボックス 
静的 

粉末調整

第５室 
〇 

ＭＯＸ 

粉末 
〇 〇* ―※２※３ ― 

地震によりプルトニウムの閉じ込めの機能が喪失した

場合，ＭＯＸ粉末が工程室に漏えいするが，ＭＯＸ粉

末を地下階から地上まで放出する駆動力を有さないた

め重大事故に進展しない。 

*支持構造物は基準地震動の1.2倍の地震動を考慮した

際に機能維持できる設計である。 

－ 

添加剤混合装

置（A/B）グロ

ーブボックス 

静的 

ペレット

加工第１

室 

〇 
ＭＯＸ 

粉末 
〇 〇* ―※２※３ ― 

地震によりプルトニウムの閉じ込めの機能が喪失した

場合，ＭＯＸ粉末が工程室に漏えいするが，ＭＯＸ粉

末を地下階から地上まで放出する駆動力を有さないた

め重大事故に進展しない。 

*支持構造物は基準地震動の1.2倍の地震動を考慮した

際に機能維持できる設計である。 

－ 

分析試料

採取設備 

原料ＭＯＸ分

析試料採取装

置グローブボ

ックス 

静的 
粉末調整

第２室 
〇 

ＭＯＸ 

粉末 
× 〇 ―※２※３ ― 

地震によりプルトニウムの閉じ込めの機能が喪失した

場合，ＭＯＸ粉末が工程室に漏えいするが，ＭＯＸ粉

末を地下階から地上まで放出する駆動力を有さないた

め重大事故に進展しない。 

－ 

分析試料採

取・詰替装置

グローブボッ

クス 

静的 
粉末調整

第４室 
〇 

ＭＯＸ 

粉末 
× 〇 ―※２※３ ― 

地震によりプルトニウムの閉じ込めの機能が喪失した

場合，ＭＯＸ粉末が工程室に漏えいするが，ＭＯＸ粉

末を地下階から地上まで放出する駆動力を有さないた

め重大事故に進展しない。 

－ 

    

〇 ： あり 

× ： なし 

〇 ： 機能喪失あり 

― ： 機能喪失なし 

 

〇：重大事故の発生を仮定する事象    

△：評価によって事故に至らない事象   

×１：設計基準対象の施設で収束可能   

×２：公衆への影響が平常時と同程度   

－：重大事故事象選定対象外       

  

第５表 重大事故の選定結果（６／24） 
【プルトニウムの閉じ込めの機能】（３／10） 

※１：基準地震動の1.2倍の地震動に対して機能維持できる設計としない設備・機器の機能喪失を想定する。  

※２：グローブボックス内の機器が有する落下防止機能，転倒防止機能が喪失して重量物が落下，転倒したとしても，グローブボックスが破損することはない。 

※３：グローブボックス内の機器が有する落下防止機能，転倒防止機能が喪失して容器が落下，転倒してＭＯＸ粉末が飛散したとしても，外部への放射性物質の放出量は平常時と同程度である。 
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機

能 
設備 安全上重要な施設 

機能の

特性 

（静的

/動

的） 

設置室 

内包物 
起因事象による 

機能喪失の有無 

重大事故に進展する可能性 
選定 

結果 
核燃料物質の 

取り扱い 
可燃物の 
有無 

(潤滑油) 
地震※１ 多重故障 

全交流電

源喪失 
有無 形態 

プ

ル

ト

ニ

ウ

ム

の

閉

じ

込

め

の

機

能 

スクラッ

プ処理設

備 

回収粉末処理・詰替

装置グローブボック

ス 

静的 
粉末調整第６

室 
〇 

ＭＯＸ 

粉末， 

ペレッ

ト 

× 〇 ―※２※３ ― 

地震によりプルトニウムの閉じ込めの機能が喪失した

場合，ＭＯＸ粉末が工程室に漏えいするが，ＭＯＸ粉

末を地下階から地上まで放出する駆動力を有さないた

め重大事故に進展しない。 

－ 

回収粉末微粉砕装置

グローブボックス 
静的 

粉末調整第１

室 
〇 

ＭＯＸ 

粉末 
× 〇 ―※２※３ ― 

地震によりプルトニウムの閉じ込めの機能が喪失した

場合，ＭＯＸ粉末が工程室に漏えいするが，ＭＯＸ粉

末を地下階から地上まで放出する駆動力を有さないた

め重大事故に進展しない。 

－ 

回収粉末処理・混合

装置グローブボック

ス 

静的 
粉末調整第７

室 
〇 

ＭＯＸ 

粉末 
〇 〇* ―※２※３ ― 

地震によりプルトニウムの閉じ込めの機能が喪失した

場合，ＭＯＸ粉末が工程室に漏えいするが，ＭＯＸ粉

末を地下階から地上まで放出する駆動力を有さないた

め重大事故に進展しない。 

*支持構造物は基準地震動の1.2倍の地震動を考慮した

際に機能維持できる設計である。 

－ 

再生スクラップ焙焼

処理装置グローブボ

ックス 

静的 
スクラップ処

理室 
〇 

ＭＯＸ 

粉末， 

ペレット 

× 〇 ―※２※３ ― 

地震によりプルトニウムの閉じ込めの機能が喪失した

場合，ＭＯＸ粉末が工程室に漏えいするが，ＭＯＸ粉

末を地下階から地上まで放出する駆動力を有さないた

め重大事故に進展しない。 

－ 

    

〇 ： あり 

× ： なし 

〇 ： 機能喪失あり 

― ： 機能喪失なし 

 

〇：重大事故の発生を仮定する事象    

△：評価によって事故に至らない事象   

×１：設計基準対象の施設で収束可能   

×２：公衆への影響が平常時と同程度   

－：重大事故事象選定対象外 

  

第５表 重大事故の選定結果（７／24） 
【プルトニウムの閉じ込めの機能】（４／10） 

※１：基準地震動の1.2倍の地震動に対して機能維持できる設計としない設備・機器の機能喪失を想定する。  

※２：グローブボックス内の機器が有する落下防止機能，転倒防止機能が喪失して重量物が落下，転倒したとしても，グローブボックスが破損することはない。 

※３：グローブボックス内の機器が有する落下防止機能，転倒防止機能が喪失して容器が落下，転倒してＭＯＸ粉末が飛散したとしても，外部への放射性物質の放出量は平常時と同程度である。 
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機

能 
設備 安全上重要な施設 

機能の

特性 

（静的

/動

的） 

設置室 

内包物 
起因事象による 

機能喪失の有無 

重大事故に進展する可能性 
選定 

結果 
核燃料物質の 

取り扱い 
可燃物の 
有無 

(潤滑油) 
地震※１ 多重故障 

全交流電源

喪失 
有無 形態 

プ

ル

ト

ニ

ウ

ム

の

閉

じ

込

め

の

機

能 

スクラッ

プ処理設

備 

再生スクラップ受

払装置グローブボ

ックス 

静的 スクラップ処理室 〇 

ＭＯＸ 

粉末， 

ペレット 

× 〇 ―※２※３ ― 

地震によりプルトニウムの閉じ込めの機能が喪失し

た場合，ＭＯＸ粉末が工程室に漏えいするが，ＭＯ

Ｘ粉末を地下階から地上まで放出する駆動力を有さ

ないため重大事故に進展しない。 

－ 

容器移送装置グロ

ーブボックス 
静的 

スクラップ処理室 

分析第３室 
〇 

ＭＯＸ 

粉末， 

ペレット 

× 〇 ―※２※３ ― 

地震によりプルトニウムの閉じ込めの機能が喪失し

た場合，ＭＯＸ粉末が工程室に漏えいするが，ＭＯ

Ｘ粉末を地下階から地上まで放出する駆動力を有さ

ないため重大事故に進展しない。 

－ 

粉末調整

工程搬送

設備 

原料粉末搬送装置

グローブボックス 
静的 

粉末調整第１～３

室 
〇 

ＭＯＸ 

粉末 
× 〇 ―※２※３ ― 

地震によりプルトニウムの閉じ込めの機能が喪失し

た場合，ＭＯＸ粉末が工程室に漏えいするが，ＭＯ

Ｘ粉末を地下階から地上まで放出する駆動力を有さ

ないため重大事故に進展しない。 

－ 

再生スクラップ搬

送装置グローブボ

ックス 

静的 
粉末調整第４室 

スクラップ処理室 
〇 

ＭＯＸ 

粉末 
× 〇 ―※２※３ ― 

地震によりプルトニウムの閉じ込めの機能が喪失し

た場合，ＭＯＸ粉末が工程室に漏えいするが，ＭＯ

Ｘ粉末を地下階から地上まで放出する駆動力を有さ

ないため重大事故に進展しない。 

－ 

添加剤混合粉末搬

送装置グローブボ

ックス 

静的 
ペレット加工第１

室 
〇 

ＭＯＸ 

粉末 
× 〇 ―※２※３ ― 

地震によりプルトニウムの閉じ込めの機能が喪失し

た場合，ＭＯＸ粉末が工程室に漏えいするが，ＭＯ

Ｘ粉末を地下階から地上まで放出する駆動力を有さ

ないため重大事故に進展しない。 

－ 

調整粉末搬送装置

グローブボックス 
静的 

粉末調整第１～７

室 

粉末一時保管室 

ペレット加工第１

室 

〇 
ＭＯＸ 

粉末 
× 〇 ―※２※３ ― 

地震によりプルトニウムの閉じ込めの機能が喪失し

た場合，ＭＯＸ粉末が工程室に漏えいするが，ＭＯ

Ｘ粉末を地下階から地上まで放出する駆動力を有さ

ないため重大事故に進展しない。 

－ 

 

 

  

〇 ： あり 

× ： なし 

〇 ： 機能喪失あり 

― ： 機能喪失なし 

 

〇：重大事故の発生を仮定する事象    

△：評価によって事故に至らない事象   

×１：設計基準対象の施設で収束可能   

×２：公衆への影響が平常時と同程度   

－：重大事故事象選定対象外       

第５表 重大事故の選定結果（８／24） 
【プルトニウムの閉じ込めの機能】（５／10） 

※１：基準地震動の1.2倍の地震動に対して機能維持できる設計としない設備・機器の機能喪失を想定する。  

※２：グローブボックス内の機器が有する落下防止機能，転倒防止機能が喪失して重量物が落下，転倒したとしても，グローブボックスが破損することはない。 

※３：グローブボックス内の機器が有する落下防止機能，転倒防止機能が喪失して容器が落下，転倒してＭＯＸ粉末が飛散したとしても，外部への放射性物質の放出量は平常時と同程度である。 
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機
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設備 安全上重要な施設 

機能の

特性 

（静的

/動

的） 

設置室 

内包物 
起因事象による 

機能喪失の有無 

重大事故に進展する可能性 
選定 

結果 
核燃料物質の 

取り扱い 
可燃物の 
有無 

(潤滑油) 
地震※１ 多重故障 

全交流電

源喪失 
有無 形態 

プ

ル

ト

ニ

ウ

ム

の

閉

じ

込

め

の

機

能 

圧縮成形

設備 

プレス装置（粉末

取扱部）グローブ

ボックス 

静的 
ペレット加工第

１室 
〇 

ＭＯＸ 

粉末， 

ペレット 

× 〇 ―※２※３ ― 

地震によりプルトニウムの閉じ込めの機能が喪失した

場合，ＭＯＸ粉末が工程室に漏えいするが，ＭＯＸ粉

末を地下階から地上まで放出する駆動力を有さないた

め重大事故に進展しない。 

－ 

プレス装置

（A/B）（プレス

部）グローブボッ

クス 

静的 
ペレット加工第

１室 
〇 

ＭＯＸ 

粉末， 

ペレット 

〇 〇* ―※２※３ ― 

地震によりプルトニウムの閉じ込めの機能が喪失した

場合，ＭＯＸ粉末が工程室に漏えいするが，ＭＯＸ粉

末を地下階から地上まで放出する駆動力を有さないた

め重大事故に進展しない。 

*支持構造物は基準地震動の1.2倍の地震動を考慮した

際に機能維持できる設計である。 

－ 

空焼結ボート取扱

装置グローブボッ

クス 

静的 
ペレット加工第

１室 
〇 ペレット × 〇 ― ― 

地震によりプルトニウムの閉じ込めの機能が喪失した

としても，取り扱う核燃料物質がペレット形態である

ため，グローブボックスから工程室に漏えいせず，重

大事故に進展しない。 

－ 

グリーンペレット

積込装置グローブ

ボックス 

静的 
ペレット加工第

１室 
〇 

ＭＯＸ 

粉末， 

ペレット 

× 〇 ―※２※３ ― 

地震によりプルトニウムの閉じ込めの機能が喪失した

場合，ＭＯＸ粉末が工程室に漏えいするが，ＭＯＸ粉

末を地下階から地上まで放出する駆動力を有さないた

め重大事故に進展しない。 

－ 

    

〇 ： あり 

× ： なし 

〇 ： 機能喪失あり 

― ： 機能喪失なし 

 

〇：重大事故の発生を仮定する事象    

△：評価によって事故に至らない事象   

×１：設計基準対象の施設で収束可能   

×２：公衆への影響が平常時と同程度   

－：重大事故事象選定対象外       

  

第５表 重大事故の選定結果（９／24） 
【プルトニウムの閉じ込めの機能】（６／10） 

※１：基準地震動の1.2倍の地震動に対して機能維持できる設計としない設備・機器の機能喪失を想定する。  

※２：グローブボックス内の機器が有する落下防止機能，転倒防止機能が喪失して重量物が落下，転倒したとしても，グローブボックスが破損することはない。 

※３：グローブボックス内の機器が有する落下防止機能，転倒防止機能が喪失して容器が落下，転倒してＭＯＸ粉末が飛散したとしても，外部への放射性物質の放出量は平常時と同程度である。 
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機
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設備 安全上重要な施設 

機能の

特性 

（静的

/動

的） 

設置室 

内包物 
起因事象による 

機能喪失の有無 

重大事故に進展する可能性 
選定 

結果 
核燃料物質の 

取り扱い 
可燃物の 
有無 

(潤滑油) 
地震※１ 多重故障 

全交流電源

喪失 
有無 形態 

プ

ル

ト

ニ

ウ

ム

の

閉

じ

込

め

の

機

能 

焼結設備 

焼結ボート供給装

置グローブボック

ス 

静的 
ペレット加工第２

室 
〇 ペレット × 〇 ― ― 

地震によりプルトニウムの閉じ込めの機能が喪失した

としても，取り扱う核燃料物質がペレット形態である

ため，グローブボックスから工程室に漏えいせず，重

大事故に進展しない。 

－ 

焼結ボート取出装置

グローブボックス 
静的 ペレット加工第２室 〇 ペレット × 〇 ― ― 

地震によりプルトニウムの閉じ込めの機能が喪失した

としても，取り扱う核燃料物質がペレット形態である

ため，グローブボックスから工程室に漏えいせず，重

大事故に進展しない。 

－ 

研削設備 

焼結ペレット供給装

置グローブボックス 
静的 ペレット加工第３室 〇 ペレット × 〇 ― ― 

地震によりプルトニウムの閉じ込めの機能が喪失した

としても，取り扱う核燃料物質がペレット形態である

ため，グローブボックスから工程室に漏えいせず，重

大事故に進展しない。 

－ 

研削装置グローブボ

ックス 
静的 ペレット加工第３室 〇 ペレット × 〇 

― 

 
― 

地地震によりプルトニウムの閉じ込めの機能が喪失し

たとしても，取り扱う核燃料物質がペレット形態であ

るため，グローブボックスから工程室に漏えいせず，

重大事故に進展しない。 

－ 

研削粉回収装置グロ

ーブボックス 
静的 ペレット加工第３室 〇 ペレット × 〇 ― ― 

地震によりプルトニウムの閉じ込めの機能が喪失した

としても，取り扱う核燃料物質がペレット形態である

ため，グローブボックスから工程室に漏えいせず，重

大事故に進展しない。 

－ 

ペレット検

査設備 

ペレット検査設備グ

ローブボックス 
静的 ペレット加工第３室 〇 ペレット × 〇 ― ― 

地震によりプルトニウムの閉じ込めの機能が喪失した

としても，取り扱う核燃料物質がペレット形態である

ため，グローブボックスから工程室に漏えいせず，重

大事故に進展しない。 

－ 

    

〇 ： あり 

× ： なし 

〇 ： 機能喪失あり 

― ： 機能喪失なし 

 

〇：重大事故の発生を仮定する事象    

△：評価によって事故に至らない事象   

×１：設計基準対象の施設で収束可能   

×２：公衆への影響が平常時と同程度   

－：重大事故事象選定対象外       

  

第５表 重大事故の選定結果（10／24） 
【プルトニウムの閉じ込めの機能】（７／10） 

※１：基準地震動の1.2倍の地震動に対して機能維持できる設計としない設備・機器の機能喪失を想定する。  

※２：グローブボックス内の機器が有する落下防止機能，転倒防止機能が喪失して重量物が落下，転倒したとしても，グローブボックスが破損することはない。 
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機

能 
設備 安全上重要な施設 

機能の

特性 

（静的

/動

的） 

設置室 

内包物 
起因事象による 

機能喪失の有無 

重大事故に進展する可能性 

選

定 

結

果 

核燃料物質の 

取り扱い 
可燃物の 
有無 

(潤滑油) 
地震※１ 

多重

故障 

全交

流電

源喪

失 有無 形態 

プ

ル

ト

ニ

ウ

ム

の

閉

じ

込

め

の

機

能 

ペレット

加工工程

搬送設備 

焼結ボート搬送装

置グローブボック

ス 

静的 

粉末調整第６室 

ペレット加工第１～

４室 

ペレット一時保管室 

分析第３室 

〇 
ペレッ

ト 
× 〇 ― ― 

地震によりプルトニウムの閉じ込めの機能が喪失したとして

も，取り扱う核燃料物質がペレット形態であるため，グローブ

ボックスから工程室に漏えいせず，重大事故に進展しない。 

－ 

ペレット保管容器

搬送装置グローブ

ボックス 

静的 

ペレット加工第３，

４室 

点検第３，４室 

〇 
ペレッ

ト 
× 〇 ― ― 

地震によりプルトニウムの閉じ込めの機能が喪失したとして

も，取り扱う核燃料物質がペレット形態であるため，グローブ

ボックスから工程室に漏えいせず，重大事故に進展しない。 

－ 

回収粉末容器搬送

装置グローブボッ

クス 

静的 
点検第３室 

粉末調整第６室 
〇 

ＭＯＸ

粉末 
× 〇 

―※２

※３ 
― 

地震によりプルトニウムの閉じ込めの機能が喪失した場合，Ｍ

ＯＸ粉末が工程室に漏えいするが，ＭＯＸ粉末を地下階から地

上まで放出する駆動力を有さないため重大事故に進展しない。 

－ 

原料ＭＯ

Ｘ粉末缶

一時保管

設備 

原料ＭＯＸ粉末缶

一時保管装置グロ

ーブボックス 

静的 粉末調整第１室 〇 
ＭＯＸ 

粉末 
× 〇 

―※２

※３ 
― 

地震によりプルトニウムの閉じ込めの機能が喪失した場合，Ｍ

ＯＸ粉末が工程室に漏えいするが，ＭＯＸ粉末を地下階から地

上まで放出する駆動力を有さないため重大事故に進展しない。 

－ 

粉末一時

保管設備 

粉末一時保管装置

グローブボックス 
静的 

粉末一時保管室 

点検第１，２室 
〇 

ＭＯＸ 

粉末 
× 〇 

―※２

※３ 
― 

地震によりプルトニウムの閉じ込め機能が喪失した場合，核燃

料物質が工程室に漏えいするが，核燃料物質を地下階から地上

まで放出する駆動力を有さないため重大事故に進展しない。 

－ 

ペレット

一時保管

設備 

ペレット一時保管

棚グローブボック

ス 

静的 ペレット一時保管室 〇 
ペレッ

ト 
× 〇 ― ― 

地震によりプルトニウムの閉じ込めの機能が喪失したとして

も，取り扱う核燃料物質がペレット形態であるため，グローブ

ボックスから工程室に漏えいせず，重大事故に進展しない。 

－ 

焼結ボート受渡装

置グローブボック

ス 

静的 

ペレット加工第１，

４室 

ペレット一時保管室 

〇 
ペレッ

ト 
× 〇 ― ― 

地震によりプルトニウムの閉じ込めの機能が喪失したとして

も，取り扱う核燃料物質がペレット形態であるため，グローブ

ボックスから工程室に漏えいせず，重大事故に進展しない。 

－ 

   

 〇 ： あり 

× ： なし 

〇 ： 機能喪失あり 

― ： 機能喪失なし 

 

〇：重大事故の発生を仮定する事象    

△：評価によって事故に至らない事象   

×１：設計基準対象の施設で収束可能   

×２：公衆への影響が平常時と同程度   

－：重大事故事象選定対象外 

第５表 重大事故の選定結果（11／24） 
【プルトニウムの閉じ込めの機能】（８／10） 

※１：基準地震動の1.2倍の地震動に対して機能維持できる設計としない設備・機器の機能喪失を想定する。  

※２：グローブボックス内の機器が有する落下防止機能，転倒防止機能が喪失して重量物が落下，転倒したとしても，グローブボックスが破損することはない。 

※３：グローブボックス内の機器が有する落下防止機能，転倒防止機能が喪失して容器が落下，転倒してＭＯＸ粉末が飛散したとしても，外部への放射性物質の放出量は平常時と同程度である。 
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機

能 
設備 安全上重要な施設 

機能の

特性 

（静的

/動

的） 

設置室 

内包物 
起因事象による 

機能喪失の有無 

重大事故に進展する可能性 
選定 

結果 
核燃料物質の 

取り扱い 
可燃物の 
有無 

(潤滑油) 
地震※１ 

多重故

障 

全交流

電源喪

失 有無 形態 

プ

ル

ト

ニ

ウ

ム

の

閉

じ

込

め

の

機

能 

スクラッ

プ貯蔵設

備 

スクラップ貯蔵棚

グローブボックス 
静的 

ペレット・スクラ

ップ貯蔵室 
〇 

ＭＯＸ 

粉末， 

ペレット 

× 〇 ―※２※３ ― 

地震によりプルトニウムの閉じ込めの機能が喪失した場

合，ＭＯＸ粉末が工程室に漏えいするが，ＭＯＸ粉末を

地下階から地上まで放出する駆動力を有さないため重大

事故に進展しない。 

－ 

スクラップ保管容

器受渡装置グロー

ブボックス 

静的 点検第３，４室 〇 

ＭＯＸ 

粉末， 

ペレット 

× 〇 ―※２※３ ― 

地震によりプルトニウムの閉じ込めの機能が喪失した場

合，ＭＯＸ粉末が工程室に漏えいするが，ＭＯＸ粉末を

地下階から地上まで放出する駆動力を有さないため重大

事故に進展しない。 

－ 

製品ペレ

ット貯蔵

設備 

製品ペレット貯蔵

棚グローブボック

ス 

静的 
ペレット・スクラ

ップ貯蔵室 
〇 ペレット × 〇 ― ― 

地震によりプルトニウムの閉じ込めの機能が喪失したと

しても，取り扱う核燃料物質がペレット形態であるた

め，グローブボックスから工程室に漏えいせず，重大事

故に進展しない。 

－ 

ペレット保管容器

受渡装置グローブ

ボックス 

静的 点検第３，４室 〇 ペレット × 〇 ― ― 

地震によりプルトニウムの閉じ込めの機能が喪失したと

しても，取り扱う核燃料物質がペレット形態であるた

め，グローブボックスから工程室に漏えいせず，重大事

故に進展しない。 

－ 

小規模試

験設備 

小規模粉末混合装

置グローブボック

ス 

静的 分析第３室 〇 

ＭＯＸ 

粉末， 

ペレット 

× 〇 ―※２※３ ― 

地震によりプルトニウムの閉じ込めの機能が喪失した場

合，ＭＯＸ粉末が工程室に漏えいするが，ＭＯＸ粉末を

地下階から地上まで放出する駆動力を有さないため重大

事故に進展しない。 

－ 

小規模プレス装置

グローブボックス 
静的 分析第３室 〇 

ＭＯＸ 

粉末， 

ペレット 

× 〇 ―※２※３ ― 

地震によりプルトニウムの閉じ込めの機能が喪失した場

合，ＭＯＸ粉末が工程室に漏えいするが，ＭＯＸ粉末を

地下階から地上まで放出する駆動力を有さないため重大

事故に進展しない。 

－ 

   

 〇 ： あり 

× ： なし 

〇 ： 機能喪失あり 

― ： 機能喪失なし 

〇：重大事故の発生を仮定する事象    

△：評価によって事故に至らない事象   

×１：設計基準対象の施設で収束可能   

×２：公衆への影響が平常時と同程度   

－：重大事故事象選定対象外 

第５表 重大事故の選定結果（12／24） 
【プルトニウムの閉じ込めの機能】（９／10） 

※１：基準地震動の1.2倍の地震動に対して機能維持できる設計としない設備・機器の機能喪失を想定する。  

※２：グローブボックス内の機器が有する落下防止機能，転倒防止機能が喪失して重量物が落下，転倒したとしても，グローブボックスが破損することはない。 

※３：グローブボックス内の機器が有する落下防止機能，転倒防止機能が喪失して容器が落下，転倒してＭＯＸ粉末が飛散したとしても，外部への放射性物質の放出量は平常時と同程度である。 
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機

能 
設備 安全上重要な施設 

機能の

特性 

（静的

/動

的） 

設置室 

内包物 
起因事象による 

機能喪失の有無 

重大事故に進展する可能性 
選定 

結果 
核燃料物質の 

取り扱い 
可燃物の 
有無 

(潤滑油) 
地震※１ 多重故障 

全交流電源

喪失 
有無 形態 

プ

ル

ト

ニ

ウ

ム

の

閉

じ

込

め

の

機

能 

小規模試

験設備 

小規模焼結処理装

置グローブボック

ス 

静的 分析第３室 〇 

ＭＯＸ 

粉末， 

ペレット 

× 〇 ―※２※３ ― 

地震によりプルトニウムの閉じ込めの機能が喪失した場合，

ＭＯＸ粉末が工程室に漏えいするが，ＭＯＸ粉末を地下階か

ら地上まで放出する駆動力を有さないため重大事故に進展し

ない。 

－ 

小規模研削検査装置

グローブボックス 
静的 分析第３室 〇 

ＭＯＸ 

粉末， 

ペレット 

× 〇 ―※２※３ ― 

地震によりプルトニウムの閉じ込めの機能が喪失した場合，

ＭＯＸ粉末が工程室に漏えいするが，ＭＯＸ粉末を地下階か

ら地上まで放出する駆動力を有さないため重大事故に進展し

ない。 

－ 

資材保管装置グロー

ブボックス 
静的 分析第３室 〇 

ＭＯＸ 

粉末， 

ペレット 

× 〇 ―※２※３ ― 

地震によりプルトニウムの閉じ込めの機能が喪失した場合，

ＭＯＸ粉末が工程室に漏えいするが，ＭＯＸ粉末を地下階か

ら地上まで放出する駆動力を有さないため重大事故に進展し

ない。 

－ 

焼結設備 焼結炉 静的 
ペレット加工第

２室 
〇 ペレット × 〇 ― ― 

地震によりプルトニウムの閉じ込めの機能が喪失したとして

も，取り扱う核燃料物質がペレット形態であるため，グロー

ブボックスから工程室に漏えいせず，重大事故に進展しな

い。 

－ 

貯蔵容器一

時保管設備 
混合酸化物貯蔵容器 静的 ― 〇 

ＭＯＸ 

粉末 
× 〇 ― ― 

地震によりプルトニウムの閉じ込めの機能が喪失した場合，

ＭＯＸ粉末が工程室に漏えいするが，ＭＯＸ粉末を地下階か

ら地上まで放出する駆動力を有さないため重大事故に進展し

ない。 

－ 

小規模試験

設備 
小規模焼結処理装置 静的 分析第３室 〇 

ＭＯＸ 

粉末， 

ペレット 

× 〇 ― ― 

地震によりプルトニウムの閉じ込めの機能が喪失した場合，

ＭＯＸ粉末が工程室に漏えいするが，ＭＯＸ粉末を地下階か

ら地上まで放出する駆動力を有さないため重大事故に進展し

ない。 

－ 

〇 ： あり 

× ： なし 

〇 ： 機能喪失あり 

― ： 機能喪失なし 

〇：重大事故の発生を仮定する事象    

△：評価によって事故に至らない事象   

×１：設計基準対象の施設で収束可能   

×２：公衆への影響が平常時と同程度   

－：重大事故事象選定対象外 

 

第５表 重大事故の選定結果（13／24） 
【プルトニウムの閉じ込めの機能】（10／10） 

※１：基準地震動の1.2倍の地震動に対して機能維持できる設計としない設備・機器の機能喪失を想定する。  

※２：グローブボックス内の機器が有する落下防止機能，転倒防止機能が喪失して重量物が落下，転倒したとしても，グローブボックスが破損することはない。 

※３：グローブボックス内の機器が有する落下防止機能，転倒防止機能が喪失して容器が落下，転倒してＭＯＸ粉末が飛散したとしても，外部への放射性物質の放出量は平常時と同程度である。 
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機

能 
設備 安全上重要な施設 

機能の

特性 

（静的

/動

的） 

設置室 

内包物 
起因事象による 

機能喪失の有無 

重大事故に進展する可能性 
選定 

結果 
核燃料物質の 

取り扱い 
可燃物の 
有無 

(潤滑油) 
地震※１ 

多重故

障 

全交流

電源喪

失 
有無 形態 

排

気

経

路

の 

維

持

機

能 

グローブ

ボックス

排気設備 

安全上重要な施設

のグローブボック

スからグローブボ

ックス排風機まで

の範囲 

静的 燃料加工建屋内 〇 － × 〇* ― ― 

地震により排気経路の維持機能が喪失したとしても，

地震により工程及び全送排風機が停止し，核燃料物質

は安定な状態となるため重大事故に進展しない。 

*地下３階の工程室からＭＯＸ粉末の漏えいを防止する

ための範囲は，全ての起因事象に対して機能喪失しな

い。 

－ 

窒素循環

設備 

安全上重要な施設

のグローブボック

スに接続する窒素

循環ダクト 

静的 燃料加工建屋内 〇 － × 〇* ― ― 

地震により排気経路の維持機能が喪失したとしても，

地震により工程及び全送排風機が停止し，核燃料物質

は安定な状態となるため重大事故に進展しない。 

*地下３階の工程室からＭＯＸ粉末の漏えいを防止する

ための範囲は，全ての起因事象に対して機能喪失しな

い。 

－ 

窒素循環ファン 静的 冷却機械室 〇 － × ― ― ― 全ての起因事象に対して機能喪失しない。 － 

窒素循環冷却機 静的 冷却機械室 〇 － × ― ― ― 全ての起因事象に対して機能喪失しない。 － 

    

〇 ： あり 

× ： なし 

〇 ： 機能喪失あり 

― ： 機能喪失なし 

〇：重大事故の発生を仮定する事象    

△：評価によって事故に至らない事象   

×１：設計基準対象の施設で収束可能   

×２：公衆への影響が平常時と同程度   

－：重大事故事象選定対象外 
  
※１：基準地震動の1.2倍の地震動に対して機能維持できる設計としない設備・機器の機能喪失を想定する。  

第５表 重大事故の選定結果（14／24） 
【排気経路の維持機能】（１／１） 
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機

能 
設備 安全上重要な施設 

機能の

特性 

（静的

/動

的） 

設置室 

内包物 
起因事象による 

機能喪失の有無 

重大事故に進展する可能性 
選定 

結果 
核燃料物質の 

取り扱い 
可燃物の 
有無 

(潤滑油) 
地震※１ 

多重 

故障 

全交流

電源喪

失 
有無 形態 

Ｍ

Ｏ

Ｘ

の

捕

集

・ 

浄

化

機

能 

グローブ

ボックス

排気設備 

グローブボックス排気

フィルタ（安全上重要

な施設のグローブボッ

クスに付随するも

の。） 

静的 

安全上重要な施設

のグローブボック

スのある工程室 

〇 － × 〇* ― ― 

地震によりＭＯＸの捕集・浄化機能が喪失するが，地震

により工程及び全送排風機が停止し，核燃料物質は安定

な状態となるため重大事故に進展しない。 

*重大事故の発生を仮定するグローブボックスの排気に

係る範囲については，全ての起因事象に対して機能喪失

しない。 

－ 

グローブボックス排気

フィルタユニット 
静的 

排気フィルタ第１

室 
〇 － × ― ― ― 全ての起因事象に対して機能喪失しない。 － 

    

〇 ： あり 

× ： なし 

〇 ： 機能喪失あり 

― ： 機能喪失なし 

〇：重大事故の発生を仮定する事象    

△：評価によって事故に至らない事象   

×１：設計基準対象の施設で収束可能   

×２：公衆への影響が平常時と同程度   

－：重大事故事象選定対象外 

  

第５表 重大事故の選定結果（15／24） 
【ＭＯＸの捕集・浄化機能】（１／１） 

※１：基準地震動の1.2倍の地震動に対して機能維持できる設計としない設備・機器の機能喪失を想定する。  
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機

能 
設備 安全上重要な施設 

機能の

特性 

（静的

/動

的） 

設置室 

内包物 
起因事象による 

機能喪失の有無 

重大事故に進展する可能性 
選定 

結果 
核燃料物質の 

取り扱い 
可燃物の 
有無 

(潤滑油) 
地震※１ 

多重故

障 

全交流

電源喪

失 
有無 形態 

排

気

機

能 

グローブ

ボックス

排気設備 

グローブボックス排

風機（排気機能の維

持に必要な回路を含

む。） 

動的 排風機室 〇 － × 〇 〇 〇 

地震，多重故障又は全交流電源喪失により排気機能が喪

失したとしても，核燃料物質を地下階から地上まで放出

する駆動力を有さないため重大事故に進展しない。 

－ 

〇 ： あり 

× ： なし 

〇 ： 機能喪失あり 

― ： 機能喪失なし 

〇：重大事故の発生を仮定する事象    

△：評価によって事故に至らない事象   

×１：設計基準対象の施設で収束可能   

×２：公衆への影響が平常時と同程度   

－：重大事故事象選定対象外 

  

第５表 重大事故の選定結果（16／24） 
【排気機能】（１／１） 

※１：基準地震動の1.2倍の地震動に対して機能維持できる設計としない設備・機器の機能喪失を想定する。  
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機能 設備 安全上重要な施設 

機能の

特性 

（静的

/動

的） 

設置室 

内包物 
起因事象による 

機能喪失の有無 

重大事故に進展する可能性 
選定 

結果 
核燃料物質の 

取り扱い 
可燃物の 
有無 

(潤滑油) 
地震※１ 多重故障 

全交流電源

喪失 
有無 形態 

事
故
時
の
排
気
経
路
の
維
持
機
能
及
び
事
故
時
の 

Ｍ
Ｏ
Ｘ
の
捕
集
・
浄
化
機
能 

－ 

・以下の部屋で構成する区域の境界の構築物 

原料受払室，原料受払室前室，粉末調整第１室，

粉末調整第２室，粉末調整第３室，粉末調整第４

室，粉末調整第５室，粉末調整第６室，粉末調整

第７室，粉末調整室前室，粉末一時保管室，点検

第1室，点検第2室，ペレット加工第１室，ペレ

ット加工第２室，ペレット加工第３室，ペレット

加工第４室，ペレット加工室前室，ペレット一時

保管室，ペレット・スクラップ貯蔵室，点検第3

室，点検第4室，現場監視第１室，現場監視第２

室，スクラップ処理室，スクラップ処理室前室，

分析第３室 

静的 各工程室 × ― × ― ― ― 
全ての起因事象に対して機

能喪失しない。 
－ 

工程室

排気設

備 

安全上重要な施設のグローブボックス等を設置す

る工程室から工程室排気フィルタユニットまでの

範囲 

静的 
燃料加工

建屋内 
× ― × 〇* ― ― 

地震により機能を喪失して

も，核燃料物質を取り扱わ

ないため重大事故に進展し

ない。 

*地下３階の工程室からＭＯ

Ｘ粉末の漏えいを防止する

ための範囲は，全ての起因

事象に対して機能喪失しな

い。 

－ 

工程室排気フィルタユニット 静的 

排気フィ

ルタ第１

室 

× ― × ― ― ― 
全ての起因事象に対して機

能喪失しない。 
－ 

    

   〇 ： あり 

× ： なし 

〇 ： 機能喪失あり 

― ： 機能喪失なし 

〇：重大事故の発生を仮定する事象   

△：評価によって事故に至らない事象   

×１：設計基準対象の施設で収束可能   

×２：公衆への影響が平常時と同程度   

－：重大事故事象選定対象外 

  

第５表 重大事故の選定結果（17／24） 
【事故時の排気経路の維持機能及び事故時のＭＯＸの捕集・浄化機能】（１／１） 

※１：基準地震動の1.2倍の地震動に対して機能維持できる設計としない設備・機器の機能喪失を想定する。  
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機

能 
設備 安全上重要な施設 

機能の

特性 

（静的

/動

的） 

設置室 

内包物 
起因事象による 

機能喪失の有無 

重大事故に進展する可能性 
選定 

結果 
核燃料物質の 

取り扱い 
可燃物の 
有無 

(潤滑油) 
地震※１ 

多重故

障 

全交流

電源喪

失 
有無 形態 

非

常

用

電

源

の

供

給

機

能 

非常用

所内電

源設備 

非常用所内電源設備 動的 
非常用発電機Ａ室 

非常用発電機Ｂ室 
× － × 〇 〇 〇 

地震，多重故障又は全交流電源喪失により非常用電源の供

給機能喪が喪失した場合，工程停止等の措置を講じるこ

とから，重大事故に進展しない。 

－ 

      

〇 ： あり 

× ： なし 

〇 ： 機能喪失あり 

― ： 機能喪失なし 

〇：重大事故の発生を仮定する事象    

△：評価によって事故に至らない事象   

×１：設計基準対象の施設で収束可能   

×２：公衆への影響が平常時と同程度   

－：重大事故事象選定対象外 

  

第５表 重大事故の選定結果（18／24） 
【非常用電源の供給機能】（１／１） 

※１：基準地震動の1.2倍の地震動に対して機能維持できる設計としない設備・機器の機能喪失を想定する。  
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機

能 
設備 安全上重要な施設 

機能の

特性 

（静的

/動

的） 

設置室 

内包物 
起因事象による 

機能喪失の有無 

重大事故に進展する可能性 
選定 

結果 
核燃料物質の 

取り扱い 
可燃物の 
有無 

(潤滑油) 
地震※１ 

多重故

障 

全交流

電源喪

失 
有無 形態 

熱

的

制

限

値

の

維

持

機

能 

焼結設備 
焼結炉内部温度高に

よる過加熱防止回路 
動的 

ペレット加工第２

室 

南第２制御盤室 

制御第１室 

× － × 〇 〇 〇 

地震，多重故障又は全交流電源喪失により熱的制限値の維

持機能が喪失した場合，故障等を検知して工程を停止す

ることから，重大事故に進展しない。 

－ 

小規模試

験設備 

小規模焼結処理装置

内部温度高による過

加熱防止回路 

動的 
分析第３室 

制御第１，４室 
× － × 〇 〇 〇 

地震，多重故障又は全交流電源喪失により熱的制限値の維

持機能が喪失した場合，故障等を検知して工程を停止す

ることから，重大事故に進展しない。 

－ 

  

〇 ： あり 

× ： なし 

〇 ： 機能喪失あり 

― ： 機能喪失なし 

〇：重大事故の発生を仮定する事象    

△：評価によって事故に至らない事象   

×１：設計基準対象の施設で収束可能   

×２：公衆への影響が平常時と同程度   

－：重大事故事象選定対象外 

  

第５表 重大事故の選定結果（19／24） 
【熱的制限値の維持機能】（１／１） 

※１：基準地震動の1.2倍の地震動に対して機能維持できる設計としない設備・機器の機能喪失を想定する。  
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機

能 
設備 安全上重要な施設 

機能の

特性 

（静的

/動

的） 

設置室 

内包物 
起因事象による 

機能喪失の有無 

重大事故に進展する可能性 
選定 

結果 
核燃料物質の 

取り扱い 
可燃物の 
有無 

(潤滑油) 
地震※１ 多重故障 

全交流電

源喪失 
有無 形態 

焼

結

炉

の

閉

じ

込

め

に

関

連

す

る

経

路

の

維

持

機

能 

焼結設備 

排ガス処理装置グロ

ーブボックス（上

部） 

静的 
ペレット加工第

２室 
× ― × 〇 ― ― 

地震により焼結炉の閉じ込めに関連する経路の維持機能

が喪失したとしても，核燃料物質が工程室に漏えいする

が，核燃料物質を地下階から地上まで放出する駆動力を

有さないため重大事故に進展しない。 

－ 

排ガス処理装置 静的 
ペレット加工第

２室 
× ― × 〇 ― ― 

地震により焼結炉の閉じ込めに関連する経路の維持機能

が喪失した場合，核燃料物質が工程室に漏えいするが，

核燃料物質を地下階から地上まで放出する駆動力を有さ

ないため重大事故に進展しない。 

－ 

小規模試

験設備 

小規模焼結炉排ガス

処理装置グローブボ

ックス 

静的 分析第３室 × ― × 〇 ― ― 

地震により焼結炉の閉じ込めに関連する経路の維持機能

が喪失した場合，核燃料物質が工程室に漏えいするが，

核燃料物質を地下階から地上まで放出する駆動力を有さ

ないため重大事故に進展しない。 

－ 

小規模焼結炉排ガス

処理装置 
静的 分析第３室 × ― × 〇 ― ― 

地震により焼結炉の閉じ込めに関連する経路の維持機能

が喪失した場合，核燃料物質が工程室に漏えいするが，

核燃料物質を地下階から地上まで放出する駆動力を有さ

ないため重大事故に進展しない。 

－ 

      

〇 ： あり 

× ： なし 

〇 ： 機能喪失あり 

― ： 機能喪失なし 

〇：重大事故の発生を仮定する事象    

△：評価によって事故に至らない事象   

×１：設計基準対象の施設で収束可能   

×２：公衆への影響が平常時と同程度   

－：重大事故事象選定対象外 

  

第５表 重大事故の選定結果（20／24） 
【焼結炉の閉じ込めに関連する経路の維持機能】（１／１） 

※１：基準地震動の1.2倍の地震動に対して機能維持できる設計としない設備・機器の機能喪失を想定する。  
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機

能 
設備 安全上重要な施設 

機能の

特性 

（静的

/動

的） 

設置室 

内包物 
起因事象による 

機能喪失の有無 

重大事故に進展する可能性 
選定 

結果 
核燃料物質の 

取り扱い 
可燃物の 
有無 

(潤滑油) 
地震※１ 

多重故

障 

全交流

電源喪

失 
有無 形態 

水

素

濃

度

の 

維

持

機

能 

水素・ア

ルゴン混

合ガス設

備 

混合ガス水素濃度高に

よる混合ガス供給停止

回路及び混合ガス濃度

異常遮断弁（焼結炉

系，小規模焼結処理

系） 

動的 

混合ガス受槽室 

混合ガス計装ラッ

ク室 

× － × 〇 〇 〇 

地震，多重故障又は全交流電源喪失により水素濃度の維持

機能が喪失した場合，故障等を検知して工程を停止する

ことから重大事故に進展しない。 

－ 

      

〇 ： あり 

× ： なし 

〇 ： 機能喪失あり 

― ： 機能喪失なし 

〇：重大事故の発生を仮定する事象    

△：評価によって事故に至らない事象   

×１：設計基準対象の施設で収束可能   

×２：公衆への影響が平常時と同程度   

－：重大事故事象選定対象外 

  

第５表 重大事故の選定結果（21／24） 
【水素濃度の維持機能】（１／１） 

※１：基準地震動の1.2倍の地震動に対して機能維持できる設計としない設備・機器の機能喪失を想定する。  
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機

能 
設備 安全上重要な施設 

機能の

特性 

（静的

/動

的） 

設置室 

内包物 
起因事象による 

機能喪失の有無 

重大事故に進展する可能性 
選定 

結果 
核燃料物質の 

取り扱い 
可燃物の 
有無 

(潤滑油) 
地震※１ 

多重故

障 

全交流

電源喪

失 
有無 形態 

焼

結

炉

等

内

の

負

圧

維

持

機

能 

焼結設備 

排ガス処理装置の

補助排風機（安全

機能の維持に必要

な回路を含む。） 

動的 
ペレット加工第２

室 
× ― × 〇 〇 〇 

地震，多重故障又は全交流電源喪失により焼結炉等内の負

圧維持機能が喪失したとしても，核燃料物質を地下階か

ら地上まで放出する駆動力を有さないため重大事故に進

展しない。 

－ 

小規模試

験設備 

小規模焼結炉排ガ

ス処理装置の補助

排風機（安全機能

の維持に必要な回

路を含む。） 

動的 分析第３室 × ― × 〇 〇 〇 

地震，多重故障又は全交流電源喪失により焼結炉等内の負

圧維持機能が喪失したとしても，核燃料物質を地下階か

ら地上まで放出する駆動力を有さないため重大事故に進

展しない。 

－ 

  

〇 ： あり 

× ： なし 

〇 ： 機能喪失あり 

― ： 機能喪失なし 

〇：重大事故の発生を仮定する事象    

△：評価によって事故に至らない事象   

×１：設計基準対象の施設で収束可能   

×２：公衆への影響が平常時と同程度   

－：重大事故事象選定対象外 

 

  

第５表 重大事故の選定結果（22／24） 
【焼結炉等内の負圧維持機能】（１／１） 

※１：基準地震動の1.2倍の地震動に対して機能維持できる設計としない設備・機器の機能喪失を想定する。  
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機

能 
設備 安全上重要な施設 

機能の

特性 

（静的

/動

的） 

設置室 

内包物 
起因事象による 

機能喪失の有無 

重大事故に進展する可能性 
選定 

結果 
核燃料物質の 

取り扱い 
可燃物の 
有無 

(潤滑油) 
地震※１ 

多重故

障 

全交流

電源喪

失 
有無 形態 

小

規

模

焼

結

処

理

装

置

の

加

熱

停

止

機

能 

小規模試

験設備 

小規模焼結処理装置

への冷却水流量低に

よる加熱停止回路 

動的 
分析第３室 

制御第１，４室 
× － × 〇 〇 〇 

地震，多重故障又は全交流電源喪失により小規模焼結処理

装置の加熱停止機能が喪失した場合，故障等を検知して

工程を停止することから重大事故に進展しない。 

－ 

  

〇 ： あり 

× ： なし 

〇 ： 機能喪失あり 

― ： 機能喪失なし 

 

〇：重大事故の発生を仮定する事象    

△：評価によって事故に至らない事象   

×１：設計基準対象の施設で収束可能   

×２：公衆への影響が平常時と同程度   

－：重大事故事象選定対象外 

 

 

第５表 重大事故の選定結果（23／24） 
【小規模焼結処理装置の加熱停止機能】（１／１） 

※１：基準地震動の1.2倍の地震動に対して機能維持できる設計としない設備・機器の機能喪失を想定する。  

※２：動的機器の多重故障を想定する。静的機器の破損・故障は想定しない。 
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機能 設備 安全上重要な施設 

機能の特

性 

（静的/動

的） 

設置室 

内包物 
起因事象による 

機能喪失の有無 

重大事故に進展する可能性 
選定 

結果 
核燃料物質の

取り扱い 
可燃物の 
有無 

(潤滑油) 
地震※１ 多重故障 

全交流電

源喪失 
有無 形態 

火
災
の
感
知
・
消
火
機
能 

火
災
防
護
設
備 

グローブボックス温度監視装

置 
動的 

安全上重要な施設

のグローブボック

スのある工程室 

× ― × 〇 〇 〇 

地震又は多重故障により火災の感知・消火機能が機能喪

失し，発生した火災が継続した場合，重大事故に進展す

る可能性がある。 

全交流電源喪失の場合，火災に必要となる燃焼の３要素

が揃わないため，火災が発生しない。 

〇 

グローブボックス消火装置

（安全上重要な施設のグロー

ブボックスの消火に関する範

囲。） 

動的 

安全上重要な施設

のグローブボック

スのある工程室 

× ― × 〇 〇 〇 

地震又は多重故障により火災の感知・消火機能が機能喪

失し，発生した火災が継続した場合，重大事故に進展す

る可能性がある。 

全交流電源喪失の場合，火災に必要となる燃焼の３要素

が揃わないため，火災が発生しない。 

〇 

延焼防止ダンパ（安全上重要

な施設のグローブボックスの

排気系に設置するもの。） 

動的 

安全上重要な施設

のグローブボック

スのある工程室 

× ― × 〇 〇 〇 

地震又は多重故障により火災の感知・消火機能が機能喪

失し，発生した火災が継続した場合，重大事故に進展す

る可能性がある。 

全交流電源喪失の場合，火災に必要となる燃焼の３要素

が揃わないため，火災が発生しない。 

〇 

ピストンダンパ（安全上重要

な施設のグローブボックスの

給気系に設置するもの。） 

動的 

安全上重要な施設

のグローブボック

スのある工程室 

× ― × 〇 〇 〇 

地震又は多重故障により火災の感知・消火機能が機能喪

失し，発生した火災が継続した場合，重大事故に進展す

る可能性がある。 

全交流電源喪失の場合，火災に必要となる燃焼の３要素

が揃わないため，火災が発生しない。 

〇 

Ｍ
Ｏ
Ｘ
の
捕
集
・ 

浄
化
機
能 

グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス 

排
気
設
備 

グローブボックス排気設備の

うちプルトニウムの閉じ込め

の機能を有するグローブボッ

クスの給気側のうち，グロー

ブボックスの閉じ込め機能維

持に必要な範囲 

静的 

安全上重要な施設

のグローブボック

スのある工程室 

× ― × 〇* ― ― 

地震によりＭＯＸの捕集・浄化機能が喪失したとして

も，核燃料物質が工程室に漏えいするが，核燃料物質を

地下階から地上まで放出する駆動力を有さないため重大

事故に進展しない。 

*重大事故の発生を仮定するグローブボックスの給気に

係る範囲については，全ての起因事象に対して機能喪失

しない。 

－ 

   

 

  

〇 ： あり 

× ： なし 

〇 ： 機能喪失あり 

― ： 機能喪失なし 

〇：重大事故の発生を仮定する事象    

△：評価によって事故に至らない事象   

×１：設計基準対象の施設で収束可能   

×２：公衆への影響が平常時と同程度   

－：重大事故事象選定対象外 

第５表 重大事故の選定結果（24／24） 
【火災の感知・消火機能】（１／１） 

※１：基準地震動の1.2倍の地震動に対して機能維持できる設計としない設備・機器の機能喪失を想定する。  



 

 

 

3
-
9
4
 

 

 

 

  

重大事故に至る可能性のある 

安全機能喪失の組合せ 

起因事象により安全機能喪失の

組合せが発生する可能性 

安全機能喪失の組合せによる重大事故に進展する可能性 
選定

結果 区

分 
安全機能１ 安全機能２ 安全機能３ 地震※１ 多重故障 

全交流電

源喪失 

臨

界

事

故 

搬送する核燃料物

質の制御機能 

核的制限値 

（寸法）の 

維持機能 

 〇 ― ― 
地震により安全機能１及び２が喪失した場合，機器の搬送機能が喪失するとともに，全工程停止の措置もとるこ

とから，核燃料物質は搬送されず，臨界事故に至らない。 
×１ 

単一ユニット間の

距離の維持機能 
  〇 ― ― 

地震により安全機能１が喪失した場合，仮に機器が変形し，核燃料物質間の距離が制限された条件から逸脱した

場合においても，核燃料物質は構造材で隔離されていることから，核燃料物質同士が近接することはなく，臨界

事故に至らない。 

△ 

核燃料物質の誤搬

入防止機能 
  〇 〇 〇 

地震又は全交流電源喪失により安全機能１が喪失した場合，核燃料物質は搬入されないことから核燃料物質の

誤搬入には至らない。 
× 

多重故障を想定しても，安全機能１を構成する機器の全てが喪失することはなく，核燃料物質の誤搬入には至

らない。また，技術な的想定を超えて，核燃料物質の複数回の誤搬入を想定しても，臨界に至る可能性のある

状態に到達するまでの時間余裕が長く，異常の検知及び進展防止可能と考えられることから臨界事故に至らな

い。 

△ 

〇：安全機能喪失の組合せ発生可能性あり 

－：安全機能喪失の組合せ発生可能性なし 

〇：重大事故の発生を仮定する事象    

△：評価によって事故に至らない事象   

×１：設計基準対象の施設で収束可能   

×２：公衆への影響が平常時と同程度   

－：重大事故事象選定対象外 

第６表 重大事故の選定結果（安全機能喪失の組合せ）（１／３） 

※１：基準地震動の1.2倍の地震動に対して機能維持することのできる設計の設備・機器以外の設備・機器の機能喪失を想定する。  
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重大事故に至る可能性のある 

安全機能喪失の組合せ 

起因事象により安全機能喪失の

組合せが発生する可能性 

安全機能喪失の組合せによる重大事故に進展する可能性 
選定

結果 区

分 
安全機能１ 安全機能２ 安全機能３ 地震※１ 多重故障 

全交流電

源喪失 

核

燃

料

物

質

を

閉

じ

込

め

る

機

能

の

喪

失 

 

プルトニウムの閉

じ込めの機能 
排気機能  〇 ― ― 

地震により安全機能１及び２が喪失した場合，ＭＯＸ粉末がグローブボックスから工程室に漏えいする可能性が

ある。ただし，ＭＯＸ粉末を地下階から地上へ移行させる駆動力を有さないことから外部への放射性物質の放出

には至らず，重大事故への進展の可能性はない。 

－ 

プルトニウムの閉

じ込めの機能 
排気機能 

事故時の排気経路の

維持機能 
〇 ― ― 

地震により安全機能１，２，３が喪失した場合，ＭＯＸ粉末がグローブボックス等及び排気経路から工程室へ漏

えいする可能性がある。ただし，ＭＯＸ粉末を地下階から地上へ移行させる駆動力を有さないことから外部への

放射性物質の放出には至らず，重大事故への進展の可能性はない。 

－ 

排気経路の維持機

能 
排気機能  〇 ― ― 

地震により安全機能１及び２が喪失した場合，ＭＯＸ粉末が排気経路から工程室に漏えいする可能性がある。た

だし，ＭＯＸ粉末を地下階から地上へ移行させる駆動力を有さないことから外部への放射性物質の放出には至ら

ず，重大事故への進展の可能性はない。 

－ 

ＭＯＸの捕集・浄

化機能 
  〇 ― ― 

地震により安全機能１が喪失した場合，放射性物質が高性能エアフィルタにより捕集されずに外部へ放出される

可能性がある。しかし，地震が発生した際には工程を停止すること，基準地震動を超える地震動の地震の発生時

には送排風機を停止することから，外部への放射性物質の放出には至らず，重大事故への進展の可能性はない。 

－ 

焼結炉等の閉じ込

めに関連する経路

の維持機能 

排気機能  〇 ― ― 

地震により安全機能１及び２が喪失した場合，核燃料物質が焼結炉等から工程室に漏えいする可能性がある。た

だし，核燃料物質を地下階から地上へ移行させる駆動力を有さないことから外部への放射性物質の放出には至ら

ず，重大事故への進展の可能性はない。 

－ 

焼結炉等の閉じ込

めに関連する経路

の維持機能 

排気機能 
事故時の排気経路の

維持機能 
〇 ― ― 

地震により安全機能１，２及び３が喪失した場合，核燃料物質がグローブボックス等及び排気経路から工程室に

漏えいする可能性がある。ただし，核燃料物質を地下階から地上へ移行させる駆動力を有さないことから外部へ

の放射性物質の放出には至らず，重大事故への進展の可能性はない。 

－ 

〇：安全機能喪失の組合せ発生可能性あり 

－：安全機能喪失の組合せ発生可能性なし 

〇：重大事故の発生を仮定する事象    

△：評価によって事故に至らない事象   

×１：設計基準対象の施設で収束可能   

×２：公衆への影響が平常時と同程度   

－：重大事故事象選定対象外 

第６表 重大事故の選定結果（安全機能喪失の組合せ）（２／３） 
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重大事故に至る可能性のある 

安全機能喪失の組合せ 

起因事象により安全機能喪失の

組合せが発生する可能性 

安全機能喪失の組合せによる重大事故に進展する可能性 
選定

結果 区

分 
安全機能１ 安全機能２ 安全機能３ 地震※１ 多重故障 

全交流電

源喪失 

核

燃

料

物

質

を

閉

じ

込

め

る

機

能

の

喪

失 

 

容器の落下防止機

能 
  〇 〇 ― 

地震又は多重故障により安全機能１が喪失した場合，グローブボックス内で容器が落下するが，内装機器と衝突するこ

と，グローブボックスパネルは側面にあることから，グローブボックスは破損しないため，重大事故への進展の可能性は

ない。 

－ 

容器の落下防止機

能又は転倒防止機

能 

  〇 〇 ― 

地震又は多重故障により安全機能１が喪失した場合，グローブボックス内で容器が落下又は転倒し，グローブボックス

内でＭＯＸ粉末が飛散するが，外部への放射性物質の放出量は平常時と同等であるため，重大事故への進展の可能

性はない。 

×２ 

火災の発生防止の

機能 

火災の感知・消火機

能 
 〇 〇 ― 

地震により安全機能１及び２が喪失しても火災は発生は想定されないが，技術的な想定を超えて火災の発生を想

定した場合，場合，火災が消火されず継続することにより，グローブボックスが有する「プルトニウムの閉じ込

めの機能」が喪失し，外部への放射性物質の放出に至る可能性がある。 

〇 

多重故障により，安全機能２が喪失したとしても，安全機能１は喪失しないため，重大事故に進展しない。しか

し，技術的な想定を超えて，火災が発生した状態（安全機能１が喪失した状態）で，安全機能２が喪失している

と，発生した火災が継続することにより，外部への放射性物質の放出に至る可能性がある。 

〇 

〇：安全機能喪失の組合せ発生可能性あり 

－：安全機能喪失の組合せ発生可能性なし 

〇：重大事故の発生を仮定する事象    

△：評価によって事故に至らない事象   

×１：設計基準対象の施設で収束可能   

×２：公衆への影響が平常時と同程度   

－：重大事故事象選定対象外       

 

※１：基準地震動の1.2倍の地震動に対して機能維持することのできる設計の設備・機器以外の設備・機器の機能喪失を想定する。  

第６表 重大事故の選定結果（安全機能喪失の組合せ）（３／３） 
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第７表 重大事故の発生を仮定する機器の特定選定結果 

 

機器名称 
基

数 
地震 多重故障 全交流電源喪失 備考 

予備混合装置グローブボック

ス 
１ 〇 〇 × 

地震の場合，８基の

グローブボックスに

おいて火災が発生す

ることを仮定する。 

多重故障の場合，１

基のグローブボック

スにおいて火災が発

生することを仮定す

る。 

均一化混合装置グローブボッ

クス 
１ 〇 〇 × 

造粒装置グローブボックス １ 〇 〇 × 

添加剤混合装置グローブボッ

クス 
２ 〇 〇 × 

回収粉末処理・混合装置グロ

ーブボックス 
１ 〇 〇 × 

プレス装置（プレス部）グロ

ーブボックス 
２ 〇 〇 × 

〇：重大事故の起因として想定する事象 

×：重大事故の起因とならない事象 
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第１図 重大事故の発生を仮定する機器の特定フロー 

 

要因ごとに安全機能喪失状態を特定 

安全機能の喪失又は 
その組合せが発生するか？※ 

No 

Yes 

設備ごとの安全機能の整理 

異常の発生防止機能，異常の拡大防止及び
影響緩和機能 

安全機能喪失に至る要因の整理 

運転管理等を考慮した候補事象の

抽出 

ステップ３： 
重大事故の発生を仮定する 
機器の特定 

ステップ１： 
設備ごとの安全機能の整理と 
機能喪失により発生する事故の分析 

重大事故の発生を仮定する機器として特定 

事故（外部への放射性物質の
放出）に至るか？ 

 
重大事故に至るか？ 

事故が発生しないため 

重大事故には至らない 

設計基準の事象 

Yes 

No 

Yes 

ステップ２： 
安全機能喪失状態の特定 

機能が維持されるため重

大事故に至らない 

No 

重大事故の起因 

適用 

※外部への放射性物質の放出を考えた際に機能を喪失した場合

よりも厳しい条件が想定される場合にはその厳しい条件を設定

する。 
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重大事故の発生を仮定する機器の特定結果 
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３．５ 重大事故の発生を仮定する機器の特定の考え方 

重大事故は，「核燃料物質の加工の事業に関する規則」（以下「加工規則」

という。）にて，臨界事故及び核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失の２つ

が定められている。 

これらは，それぞれの発生防止対策の機能が喪失した場合に発生する可

能性があるが，機能喪失の条件，すなわち重大事故が発生する条件はそれ

ぞれ異なる。 

したがって，以下の方針により，設備ごとの安全機能の整理と機能喪失

により発生する事故の分析を行い，重大事故の発生を仮定する際の条件に

よる安全機能の喪失状態を特定することで，その重大事故の発生を仮定す

る機器を特定する。 

重大事故の発生を仮定する機器の特定フローを第１図に示す。 

 

 (１) 設備ごとの安全機能の整理と機能喪失により発生する事故の分析 

  ① 対象の整理 

安全機能の喪失を想定する対象は，公衆への著しい被ばく影響をも

たらす可能性のある事故が重大事故であることを踏まえ，安全機能を

有する施設のうち安全上重要な施設とする。安全上重要な施設は，そ

の機能喪失により，公衆及び従事者に過度の放射線被ばくを及ぼす可

能性のある機器を選定していることから，安全上重要な施設の安全機

能を対象として，安全機能の喪失を考慮し，重大事故に至る可能性を

整理する。安全機能を有する施設のうち安全上重要な施設以外の安全

機能を有する施設の機能が喪失したとしても，公衆及び従事者に過度

な放射線被ばくを及ぼすおそれはない。 
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ただし，想定される事故の発生防止対策として安全上重要な施設以

外の安全機能を有する施設の機能に期待する場合には，事故の発生防

止対策の確認という観点から，想定される事故の発生防止対策である

安全上重要な施設以外の安全機能の喪失を想定する。 

 

  ② 重大事故に至る可能性がある安全機能の喪失又はその組合せの特

定 

安全上重要な施設の安全機能が喪失した場合に至る施設状態及び

その後の事象進展を分析することにより，重大事故に至る可能性が

ある機能喪失又はその組合せを整理する。 

重大事故を発生させ得る安全機能の喪失又はその組合せの特定に

関して，詳細を「３．６ 重大事故に至る可能性がある機能喪失又は

その組合せの特定」に示す。 

 

 (２) 安全機能喪失状態の特定 

「(１) 設備ごとの安全機能の整理と機能喪失により発生する事

故の分析」の「② 重大事故に至る可能性がある安全機能の喪失又

はその組合せの特定」で特定した重大事故に至る可能性がある安全

機能の喪失又はその組合せが，各要因において発生するか否かを判

定する。 

安全機能が喪失しない又はその組合せが発生しなければ，事故が

発生することはなく，重大事故に至らないと判定できる。 
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 (３) 重大事故の発生を仮定する機器の特定 

「(２) 安全機能喪失状態の特定」により，重大事故を発生させ得

る安全機能の喪失又はその組合せが発生する場合には，重大事故の発

生の可能性がある機器（グローブボックス等を含む。）ごとに重大事

故に至るかを評価し，重大事故の発生を仮定する機器を特定する。 

 

  ① 事故発生の判定 

「(２) 安全機能喪失状態の特定」において，安全機能が喪失する

又は安全機能が組合せで喪失する場合であっても，評価によって事故

（外部への放射性物質の放出）に至らないことを確認できれば，重大

事故に至らないと判定できる。 

それぞれの事象において，機能喪失した場合に事故に至らないと判

定する基準を以下に示す。 

 

臨界事故：集積が想定される核燃料物質量が未臨界質量以下である

こと 

核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失：平常時を超えた外部への放

射性物質の放出に至らない

こと 

 

  ② 重大事故の判定 

上記「① 事故発生の判定」において，安全機能の喪失又はその組

合せに対して，評価によって事故に至らないことを確認できない場合

には，事象の収束手段，事象進展の早さ又は公衆への影響をそれぞれ

評価する。安全機能の喪失又はその組合せの発生に対して，その結果
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想定される状況が設計基準対象の施設で事故の発生を防止し事象の収

束が可能である場合又は事故が発生するとしても設計基準対象の施設

で事象の収束が可能である場合は，安全機能の喪失という観点からは

設計基準の想定の範囲を超えるものであるが，機能喪失の結果発生す

る事故の程度は設計基準の範囲内であるため，設計基準として整理す

る事象に該当する。 

また，安全機能の喪失により事故が発生した場合であっても，機能

喪失時の公衆への影響が平常時と同程度である場合は，設計基準とし

て整理する事象に該当する。 

これらのいずれにも該当しない場合は，重大事故の発生を仮定する

機器として特定する。 

「(１) 設備ごとの安全機能の整理と機能喪失により発生する事故

の分析」で特定した重大事故を発生させ得る安全機能の喪失又はその

組合せごとに，重大事故の発生を仮定する機器の特定結果を「３．７ 

重大事故の発生を仮定する機器の特定」に示す。 
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３．６ 重大事故に至る可能性のある機能喪失又はその組合せの特定 

加工規則に定められる重大事故に関して，それぞれの発生を防止する安

全機能を整理することにより，重大事故に至る可能性がある機能喪失又は

その組合せを特定する。 

そのため，安全機能ごとに，当該機能が喪失した場合に至る施設状態及

びその後の事象進展を分析することにより，機能喪失により発生する可能

性がある事故を特定する。 

 

 (１) 臨界事故に至る可能性のある機能喪失又はその組合せの特定 

   臨界事故の起因となり得る安全上重要な施設の機能喪失について整

理する。 

 

  ① 発生防止対策 

ａ．核的制限値（寸法）の維持機能 

核的制限値（寸法）の維持機能を有する機器は，機器が健全であ

ることで，核的制限値（寸法）を逸脱した核燃料物質の搬送が行わ

れたとしても，核的制限値（寸法）の維持機能により当該核燃料物

質が搬送されることを防止し，搬送先の核的制限値（寸法）を維持

することにより未臨界を維持することが可能である。 

核的制限値（寸法）の維持機能が単独で機能を喪失しても，核的

制限値（寸法）を逸脱した核燃料物質の搬送が行われなければ，外

部への放射性物質の放出には至らない。ただし，「搬送する核燃料

物質の制御機能」が喪失することにより，核燃料物質の核的制限値

（寸法）を逸脱した核燃料物質の搬送と同時に核的制限値（寸法）

の維持機能も同時に喪失していれば，事故に至る可能性がある。 
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核的制限値(寸法)の維持機能の喪失により発生する可能性がある

重大事故を第３．６－１表に，搬送する核燃料物質の制御機能の喪

失後の事象進展により発生する可能性がある重大事故を第３．６－

２表にそれぞれ示す。 

 

第３．６－１表 核的制限値(寸法)の維持機能の喪失により発生する可能

性がある重大事故 

安全機能 安全機能の喪失時に想定する施設状況 

発生する 

可能性がある

重大事故 

核的制限値

（寸法）の

維持機能 

異常が発生していないことから，単独で

機能を喪失しても外部への放射性物質の

放出には至らない。 

－ 

 

第３．６－２表 搬送する核燃料物質の制御機能の喪失後の事象進展によ

り発生する可能性がある重大事故 

安全機能 
安全機能の喪失後に想

定する施設状況 

事象進展に

対する拡大

防止機能 

発生する可

能性がある

重大事故 

搬送する 

核燃料物質の 

制御機能 

核燃料物質の 

搬送先で核的制限値 

（寸法）を逸脱する。 

核的制限値

（寸法）の

維持機能 

臨界事故 

 

ｂ．安全に係る距離の維持機能（単一ユニット相互間の距離維持）

（以下「単一ユニット相互間の距離の維持機能」という。） 

単一ユニット相互間の距離の維持機能を有する機器は，機器が健

全であることで，未臨界を維持することが可能である。 

単一ユニット相互間の距離の維持機能が損なわれた場合には，内
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包する核燃料物質によって臨界事故が発生する可能性がある。 

単一ユニット相互間の距離の維持機能の喪失により発生する可能

性がある重大事故を第３．６－３表に示す。 

 

第３．６－３表 単一ユニット相互間の距離の維持機能の喪失により

発生する可能性がある重大事故 

安全機能 
安全機能の喪失時に想定する 

施設状況 

発生する 

可能性がある

重大事故 

単一ユニット

相互間の距離

の維持機能 

臨界を防止するための単一ユニット 

相互間の距離が損なわれる。 
臨界事故 

 

ｃ．誤搬入防止機能 

ＭＯＸ燃料加工施設における臨界管理のうち，質量管理により核

燃料物質の管理を行う設備においては，安全上重要な施設以外の安

全機能を有する施設である秤量器，ＩＤ番号読取機，運転管理用計

算機，臨界管理用計算機及び誤搬入防止シャッタで構成する誤搬入

防止機能により，臨界の防止を行う設計であることから，誤搬入防

止機能についても対象とする。 

誤搬入防止機能は，誤搬入防止に係る機器それぞれが健全に機能

することにより，計画外の核燃料物質の搬送が発生した場合におい

ても，搬送先の単一ユニットにおいて核的制限値を超えることがな

いように誤搬入を防止するものである。 

誤搬入防止機能を構成する全ての機器の機能が損なわれた場合に

は，計画外の核燃料物質の搬送が発生し，搬送先の単一ユニットに
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おいて核的制限値を逸脱することが考えられる。また，核的制限値

を逸脱する量の核燃料物質が集積した場合には，核燃料物質による

臨界に至る可能性がある。 

誤搬入防止機能の喪失により発生する可能性がある事象を第３．

６－４表に示す。 

 

第３．６－４表 誤搬入防止機能の喪失により発生する可能性がある

事象 

安全機能 安全機能の喪失時に想定する施設状況 
発生する可能

性がある事象 

誤搬入防止機

能 

計画外の核燃料物質の搬送が発生した

場合，搬送先の単一ユニットにおいて

核的制限値を逸脱する。 

臨界事故 

 

上記のａ．からｃ．の確認により，ＭＯＸ燃料加工施設において核

燃料物質の臨界に至る事象としては，取り扱う核燃料物質が局所的に

異常に集積することである。 

(２) 核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失に至る可能性のある機能喪失

又はその組合せの特定 

事故による外部への放射性物質の放出に着目し，ＭＯＸ燃料加工施

設から多量の放射性物質が放出される事象を，核燃料物質等を閉じ込

める機能の喪失とする。 

ＭＯＸ燃料加工施設において，核燃料物質を混合酸化物貯蔵容器，

グローブボックス等及び燃料集合体により取り扱うことから，これら

の閉じ込めバウンダリが損傷することにより，核燃料物質等を閉じ込

める機能の喪失に至ることが考えられるが，混合酸化物貯蔵容器及び
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燃料集合体は，これらが落下しても損傷しない高さに取扱いを制限し

ていることから，混合酸化物貯蔵容器及び燃料集合体の落下による核

燃料物質等を閉じ込める機能の喪失は想定しない。 

製造工程のグローブボックス内で取り扱う核燃料物質の形態として

は，ＭＯＸ粉末，グリーンペレット及びペレットである。グリーンペ

レット及びペレットの形態の場合，これらは安定な成形体であるため，

何らかの異常が発生したとしても，その影響を受けて外部へと放出さ

れる事態になることは考えられない。核燃料物質がＭＯＸ粉末の形態

の場合，発生した異常の影響により，外部への放射性物質の放出に至

る状態になり得ると考えられる。 

グローブボックスの閉じ込めバウンダリが損傷することの想定とし

ては，グローブボックス内外において，重量物が落下し，その衝撃が

グローブボックスに加わることにより損傷することが考えられる。し

かしながら，グローブボックスを設置する室においては，重量物を取

り扱うクレーン類がないため，グローブボックスを設置する室で重量

物が落下してグローブボックスが損傷することはない。一方，グロー

ブボックス内においては，製造工程で使用する核燃料物質を収納した

容器を取り扱うことから，重量物として容器が落下することが想定さ

れる。このため，核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失として，グロ

ーブボックスが破損し，ＭＯＸ粉末が漏えいするという事象が考えら

れる。 

グローブボックスはグローブボックス排気設備を介して外部と接続

された構造である。このため，グローブボックスが損傷しなくとも，

グローブボックス内において何らかの異常が発生した場合に，その異

常の影響を受けた核燃料物質が，グローブボックス排気設備を経由し
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て外部へと放出されることが考えられる。ＭＯＸ粉末は，通常運転時

において，粉末容器に収納した状態で搬送し，各グローブボックスに

おいて，混合機への投入，混合機による粉末の混合，混合機からの取

り出し，グリーンペレット成形といったプロセスにより取り扱う。こ

のため，粉末を収納した粉末容器を取り扱い中に落下することにより

グローブボックス内にＭＯＸ粉末が浮遊し，グローブボックス内の気

相中の放射性物質の濃度が上昇することで，外部への放出量が上昇す

るという事象が考えられる。このため，核燃料物質等を閉じ込める機

能の喪失として，グローブボックス内のＭＯＸ粉末の飛散という事象

を想定する。 

また，ＭＯＸ粉末が影響を受ける異常として，グローブボックス内

において駆動力を有する事象が発生し，その影響を受けることで放射

性物質が外部へと放出される事象が考えられる。ＭＯＸ燃料加工施設

では，製造工程において多量の有機溶媒等を取り扱わないこと，製造

工程において過渡変化がなく取り扱う核燃料物質自体も安定な状態で

あること及び取り扱う核燃料物質による崩壊熱の影響も小さいことか

ら，ＭＯＸ燃料加工施設において駆動力を有する事象の発生は想定し

にくい。しかし，潤滑油や水素ガスといった火災又は爆発の要因とな

り得るものを有する設備もあることから，ＭＯＸ燃料加工施設におい

て発生する可能性がある駆動力を有する事象としては，火災及び爆発

が考えられる。しかしながら，爆発については，ＭＯＸ燃料加工施設

において想定される爆発の要因としては，水素・アルゴン混合ガスが

あるものの，燃料加工建屋内において取り扱う水素濃度が９vol％以

下であること及び燃料加工建屋内へ水素濃度が９vol％を超える水

素・アルゴン混合ガスが流入することは生じ得ないことから，爆ごう
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が発生することは想定できない。また，水素・アルゴン混合ガスを使

用してペレットの焼結を行う焼結炉等において，仮に空気が混入して

焼結炉等内で水素・アルゴン混合ガスが燃焼した場合においても，拡

散燃焼しか発生せず，急激な圧力の上昇を伴うものではないことから，

外部への放射性物質の放出には至らない。このため，燃料加工建屋に

おいては，外部への放射性物質の放出に至るような規模の爆発が発生

することはない。 

以上を踏まえ，核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失となり得る事

象は，「グローブボックス内でのＭＯＸ粉末の飛散」，「グローブボッ

クスの破損」及び「外部に放出する状態に至る駆動力となる事象の発

生」である。このため，これら３事象が，重大事故の発生を仮定する

際の条件により発生し，外部へ多量の放射性物質の放出に至る事故に

つながるかを整理する。 

核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失の起因となり得る安全上重要

な施設の機能喪失について整理する。核燃料物質等を閉じ込める機能

に係る安全上重要な施設の機能は，「グローブボックスの破損」及び

「外部に放出する状態に至る駆動力となる事象の発生」に係る機能に

分類できる。 

安全上重要な施設の機能としては， 

・プルトニウムを非密封で取り扱う主要な工程に位置する設備・機 

器を収納するグローブボックス・設備・機器の閉じ込め機能（以

下「プルトニウムの閉じ込めの機能」という。） 

・排気経路の維持機能 

・ＭＯＸの捕集・浄化機能 

・排気機能，熱的制限値の維持機能 
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・焼結炉等の閉じ込めに関連する経路の維持機能 

・焼結炉等内の負圧維持機能 

・安全に係るプロセス量等の維持機能（閉じ込めに関連する温度維

持）(以下「小規模焼結処理装置の加熱停止機能」という。) 

・排気経路の維持機能及びＭＯＸの捕集・浄化機能（以下「事故時

の排気経路の維持機能及び事故時のＭＯＸの捕集・浄化機能」と

いう。） 

・安全上重要な施設の安全機能確保のための支援機能（以下「非常

用電源の供給機能」という。） 

・安全に係るプロセス量等の維持機能（混合ガス中の水素濃度）

（以下「水素濃度の維持機能」という。） 

・グローブボックスの閉じ込め機能の維持機能のうち，ＭＯＸの捕

集・浄化機能（以下「グローブボックス給気側のＭＯＸの捕集機

能」という。） 

・グローブボックスの閉じ込め機能の維持機能のうち，火災の感知

機能及び火災の消火機能（以下「火災の感知・消火機能」とい

う。） 

があり，そのうち「グローブボックスの破損」に係る安全機能とし

ては，以下の安全機能がある。 

・プルトニウムの閉じ込めの機能 

・排気経路の維持機能 

・ＭＯＸの捕集・浄化機能 

・グローブボックス給気側のＭＯＸの捕集機能 

    「外部に放出する状態に至る駆動力となる事象の発生」に係る安

全機能としては，以下の安全機能がある。 
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・火災の感知・消火機能 

 

また，安全上重要な施設の機能喪失について整理する際に機能喪

失の影響を同じく整理する安全上重要な施設以外の安全機能として，

温度の制御機能，小規模焼結処理装置への冷却水供給機能，容器の落

下防止機能，容器の転倒防止機能及び火災の発生防止の機能を有する

機器があり，そのうち「グローブボックスの破損」に係る安全機能と

しては，容器の落下防止機能及び容器の転倒防止機能，「グローブボ

ックス内でのＭＯＸ粉末の飛散」に係る機能として容器の落下防止機

能及び容器の転倒防止機能並びに「外部に放出する状態に至る駆動力

となる事象の発生」に係る安全機能として火災の発生防止の機能を有

する機器がある。 

    これらの機能が喪失した場合の影響について，以下に整理する。 

  ① 発生防止対策 

ａ．プルトニウムの閉じ込めの機能 

プルトニウムの閉じ込めの機能が喪失した場合，核燃料物質が閉

じ込めの機能を有する当該機器から漏えいする可能性がある。 

プルトニウムの閉じ込めの機能を有する機器は静的機器のみであ

る。このため，本機能を有する機器に対して何らかの外力が与えら

れない限り，プルトニウムの閉じ込めの機能が喪失することはない。 

何らかの外力が与えられ，プルトニウムの閉じ込めの機能が単独

で機能を喪失しても，排気機能を有する設備が機能を維持していれ

ば，内包する核燃料物質はグローブボックス・設備・機器外に漏え

いしない。また，プルトニウムの閉じ込めの機能を有する機器のう

ち，焼結炉等のプルトニウムの閉じ込めの機能が損なわれた場合に
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は，高温状態の焼結炉等内の水素・アルゴン混合ガスと空気の反応

により爆発に至ることも考えられる。しかし，焼結炉等で取り扱う

水素ガスは，水素濃度が９vol％以下である水素・アルゴン混合ガ

スであり，高温の炉内で燃焼したとしても，拡散燃焼しか発生せず，

急激な圧力の上昇を伴うものではないことから，外部への放射性物

質の放出には至らない。 

しかし，排気機能を有する設備が機能喪失し，かつプルトニウム

の閉じ込めの機能が損なわれた場合には，内包する核燃料物質の形

態がＭＯＸ粉末である場合，ＭＯＸ粉末がグローブボックス・設

備・機器外に漏えいする。 

プルトニウムの閉じ込めの機能の喪失により発生する可能性があ

る重大事故を第３．６－５表に，排気機能の喪失と同時にプルトニ

ウムの閉じ込めの機能の喪失により発生する可能性がある重大事故

を第３．６－６表に示す。 

 

第３．６－５表 プルトニウムの閉じ込めの機能の喪失により発   

生する可能性がある重大事故 

安全機能 
安全機能の喪失時に想定する 

施設状況 

発生する可能性があ

る重大事故 

プルトニウ

ムの閉じ込

めの機能 

単独で機能を喪失しても 

外部への放射性物質の放出には至ら

ない。 

－ 
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第３．６－６表 排気機能の喪失と同時にプルトニウムの閉じ込めの機能

の喪失により発生する可能性がある重大事故 

安全機能 
安全機能の喪失時に

想定する施設状況 

事象進展に対する拡

大防止機能 

発生する可

能性がある

重大事故 

プルトニウ

ムの閉じ込

めの機能 

内包するＭＯＸ粉末

がグローブボック

ス・設備・機器の外

に漏えいする。 

排気機能 

核燃料物質

等を閉じ込

める機能の 

喪失 

 

   ｂ．排気経路の維持機能 

この機能を有する安全上重要な施設として，グローブボックス排

気設備の系統及び窒素循環設備の系統が該当する。 

排気経路の維持機能が単独で機能を喪失しても，排気機能を有す

る設備が機能を維持していれば，内包するＭＯＸ粉末が漏えいす

ることはない。ただし，排気機能を有する設備が機能を喪失し，

かつ，排気経路の維持機能が損なわれた場合には，排気経路外に

ＭＯＸ粉末が漏えいする。 

排気経路の維持機能の喪失により発生する可能性がある重大事故

を第３．６－７表に，排気機能の喪失と同時に排気経路の維持機

能の喪失により発生する可能性がある重大事故を第３．６－８表

に示す。 

 

 

 

 



 

3-115 

 

第３．６－７表 排気経路の維持機能の喪失により発生する可能性がある

重大事故 

安全機能 
安全機能の喪失時に 

想定する施設状況 

発生する可能性が 

ある重大事故 

排気経路の 

維持機能 

単独で機能を喪失しても外

部への放射性物質の放出に

は至らない。 

－ 

 

第３．６－８表 排気機能の喪失と同時に排気経路の維持機能の喪失によ

り発生する可能性がある重大事故 

安全機能 

安全機能の 

喪失時に想定す

る施設状況 

事象進展に対

する拡大防止

機能 

発生する 

可能性がある 

重大事故 

排気経路の 

維持機能 

ＭＯＸ粉末が排

気経路外に漏え

いする。 

排気機能 

核燃料物質等を

閉じ込める機能

の喪失 

 

ｃ．ＭＯＸの捕集・浄化機能 

グローブボックス等からの排気中に含まれるＭＯＸ粉末を捕集す

るための機能であり，この機能を有する安全上重要な施設としてグ

ローブボックス排気フィルタ及びグローブボックス排気フィルタユ

ニットが該当する。 

これらは，破損することなく形状を維持することによって機能が

維持される。ＭＯＸの捕集・浄化機能が損なわれた場合には，排気

中に含まれるＭＯＸ粉末が捕集されずに排気経路から外部に放出さ

れる。 

ＭＯＸの捕集・浄化機能の喪失により発生する可能性がある重大

事故を第３．６－９表に示す。 
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第３．６－９表 ＭＯＸの捕集・浄化機能の喪失により発生する可能性が

ある重大事故 

安全機能 安全機能の喪失時に想定する施設状況 

発生する可能

性がある重大

事故 

ＭＯＸの捕

集・浄化機

能 

排気中に含まれるＭＯＸ粉末が捕集されず

に排気経路から外部への放射性物質の放出

に至る。 

核燃料物質等

を閉じ込める

機能の喪失 

 

ｄ．排気機能 

排気中に含まれるＭＯＸ粉末を捕集した気体を排気するための機

能であり，この機能を有する安全上重要な施設としてグローブボッ

クス排風機が該当する。排気機能は，機器が健全であり電源から電

力が供給されることにより機能が維持される。 

排気機能が損なわれた場合，外部に放射性物質を放出する駆動力

がなくなるため，外部への放射性物質の放出には至らない。 

また，排気機能が損なわれ，グローブボックス排風機が停止して

いる場合には，グローブボックス等内を負圧に維持できなくなり，

グローブボックス等から工程室へＭＯＸ粉末が漏えいする可能性が

あるが，グローブボックス排風機が停止した場合には工程室排風機

がインターロックにより停止するため，ＭＯＸ粉末を取り扱う地下

３階から地上１階までＭＯＸ粉末を上昇させ外部への放出に至る駆

動力がないことから，外部への放射性物質の放出には至らない。 

排気機能の喪失により発生する可能性がある重大事故を第３．６

－10表に示す。 
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第３．６－10表 排気機能の喪失により発生する可能性がある重大事故 

安全機能 安全機能の喪失時に想定する施設状況 

発生する可

能性がある

重大事故 

排気機能 
単独で機能を喪失しても外部への放射性物

質の放出には至らない。 
－ 

 

ｅ．熱的制限値の維持機能 

熱的制限値の維持機能が健全であることにより，核燃料物質を高

温状態で取り扱う機器が一定の温度を超えない状態を維持すること

が可能である。この機能を有する安全上重要な施設として，焼結炉

等の内部温度高による過加熱防止回路が該当する。 

熱的制限値の維持機能が単独で機能を喪失しても，安全上重要な

施設以外の安全機能を有する施設が有する「温度の制御機能」があ

るため，焼結炉等内が異常な高温になることはなく，外部への放射

性物質の放出には至らない。ただし，「温度の制御機能」の喪失と

同時に熱的制限値の維持機能が喪失した場合，焼結炉等内に空気が

混入し，高温状態の焼結炉等内の水素・アルゴン混合ガスと空気の

反応により爆発に至ることが考えられる。しかし，取り扱う水素ガ

スは，水素濃度が９vol％以下である水素・アルゴン混合ガスであ

り，高温の炉内で燃焼したとしても，拡散燃焼しか発生せず，急激

な圧力の上昇を伴うものではないことから，外部への放射性物質の

放出には至らない。 

熱的制限値の維持機能の喪失により発生する可能性がある重大事

故を第３．６－11表に示す。 
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第３．６－11表 熱的制限値の維持機能の喪失により発生する可能性があ

る重大事故 

安全機能 
安全機能の喪失時に 

想定する施設状況 

発生する 

可能性がある 

重大事故 

温度の制御機能及び熱

的制限値の維持機能 

機能を喪失しても外部への放

射性物質の放出には至らな

い。 

－ 

 

   ｆ．焼結炉等の閉じ込めに関連する経路の維持機能 

焼結炉等の負圧を維持するための排気経路を維持するために必要

な機能であり，この機能を有する安全上重要な施設として，焼結炉

等の排ガス処理に係る系統及びグローブボックスが該当する。 

焼結炉等の閉じ込めに関連する経路の維持機能が単独で機能を喪

失しても，排気機能を有する設備が機能を維持していれば，内包す

るＭＯＸ粉末が漏えいすることはない。ただし，排気機能を有する

設備が機能を喪失し，かつ，焼結炉等の閉じ込めに関連する経路の

維持機能が損なわれた場合には，ＭＯＸ粉末が漏えいする。漏えい

した核燃料物質は，漏えいに伴い気相中に核燃料物質が移行するが，

外部に放射性物質を放出する駆動力がなければ，外部への放射性物

質の放出には至らない。 

焼結炉等の閉じ込めに関連する経路の維持機能の喪失により発生

する可能性がある重大事故を第３．６－12表に，排気機能の喪失と

同時に焼結炉等の閉じ込めに関連する経路の維持機能の喪失により

発生する可能性がある重大事故を第３．６－13表に示す。 
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第３．６－12表 焼結炉等の閉じ込めに関連する経路の維持機能の喪失に

より発生する可能性がある重大事故 

安全機能 
安全機能の喪失時に 

想定する施設状況 

発生する 

可能性がある

重大事故 

焼結炉等の閉じ込

めに関連する経路

の維持機能 

単独で機能を喪失しても 

外部への放射性物質の放出には至

らない。 

－ 

 

第３．６－13表 排気機能の喪失と同時に焼結炉等の閉じ込めに関連する

経路の維持機能の喪失により発生する可能性がある重大

事故 

安全機能 

安全機能の 

喪失時に想定す

る施設状況 

事象進展に対

する拡大防止

機能 

発生する可能性

がある 

重大事故 

焼結炉等の閉じ

込めに関連する

経路の維持機能 

ＭＯＸ粉末が排

気経路外に漏え

いする。 

排気機能 

核燃料物質等を

閉じ込める機能

の喪失 

 

ｇ．焼結炉等内の負圧維持機能 

焼結炉等内の負圧維持機能は，焼結炉等内の負圧を維持するため

の排気機能の支援機能である。この機能を有する安全上重要な施設

は，焼結設備の排ガス処理装置の補助排風機及び小規模試験設備の

小規模焼結炉排ガス処理装置の補助排風機が該当する。 

焼結炉等内の負圧維持機能が単独で機能喪失しても，外部に放射

性物質を放出する駆動力がないため，外部への放射性物質の放出に

は至らない。焼結炉等内の負圧維持機能の喪失により発生する可能

性がある重大事故を第３．６－14表に示す。 
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第３．６－14表 焼結炉等内の負圧維持機能の喪失により発生する可能性

がある重大事故 

安全機能 
安全機能の喪失時に想定する 

施設状況 

発生する 

可能性がある

重大事故 

焼結炉等 

内の負圧 

維持機能 

単独で機能を喪失しても外部への放射性

物質の放出には至らない。 
－ 

 

ｈ．小規模焼結処理装置の加熱停止機能 

小規模焼結処理装置の炉殻を冷却する冷却水の流量が低下した場

合に，小規模焼結処理装置の加熱を停止する機能が該当する。 

小規模焼結処理装置の加熱停止機能が単独で機能を喪失しても，

炉殻を冷却する冷却水が供給されていれば，小規模焼結処理装置が

有するプルトニウムの閉じ込めの機能が喪失することはない。ただ

し，小規模焼結処理装置への冷却水供給機能が喪失し，小規模焼結

処理装置への冷却水の供給が停止している状態で，小規模焼結処理

装置の加熱停止機能が喪失した場合，小規模焼結処理装置が有する

プルトニウムの閉じ込めの機能が喪失し，小規模焼結処理装置内に

空気が混入することで，高温状態の小規模焼結処理装置内の水素・

アルゴン混合ガスと空気の反応により爆発に至ることが考えられる。

しかし，小規模焼結処理装置で取り扱う水素ガスは，水素濃度が９

vol％以下である水素・アルゴン混合ガスであり，高温の炉内で燃

焼したとしても，拡散燃焼しか発生せず，急激な圧力の上昇を伴う

ものではないことから，外部への放射性物質の放出には至らない。 

小規模焼結処理装置の加熱停止機能の喪失により発生する可能性

がある重大事故を第３．６－15表に示す。 



 

3-121 

 

 

第３．６－15表 小規模焼結処理装置の加熱停止機能の喪失により発生す

る可能性がある重大事故 

安全機能 
安全機能の喪失時に 

想定する施設状況 

発生する 

可能性がある

重大事故 

小規模焼結処理装置へ

の冷却水供給機能及び

小規模焼結処理装置の

加熱停止機能 

機能を喪失しても外部への放

射性物質の放出には至らな

い。 

－ 

 

ｉ．容器の落下防止機能 

本事象は設計基準事故の選定において発生の可能性との関連にお

いて抽出した異常事象である。 

容器の落下によりプルトニウムの閉じ込めの機能を喪失したとし

ても，排気機能を有する設備が機能を維持していれば，内包する核

燃料物質はグローブボックス外に漏えいしない。ただし，排気機能

を有する設備が機能喪失し，かつ，容器の落下によりプルトニウム

の閉じ込めの機能が喪失した場合には，グローブボックスから工程

室に核燃料物質が漏えいする。 

また，グローブボックス内でＭＯＸ粉末を収納した容器が落下し

た場合，容器からグローブボックス内へＭＯＸ粉末が飛散し，グロ

ーブボックス内の気相中の放射性物質の濃度が上昇する事が考えら

れる。グローブボックス内は排気機能を有する設備により排気され

ることから，容器の落下防止機能の喪失により，平常時を超えた外

部への多量の放射性物質の放出に至る可能性もある。 

容器の落下防止機能喪失により発生する可能性がある重大事故を
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第３．６－16表に示す。また，容器の落下防止機能喪失及び排気機

能の喪失により発生する可能性がある重大事故を第３．６－17表に

示す。 

 

第３．６－16表 容器の落下防止機能喪失により発生する可能性がある重

大事故 

安全機能 
安全機能の喪失時に 

想定する施設状況 

発生する 

可能性がある

重大事故 

容器の落下防止機能 

重量物である容器がグローブ

ボックス内で落下すること

で，グローブボックスが破損

する可能性があるが，外部へ

の放射性物質の放出には至ら

ない。 

－ 

容器の落下防止機能 

グローブボックス内でＭＯＸ

粉末が飛散し，グローブボッ

クス内の気相中の放射性物質

の濃度が上昇する。 

核燃料物質等

を閉じ込める

機能の喪失 

 

第３．６－17表 容器の落下防止機能喪失及び排気機能の喪失により発生

する可能性がある重大事故 

安全機能 
安全機能の喪失時に 

想定する施設状況 

事象進展に

対する拡大

防止対策 

発生する 

可能性があ

る重大事故 

容器の落下防止機

能 

内包するＭＯＸ粉末が

グローブボックスの外

に漏えいする。 

排気機能 

核燃料物質

等を閉じ込

める機能の

喪失 
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ｊ．容器の転倒防止機能 

本事象は設計基準事故の選定において発生の可能性との関連にお

いて抽出した異常事象である。 

 

容器の転倒によりプルトニウムの閉じ込めの機能を喪失したとし

ても，排気機能を有する設備が機能を維持していれば，内包する核

燃料物質はグローブボックス外に漏えいしない。ただし，排気機能

を有する設備が機能喪失し，かつ，容器の転倒によりプルトニウム

の閉じ込めの機能を喪失した場合には，グローブボックスから工程

室に核燃料物質が漏えいする。 

また，安全上重要な施設以外の安全機能を有する施設ではあるが，

グローブボックス内でＭＯＸ粉末を収納した容器を取り扱う機器が

有する転倒防止機能が喪失した場合，グローブボックス内でＭＯＸ

粉末を収納した容器の転倒により，容器からグローブボックス内へ

ＭＯＸ粉末が飛散し，グローブボックス内の気相中の放射性物質の

濃度が上昇することが考えられる。グローブボックス内は排気機能

を有する設備により排気されることから，容器の転倒防止機能の喪

失により，平常時を超えた外部への多量の放射性物質の放出に至る

可能性がある。 

容器の転倒防止機能喪失により発生する可能性がある重大事故を

第３．６－18表に示す。また，容器の転倒防止機能喪失及び排気機

能の喪失により発生する可能性がある重大事故を第３．６－19表に

示す。 

 



 

3-124 

 

第３．６－18表 容器の転倒防止機能喪失により発生する可能性がある重

大事故 

安全機能 
安全機能の喪失時に 

想定する施設状況 

発生する 

可能性がある

重大事故 

容器の転倒防止機能 

重量物である容器がグローブボ

ックス内で転倒することで，グ

ローブボックスが破損する可能

性があるが，外部への放射性物

質の放出には至らない。 

－ 

容器の転倒防止機能 

グローブボックス内でＭＯＸ粉

末が飛散し，グローブボックス

内の気相中の放射性物質の濃度

が上昇する。 

核燃料物質等

を閉じ込める

機能の喪失 

 

第３．６－19表 容器の転倒防止機能喪失及び排気機能の喪失により発生

する可能性がある重大事故 

安全機能 
安全機能の喪失時に 

想定する施設状況 

事象進展に

対する拡大

防止対策 

発生する 

可能性があ

る重大事故 

容器の転倒防止機

能 

内包するＭＯＸ粉末が

グローブボックスの外

に漏えいする。 

排気機能 

核燃料物質

等を閉じ込

める機能の

喪失 

 

  ② 拡大防止対策等 

ａ．事故時の排気経路の維持機能及び事故時のＭＯＸの捕集・浄化機

能 

安全上重要な施設とするグローブボックス等を設置する工程室か

らの排気に係る系統及び当該系統に設置する高性能エアフィルタ

が該当する。これらが単独で機能を喪失しても，発生防止対策と
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してのプルトニウムの閉じ込めの機能を有する設備若しくは焼結

炉等の閉じ込めに関連する経路の維持機能を有する設備又は排気

機能を有する設備が機能を維持していれば，外部への放射性物質

の放出には至らない。ただし，プルトニウムの閉じ込めの機能又

は焼結炉等の閉じ込めに関連する経路の維持機能を有する設備及

び排気機能を有する設備の機能が喪失し，事故時の排気経路の維

持機能も同時に喪失した場合は，工程室内にＭＯＸ粉末が漏えい

し，排気経路外から外部に放射性物質を放出するおそれがある。 

事故時の排気経路の維持機能の喪失及び事故時のＭＯＸの捕集・

浄化機能の喪失により発生する可能性がある重大事故を第３．６－

20表に，プルトニウムの閉じ込めの機能を有する設備若しくは焼結

炉等の閉じ込めに関連する経路の維持機能を有する設備及び排気機

能を有する設備の機能喪失並びに事故時の排気経路の維持機能の同

時喪失により発生する可能性がある重大事故を第３．６－21表に示

す。 

 

第３．６－20表 事故時の排気経路の維持機能の喪失及び事故時のＭＯＸ

の捕集・浄化機能の喪失により発生する可能性がある重

大事故 

安全機能 
安全機能の喪失時に 

想定する施設状況 

発生する 

可能性がある 

重大事故 

事故時の排気経路の

維持機能及び事故時

のＭＯＸの捕集・浄

化機能 

単独で機能を喪失しても外部への

放射性物質の放出には 

至らない。 

－ 
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第３．６－21表 プルトニウムの閉じ込めの機能を有する設備及び排気機

能を有する設備の機能喪失並びに事故時の排気経路の維

持機能の同時喪失により発生する可能性がある重大事故 

安全機能 

安全機能の喪失

時に想定する施

設状況 

事象進展に対

する拡大防止

機能 

発生する可能性

がある 

重大事故 

プルトニウムの

閉じ込めの機能

及び排気機能 

ＭＯＸ粉末が排

気経路外に漏え

いする。 

事故時の 

排気経路の 

維持機能 

核燃料物質等を

閉じ込める機能

の喪失 

焼結炉等の閉じ

込めに関連する

経路の維持機能

及び排気機能 

ＭＯＸ粉末が排

気経路外に漏え

いする。 

事故時の 

排気経路の維

持機能 

核燃料物質等を

閉じ込める機能

の喪失 

 

ｂ．非常用電源の供給機能 

    外部電源が喪失した場合において，安全機能を有する施設の安全

機能確保に必要な設備が使用できるための支援機能としての非常用

所内電源設備が該当する。 

    非常用電源の供給機能が単独で機能を喪失しても，外部電源があ

れば，安全上重要な施設及び安全上重要な施設以外の安全機能を有

する施設の発生防止対策が機能を維持するため，外部への放射性物

質の放出には至らない。 

外部電源が喪失し，非常用電源の供給機能が喪失した場合は，電源

を必要とする機器で構成する発生防止対策は機能を喪失する。発生防

止対策としている安全上重要な施設のうち，電源を要する安全機能は，

排気機能，熱的制限値の維持機能，焼結炉等内の負圧維持機能及び小

規模焼結処理装置の加熱停止機能である。このうち，排気機能及び焼

結炉等内の負圧維持機能は，機能を喪失したとしても外部への放射性
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物質の放出に至る駆動力がないことから，外部への放射性物質の放出

には至らない。熱的制限値の維持機能及び小規模焼結処理装置の加熱

停止機能が喪失した場合は，これらの機能を必要とする焼結炉等の加

熱も外部電源の喪失により停止することから，焼結炉等は異常な高温

となることはなく，プルトニウムの閉じ込めの機能は維持されるため，

外部への放射性物質の放出には至らない。 

    非常用電源の供給機能の喪失により発生する可能性がある重大事

故を第３．６－22表に示す。 

 

第３．６－22表 非常用電源の供給機能の喪失により発生する可能性があ

る重大事故 

安全機能 安全機能の喪失時に想定する施設状況 

発生する可能

性がある重大

事故 

外部電源及

び非常用電

源の供給機

能 

機能を喪失しても外部への放射性物質の

放出には至らない。 
－ 

 

ｃ．水素濃度の維持機能 

焼結炉等に供給される水素・アルゴン混合ガスの水素濃度が爆ご

うが発生する濃度である９vol%を超える場合に，焼結炉等への水

素・アルゴン混合ガスの供給を自動的に停止する混合ガス水素濃度

高による混合ガス供給停止回路及び混合ガス濃度異常遮断弁が該当

する。 

混合ガス供給停止回路又は混合ガス濃度異常遮断弁が単独で機能

を喪失しても，水素濃度が９vol％以下である水素・アルゴン混合
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ガスしか燃料加工建屋内に受け入れないため，高温の炉内で水素・

アルゴン混合ガスが燃焼したとしても，拡散燃焼しか発生せず，急

激な圧力の上昇を伴うものではないことから，外部への放射性物質

の放出には至らない。 

水素濃度の維持機能の喪失により発生する可能性がある重大事故

を第３．６－23表に示す。 

 

第３．６－23表 水素濃度の維持機能の喪失により発生する可能性がある

重大事故 

安全機能 
安全機能の喪失時に 

想定する施設状況 

発生する 

可能性がある

重大事故 

水素濃度の

維持機能 

異常が発生していないことから， 

単独で機能を喪失しても外部への放射性

物質の放出には至らない。 

－ 

 

ｄ．火災の感知・消火機能 

火災の感知・消火機能として，グローブボックス温度監視装置及

びグローブボックス消火装置が該当する。また，グローブボックス

消火装置が起動するためには，グローブボックス排風機が起動して

いることが条件であることから，グローブボックス排風機について

も火災の感知・消火機能の支援機能の位置づけになる。 

火災の感知・消火機能が単独で機能を喪失しても，核燃料物質を

取り扱う設備において火災が発生していなければ，外部への放射性

物質の放出には至らない。ただし，核燃料物質を取り扱う設備にお

いて火災が発生した状態で，火災の感知・消火機能が喪失していれ
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ば，火災が継続することにより，外部への放射性物質の放出に至る

可能性がある。 

火災の感知・消火機能の喪失により発生する可能性がある重大事

故を第３．６－24表に，火災の発生防止の機能の喪失と同時に火災

の感知・消火機能の喪失により発生する可能性がある重大事故を第

３．６－25表にそれぞれ示す。 

 

第３．６－24表 火災の感知・消火機能の喪失により発生する可能性があ

る重大事故 

安全機能 安全機能の喪失時に想定する施設状況 

発生する可能

性がある重大

事故 

火災の 

感知・消火

機能 

異常が発生していないことから，単独で

機能を喪失しても外部への放射性物質の

放出には至らない。 

－ 

 

第３．６－25表 安全上重要な施設以外の安全機能を有する施設が有する

火災の発生防止の機能の喪失と同時に火災の感知・消火機能の喪失により

発生する可能性がある重大事故 

安全機能 
安全機能喪失後に

想定する施設状態 

事象進展に

対する拡大

防止機能 

発生する 

可能性がある

重大事故 

火災の発生防止の

機能 

火災が発生し，継

続する。 

火災の 

感知・ 

消火機能 

核燃料物質等

を閉じ込める 

機能の喪失 

 

ｅ．グローブボックス給気側のＭＯＸの捕集機能 

グローブボックス給気側のＭＯＸの捕集機能として，プルトニウ

ムの閉じ込めの機能を有するグローブボックスの給気側のうち，グ
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ローブボックスの閉じ込め機能維持に必要な範囲が該当する。事故

時においてグローブボックスからＭＯＸ粉末が工程室に漏えいする

とき，グローブボックス給気側を漏えいの経路とすることにより，

経路上の給気フィルタを通過することで漏えいするＭＯＸ粉末量を

低減することができる。 

グローブボックス給気側のＭＯＸの捕集機能が単独で機能を喪失

しても，排気機能が健全であれば，グローブボックスから核燃料物

質が工程室に漏えいすることはないため，外部への放射性物質の放

出には至らない。ただし，排気機能が喪失していれば，グローブボ

ックス内のＭＯＸ粉末が給気フィルタを通過せずに工程室に漏えい

するため，外部への放射性物質の放出に至る可能性がある。 

グローブボックス給気側のＭＯＸの捕集機能の喪失により発生す

る可能性がある重大事故を第３．６－26表に，グローブボックス給

気側のＭＯＸの捕集機能の喪失と同時に排気機能の喪失により発生

する可能性がある重大事故を第３．６－27表にそれぞれ示す。 

 

第３．６－26表 グローブボックス給気側のＭＯＸの捕集機能の喪失によ

り発生する可能性がある重大事故 

安全機能 安全機能の喪失時に想定する施設状況 

発生する可能

性がある重大

事故 

グローブボ

ックス給気

側のＭＯＸ

の捕集機能 

異常が発生していないことから，単独で

機能を喪失しても外部への放射性物質の

放出には至らない。 

－ 
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第３．６－27表 グローブボックス給気側のＭＯＸの捕集機能の喪失と同

時に排気機能の喪失により発生する可能性がある重大事

故 

安全機能 

安全機能喪失後に

想定する 

施設状態 

事象進展に

対する拡大

防止機能 

発生する 

可能性がある

重大事故 

排気機能 

グローブボックス

から工程室にＭＯ

Ｘ粉末が漏えいす

る。 

グローブボ

ックス給気

側のＭＯＸ

の捕集機能 

核燃料物質等

を閉じ込める 

機能の喪失 

 

 以上より，重大事故に至る可能性がある機能喪失又はその組合せは第３．

６－28表のとおり整理できる。 
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第３．６－28表 重大事故に至る可能性がある機能喪失又はその組合せ 

※１：安全機能１～３が全て機能喪失した場合に重大事故に至る可能性がある（安全機能

１だけの場合は，当該機能の喪失により重大事故に至る可能性がある）。 

重大事故 

重大事故に至る可能性がある機能喪失 

（又はその組合せ）※１ 

安全機能１ 安全機能２ 安全機能３ 

臨
界
事
故 

搬送する核燃料物質の制御機能 
核的制限値（寸法）の維持

機能 
 

単一ユニット間の 

距離の維持機能 
  

誤搬入防止機能   

核
燃
料
物
質
等
を
閉
じ
込
め
る
機
能
の
喪
失 

プルトニウムの 

閉じ込めの機能 
排気機能  

プルトニウムの 

閉じ込めの機能 
排気機能 

事故時の 

排気経路の 

維持機能 

焼結炉等の閉じ込めに関連す

る経路の維持機能 
排気機能 

事故時の 

排気経路の 

維持機能 

排気経路の維持機能 排気機能  

ＭＯＸの 

捕集・浄化機能 
  

焼結炉等の閉じ込めに関連する

経路の維持機能 
排気機能  

グローブボックス給気側のＭＯ

Ｘの捕集機能 
排気機能  

容器の落下防止機能   

容器の落下防止機能又は転倒防

止機能 
  

火災の発生防止の機能 
火災の感知・ 

消火機能 
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３．７ 重大事故の発生を仮定する機器の特定 

安全上重要な施設の安全機能の機能喪失又はその組合せにより発生する可

能性がある重大事故ごとに重大事故の発生を仮定する機器の特定の結果を以

下に示す。 

あわせて，重大事故の発生を仮定する機器の特定の結果を，以下の方針に

沿って第７表として示す。 

 

 (１) 要因ごとに，当該安全機能が喪失する場合は「〇」を，機能喪失し

ない場合は「－」を記載する。また，組合せにより重大事故に至る可

能性のある機能喪失については，その全てが機能喪失する場合は「〇」

を，いずれかの機能が維持される場合は「－」を記載する。 

 (２) 安全機能が喪失する又は安全機能が組合せで同時に喪失する場合で

あっても，評価によって事故に至らないことを確認できれば，「△」

を記載する。 

 (３) 安全機能の喪失又はその組合せに対して，評価によって事故に至ら

ないことを確認できない場合には，事象の収束手段，事象進展の早さ

又は公衆への影響をそれぞれ評価し，以下のとおり記載する。 

○：重大事故の発生を仮定する機器として特定 

×１：設計基準対象の施設で事象の収束が可能であるため設計基準として

整理する事象 

×２：機能喪失時の公衆への影響が平常時と同程度であるため，設計基準

として整理する事象 
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３．７．１ 臨界事故 

 臨界事故に至る可能性がある機能喪失又はその組合せは以下のとおりであ

る。 

・「搬送する核燃料物質の制御機能」及び「核的制限値（寸法）の維持機能」

の同時喪失 

・「単一ユニット間の距離の維持機能」の喪失 

・「誤搬入防止機能」の喪失 

 

 以下，これらについてそれぞれ重大事故の発生を仮定する機器の特定結果

を示す。 
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３．７．１．１ 「搬送する核燃料物質の制御機能」及び「核的制限値（寸

法）の維持機能」の同時喪失 

 

 「搬送する核燃料物質の制御機能」が喪失して搬送する核燃料物質の寸

法が制限された条件から逸脱し，「核的制限値（寸法）の維持機能」が喪失

し，制限された寸法から逸脱した核燃料物質が搬送先に搬送された場合に

は，臨界事故に至る可能性がある。 

 

 (１) 地震の場合 

基準地震動の 1.2 倍の地震動を考慮した際に機能維持できる設計と

しない機器の搬送機能が喪失した場合，同時に核燃料物質の搬送機能

も喪失し，核燃料物質の搬送ができなくなることで，核燃料物質の異

常な集積は発生しないことから，臨界事故は発生しない。 

また，核的制限値（寸法）の維持機能が喪失し，核燃料物質の搬送

機能が喪失しなかった場合を想定しても，地震が発生した場合は工程

を停止することから核燃料物質の搬送が停止し，各設備における核燃

料物質量に変動は起こらないため，臨界事故は発生しない（×１）。 

 

 (２) 動的機器の多重故障の場合 

「核的制限値（寸法）の維持機能」を構成する機器は静的機器であ

るため，機能を喪失しない。 

 

(３) 長時間の全交流電源喪失の場合 

「核的制限値（寸法）の維持機能」を構成する機器は静的機器であ

るため，機能を喪失しない。 
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３．７．１．２ 「単一ユニット間の距離の維持機能」の喪失 

 「単一ユニット間の距離の維持機能」の喪失により核燃料物質間の距離

が制限された条件から逸脱し，臨界事故に至る可能性がある。 

 

 (１) 地震の場合 

「単一ユニット間の距離の維持機能」は貯蔵施設が該当する。貯

蔵施設は，原料粉末を受け入れてから成形，被覆，組立を経て燃料

集合体とするまでの各工程間の貯蔵及び燃料集合体出荷までの貯蔵

を行う施設であり，これらの施設はピット又は棚構造であり，貯蔵

される核燃料物質間は施設の構成部材で隔離されている。 

このため，貯蔵施設については，基準地震動を超える地震動による

地震により基準地震動の 1.2 倍の地震動を考慮した際に機能維持でき

る設計としない貯蔵施設が過大に変形又は破損することを想定した場

合においても，貯蔵施設の構成部材が喪失することは考えられず，核

燃料物質の接近の障壁となり一箇所に集積することは考えられない。

また，仮想的にこれらの構成部材による間隔よりも核燃料物質が接近

することを想定した評価の結果，いずれの貯蔵施設においても臨界に

至ることはない（△）。 

なお，基準地震動を超える地震動による地震の発生により，基準地

震動の 1.2 倍の地震動を考慮した際に機能維持できる設計としない安

全上重要な施設とするグローブボックス等が損傷することを想定して

も，質量管理を行う単一ユニットは設計値以下で核燃料物質量を管理

すること及び同一室内に単一ユニットが複数存在しても，単一ユニッ

トを構成するグローブボックス等が分散配置されていることから，地

震によりグローブボックス等の機能が喪失し，核燃料物質が漏えいし



 

3-137 

 

たとしても核燃料物質が一箇所に集積することはなく，臨界に至るこ

とはない。 

 

【補足説明資料３－19】 

 

 (２) 動的機器の多重故障の場合 

「単一ユニット間の距離の維持機能」を構成する機器は静的機器

であるため，機能を喪失しない。 

 

 (３) 長時間の全交流電源喪失の場合 

「単一ユニット間の距離の維持機能」を構成する機器は静的機器

であるため，機能を喪失しない。 
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３．７．１．３ 「誤搬入防止機能」の喪失 

 「誤搬入防止機能」が喪失した状態で核燃料物質が搬送された場合，搬

送先の単一ユニットにおいて核的制限値を逸脱することにより，臨界事故

に至る可能性がある。 

 

 (１) 地震の場合 

基準地震動の1.2倍の地震動を考慮した際に機能維持できる設計と

しない機器の誤搬入防止機能が喪失した場合，同時に核燃料物質の

搬送機能も喪失し，核燃料物質の搬送ができなくなることで，核燃

料物質の異常な集積は発生しないことから，臨界事故は発生しない。 

また，核燃料物質の搬送機能が喪失しなかったとしても，地震が発

生した場合は工程を停止することから核燃料物質の搬送が停止し，各

設備における核燃料物質量に変動は起こらないため，臨界事故は発生

しない（×１）。 

 

 (２) 動的機器の多重故障の場合 

誤搬入防止機能を有する機器が多重故障により機能喪失する可能性

がある。しかし，誤搬入防止機能は，ＩＤ番号読取機による搬送対

象となる容器のＩＤ番号が一致していることの確認，秤量器による

容器の秤量値に有意な差がないことの確認，運転管理用計算機及び

臨界管理用計算機による確認，誤搬入防止シャッタの開放並びに運

転員による搬入許可といった複数の機器による確認及び運転員によ

る確認を行っている。これら異なる機器の全てが多重故障により同

時に機能を喪失することは想定しにくいが，設計基準事故の選定に

おいては，１回の核燃料物質の誤搬入を想定して，臨界に至らない
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ことを確認している。このため，誤搬入防止機能が機能を喪失し，

複数回の核燃料物質の誤搬入を想定しても未臨界質量を超えること

はない。このため，臨界の発生は想定できない。 

 

 (３) 長時間の全交流電源喪失の場合 

誤搬入防止機能が喪失した場合，同時に核燃料物質の搬送機能も

喪失し，核燃料物質の搬送ができなくなることで，核燃料物質の異

常な集積は発生しないことから，臨界事故は発生しない。 
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３．７．２ 核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失 

 

 核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失に至る可能性がある機能喪失又はそ

の組合せは以下のとおりである。 

 

・「プルトニウムの閉じ込めの機能」及び「排気機能」の同時喪失 

・「プルトニウムの閉じ込めの機能」，「排気機能」及び「事故時の排気経路

の維持機能」の同時喪失 

・「焼結炉等の閉じ込めに関連する経路の維持機能」，「排気機能」及び「事

故時の排気経路の維持機能」の同時喪失 

・「排気経路の維持機能」及び「排気機能」の同時喪失 

・「ＭＯＸの捕集・浄化機能」の喪失 

・「焼結炉等の閉じ込めに関連する経路の維持機能」及び「排気機能」の同

時喪失 

・「グローブボックス給気側のＭＯＸの捕集機能」及び「排気機能」の同時

喪失 

・「容器の落下防止機能」の喪失 

・「容器の落下防止機能又は転倒防止機能」の喪失 

・「火災の発生防止の機能」及び「火災の感知・消火機能」の同時喪失 

 

 以下，これらについてそれぞれ重大事故の発生を仮定する機器の特定結果

を示す。 
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３．７．２．１ 「プルトニウムの閉じ込めの機能」の喪失及び「排気機

能」の喪失 

 「プルトニウムの閉じ込めの機能」の喪失及び「排気機能」の喪失によ

り，核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失に至る可能性がある。 

 

 (１) 地震の場合 

基準地震動の1.2倍の地震動を考慮した際に機能維持できる設計と

しているグローブボックスは地震により損傷等しないが，それ以外

の「プルトニウムの閉じ込めの機能」を有する安全上重要な施設と

するグローブボックスについては破損が想定されるとともに，動的

機器である「排気機能」も喪失する。基準地震動の1.2倍の地震動を

考慮した際に機能維持できる設計ではない安全上重要な施設とする

グローブボックスは損傷等する可能性はあるが，これらのグローブ

ボックスは耐震重要度分類がＳクラスであるため地震によりグロー

ブボックスの倒壊及びグローブボックスのパネルの脱落はなく，大

規模に破損することは想定しにくいが損傷等する可能性があり，損

傷等によりグローブボックスのパネルの内側に付着したＭＯＸ粉末

等の一部が，当該グローブボックスを設置する工程室に漏えいする

可能性がある。しかし，ＭＯＸ燃料加工施設の特徴として，「プルト

ニウムの閉じ込めの機能」を有する核燃料物質を取り扱うグローブ

ボックス等の機器は地下階に設置するため，ＭＯＸ粉末は駆動力を

有する事象を伴わなければ外部への放射性物質の放出には至らない。

このため，「プルトニウムの閉じ込めの機能」及び「排気機能」が喪

失した場合には，グローブボックスの負圧が維持できなくなり，グ

ローブボックスから工程室へＭＯＸ粉末が漏えいするが，グローブ
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ボックス排風機の停止によるインターロックにより工程室排風機が

停止するため地下３階から地上１階までＭＯＸ粉末を上昇させ外部

への放出に至る駆動力がないことから，グローブボックスからＭＯ

Ｘ粉末が工程室に漏えいしたとしても，外部への放射性物質の放出

には至らない。 

なお，地震により「プルトニウムの閉じ込めの機能」は喪失し，

「排気機能」が喪失しなかった場合は，「排気機能」を有するグロー

ブボックス排風機があるグローブボックス排気設備が主たる外部へ

の放出経路となり通常運転時と同じ放出経路であること，平常時の

公衆への影響評価は，ウラン粉末を１ｍの高さから落下させた際の

気相中への移行率である７×10-5 を使用して算出していること及びグ

ローブボックスが破損したとしてもＭＯＸ粉末に対する駆動力はグ

ローブボックス内の排気以外は生じないことから，公衆への影響は

平常時と同程度であるといえる。また，グローブボックス排風機が

運転しているため，グローブボックスから工程室へ漏えいするＭＯ

Ｘ粉末の量は，平常時における公衆の線量評価に寄与するほどの有

意なものではなく，極めて少ない。 

 

 (２) 動的機器の多重故障の場合 

「排気機能」は喪失するが，「プルトニウムの閉じ込めの機能」を

構成する機器は静的機器であるため，機能を喪失しない。 

なお，「排気機能」の喪失によりグローブボックス排風機が停止し

ている場合には，グローブボックス内を負圧に維持できなくなり，

グローブボックスから工程室へＭＯＸ粉末が漏えいする可能性があ

るが，グローブボックス排風機が停止した場合には工程室排風機が
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インターロックにより停止する又は地震により工程室排風機も停止

するため，ＭＯＸ粉末を取り扱う地下３階から地上１階までＭＯＸ

粉末を上昇させ外部への放出に至る駆動力がないことから，外部へ

の放射性物質の放出には至らない。 

 

 (３) 長時間の全交流電源喪失の場合 

「排気機能」は喪失するが，「プルトニウムの閉じ込めの機能」を

構成する機器は静的機器であるため，機能を喪失しない。 

なお，「排気機能」の喪失によりグローブボックス排風機が停止し

ている場合には，グローブボックス内を負圧に維持できなくなり，

グローブボックスから工程室へＭＯＸ粉末が漏えいする可能性があ

るが，グローブボックス排風機が停止した場合には工程室排風機が

インターロックにより停止する又は地震により工程室排風機も停止

するため，ＭＯＸ粉末を取り扱う地下３階から地上１階までＭＯＸ

粉末を上昇させ外部への放出に至る駆動力がないことから，外部へ

の放射性物質の放出には至らない。 
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３．７．２．２ 「プルトニウムの閉じ込めの機能」の喪失，「排気機能」

の喪失及び「事故時の排気経路の維持機能」の喪失並びに

「焼結炉等の閉じ込めに関連する経路の維持機能」の喪失，

「排気機能」の喪失及び「事故時の排気経路の維持機能」の

喪失 

 

 「プルトニウムの閉じ込めの機能」の喪失，「排気機能」の喪失及び「事

故時の排気経路の維持機能」の喪失並びに「焼結炉等の閉じ込めに関連す

る経路の維持機能」の喪失，「排気機能」の喪失及び「事故時の排気経路の

維持機能」の喪失により，工程室からの排気経路外にＭＯＸ粉末が漏えい

する可能性がある。 

 

 (１) 地震の場合 

基準地震動の1.2倍の地震動を考慮した際に機能維持できる設計と

しない「プルトニウムの閉じ込めの機能」，「排気機能」，「焼結炉等

の閉じ込めに関連する経路の維持機能」及び「事故時の排気経路の

維持機能」が喪失する。しかし，ＭＯＸ燃料加工施設の特徴として，

「プルトニウムの閉じ込めの機能」を有するグローブボックス等の

機器は地下階に設置すること，グローブボックス等内で取り扱う核

燃料物質の形態として粉末，グリーンペレット及びペレットの状態

で取り扱うが，グリーンペレット及びペレットの状態は容易に気相

へは移行せず，粉末の形態も駆動力を有する事象を伴わなければ外

部への放射性物質の放出には至らない。このため，「プルトニウムの

閉じ込めの機能」，「排気機能」，「焼結炉等の閉じ込めに関連する経

路の維持機能」及び「事故時の排気経路の維持機能」が喪失し，グ
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ローブボックス排風機の停止によるインターロックにより工程室排

風機が停止するため，地下３階から地上１階までＭＯＸ粉末を上昇

させ外部への放出に至る駆動力がないことから，グローブボックス

からＭＯＸ粉末が工程室に漏えいしたとしても，外部への放射性物

質の放出には至らない。 

なお，地震により「プルトニウムの閉じ込めの機能」又は「焼結

炉等の閉じ込めに関連する経路の維持機能」及び「事故時の排気経

路の維持機能」が喪失し，「排気機能」が喪失しなかった場合は，

「排気機能」を有するグローブボックス排風機があるグローブボッ

クス排気設備が主たる外部への放出経路となり通常運転時と同じ放

出経路とであること，平常時の公衆への影響評価は，ウラン粉末を

１ｍの高さから落下させた際の気相中への移行率である７×10-5 を使

用して算出していること，グローブボックスが破損したとしてもＭ

ＯＸ粉末に対する駆動力はグローブボックス内の排気以外は生じな

いことから，公衆への影響は平常時と同程度であるといえる。また，

グローブボックス排風機が運転しているため，グローブボックスか

ら工程室へ漏えいするＭＯＸ粉末の量は，平常時における公衆の線

量評価に寄与するほどの有意なものではなく，極めて少ない。 

 

 (２) 動的機器の多重故障の場合 

「排気機能」は喪失するが，「プルトニウムの閉じ込めの機能」，

「事故時の排気経路の維持機能」及び「焼結炉等の閉じ込めに関連

する経路の維持機能」を構成する機器は静的機器であるため，機能

を喪失しない。 

なお，「排気機能」の喪失によりグローブボックス排風機が停止し
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ている場合には，グローブボックス等内を負圧に維持できなくなり，

ＭＯＸ粉末を取り扱うグローブボックスから工程室へＭＯＸ粉末が

漏えいする可能性があるが，グローブボックス排風機が停止した場

合には工程室排風機がインターロックにより停止する又は地震によ

り工程室排風機も停止するため，ＭＯＸ粉末を取り扱う地下３階か

ら地上１階までＭＯＸ粉末を上昇させ外部への放出に至る駆動力が

ないことから，外部への放射性物質の放出には至らない。 

 

 (３) 長時間の全交流電源喪失の場合 

「排気機能」は喪失するが，「プルトニウムの閉じ込めの機能」，

「事故時の排気経路の維持機能」及び「焼結炉等の閉じ込めに関連

する経路の維持機能」を構成する機器は静的機器であるため，機能

を喪失しない。 

なお，「排気機能」の喪失によりグローブボックス排風機が停止し

ている場合には，グローブボックス等内を負圧に維持できなくなり，

ＭＯＸ粉末を取り扱うグローブボックスから工程室へＭＯＸ粉末が

漏えいする可能性があるが，グローブボックス排風機が停止した場

合には工程室排風機がインターロックにより停止する又は地震によ

り工程室排風機も停止するため，ＭＯＸ粉末を取り扱う地下３階か

ら地上１階までＭＯＸ粉末を上昇させ外部への放出に至る駆動力が

ないことから，外部への放射性物質の放出には至らない。 
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３．７．２．３ 「排気経路の維持機能」の喪失及び「排気機能」の喪失

「排気経路の維持機能」の喪失及び「排気機能」の喪失によ

り，核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失に至る可能性があ

る。 

 

 (１) 地震の場合 

基準地震動の1.2倍の地震動を考慮した際に機能維持できる設計と

しない「排気経路の維持機能」及び「排気機能」が喪失し，室内に

ＭＯＸ粉末が漏えいする可能性があるが，地震（耐震Ｃクラスの設

備・機器に適用する静的震度（1.2Ci）程度）が発生した場合には全

工程を停止すること及び基準地震動を超える地震動の地震の発生時

にはグローブボックス排風機を含む送排風機を停止することから，

外部への放射性物質の放出には至らない。 

 

 (２) 動的機器の多重故障の場合 

「排気機能」は喪失するが，「排気経路の維持機能」を構成する機

器は静的機器であるため，機能を喪失しない。 

 

 (３) 長時間の全交流電源喪失の場合 

「排気機能」は喪失するが，「排気経路の維持機能」を構成する機

器は静的機器であるため，機能を喪失しない。 
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３．７．２．４ 「ＭＯＸの捕集・浄化機能」の喪失 

 「ＭＯＸの捕集・浄化機能」の喪失により，高性能エアフィルタにより

捕集されるＭＯＸ粉末が捕集されずに放出されることにより，核燃料物質

等を閉じ込める機能の喪失に至る可能性がある。 

 

 (１) 地震の場合 

基準地震動の1.2倍の地震動を考慮した際に機能維持できる設計と

しない「ＭＯＸの捕集・浄化機能」が喪失し，高性能エアフィルタ

により捕集されるＭＯＸ粉末が捕集されずに放射性物質が外部へ放

出される可能性があるが，地震（耐震Ｃクラスの設備・機器に適用

する静的震度（1.2Ci）程度）が発生した場合には全工程を停止する

こと，基準地震動を超える地震動の地震の発生時にはグローブボッ

クス排風機を含む送排風機を停止すること及び駆動力を有する事象

が発生しないことから，外部への放射性物質の放出には至らない。 

 

 (２) 動的機器の多重故障の場合 

「ＭＯＸの捕集・浄化機能」を構成する機器は静的機器であるため，

機能を喪失しない。 

 

 (３) 長時間の全交流電源喪失の場合 

「ＭＯＸの捕集・浄化機能」を構成する機器は静的機器であるた

め，機能を喪失しない。 
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３．７．２．５ 「焼結炉等の閉じ込めに関連する経路の維持機能」の喪

失及び「排気機能」の喪失 

 「焼結炉等の閉じ込めに関連する経路の維持機能」の喪失及び「排気機

能」の喪失により核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失に至る可能性があ

る。 

 

 (１) 地震の場合 

基準地震動の1.2倍の地震動を考慮した際に機能維持できる設計と

しない「焼結炉等の閉じ込めに関連する経路の維持機能」及び「排

気機能」が喪失するが，地震（耐震Ｃクラスの設備・機器に適用す

る静的震度（1.2Ci）程度）が発生した場合には全工程を停止するた

め外部への放射性物質の放出が抑制される。また，焼結炉等内の核

燃料物質の形態はグリーンペレット又はペレットであり，これらが

粉砕され粉末状になるような事象及び駆動力を有する事象がなけれ

ば放射性物質が外部に放出されることはない。このため，「焼結炉等

の閉じ込めに関連する経路の維持機能」及び「排気機能」が喪失し

たとしても，外部への放射性物質の放出には至らない。 

なお，地震により「焼結炉等の閉じ込めに関連する経路の維持機

能」は喪失し，「排気機能」が喪失しなかった場合，焼結炉等内に存

在する核燃料物質は安定な形態であるグリーンペレット又はペレッ

トであるため，核燃料物質が焼結炉等外に漏えいすることはない。 

 

 (２) 動的機器の多重故障の場合 

静的機器である「焼結炉等の閉じ込めに関連する経路の維持機能」

は喪失しない。 
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なお，「排気機能」が喪失したとしても，焼結炉等内に存在する核

燃料物質は安定な形態であるグリーンペレット又はペレットである

ため，核燃料物質が焼結炉等外に漏えいすることはない。 

 

 (３) 長時間の全交流電源喪失の場合 

静的機器である「焼結炉等の閉じ込めに関連する経路の維持機能」

は喪失しない。 

なお，「排気機能」が喪失したとしても，焼結炉等内に存在する核

燃料物質は安定な形態であるグリーンペレット又はペレットである

ため，核燃料物質が焼結炉等外に漏えいすることはない。 
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３．７．２．６ 「グローブボックス給気側のＭＯＸの捕集機能」及び

「排気機能」の喪失 

 「グローブボックス給気側のＭＯＸの捕集機能」の喪失及び「排気機能」

の喪失により，排気機能喪失時に核燃料物質が工程室へ漏えいする可能性

がある。 

 

 (１) 地震の場合 

基準地震動の 1.2 倍の地震動を考慮した際に機能維持できる設計と

しない「グローブボックス給気側のＭＯＸの捕集機能」及び「排気

機能」が喪失するが，ＭＯＸ燃料加工施設の特徴として，「プルトニ

ウムの閉じ込めの機能」を有するグローブボックス等の機器は地下

階に設置するため，グローブボックス等内で取り扱う核燃料物質の

形態として粉末，グリーンペレット及びペレットの状態で取り扱う

が，グリーンペレット及びペレットの状態は容易に気相へは移行せ

ず，粉末の形態も駆動力を有する事象を伴わなければ外部への放射

性物質の放出には至らない。このため，「グローブボックス給気側の

ＭＯＸの捕集機能」及び「排気機能」が喪失したとしても，駆動力

がないため外部への放射性物質の放出には至らない。 

なお，地震により「グローブボックス給気側のＭＯＸの捕集機能」

は喪失し，「排気機能」が喪失しなかった場合は，「排気機能」を有す

るグローブボックス排風機があるグローブボックス排気設備が主たる

外部への放出経路であり，通常時と同じ放出経路であることから，公

衆への影響は平常時と同程度であるといえる。 
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 (２) 動的機器の多重故障の場合 

「排気機能」は喪失するが，「グローブボックス給気側のＭＯＸの

捕集機能」を構成する機器は静的機器であるため，機能を喪失しな

い。 

なお，「排気機能」の喪失によりグローブボックス排風機が停止し

ている場合には，グローブボックス内を負圧に維持できなくなり，

グローブボックスから工程室へＭＯＸ粉末が漏えいする可能性があ

るが，グローブボックス排風機が停止した場合には工程室排風機が

インターロックにより停止する又は地震により工程室排風機も停止

するため，ＭＯＸ粉末を取り扱う地下３階から地上１階までＭＯＸ

粉末を上昇させ外部への放出に至る駆動力がないことから，外部へ

の放射性物質の放出には至らない。 

 

 (３) 長時間の全交流電源喪失の場合 

「排気機能」は喪失するが，「グローブボックス給気側のＭＯＸの

捕集機能」を構成する機器は静的機器であるため，機能を喪失しな

い。 
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３．７．２．７ 「容器の落下防止機能，転倒防止機能」の喪失（グロー

ブボックス内でのＭＯＸ粉末の飛散） 

 「容器の落下防止機能，転倒防止機能」の喪失により容器が落下又は転

倒し，グローブボックス内にＭＯＸ粉末が飛散することにより，グローブ

ボックス内の気相中の放射性物質の濃度が上昇し，核燃料物質等を閉じ込

める機能の喪失に至る可能性がある。 

 

 (１) 地震の場合 

基準地震動の1.2倍の地震動を考慮した際に機能維持できる設計で

はない動的機器のグローブボックス内の容器の落下防止機能及び転

倒防止機能が喪失し，容器が落下又は転倒することでグローブボッ

クス内にＭＯＸ粉末が飛散することが考えられる。しかしながら，

平常時の放射性物質の年間放出量は，核燃料物質の気相中への移行

率としてウラン粉末を１ｍの高さから落下させた際のエアロゾル生

成割合である７×10-5を使用して算出している。 

このため，グローブボックス内で容器の落下又は転倒によりＭＯＸ

粉末が飛散したとしても，平常時と同等の放出量であることから，

事故の発生は想定されない。したがって，公衆への影響が平常時と

同程度であるため，設計基準として整理する事象(×２)に該当する。 

なお，グローブボックス排風機が停止している場合には，グローブ

ボックス内を負圧に維持できなくなり，グローブボックスから工程

室へＭＯＸ粉末が漏えいする可能性があるが，グローブボックス排

風機が停止した場合には工程室排風機がインターロックにより停止

する又は地震により工程室排風機も停止するため，ＭＯＸ粉末を取

り扱う地下３階から地上１階までＭＯＸ粉末を上昇させ外部への放
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出に至る駆動力がないことから，外部への放射性物質の放出には至

らない。 

 

【補足説明資料３－27】 

 

 (２) 動的機器の多重故障の場合 

グローブボックス内で容器を取り扱う機器に安全上重要な施設はな

いことから，グローブボックス内で容器を取り扱う動的機器が多重

故障により，容器の落下防止機能又は転倒防止機能を喪失すること

を想定する。 

容器を取り扱う動的機器が多重故障により落下防止機能又は転倒防

止機能を喪失し，容器が落下又は転倒することでグローブボックス

内にＭＯＸ粉末が飛散したとしても，上記(１)と同様に，公衆への

影響が平常時と同程度であるため，設計基準として整理する事象

（×２）に該当する。 

なお，グローブボックス排風機が停止している場合には，グローブ

ボックス内を負圧に維持できなくなり，グローブボックスから工程

室へＭＯＸ粉末が漏えいする可能性があるが，グローブボックス排

風機が停止した場合には工程室排風機がインターロックにより停止

する又は地震により工程室排風機も停止するため，ＭＯＸ粉末を取

り扱う地下３階から地上１階までＭＯＸ粉末を上昇させ外部への放

出に至る駆動力がないことから，外部への放射性物質の放出には至

らない。 

 

 (３) 長時間の全交流電源喪失の場合 
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安全上重要な施設とするグローブボックス内で容器を取り扱う機

器は，電源を喪失しても取扱中の容器を安全に保持することから，

グローブボックス内の容器の落下又は転倒によりグローブボックス

が破損することはないため，事故の発生は想定されない。 
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３．７．２．８ 「容器の落下防止機能，転倒防止機能」の喪失（グロー

ブボックスの破損） 

 「容器の落下防止機能，転倒防止機能」の喪失により容器が落下又は転

倒してグローブボックスが破損し，核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失

に至る可能性がある。 

 

 (１) 地震の場合 

グローブボックス内に設置する基準地震動の1.2倍の地震動を考慮

した際に機能維持できる設計としない機器の容器の落下防止機能又

は転倒防止機能が喪失することが考えられる。しかし，グローブボ

ックス缶体はステンレス鋼製であるため，容器が落下又は転倒して

もグローブボックス缶体は破損しない。また，落下又は転倒した容

器が内装機器の架台等による干渉や容器を取り扱う機器とパネルの

間の距離の確保により，グローブボックスのパネルに直接衝突する

ことがないことから，容器の落下又は転倒によりグローブボックス

が破損することはないため，事故の発生は想定されない。 

 

 (２) 動的機器の多重故障の場合 

グローブボックス自体は静的機器であること，グローブボックスの

損傷を防止するための動的機器として，安全上重要な施設はないた

め，グローブボックス内で重量物である容器を取り扱う動的機器が

多重故障により，容器の落下防止機能又は転倒防止機能を喪失する

ことを想定する。 

容器を取り扱う動的機器が多重故障により落下防止機能又は転倒防

止機能を喪失し，容器が落下又は転倒することが考えられる。しか
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し，グローブボックス缶体はステンレス鋼製であるため，容器が落

下又は転倒してもグローブボックス缶体は破損しない。また，落下

又は転倒した容器が内装機器の架台等による干渉や容器を取り扱う

機器とパネルの間の距離の確保により，グローブボックスのパネル

に直接衝突することがないことから，容器の落下又は転倒によりグ

ローブボックスが破損することはないため，事故の発生は想定され

ない。 

 

 (３) 長時間の全交流電源喪失の場合 

安全上重要な施設とするグローブボックス内で容器を取り扱う機

器は，電源を喪失しても取扱中の容器を安全に保持することから，

グローブボックス内の容器の落下又は転倒によりグローブボックス

が破損することはないため，事故の発生は想定されない。 
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３．７．２．９ 「火災の発生防止の機能」及び「火災の感知・消火機能」

の喪失 

 「火災の発生防止の機能」の喪失により火災が発生し，「火災の感知・消

火機能」の喪失により火災が継続することにより，核燃料物質等を閉じ込

める機能の喪失に至る可能性がある。 

 なお，外部への放射性物質の放出に至る規模の火災を想定することから，

露出した状態でＭＯＸ粉末を取り扱い，潤滑油を有する機器を設置するグ

ローブボックスを対象とする。 

 

 (１) 地震の場合 

潤滑油を内包する安全上重要な施設とするグローブボックス内を窒

素雰囲気とすること，潤滑油が機器に収納されていること，着火源

がないこと等の発生防止対策を講じていることから，地震による複

数の動的機器の故障を想定しても，基準地震動の1.2倍の地震動を考

慮した際に機能維持できる設計とする静的機器（グローブボックス

の支持構造，火災源である潤滑油を内包する機器）により，火災が

発生する条件が成立しない。また，火災が発生するためには窒素循

環設備の系統が破損した状態でグローブボックス排風機の運転の継

続によりグローブボックス内が窒素雰囲気から空気に置換されると

ともに，潤滑油の温度上昇及び着火源となるスパークの発生には電

源が必要であり，このためには偶発的な事象が同時に発生すること

が必要であるため，火災が発生することは想定できない。 

しかしながら，火災が発生した場合には，静置されていたＭＯＸ粉

末が上昇気流により気相中に移行すること及び雰囲気の温度が上昇

することにより気体が体積膨張し，これを駆動力としてＭＯＸ粉末
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が外部へ放出される可能性があることから，技術的な想定を超えて，

設計基準事故で想定した異常事象である火災の発生を想定する。ま

た，「火災の感知・消火機能」は動的機器であることから，地震によ

り機能を喪失する。 

以上より，地震の発生に伴い火災が発生し，設計基準事故に対処す

るための設備である「火災の感知・消火機能」を有する設備が地震に

より機能喪失することにより，発生した火災が継続し，火災による駆

動力により，外部へ多量の放射性物質の放出に至ることを仮定する。 

グローブボックス排風機が運転している場合には，外部への放射性

物質の放出の駆動力となり，ＭＯＸ粉末の外部への放出経路はグロー

ブボックス排気設備が主たる放出経路となり，設計基準事故の想定を

超えて放射性物質が外部に放出される。 

しかし，グローブボックス排風機が停止している場合には，グロー

ブボックス内の負圧が維持できなくなることから，火災により気相中

に移行したＭＯＸ粉末の一部が工程室に漏えいする可能性がある。こ

のため，火災による温度上昇に伴い，グローブボックス内及び工程室

内の雰囲気の体積膨張を駆動力として，グローブボックス排気設備又

は工程室排気設備を経由して放射性物質が外部に放出される可能性が

ある。 

 

 (２) 動的機器の多重故障の場合 

潤滑油を内包する安全上重要な施設とするグローブボックス内を窒

素雰囲気とすること，潤滑油が機器に収納されていること及び着火

源がないこと等の発生防止を講じており，動的機器の多重故障を想

定しても，静的機器の機能が維持されるため，火災が発生するため
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には窒素循環設備の系統が破損した状態でグローブボックス排風機

の運転の継続によりグローブボックス内が窒素雰囲気から空気に置

換されるとともに，潤滑油の温度上昇及び着火源となるスパークの

発生には電源が必要であり，このためには偶発的な事象が同時に発

生することが必要であるため，火災が発生することは想定できない。 

しかしながら，技術的な想定を超えて，設計基準事故で想定した

異常事象である火災の発生と拡大防止対策の動的機器の単一故障に

加え，動的機器の多重故障として，設計基準事故に対処するための

設備である「火災の感知・消火機能」を有する設備が機能喪失する

ことにより，発生した火災が継続し，火災による駆動力により，外

部へ多量の放射性物質の放出に至ることを仮定する。 

「火災の感知・消火機能」は，グローブボックス温度監視装置が

火災を感知し，その情報がグローブボックス消火装置へと伝送され，

グローブボックス消火装置から火災が発生したグローブボックスへ

と消火ガスを放出する，という一連の機能である。多重故障の対象

としては，グローブボックス温度監視装置の機能喪失及びグローブ

ボックス消火装置の機能喪失が考えられる。また，グローブボック

ス消火装置の起動条件として，グローブボックス排風機が起動して

いることが条件であることから，グローブボックス排風機の機能喪

失も対象となる。なお，これらの機器は，全交流電源喪失が発生し

た場合，すべてが機能を喪失する。 

グローブボックス排風機が運転している場合には，外部への放射

性物質の放出の駆動力となるため，ＭＯＸ粉末の外部への放出経路

はグローブボックス排気設備が主たる経路となり，設計基準事故の

想定を超えて放射性物質が外部に放出される。 
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グローブボックス排風機が停止している場合においては，グロー

ブボックス内の負圧が維持できなくなることから，火災により気相

中に移行したＭＯＸ粉末の一部が工程室に漏えいする可能性がある。

このため，火災による温度上昇に伴い，グローブボックス内及び工

程室内の雰囲気が体積膨張を駆動力として，グローブボックス排気

設備又は工程室排気設備を経由して放射性物質が外部に放出される

可能性がある。 

外部への放射性物質の放出の経路としては，グローブボックス排

気設備の他，グローブボックス給気系を経由して工程室に漏えいし，

工程室排気設備を経由する経路が想定される。 

 

(３) 長時間の全交流電源喪失の場合 

火災源として特定したグローブボックス内の潤滑油による火災が

発生するためには，グローブボックス内において，燃焼の３要素であ

る可燃物，酸素及び着火源が揃う必要があり，そのためには機器内の

潤滑油の温度上昇，温度上昇した潤滑油の漏えい，グローブボックス

の空気雰囲気化及びケーブル等のスパークによる着火が発生する必要

がある。しかし，全交流電源喪失が発生した場合，これら燃焼の３要

素に必要である電源も喪失することから，火災は発生しないため，事

故の発生は想定されない。 

また，全交流電源喪失時にはグローブボックス排風機が停止し，

外部への放射性物質の放出に至る駆動力がなくなるとともに，グロー

ブボックス内の窒素雰囲気が一定期間維持されることから，火災が発

生することはない。 
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３．８ 重大事故の発生を仮定する際の条件を超える条件による重大事故

の発生を仮定する機器の特定 

 

 これまでの整理の結果，重大事故の発生を仮定する際の条件においては

「臨界事故」については，重大事故の発生を仮定する機器は特定されない

が，他の施設における過去の発生実績及び事故発生時に考えられる影響と

それらの対処を踏まえて，以下に示すとおり重大事故の発生を仮定する際

の条件を超える条件を定めて事故の発生を評価する。 

 

 臨界事故は，気体状の放射性物質及び放射性エアロゾルが発生し，外部

への放射性物質の放出量が増加すること及び核分裂の連鎖反応によって放

射性物質が新たに生成するといった特徴を有していることを踏まえ，以下

の考え方に基づき重大事故の発生を仮定する際の条件を超える条件を定め

て重大事故の発生を評価する。 

 「３．７．１ 臨界事故」に示すとおり，地震の場合，基準地震動の 1.2

倍の地震動を考慮した際に機能維持できる設計としない静的機器は機能喪

失するものの，工程も停止し核燃料物質の移動も行われないことから重大

事故に至らない。 

 動的機器の多重故障の場合，臨界を防止する設備として安全上重要な施

設の動的機器はなく，安全上重要な施設以外の安全機能を有する施設とし

て誤搬入防止機能を有する機器の機能の喪失を想定しても，誤搬入防止機

能は秤量器，ＩＤ番号読取機，運転管理用計算機，臨界管理用計算機及び

誤搬入防止シャッタと複数の機器で構成されており，これらが全て機能を

喪失することは想定されないことから，重大事故に至らない。 
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 設計基準事故の選定においては，発生防止対策である誤搬入防止機能の

単一故障では核燃料物質の誤搬入が発生しないことから，誤搬入防止機能

を構成する複数の機器の機能喪失及び運転員の誤操作により，核燃料物質

の１回の誤搬入を想定しても，臨界は発生しないことを確認している。 

 

 重大事故の発生を仮定する際の条件下においても，上記のとおり臨界事

故の発生は想定されない。また，関連性の認められない複数の機器が同時

に機能を喪失することは想定しにくい。しかし，技術的な想定を超えて，

関連性が認められない偶発的な事象の一定程度の同時発生を考慮し，内的

事象により複数の異常が同時に発生し，かつ，それらを検知して核燃料物

質の移動を停止するための手段が機能しない状況に至るような重大事故の

発生を仮定する際の条件を超える条件として，複数の動的機器の多重故障

及び多重誤作動並びに運転員の多重誤操作により多量の核燃料物質が集積

することを想定し，臨界事故の発生の可能性を評価する。 

 

 このため，設計基準事故の選定で想定した，誤搬入防止機能の全てが喪

失した状態が継続し，共通要因では起こり得ない機器の故障及び運転員の

誤操作が複数回続けて起こるという重ね合わせにより，核燃料物質のグロ

ーブボックス内への誤搬入が複数回継続する状況を想定することで，臨界

の発生の可能性を評価する。 

 

 具体的には，核燃料物質が収納された容器が貯蔵施設からグローブボッ

クスに継続的に搬入され，当該グローブボックスに設定された核的制限値

を超えて核燃料物質が集積する状況を想定する。この際，各グローブボッ

クスへＭＯＸを搬送する容器のうち，１回あたりの搬送量が も大きい容
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器を用いて，未臨界質量まで搬入し続けることを想定する。ここで未臨界

質量とは，水反射体2.5cm，球形状モデルにて計算した中性子実効増倍率が

0.95以下となる質量であり，ＭＯＸの集積量が未臨界質量を超えなければ，

いかなる集積状態においても臨界に至ることはないと判定する。 

本検討を全ての安全上重要な施設のグローブボックスを対象に評価を行

った結果， も少ない設備で25回を超える多重の故障，誤操作の発生によ

る誤搬入に至るまで臨界の発生は想定できない。 

また，上記の多重の故障，誤操作による繰り返しの誤搬入に要する時間

は13時間であるが，ＭＯＸ燃料加工施設においては，臨界安全管理のため

の確認とは異なる以下の確認手段によって，核燃料物質が未臨界質量を超

えて集積するよりも前に，異常な集積を検知でき，工程を停止する等の措

置を講ずることができる。この確認手段は，臨界安全管理のための確認手

段とは原理が異なり，多様性を有していることから，信頼性が高く，異常

な集積が継続することによる臨界事故の発生は考えられない。 

 

 (１) エリアモニタによる線量当量率の上昇検知 

核燃料物質を取り扱うグローブボックスが設置される室には，ガン

マ線エリアモニタ及び中性子線エリアモニタが設置されており，測定

値である線量当量率については連続的に中央監視室において指示及び

記録されるため，測定値の変動を確認することができる。また，あら

かじめ設定した値を超えた場合には警報を発する設計としている。 

工程室のエリアモニタ付近の空間線量率は平常時で数から数十μ

Sv/hを想定している。また，万一，未臨界質量まで核燃料物質が異常

に集積した場合は，約500μSv/hから約２mSv/hと想定している。 

これを踏まえて警報設定値は，平常時に想定される放射線レベルの
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変動を考慮した上で，未臨界質量の核燃料物質が集積した状態におけ

る放射線レベルより低く設定する方針である。 

このため，エリアモニタが警報を発した場合は，設備の状態確認を

開始することができ，核燃料物質の異常な集積の有無を確認し，異常

な集積が生じている場合には，工程を停止する等の措置を講ずること

ができることから，臨界事故は発生しない。 

これらの対応は，保安規定に基づく下位規定に定める。 

 (２) 目視による異常な集積の有無の確認 

核燃料物質が平常時の取扱量を超えて異常に集積することを想定し

た場合，核燃料物質は容器から溢れ，グローブボックス内に一部が漏

えいしていることが想定される。 

ＭＯＸ燃料加工施設においては，設備の健全性を確認するために，

交代勤務者の運転直の切り替え時に複数の運転員が設備の状態を目視

により確認することとしており，仮に通常運転時の取扱量を超えて集

積が発生している場合には，目視により異常を検知できる。 

 

以上より，ＭＯＸ燃料加工施設においては，臨界事故に至るおそれはな

い。 

 

【補足説明資料３－19】 
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６．核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失への対処 

６．１ 核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失への対処 

 (１) 核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失の特徴 

    ＭＯＸ燃料加工施設において，非密封，露出したＭＯＸ粉末

はグローブボックス内で取り扱うこととしており，グローブボ

ックス内は窒素雰囲気とすること，潤滑油を機器に収納するこ

と，着火源となる動的機器の設置を限定すること等の火災の発

生防止を講ずるとともに，設計基準対象の施設としてグローブ

ボックス温度監視装置及びグローブボックス消火装置を設置し

ている。また，火災源となりうる潤滑油を内包する機器を有し，

露出したＭＯＸ粉末を取り扱うグローブボックスは，燃料加工

建屋の地下３階に設置する設計である。 

非密封のＭＯＸ粉末を取り扱うグローブボックス，グローブ

ボックスが設置される工程室及び工程室を取り囲む建屋はそれ

ぞれグローブボックス排気設備，工程室排気設備，建屋排気設

備により換気され，グローブボックスの圧力を も低くし，次

いで工程室，建屋の順に圧力が低くなるよう設計している。 

グローブボックス内で火災が発生し，静置された状態のＭＯ

Ｘ粉末が火災の影響を受け，気相中に移行する。 

グローブボックス温度監視装置又はグローブボックス消火装

置が機能喪失している場合には，火災の継続によりＭＯＸ粉末

の気相中への移行が継続し，火災によるグローブボックス内空

気の温度上昇に伴う体積膨張によって，地下３階から地上階ま

でＭＯＸ粉末が上昇する駆動力が生じ，設計基準の状態よりも

多量の放射性物質を外部へ放出する状態に至る。 
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グローブボックスから外部へ繋がる放出経路としては，グロ

ーブボックス排気系のほか，グローブボックスからグローブボ

ックス給気系やグローブボックスパネルの隙間等から，火災の

発生を仮定するグローブボックスが設置される工程室に漏えい

した後に，工程室排気系，工程室給気系及び工程室の扉を介す

る経路が考えられる。 

グローブボックス内の火災による上昇気流により気相中に移

行したＭＯＸ粉末は，グローブボックス排気設備が運転継続し

ている場合は，当該設備を経由して外部に放出され，設計基準

の状態よりも多量の放射性物質を外部に放出する状態に至る。

グローブボックス排気設備が機能喪失している場合は，火災に

よるグローブボックス内の空気の体積膨張によりグローブボッ

クス内の負圧が維持できなくなるため，グローブボックス給気

系，グローブボックスパネルの隙間等から当該工程室にＭＯＸ

粉末が漏えいし，グローブボックス排気設備よりもフィルタ段

数が少ない工程室排気設備を経由して外部に放出され，設計基

準の状態よりも多量の放射性物質を外部へ放出する状態に至る。 

火災源となる潤滑油の量，グローブボックスの設置箇所が燃

料加工建屋の地下３階であること，工程室給気系には逆流を防

止する逆止ダンパが設置されていること及びＭＯＸ粉末が当該

工程室の扉に生ずる隙間から仮に漏えいした場合においても，

地下３階の廊下の空間で冷却されることにより，地上階まで上

昇する駆動力が失われることを踏まえると，当該工程室に漏え

いしたＭＯＸ粉末は，工程室排気系以外の経路から外部へ移行

することはない。 
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また，ＭＯＸ粉末の一部は，当該工程室に漏えいすることが

考えられる。 

核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失は，露出した状態でＭ

ＯＸ粉末を取り扱い，火災源となる潤滑油を有する８基のグロ

ーブボックス（以下「重大事故の発生を仮定するグローブボッ

クス」という。）で発生する。 

【補足説明資料６－１】 
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 (２) 核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失への対処の基本方針 

    核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失への対処として，加工

施設の位置，構造及び設備の基準に関する規則の第二十二条及

び第二十九条に規定される要求を満足する核燃料物質等を閉じ

込める機能の喪失の拡大防止対策を整備する。 

重大事故の発生を仮定するグローブボックスに係る設計基準

対象の施設として機能を期待するグローブボックス温度監視装

置の感知機能又はグローブボックス消火装置の消火機能の喪失

を確認した場合には，重大事故等の発生防止対策として，ＭＯ

Ｘ粉末をグローブボックス内に静置した状態を維持するために

全工程停止を実施するとともに，グローブボックスが空気雰囲

気となることを防止するための気体廃棄物の廃棄設備の建屋排

風機，工程室排風機，グローブボックス排風機，送風機及び窒

素循環ファン並びに非管理区域換気空調設備（以下「全送排風

機」という。）の停止及び着火源排除のための火災源を有する

機器の動力電源遮断により，火災の発生を未然に防止する。 

重大事故の発生を仮定するグローブボックスで火災が継続し

た場合，ＭＯＸ粉末が気相中へ移行し，グローブボックス内に

飛散又は重大事故の発生を仮定するグローブボックスが設置さ

れる工程室へ漏えいする状態が継続することから，核燃料物質

等を閉じ込める機能の喪失の拡大防止対策として，核燃料物質

等の飛散又は漏えいの原因となる火災を消火するための対策を

整備する。 

重大事故の発生を仮定するグローブボックス内に飛散又は当

該工程室に漏えいしたＭＯＸ粉末は，火災によるグローブボッ
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クス内空気の温度上昇及びグローブボックスからの熱伝導によ

る当該工程室内空気の温度上昇によって生ずる体積膨張による

駆動力によって外部に放出されることから，これを防止するた

め，放出経路上のダンパ閉止により，燃料加工建屋外への放出

経路を閉止するための対策を整備する。また，ダンパ閉止まで

の間にグローブボックス排気系又は工程室排気系を経由して放

出されるＭＯＸ粉末については，放出経路上の高性能エアフィ

ルタで低減する。 

火災の消火によりＭＯＸ粉末が飛散又は漏えいすることを防

止し，飛散又は漏えいしたＭＯＸ粉末を放出経路上のダンパ閉

止により燃料加工建屋内に閉じ込めることにより，事態を収束

させ，放射性物質が外部へ放出されるおそれがない状態を維持

する。 

ただし，重大事故の発生を仮定するグローブボックス内で火

災が発生すると，グローブボックス給気系及びグローブボック

スパネルの隙間を介して，グローブボックス内のＭＯＸ粉末が

当該工程室に漏えいしている可能性がある。このため，当該工

程室に漏えいした核燃料物質等を回収するための対策を整備す

る。 

また，核燃料物質等の回収を実施する際に作業環境を確保す

るため，当該工程室内の気流の確保が必要であるため，代替グ

ローブボックス排気設備による核燃料物質等を閉じ込める機能

を回復する対策を整備する。 

    重大事故の発生を仮定するグローブボックスを第６－１表に

示す。また，各対策の基本方針の詳細を以下に示す。 
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①  重大事故等の発生防止対策 

    重大事故の発生を仮定するグローブボックスに係る設計基準

対象の施設として機能を期待するグローブボックス温度監視装

置の感知機能又はグローブボックス消火装置の消火機能の喪失

を確認した場合には，重大事故等の発生防止対策として，ＭＯ

Ｘ粉末をグローブボックス内に静置した状態を維持することで

火災の影響を受けるＭＯＸ粉末を限定するため，地上１階の中

央監視室で全工程停止を行うとともに，グローブボックスが空

気雰囲気となることを防止するために全送排風機を停止する。

また，着火の原因となる潤滑油の温度上昇やスパークの発生を

防止するため，火災源を有する機器の動力電源の状態を確認し，

電源がある場合には火災源を有する機器の動力電源の遮断を行

う。 

本対策は，重大事故の発生を仮定するグローブボックスに係

る設計基準対象の施設として機能を期待するグローブボックス

温度監視装置の感知機能又はグローブボックス消火装置の消火

機能の喪失を確認した場合，直ちに実施する。 

設計基準対象の施設の消火機能の一部であるグローブボック

ス排風機の多重故障による消火機能の機能喪失を確認した場合

には，連動して停止する設計としている工程室排風機も含めて

設備が停止していることを確認するとともに，外部への放射性

物質の放出を防止する観点で，上述の対策に加えて，発生防止

対策として，グローブボックス排気設備及び工程室排気設備の

流路を遮断するため，放出経路上のダンパを閉止する。 
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本対策により，火災が発生する条件の成立を防止し，重大事

故への進展を未然に防止する。 

なお，地震の発生により，グローブボックスの負圧異常，酸

素濃度異常に係る警報を確認した場合には，異常時の対応手順

に従い，全送排風機停止，全工程停止，火災源を有する機器の

動力電源の遮断を行うことにより，燃焼の３要素が成立するこ

とを防止し，重大事故への進展を未然に防止する。 

 

 ② 核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失の拡大防止対策 

  ａ．核燃料物質等の飛散又は漏えいの原因となる火災を消火する

ための対策 

    重大事故の発生を仮定するグローブボックスに係る設計基準

対象の施設として機能を期待するグローブボックス温度監視装

置の感知機能又はグローブボックス消火装置の消火機能が喪失

している状態において，重大事故の発生を仮定するグローブボ

ックス内で火災が発生した場合には，消火ができない状態が継

続することから，代替火災感知設備による確認を実施する。火

災が発生していると判断した場合は，火災による上昇気流によ

りＭＯＸ粉末が気相中へ移行することを防止し，グローブボッ

クスが設置されている地下３階から地上階へＭＯＸ粉末を上昇

させる駆動力である体積膨張の原因となる温度上昇を止めるた

め，地上１階の中央監視室近傍からの代替消火設備の遠隔操作

により，重大事故の発生を仮定するグローブボックス内の火災

源に対して消火剤を放出し，火災を消火する。 
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  ｂ．燃料加工建屋外への放出経路を閉止するための対策 

    火災の影響により気相中に移行したＭＯＸ粉末は，火災によ

るグローブボックス内空気の温度上昇に伴う体積膨張を駆動力

として，グローブボックスが設置されている地下３階から地上

階まで上昇し，外部への放出に至るが，外部放出抑制設備であ

る高性能エアフィルタによりＭＯＸ粉末を除去することで，外

部へ放出される放射性物質を低減する。 

    消火により，グローブボックス内空気の温度上昇に伴う体積

膨張といった駆動力は失われ，外部への放出は停止するものの，

外部への放出経路が繋がった状態であることから，これを遮断

するため，外部放出抑制設備であるグローブボックス排気系及

び工程室排気系の放出経路上に設置するダンパを閉止する。当

該ダンパ閉止後，排風機の下流側ダクトの風速を測定し，有意

な風速がないことを確認することにより，外部へ繋がる放出経

路の遮断を確認する。 

 

  ｃ．核燃料物質等を回収するための対策 

    火災の消火及び放出経路上のダンパ閉止後，重大事故の発生

を仮定するグローブボックスが設置される工程室に漏えいした

ＭＯＸ粉末を回収する。 

これらは，核燃料物質等を閉じ込める機能の回復により作業

環境を確保し，当該工程室内の雰囲気が安定した状態であるこ

とを確認した後に実施する。 

 

  ｄ．核燃料物質等を閉じ込める機能を回復するための対策 
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    核燃料物質等を回収するための作業環境を確保するためには，

重大事故の発生を仮定するグローブボックスが設置される工程

室内の気流の確保が必要であるため，核燃料物質等の回収を実

施する前に核燃料物質等を閉じ込める機能を回復する。 

核燃料物質等を閉じ込める機能の回復は，設計基準対象の施

設であるグローブボックス排風機の復旧等に時間を要すること

が想定されることから，代替グローブボックス排気設備を整備

する。 

この際，排気中の放射性物質濃度を測定し，異常があった場

合は作業を中断する。 

 

６．１．１ 核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失の拡大防止対策 

６．１．１．１ 核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失の拡大防止対

策の具体的内容 

６．１．１．１．１ 核燃料物質等の飛散又は漏えいの原因となる火

災を消火するための対策 

重大事故の発生を仮定するグローブボックスの火災源近傍に設置

された火災状況確認用温度計を可搬型グローブボックス温度表示端

末に接続することにより，温度を確認する。常設の火災状況確認用

温度表示装置が機能を維持している場合は，これにより温度を確認

する。 

温度の確認により火災と判断した場合には，地下３階廊下に設置

された遠隔消火装置の起動操作を中央監視室近傍にて実施し，消火

剤を火災源に対して放出することにより火災を消火する。 

消火剤の放出後は，可搬型グローブボックス温度表示端末又は火
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災状況確認用温度表示装置により温度監視を継続し，消火の成功を

判断する。 

対策の概要を以下に示す。また，対策に使用する設備を第６－２

表に，対策の系統概要図を第６－１図から第６－２図に，アクセス

ルート図を第６－７図から第６－10 図に，対策の手順の概要を第６

－11 図に，対策における手順及び設備の関係を第６－３表に，必要

な実施組織要員及び作業項目を第６－14図及び第６－15図に示す。 

 

（１） 火災の消火の着手判断 

    重大事故の発生を仮定するグローブボックスに係る設計基準

対象の施設として機能を期待するグローブボックス温度監視装

置の感知機能又はグローブボックス消火装置の消火機能の機能

喪失を確認した場合，ＭＯＸ粉末の飛散又は漏えいの原因とな

る火災を消火するための手順に着手し，以下の（２）に移行す

る。 

 

（２） 火災状況確認の準備 

    中央監視室にある火災状況確認用温度計に接続された火災状

況確認用温度表示装置の健全性を確認する。 

火災状況確認用温度表示装置が使用できない場合は，中央監

視室にある火災状況確認用温度計に，可搬型グローブボックス

温度表示端末を接続する。 

 

（３） 火災の判断及び消火の実施判断 

火災状況確認用温度表示装置により，重大事故の発生を仮定
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するグローブボックス内の温度を確認する。グローブボックス

内温度の設計上の上限値である 40℃に対し，グローブボックス

内の換気が停止した場合における機器及び粉末容器内のプルト

ニウムの崩壊熱を考慮し，火災源近傍の温度指示値が 60℃以上

の場合に火災が発生していると判断し，直ちに火災の消火を判

断し，以下の(４)へ移行する。 

火災状況確認用温度表示装置が使用できない場合は，可搬型

グローブボックス温度表示端末により，重大事故の発生を仮定

するグローブボックス内の温度を確認し，上記と同様に火災源

近傍の温度指示値が 60℃以上の場合に火災が発生していると判

断し，直ちに火災の消火を判断し，以下の(４)へ移行する。 

火災の判断及び消火の実施判断のために必要な監視項目は，

重大事故の発生を仮定するグローブボックス内の火災源近傍温

度である。 

 

（４） 火災の消火の実施 

    中央監視室に設置する遠隔消火装置の盤の手動操作により，

火災と判断したグローブボックスへ消火剤（ハロゲン化物消火

剤）を放出できない場合は，中央監視室近傍に設置する遠隔消

火装置の弁の手動操作により，火災と判断したグローブボック

スへ消火剤（ハロゲン化物消火剤）を放出する。 

 

（５） 火災の消火の成否判断 

    火災状況確認用温度表示装置により，火災が発生したグロー

ブボックス内の火災源近傍温度が 60℃未満であり，安定してい
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ることを確認し，グローブボックス内の火災が消火されている

と判断する。 

火災状況確認用温度表示装置が使用できない場合は，可搬型

グローブボックス温度表示端末により，火災が発生したグロー

ブボックス内の火災源近傍温度が 60℃未満であり，安定してい

ることを確認し，グローブボックス内の火災が消火されている

と判断する。 

消火を判断するために必要な監視項目は，重大事故の発生を

仮定するグローブボックス内の火災源近傍温度である。 

また，火災の消火後は，重大事故の発生を仮定するグローブ

ボックス内の温度状況の監視を継続する。 

 

６．１．１．１．２ 燃料加工建屋外への放出経路を閉止するための

対策 

火災の消火により，外部への放射性物質の放出は停止するが，グ

ローブボックス排気系は外部と繋がった状態であることを踏まえ，

外部への放出経路を遮断するためにグローブボックス排風機入口手

動ダンパを現場手動で閉止し，中央監視室の操作盤が健全な場合は，

グローブボックス排気閉止ダンパを遠隔で閉止する。 

また，重大事故の発生を仮定するグローブボックス内の気相中に

移行したＭＯＸ粉末は，グローブボックスに接続されたグローブボ

ックス給気系又はグローブボックスパネルの隙間から，重大事故の

発生を仮定するグローブボックスが設置される工程室内に漏えいす

る可能性がある。工程室排気系は外部と繋がった状態であることを

踏まえ，外部への放出経路を遮断するために工程室排風機入口手動
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ダンパを閉止し，中央監視室の操作盤が健全な場合は，工程室排気

閉止ダンパを遠隔で閉止する。 

放出経路上のダンパ閉止後は，グローブボックス排風機及び工程

室排風機の下流側に可搬型ダンパ出口風速計を設置し，有意な風速

がないことを確認することにより，放出経路の遮断を確認する。 

火災の消火により新たに気相中へＭＯＸ粉末が移行することを防

止するための対策及び放出経路上のダンパ閉止によりグローブボッ

クス内に飛散又は当該工程室に漏えいしたＭＯＸ粉末を燃料加工建

屋内に閉じ込めるための対策が完了するまでの間，火災の影響によ

りグローブボックス排気系又は工程室排気系の放出経路を経由して

外部に放出されるＭＯＸ粉末は，グローブボックス排気系又は工程

室排気系の放出経路上の高性能エアフィルタにより除去することで，

外部への放射性物質の放出を低減する。 

対策の概要を以下に示す。また，対策に使用する設備を第６－２

表に，対策の系統概要図を第６－３図及び第６－４図に，アクセス

ルート図を第６－７図から第６－10 図に，対策の手順の概要を第６

－12 図に，対策における手順及び設備の関係を第６－４表に，必要

な実施組織要員及び作業項目を第６－14図及び第６－15図に示す。 

 

（１） 燃料加工建屋外への放出経路の閉止の着手判断 

設計基準対象の施設として機能を期待するグローブボックス

温度監視装置の感知機能又はグローブボックス消火装置の消火

機能の喪失を確認した場合，放射性物質の放出を抑制するため

の手順に着手し，以下の（２）に移行する。 
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（２） 燃料加工建屋外への放出経路の閉止の実施判断 

中央監視室に設置するダンパの遠隔閉止をするための盤が健

全である場合，全送排風機の停止を確認後に，グローブボック

ス排気閉止ダンパ及び工程室排気閉止ダンパの遠隔閉止の実施

を判断し，以下の（３）へ移行する。 

中央監視室に設置するダンパの遠隔閉止をするための盤の健

全性が確認できない場合，グローブボックス排風機入口手動ダ

ンパ及び工程室排風機入口手動ダンパの閉止の実施を判断し，

以下の（３）へ移行する。 

 

（３） 燃料加工建屋外への放出経路の閉止の実施 

    中央監視室から遠隔閉止操作によりグローブボックス排気閉

止ダンパ及び工程室排気閉止ダンパを閉止し，放出経路を閉止

する。 

中央監視室に設置するダンパの遠隔閉止をするための盤の健

全性が確認できない場合，排風機室から手動閉止操作により，

グローブボックス排風機入口手動ダンパ及び工程室排風機入口

手動ダンパの閉止を実施し，放出経路を閉止する。 

 

（４） 燃料加工建屋外への放出経路の閉止の成否判断 

    可搬型ダンパ出口風速計をグローブボックス排風機及び工程

室排風機の下流側ダクトに接続する。 

可搬型ダンパ出口風速計により，グローブボックス排風機及

び工程室排風機の下流側ダクト内に有意な風速がないことを確

認することにより，燃料加工建屋外への放出経路が閉止されて
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いると判断する。 

放出経路の閉止に成功したことを判断するために必要な監視

項目は，グローブボックス排気ダクト及び工程室排気ダクトの

ダンパ出口風速である。 

また，放出経路の閉止後は，ダクト内の風速の監視を継続す

る。 

 

６．１．１．１．３ 核燃料物質等を回収するための対策 

重大事故の発生を仮定するグローブボックス内で火災が発生した

場合，グローブボックス給気系及びグローブボックスパネルの隙間

を介して，ＭＯＸ粉末が重大事故の発生を仮定するグローブボック

スが設置される工程室に漏えいする可能性がある。このため，当該

工程室に漏えいしたＭＯＸ粉末を回収する。 

また，核燃料物質等の回収の一環として，作業環境を確保するた

めに核燃料物質等を閉じ込める機能の回復を実施する。核燃料物質

等を閉じ込める機能の回復に係る対策等について，「６．１．１．１．

４ 核燃料物質等を閉じ込める機能を回復するための対策」に示す。 

火災の消火により新たに気相中へＭＯＸ粉末が移行することを防

止し，ダンパ閉止により燃料加工建屋外への放出経路を閉止するた

めの対策が完了した後は，ＭＯＸ粉末を外部へ放出する駆動力がな

く，外部へ繋がる経路が閉止された状態であるため，放射性物質が

外部へ放出されるおそれはなく，事態としては収束した状態となる。

このため，核燃料物質等の回収については，対策開始までの時間制

約を設けず，重大事故の発生を仮定するグローブボックスが設置さ

れる工程室内の雰囲気が安定した状態であることの確認の後に実施
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する。 

なお，当該工程室にＭＯＸ粉末が漏えいした場合，当該工程室内

の雰囲気が安定した状態となるまでには４時間～24 時間を要すると

想定されることから，この時間経過を回収作業開始の目安とする。 

気相中の放射性物質濃度の確認は，可搬型ダストサンプラにより

当該工程室内の空気をサンプリングし，アルファ・ベータ線用サー

ベイメータによる測定で確認する。 

対策の概要を以下に示す。また，対策に使用する設備を第６－２

表に，対策の系統概要図を第６－５図に，アクセスルート図を第６

－７図から第６－10 図に，対策の手順の概要を第６－13 図に，対策

における手順及び設備の関係を第６－５表に，必要な実施組織要員

及び作業項目を第６－16図に示す。 

【補足説明資料６－11】 

 

（１） 核燃料物質等の回収の着手判断 

重大事故の発生を仮定するグローブボックス内の消火及び

燃料加工建屋外への放出経路を閉止するための対策が完了し，

時間経過により重大事故の発生を仮定するグローブボックス

が設置される工程室内の雰囲気が安定した状態であると推定

される場合に，核燃料物質等の回収の着手を判断し，以下の

（２）へ移行する。 

 

（２） ＭＯＸ粉末の漏えい状況の確認 

可搬型ダストサンプラにより，当該工程室内の気相中のＭＯ

Ｘ粉末を捕集し，アルファ・ベータ線用サーベイメータにより，
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放射性物質濃度を測定する。 

 

（３） 核燃料物質等の回収の実施判断 

可搬型ダストサンプラ及びアルファ・ベータ線用サーベイ

メータにより，当該工程室内の雰囲気が安定した状態である

ことを確認し，核燃料物質等を閉じ込める機能の回復の完了

をもって，当該工程室に漏えいしたＭＯＸ粉末の回収の実施

を判断し，以下の（４）へ移行する。 

 

（４） 核燃料物質等の回収の実施 

     ＭＯＸ粉末の気相中への舞い上がりに注意し，ウエス等の

資機材によりＭＯＸ粉末を回収する。 

 

６．１．１．１．４ 核燃料物質等を閉じ込める機能を回復するため

の対策 

核燃料物質等を閉じ込める機能の回復は，核燃料物質等の回収作

業の一環として，核燃料物質等の回収に係る作業環境を確保するた

めに行う。 

核燃料物質等を閉じ込める機能の回復においては，設計基準対象

の施設であるグローブボックス排風機の復旧等に時間を要すること

が想定されることから，代替グローブボックス排気設備を整備する。 

代替グローブボックス排気設備による換気を実施する場合は，グ

ローブボックス排気ダクトに対し，可搬型ダクト，可搬型フィルタ

ユニット及び可搬型排風機付フィルタユニットを接続し，燃料加工

建屋可搬型発電機から可搬型排風機付フィルタユニットに給電する
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ことにより，グローブボックス排気系の換気機能を回復する。これ

により，重大事故の発生を仮定するグローブボックスが設置される

工程室の気流を確保し，核燃料物質等の回収に係る作業環境を確保

する。 

この際，可搬型排気モニタリング設備可搬型ダストモニタにより

常時外部への放出状況を監視し，指示値に異常があった場合には，

作業を中断するとともに，直ちに可搬型排風機付フィルタユニット

を停止する。 

なお，火災の消火により新たに気相中にＭＯＸ粉末が移行するこ

とを防止し，ダンパ閉止により燃料加工建屋外への放出経路を閉止

するための対策が完了した後は，ＭＯＸ粉末を外部へ放出する駆動

力がなく，外部へ繋がる経路が閉止された状態であるため，放射性

物質が外部へ放出されるおそれはなく，事態としては収束した状態

となる。このため，本対策については，対策開始までの時間制約を

設けず，重大事故の発生を仮定するグローブボックスが設置される

工程室内の雰囲気が安定した状態であることを確認の後に実施する。 

対策の概要を以下に示す。また，対策に使用する設備を第６－２

表に，対策の系統概要図を第６－６図に，アクセスルート図を第６

－７図から第６－10 図に，対策の手順の概要を第６－13 図に，対策

における手順及び設備の関係を第６－６表に，必要な実施組織要員

及び作業項目を第６－16図に示す。 

 

（１） 核燃料物質等を閉じ込める機能の回復の着手判断 

     可搬型ダストサンプラ及びアルファ・ベータ線用サーベイ

メータにより，重大事故の発生を仮定するグローブボックス
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が設置される工程室内の雰囲気が安定した状態であることを

確認した後，核燃料物質等を閉じ込める機能の回復の着手を

判断し，以下の（２）へ移行する。 

 

（２） 核燃料物質等を閉じ込める機能の回復の準備 

     可搬型排風機付フィルタユニット，可搬型フィルタユニッ

ト及び可搬型ダクトを排風機室のグローブボックス排気ダク

トに接続する。燃料加工建屋可搬型発電機から可搬型排風機

付フィルタユニットに給電する。 

 

（３） 核燃料物質等を閉じ込める機能の回復の実施判断 

     準備が整い次第，可搬型排風機付フィルタユニットの起動

を判断し，以下の（４）へ移行する。 

 

（４） 核燃料物質等を閉じ込める機能の回復の実施 

可搬型排風機付フィルタユニットの排風機を起動する。 

 

（５） 核燃料物質等を閉じ込める機能の回復の成否判断 

 当該工程室内に気流が発生したことを確認し，グローブボ

ックス排気設備の排気機能の回復を判断する。 

可搬型排気モニタリング設備可搬型ダストモニタにより，

可搬型ダクトからの排気をサンプリングし，外部へ放出され

る放射性物質濃度を監視する。 
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 この際，指示値に異常があった場合には，作業を中断する

とともに，直ちに可搬型排風機付フィルタユニットを停止す

る。 

 また，可搬型排風機付フィルタユニット及び可搬型フィル

タユニットに附属する差圧計によりフィルタ差圧の監視を行

う。  
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６．１．１．２ 核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失の拡大防止対

策の有効性評価 

６．１．１．２．１ 有効性評価 

 (１) 代表事例 

    核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失の前提となる要因は，

「３．重大事故の発生を仮定する際の条件の設定及び重大事故

の発生を仮定する機器の特定」で示したとおり，外的事象の

「地震」及び内的事象の「動的機器の多重故障」である。 

これらの要因において，核燃料物質等を閉じ込める機能の喪

失の範囲，重大事故等への対処の種類及び重大事故等への対処

時に想定される作業環境の苛酷さを考慮すると，外的事象の

「地震」を要因とした場合が厳しい結果を与えることから，外

的事象の「地震」を代表として有効性評価を実施する。 

外的事象の「地震」を要因とした場合の，核燃料物質等を閉

じ込める機能の喪失に至る火災の発生箇所は，露出した状態で

ＭＯＸ粉末を取り扱い，火災源となる潤滑油を有する８基のグ

ローブボックスである。 

 

（２） 代表事例の選定理由 

  ① 核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失の範囲 

    核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失となる要因は，「３．重

大事故の発生を仮定する際の条件の設定及び重大事故の発生を

仮定する機器の特定」において，フォールトツリー分析により

明らかにした。核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失の要因と

なるグローブボックス内火災の継続を頂上事象とした場合のフ
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ォールトツリーを第６－17図に示す。 

フォールトツリー分析において明らかにしたとおり，グロー

ブボックス内火災の継続は，火災源に何らかの要因で引火した

状況下で，火災の感知・消火機能であるグローブボックス温度

監視装置及びグローブボックス消火装置の動的機器の直接的な

機能喪失並びに全交流電源喪失による動的機器の間接的な機能

喪失により発生する。 

また，内的事象の「動的機器の多重故障」において，同一機

能を有する動的機器の機能喪失により火災の感知・消火機能が

喪失する。 

    以上より，機能喪失の範囲の観点では，外的事象の「地震」

を要因とした場合が，動的機器の機能喪失及び全交流電源喪失

が同時に発生し，機能喪失する機器が多く，その範囲も広い。 

  ② 重大事故等対策の種類 

    重大事故等対策は，グローブボックス温度監視装置，グロー

ブボックス消火装置の動的機器及び動的機器を起動させるため

に必要な電気設備等，多岐の設備故障に対応でき，かつ，複数

の設備故障が発生した場合においても対処が可能となるような

対策を選定している。 

重大事故等対策がカバーする機能喪失の範囲は，第６－17 図

のフォールトツリーのうち，拡大防止である火災の感知・消火

機能である。 

整備した重大事故等対策が，外的事象の「地震」を含むすべ

ての要因で想定される機能喪失をカバーできており，重大事故

等への対処の種類の観点から，外的事象の「地震」以外の要因
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に着目する必要性はない。 

  ③ 重大事故等への対処時の環境条件の観点 

    重大事故等への対処時の環境条件に着目すると，外的事象の

「地震」を要因とした場合には，基準地震動を 1.2 倍にした地

震動を考慮する設計とした設備以外の設備の損傷及び動的機器

の機能喪失が想定される。建屋内では，溢水及び内部火災のハ

ザードが発生する可能性があり，また，全交流電源喪失により

換気及び空調が停止し，照明が喪失する。建屋外では，不等沈

下及び屋外構築物の倒壊による環境悪化が想定される。 

    内的事象の「動的機器の多重故障」においては，外的事象の

「地震」の場合のように溢水及び内部火災のハザードの発生は

想定されず，また，これらを要因とした場合に，建屋外の環境

条件が悪化することはない。 

    以上より，外的事象の「地震」が建屋内外の作業環境を も

悪化させる可能性がある。 

 

 (３) 有効性評価の考え方 

    外的事象の「地震」を要因とし，重大事故の発生を仮定する

グローブボックス８基全てで火災が発生した場合に，火災を消

火できることを確認する。火災発生時の，重大事故の発生を仮

定するグローブボックス内及び重大事故の発生を仮定するグロ

ーブボックスが設置される工程室の雰囲気温度の推移を評価し，

グローブボックス内空気及び当該工程室内空気の体積膨張，こ

れに付随する圧力上昇を評価する。 

    グローブボックス内の温度上昇に付随する体積膨張及び圧力
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上昇は，グローブボックスの内装機器や当該工程室の壁面等に

よるヒートシンク効果を考慮せず断熱として評価し，解析コー

ドを用いず，空気の定圧比熱等を用いた簡便な計算に基づき算

出する。ただし，グローブボックスの構造材等への現実的な影

響を見極める観点から，グローブボックス内温度は火災試験に

おける火災源近傍温度により評価する。 

    グローブボックス排風機入口手動ダンパ及び工程室排風機入

口手動ダンパを閉止し，外部への放出を防止することができる

ことを確認する。この際の，グローブボックス排風機及び工程

室排風機の下流側ダクト内の流速の推移を評価する。 

流速の推移は，グローブボックス内空気及び当該工程室内空

気の体積膨張に基づき，流路の圧力損失を考慮して評価し，解

析コードを用いず，簡便な計算に基づき算出する。 

    火災の消火により新たに気相中へＭＯＸ粉末が移行すること

を防止し，ダンパ閉止により燃料加工建屋外への放出経路を閉

止するための対策が完了した後は，ＭＯＸ粉末を外部へ放出す

る駆動力がなく，外部へ繋がる経路が閉止された状態であるた

め，放射性物質が外部へ放出されるおそれはなく，事態として

は収束した状態となる。 

核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失の拡大防止対策の有効

性評価では，事態の収束までに事業所外へ放出する放射性物質

の放出量（以下「総放出量」という。）を評価する。 

外部への放射性物質の総放出量（セシウム－137 換算）の評価

は，火災を消火し，グローブボックス排気系及び工程室排気系

の放出経路のダンパを閉止した後は，重大事故の発生を仮定す



 

6-25 

 

るグローブボックス内及び重大事故の発生を仮定するグローブ

ボックスが設置される工程室内の気相中のＭＯＸ粉末を外部へ

移行させる駆動力が無いことから，火災の消火及び放出経路上

のダンパ閉止までの間に，重大事故の発生を仮定するグローブ

ボックス内で火災影響を受けるＭＯＸ粉末量，放射性物質の放

出に寄与する火災継続時間，火災に伴い気相中に移行するＭＯ

Ｘ粉末の割合，圧力損失を踏まえた各経路への移行割合及び高

性能エアフィルタによる除染係数を考慮する。 

 

 (４) 有効性評価の評価単位 

核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失は，「地震」を要因とし

た場合には重大事故の発生を仮定するグローブボックスで同時

に発生する可能性があることから，重大事故の発生を仮定する

８基のグローブボックスで同時に発生することを考慮し，有効

性評価は，重大事故の発生を仮定する８基のグローブボックス

に対し，重大事故等対策ごとに実施する。 

 

 (５) 機能喪失の条件 

    外的事象の「地震」を要因とした場合の安全機能の喪失の想

定は，基準地震動を 1.2 倍にした地震動を入力した場合におい

ても必要な機能を損なわない設計とした設備以外の設備は全て

機能喪失するものとし，また，全ての動的機能の喪失を前提と

して，外部電源も含めた全ての電源喪失も想定していることか

ら，更なる安全機能の喪失は想定しない。 
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 (６) 事故の条件及び機器の条件 

    本重大事故は，重大事故の発生を仮定する８基のグローブボ

ックスにおいて同時に火災が発生することを仮定する。これら

のグローブボックス内の火災源は合計９箇所である。 

    地震の影響に加え，技術的想定を超えて，窒素循環設備のダ

クト等の破断及びグローブボックス排風機の運転継続による窒

素雰囲気の空気への置換，過電流の発生及び過電流による機器

内の潤滑油の温度上昇，温度上昇した潤滑油の漏えい及びケー

ブル等のスパークの発生による潤滑油への着火を考慮すること

で，燃焼の３要素は同時に満足され，火災が発生する。火災は

地震発生直後に発生することを仮定する。 

潤滑油の量は，重大事故の発生を仮定するグローブボックス

の内装機器が内包する設計値を基に設定し，火災試験の状況等

を踏まえ，それぞれの火災源にて燃焼面積 50％で火災が継続す

ることを仮定する。 

火災影響を受けるＭＯＸ粉末量及びプルトニウム富化度は，

重大事故の発生を仮定するグローブボックスで取り扱う粉末容

器の設計値を適用する。 

 

 (７) 操作の条件 

火災が継続した場合，火災の継続時間に応じて，外部への放

射性物質の総放出量が増加することが想定される。このため，

重大事故等の対処においては，外部への放射性物質の総放出量

を可能な限り低減させるため，火災の確認後には速やかに継続

している火災に対して遠隔操作による消火対策を実施するとと
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もに，ダンパ閉止により燃料加工建屋外への放出経路を閉止す

るための措置を実施する。 

火災発生の認知及び遠隔消火による火災の消火は，地震発生

後 20 分で完了する。グローブボックス排気系及び工程室排気系

の放出経路上のダンパ閉止によるＭＯＸ粉末の閉じ込めは，地

震発生後 20分で完了する。 

なお，上記対策により事態としては収束した状態となるため，

核燃料物質等の回収及び核燃料物質等を閉じ込める機能の回復

については，操作に係る時間制限を設けない。作業と所要時間

を第６－14図から第６－16図に示す。 

 

 (８) 放出量評価に関連する事故，機器及び操作の条件の具体的な

展開 

    有効性評価における外部への放射性物質の総放出量は，重大

事故の発生を仮定するグローブボックス内で火災影響を受ける

ＭＯＸ粉末に対し，放射性物質の放出に寄与する火災継続時間，

火災に伴い気相中に移行するＭＯＸ粉末の割合及び圧力損失を

踏まえた各経路への移行割合を求め，外部への放出経路におけ

る除染係数の逆数を乗じて算出する。 

火災影響を受けるＭＯＸ粉末の取扱量及びプルトニウム富化

度は，各グローブボックスで一度に取り扱う可能性がある粉末

容器の設計値を基に設定する。 

火災の継続時間に関係するパラメータのうち，潤滑油量は設

計値を適用する。オイルパン上での燃焼面積については，時間

経過による燃焼面の広がりや潤滑油の漏えい状況に依存するが，
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火災試験の状況等を踏まえ，それぞれの火災源にて燃焼面積

50％に相当する発熱速度及び燃焼継続時間での火災が継続する

ものとし，火災の継続時間を 20分として設定する。 

なお，全交流電源喪失は，ケーブル等のスパークによる潤滑

油への着火により火災が発生した段階で発生するものとし，火

災の発生は，機器の過加熱等による潤滑油の温度上昇に要する

時間等を考慮すると，地震の発生から 10 分程度の時間遅れが考

えられるが，評価上は地震の発生と同時に火災が発生すること

を想定する。 

【補足説明資料６－13】 

    算出した外部への放射性物質の総放出量にセシウム－137 へ

の換算係数を乗じて，外部への放射性物質の総放出量（セシウ

ム－137 換算）を算出する。セシウム－137 換算係数は，IAEA-

TECDOC-1162 に示される，地表沈着した放射性物質からのガン

マ線による外部被ばく及び再浮遊した放射性物質の吸入摂取に

よる内部被ばくに係る実効線量への換算係数を用いて，セシウ

ム－137 と着目核種との比から算出する。ただし，プルトニウ

ム及びアメリシウムは，化学形態による影響の違いを補正する

係数を乗じて算出する。 

 

  ① グローブボックスに内包するＭＯＸ粉末量 

    重大事故の発生を仮定するグローブボックス内の粉末容器又

は機器が保有するＭＯＸ粉末量，ＭＯＸ粉末のプルトニウム富

化度は，第６－７表に示す設計値とする。 
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  ② 火災の影響を受ける割合 

    グローブボックス内においては，ＭＯＸ粉末を機器又は粉末

容器で取り扱う。このうち，粉末容器については開口部が存在

するため，火災影響を受けるＭＯＸ粉末量として設定する。 

    なお，グローブボックス内の火災源と粉末容器の位置関係を

踏まえると，直火による直接的な火災の上昇気流の影響は受け

ず，粉末容器が円筒状の構造であることを踏まえると，火災の

影響を受けるＭＯＸ粉末は表層部に限定されるが，火災の継続

時間において，粉末容器中のＭＯＸ粉末全量が直火により火災

影響を受けることを想定する。 

 

③ 火災に伴い粉末容器から気相中に移行するＭＯＸ粉末の割合 

    火災によるＭＯＸ粉末の気相への移行については，火災の熱

で生ずる上昇気流を駆動力とし，この上昇気流と触れるＭＯＸ

粉末表面から気相中へ移行していく現象と整理できる。４種類

のプルトニウム粉末を用い，温度と風速をパラメータとした文

献（１）によると， も気相中への移行率が高いのは，風速100㎝

/s（１ｍ/s）でシュウ酸プルトニウムを 700℃で１時間加熱し

た場合において，試験装置を構成するフィルタ及びライナーへ

の付着量が約１％/hとの実験結果が得られている。 

一方， も潤滑油量が多い造粒装置グローブボックスの火災

時の熱気流上昇速度について文献（２）で示された式で求めると，

流速約６ｍ/sとの結果が得られた。 

上記の実験において確認されている流速は，粉末が火災源直

上にある状態での値であるのに対し，実機では火災源の直上に
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粉末容器はないため直接火炎にさらされることはなく，さらに，

粉末容器の形状を踏まえると，開口部が限定されており，気流

の影響を受けにくい。また，シュウ酸プルトニウムとＭＯＸ粉

末の粒径の違いも考えられるが，実機での粉末容器の位置関係

と実験での条件との違いを踏まえ，火災影響によるＭＯＸ粉末

の気相中への移行率として1ｍ/sの流速による移行率である１％

/hを用いる。 

この移行率は，粉末容器からグローブボックス気相中への移

行率，グローブボックス排気系への移行率，グローブボックス

給気フィルタ及びグローブボックスパネル隙間を介した工程室

への移行率並びに工程室排気設備への移行率に適用する。 

 

  ④ ＭＯＸ粉末の放出経路及び移行割合 

グローブボックス内から外部への放出経路として，グローブ

ボックス排気系へ直接移行する場合，グローブボックス給気系

及びグローブボックスパネルの隙間を介して工程室排気系へ移

行する場合を想定する。 

各経路への移行割合は，火災影響によるグローブボックス内

空気の体積膨張率をグローブボックスに与え，各経路の圧力損

失が等しくなる流速比より，経路別の分配比を算出する。 

グローブボックスパネル隙間について，設計上の漏えい率か

ら求められる隙間長さの 10 倍と仮定し，グローブボックス排気

系を経由する割合を約 25％，グローブボックス給気系を経由す

る割合を約 74％及びグローブボックスパネル隙間を経由する割

合を約１％と設定する。 
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重大事故の発生を仮定するグローブボックスが設置される工

程室から外部への放出経路として，工程室給気ダクト及び当該

工程室から廊下へ繋がる扉を経由する経路が存在する。 

工程室給気ダクトについては，空気の逆流を防止する逆止ダ

ンパが設置されており，この経路を通じて外部へ放射性物質が

放出されることはない。 

また，廊下へ繋がる扉を経由する経路については，前室と合

わせて２重の扉があること，仮に扉から廊下への漏えいがあっ

ても，当該工程室が地下３階に設置されており，地下３階の廊

下の空間で冷却されることにより駆動力が失われるため，この

経路を通じて外部へ放射性物質が放出されることはない。 

さらに，給気ダクト及び排気ダクトを通じ，当該工程室から

隣室へ移行する場合も考えらえるが，この場合は隣室の空気に

より冷却されることにより駆動力が失われる。 

評価上は当該工程室から工程室排気系を通じてそのまま外部

へ放出されるものとして評価する。 

【補足説明資料６－10】 

 

  ⑤ 外部への放出経路における除染係数 

    １％/h で気相中に移行したＭＯＸ粉末が，各経路の圧力損失

を踏まえた移行割合に基づき，グローブボックス排気設備又は

工程室排気設備を経由して外部へ放出されることを想定する。 

グローブボックス排気系及び工程室排気系のダクト内へのＭ

ＯＸ粉末の沈着による除染係数は 10とする。 

経路上の高性能エアフィルタは１段当たり 103 以上（0.15μm
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ＤＯＰ粒子）の除染係数を有し，グローブボックス排気設備の

経路中にはグローブボックス排気フィルタ及びグローブボック

ス排気フィルタユニットとして高性能エアフィルタが計４段設

置されている。重大事故における放出量評価においては，高性

能エアフィルタ４段の除染係数を 10９とする。 

工程室排気設備の経路中には工程室排気フィルタユニットと

して高性能エアフィルタが計２段設置されている。重大事故に

おける放出量評価においては，２段の除染係数を 10５とする。 

グローブボックス給気側の高性能エアフィルタ１段を経由し，

工程室排気系から放出する場合には，高性能エアフィルタ３段

を経由する。重大事故における放出量評価においては，３段の

除染係数を 107とする。 

【補足説明資料６－４】 

 (９) 判断基準 

    本重大事故の拡大防止対策の有効性評価の判断基準は以下の

とおりとする。 

  ① 拡大防止対策 

   ａ．核燃料物質等の飛散又は漏えいの原因となる火災の消火 

    重大事故の発生を仮定するグローブボックス内の火災源に

対して消火剤を放出することで，火災の消火が可能であるこ

と。火災の消火により，グローブボックス内温度が 60℃未満

に低下すること。 

 

   ｂ．燃料加工建屋外への放出経路の閉止 

    放出経路上のダンパ閉止をすることで，空気の流路を遮断



 

6-33 

 

した状態を継続して維持し，グローブボックス排気ダクト及

び工程室排気ダクトに有意な風速がない状態となること。 

 

   ｃ．核燃料物質等の回収及び核燃料物質等を閉じ込める機能の

回復 

対処に必要な設備及び手順等が整備されていること，資機

材，要員等が確保され対処できること。 

 

  ② 放出量 

   消火及びダンパ閉止による事態の収束までに外部へ放出され

る放射性物質の総放出量が，セシウム－137 換算で 100TBq を下

回るものであって，かつ，実行可能な限り低いこと。 

 

６．１．１．２．２ 有効性評価の結果 

 (１) 有効性評価の結果 

  ① 核燃料物質等の飛散又は漏えいの原因となる火災の消火 

ＭＯＸ粉末の飛散又は漏えいの原因となる火災の消火に係る

対策は，４人（２人/班×２班）にて，地震発生後20分で完了で

きる。 

グローブボックス内で火災が発生することにより，雰囲気温

度が上昇し始め，可搬型グローブボックス温度表示端末の指示

値が 60℃を超えた時点で当該グローブボックスにおいて火災が

発生していると判断し，中央監視室近傍から遠隔手動により遠

隔消火装置を起動させ，消火剤（ハロゲン化物消火剤）を放出

し，火災を消火する。これにより，当該グローブボックス内の
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雰囲気温度は低下傾向を示すとともに，火災の影響により気相

中に移行したＭＯＸ粉末を外部へ放出する駆動力である体積膨

張が停止し，以降，当該グローブボックスの雰囲気温度は 60℃

未満で安定する。 

なお，火災が発生している間，重大事故の発生を仮定するグ

ローブボックス内の温度上昇による圧力は，系外へ繋がる経路

へ避圧され，経路の圧力損失を考慮すると，火災発生直後に初

期圧力に対して 大でも600Paの圧力上昇で平衡する。重大事故

の発生を仮定するグローブボックスが設置される工程室につい

ては，初期圧力に対して 大でも200Paの圧力上昇で平衡する。 

    対策実施時のパラメータの推移として，試験を基にしたグロ

ーブボックス内温度推移を第６－18 図に，火災源の発熱速度を

基にした温度上昇及びグローブボックス内雰囲気の体積膨張か

ら算出したグローブボックス内圧力及び工程室圧力の推移を第

６－19図及び第６－20図に示す。 

 

  ② 燃料加工建屋外への放出経路の閉止 

燃料加工建屋外への放出経路の閉止に係る対策は，４人（２

人/班×２班）にて，地震発生後 20分で完了できる。 

火災の消火と並行して，外部への放出経路を遮断するため，

拡大防止対策として，中央監視室から移動し，地下1階の排風機

室において，グローブボックス排風機入口手動ダンパ及び工程

室排風機入口手動ダンパを手動閉止する。火災の消火と合わせ

て，当該ダンパ閉止後，グローブボックス排風機及び工程室排

風機の下流側ダクトに有意な風速がない状態になっていること
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をもって事態の収束と判断する。 

対策実施時のパラメータの推移として，火災源の発熱速度を

基にした温度上昇及びグローブボックス内雰囲気の体積膨張並

びに各経路の圧力損失から算出したグローブボックス排気ダク

ト及び工程室排気ダクトの流速の推移を第６－21 図及び第６－

22図に示す。 

事態の収束までに事業所外へ放出する放射性物質の放出量

（セシウム-137換算）は，約９×10-7TBq であり，100TBq を十分

下回るものであって，かつ，実行可能な限り低い。また，火災

の発生から事態の収束までの期間における敷地境界における公

衆の被ばく線量は，約５×10-5mSv である。核種ごとの放射性物

質の放出量を第６－８表に，放射性物質の外部への放出過程を

第６－23図に示す。 

【補足説明資料６－５】 

 

  ③ 核燃料物質等の回収及び核燃料物質等を閉じ込める機能の回

復 

可搬型ダストサンプラ及びアルファ・ベータ線用サーベイメ

ータにより重大事故の発生を仮定するグローブボックスが設置

される工程室内の放射性物質濃度を測定し，当該工程室内の雰

囲気が安定した状態であることを確認した上で作業に着手する

こと，作業実施に対して時間的な制約はないことから，実行可

能である。 

   また，核燃料物質等の回収の際には当該工程室に入室するが，

当該工程室の線量率はグローブボックスの直近でも約５mSv/h
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であり，床面からの線量率はグローブボックスからの線量率に

比べて十分低く，被ばく管理を実施することで対応可能である。 

【補足説明資料６－８】 

 

 (２) 不確かさの影響評価 

   ① 事象，事故の条件及び機器の条件の不確かさの影響 

   ａ．想定事象の違い 

     内的事象の「動的機器の多重故障」を要因として発生する

閉じ込める機能の喪失に至る火災は，１基のグローブボック

スで単独で発生するため，対処が必要な対象が限定される。 

一方，重大事故における有効性評価は，グローブボックス

８基で同時に閉じ込める機能の喪失に至る火災が発生する場

合の対策の成立性を確認していることから，評価結果は変わ

らない。 

内的事象の「動的機器の多重故障」を要因として感知・消

火の機能が喪失した場合，共通要因で故障等が発生しない設

計基準対象の施設の使用が可能であり，中央監視室から遠隔

で操作を行うことから，外的事象の「地震」を要因とした場

合と比較して早い段階で拡大防止対策を完了できる。 

 

   ｂ．火災規模の違い 

     潤滑油による火災については，潤滑油を収納する箇所に設

置しているオイルパン上での燃焼面積による火災の燃焼時間

の不確かさがあり，燃焼面積が放出量評価の条件とした条件

である 50％よりも小さい場合は，火災の影響による体積膨張
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の程度が小さくなる。 

     また，体積膨張の評価については，火災による発熱量の全

てが重大事故の発生を仮定するグローブボックス又は重大事

故の発生を仮定するグローブボックスが設置される工程室の

空気に与えられると仮定した上で，温度上昇を断熱計算で評

価しており，周囲への放熱を考慮すると，体積膨張の程度が

小さくなる。 

 

 ② 放射性物質の放出量評価に用いるパラメータの不確かさ 

    放射性物質の総放出量（セシウム－137 換算）は，火災の燃

焼継続時間，気相中へのＭＯＸ粉末の移行割合，圧力損失を踏

まえた各経路への移行割合，放出経路における放射性物質の除

染係数等に不確かさがある。非安全側な影響として，グローブ

ボックスの給気側経路が健全であり，かつ，グローブボックス

パネルに隙間がある場合，グローブボックスパネル隙間からの

漏えい割合が相対的に大きくなり，総放出量が大きくなる可能

性がある。一方，安全側な影響として，粉末容器の構造を踏ま

えたＭＯＸ粉末が火災影響を受ける割合等を考慮すると，総放

出量がさらに小さくなることが想定される。このように不確か

さを有するものの，これらを考慮した場合でも判断基準を満足

することに変わりはない。不確かさを考慮した各パラメータの

幅を以下に示す。 

 

   ａ．グローブボックスに内包するＭＯＸ粉末量 

     火災影響を受ける粉末容器が保有するＭＯＸ粉末量は，設計
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値を基に設定していることからこれ以上の上振れはない。 

     粉末容器が保有するＭＯＸ粉末のプルトニウム富化度は，

粉末容器で取り扱う可能性がある 大プルトニウム富化度と

して 33％又は 18％と評価しているが，これより低いプルトニ

ウム富化度で製造している場合，１桁未満の下振れが考えら

れる。 

 

   ｂ．火災により放射性物質が気相に移行する割合 

     粉末容器中のＭＯＸ粉末が，火災による上昇気流の影響に

より一律に１％/h で気相に移行するとしているが，火災の上

昇気流を受ける範囲は粉末容器内のＭＯＸ粉末表層に限定さ

れ，粉末容器内の大半のＭＯＸ粉末は火災の上昇気流の影響

を直接受けることはない。 

粉末容器は円筒状の形状をしており，シュウ酸プルトニウ

ムとＭＯＸ粉末の粒径の違いを踏まえても，火災の上昇気流

を受ける範囲を粉末容器の表層に限定した場合，１桁～２桁

の下振れが想定される。 

 

   ｃ．気相中に移行したＭＯＸ粉末の放出経路 

本評価ではグローブボックス給気フィルタ以降の経路につ

いて，重大事故の発生を仮定するグローブボックスが設置さ

れる工程室へ繋がる弁が開いている又は配管が破断している

ことを仮定し，それぞれの圧力損失を考慮した経路ごとの分

配割合を「グローブボックス排気系：約 25％，グローブボッ

クス給気系：約 74％，グローブボックスパネル隙間：約１％」



 

6-39 

 

としている。 

 グローブボックスの設計上の漏えい率を基に評価したグロ

ーブボックスパネルの隙間長さを 10 倍と評価しているが，グ

ローブボックスパネルが健全であることも想定される。 

グローブボックスパネルを経由する放出経路は，圧力損失

を踏まえて１％と設定したが，本経路が総放出量に寄与する

割合は 50％強である。 

仮にグローブボックスパネルが健全であった場合，放出経

路がグローブボックス排気系及びグローブボックス給気フィ

ルタを介した工程室排気系経由と限定されるため，１桁未満

の下振れとなる。 

グローブボックス給気系が健全である場合，グローブボッ

クス内が空気雰囲気に置換されて火災が発生することが考え

にくいが，仮にグローブボックス給気系が健全であれば，こ

の経路は放出経路となりえないため，グローブボックス排気

系とグローブボックスパネル隙間からの移行割合が，「約

97％：約 3％」となる。 

上記のようにグローブボックスパネルの隙間を経由する場

合，高性能エアフィルタを経由する段数が少なくなり，１桁

未満の上振れとなる。 

なお，グローブボックスパネルの隙間等からの漏えいにつ

いては，グローブボックスが地震に対して一定の機能維持が

できる設計としていることから，大開口が生ずることは想定

しにくい。また，火災試験の結果からも，火災影響によりグ

ローブボックスパネルが損傷することは想定しにくい。仮に，
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地震又は火災の影響により，グローブボックスパネルに大開

口が生じ，グローブボックスから直接当該工程室へ移行し，

工程室排気系を経由する経路が支配的となった場合，経由す

る高性能エアフィルタが１段減るため，２桁の上振れが見込

まれる。その場合であっても，100TBq を十分下回る。 

【補足説明資料６－12】 

 

   ｄ．重大事故の発生を仮定するグローブボックスが設置される

工程室に漏えいした後の移行率 

     放出量評価においては，１％/h にて各経路を経由して外部

へ放出されることを想定したが，重大事故の発生を仮定する

グローブボックスから重大事故の発生を仮定するグローブボ

ックスが設置される工程室に漏えいした後は，直接火災の上

昇気流を受けるわけではない。ＭＯＸ粉末が当該工程室に漏

えいした後の駆動力としては，当該工程室の温度上昇に伴う

体積膨張が考えられる。 

     １％/h で当該工程室に移行したＭＯＸ粉末が当該工程室に

均一に分布すると仮定し，当該工程室の温度上昇による体積

膨張分が工程室排気系に移行すると仮定すると，１桁未満の

下振れとなる。 

     また，隣室に工程室排気系又は工程室給気系を経由して移

行した場合には，外部への放出の観点では，隣室の空間での

ＭＯＸ粉末の希釈や空気への放熱による体積膨張雰囲気の収

縮などにより，総放出量として１桁未満の下振れが見込まれ

る。 
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   ｅ．外部への放出経路における除染係数 

     グローブボックス排気設備の経路中には，グローブボック

ス排気フィルタ及びグローブボックス排気フィルタユニット

として，高性能エアフィルタが４段設置されている。 

工程室排気設備の経路中には工程室排気フィルタユニット

として高性能エアフィルタが計２段設置されている。また，

グローブボックス給気側には高性能エアフィルタ１段が設置

されており，これを介して工程室排気設備を経由して放出さ

れる場合には，高性能エアフィルタを３段経由する。 

健全な高性能エアフィルタは，１段当たり 10３以上の除染係

数を有しており，高性能エアフィルタ３段の除染係数として

1011 との結果（３）があるが，評価で使用した高性能エアフィル

タ４段の除染係数として 109，高性能エアフィルタ３段の除染

係数として 107 及び高性能エアフィルタ２段の除染係数として

10５と安全余裕を見込んで設定している。グローブボックス排

気フィルタ，グローブボックス排気フィルタユニット，グロ

ーブボックス給気フィルタ及び工程室排気フィルタユニット

は，基準地震動を超える地震動の地震及び重大事故時におけ

る環境条件を考慮しても機能が期待できる設計としているこ

とから，これ以上の上振れはない。 

また，高性能エアフィルタ１段当たり 10３の除染係数を考慮

した場合には，外部への総放出量として１～２桁程度の下振

れが見込まれる。 

【補足説明資料６－６】 
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③ 操作の条件の不確かさの影響 

   ａ．実施組織要員の操作 

     「認知」，「要員配置」，「移動」，「操作所要時間」「他の並列

操作有無」及び「操作の確実さ」が実施組織要員の操作の時

間余裕に与える影響を考慮し，重大事故等対策の作業時間は

余裕を持った計画とすることで，これら要因による影響を低

減している。 

外的事象「地震」により重大事故が発生した場合において

も，中央監視室の安全系監視制御盤等による操作が可能な場

合は，ダンパ閉止操作等に対して，中央監視室での遠隔操作

が可能であるため，対処に要する時間が短縮される。 

 

   ｂ．作業環境 

遠隔消火装置の操作，グローブボックス排風機入口手動ダ

ンパ及び工程室排風機入口手動ダンパの操作は工程室外で行

われるため，火災による工程室内の作業環境悪化の影響を受

けない。 

また，遠隔消火装置の操作は，地上１階の中央監視室近傍

で実施することから，地下３階の重大事故の発生を仮定する

グローブボックスが設置される工程室内におけるＭＯＸ粉末

の飛散による放射線の影響を受けない。グローブボックス排

風機入口手動ダンパ及び工程室排風機入口手動ダンパの閉止

操作は，地下１階の排風機室で実施するが，排風機室に設置

するグローブボックス排気設備及び工程室排気設備の排気ダ
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クトは基準地震動の1.2倍の地震力に対して機能維持する設計

とすることから，排気ダクトから排風機室内へのＭＯＸ粉末

の漏えいはなく，また，排気ダクト内を通過するＭＯＸ粉末

は微量であることから，排気ダクト内のＭＯＸ粉末からの放

射線の影響を受けない。 

【補足説明資料６－８】 

 

６．１．１．２．３ 重大事故の同時発生又は連鎖 

 (１) 重大事故の事象進展，事故規模の分析 

重大事故の発生を仮定するグローブボックス内で火災が発生

した場合，拡大防止対策として遠隔消火装置から消火剤を放出

する。また，放出経路上のダンパを閉止することで，外部へ繋

がる経路を遮断する。 

以上の拡大防止対策を考慮した時のＭＯＸ粉末の状態及び核

燃料物質等を閉じ込める機能の喪失によって生ずる事故時環境

は以下のとおりである。 

 

  ① ＭＯＸ粉末の状態 

重大事故の発生を仮定するグローブボックス内で火災影響を

受ける可能性があるＭＯＸ粉末のプルトニウム富化度は，グロ

ーブボックスごとに異なり， 大で 18％又は 33％である。 

核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失は，通常運転時にグロ

ーブボックスに内包するＭＯＸ粉末に対して，異なるＭＯＸ粉

末が搬送され発生する事象ではなく，火災によって発生する事

象であるため，ＭＯＸ粉末のプルトニウム富化度及び組成が変
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化することはない。 

また，拡大防止対策である消火が完了するまでの間，ＭＯＸ

粉末は火災影響を受けて温度が上昇するが，ＭＯＸ粉末は安定

な酸化物であることから，溶液や気体に形態変化することはな

い。 

 

  ② 核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失によって生ずる事故時

環境 

   ａ．温度 

重大事故の発生を仮定するグローブボックス内で潤滑油を

火災源とした火災が発生した場合，グローブボックス内の火

災源近傍温度は火災源鉛直方向 350mm で 大 450℃となる。 

漏えいした潤滑油はオイルパンに固定されるため，広範囲

に潤滑油が広がることに伴う火災の拡大はない。 

グローブボックス缶体及び接続されているダクトは不燃性

素材，グローブボックスパネルは難燃性素材であることから，

重大事故の発生を仮定するグローブボックス外へ火災が延焼

することはない。 

また，グローブボックスの火災源鉛直方向 2000mm（天井付

近）の温度は 大 100℃であり，ここから工程室へ熱が移動

することを考慮すると，重大事故の発生を仮定するグローブ

ボックスが設置される工程室内の温度は， 大でも 100℃で

ある。 

工程室外については，工程室に十分な壁厚があり，扉及び

ダクトからの伝熱を考慮しても十分な空間があることから通
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常時と同等の温度である。 

【補足説明資料６－12】 

ｂ．圧力 

重大事故の発生を仮定するグローブボックス内火災の温度

上昇による圧力上昇は，系外へ繋がる経路へ避圧される。経

路として想定するグローブボックス排気系，グローブボック

ス給気系及びグローブボックスパネルの隙間の圧力損失を考

慮すると， も潤滑油量が多い箇所での火災を想定した場

合，断熱計算で求めた空気の膨張率を与えても，火災発生直

後に初期圧力に対して 大でも 600Pa の圧力上昇で平衡す

る。 

また，重大事故の発生を仮定するグローブボックスが設置

された工程室内に， も潤滑油量が多い箇所での火災を想定

した場合の断熱計算で求めた空気の膨張率を与えても，火災

発生直後に初期圧力に対して 大でも 200Pa の圧力上昇で平

衡する。 

工程室外については，十分な空間があることから通常時と

同等の圧力である。 

【補足説明資料６－10】 

  ｃ．湿度 

火災の発生により蒸気は発生しないため，湿度は変動しな

い。 

 

  ｄ．放射線 
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火災の発生により新たな放射性物質は生成しないため，グ

ローブボックス内の放射線環境は平常時と同等である。 

工程室には，グローブボックスから漏えいしたＭＯＸ粉末

が浮遊している可能性がある。 

 

   ｅ．物質（水素，蒸気，ばい煙，放射性物質及びその他）及び

エネルギの発生 

潤滑油の燃焼により，重大事故の発生を仮定するグローブ

ボックス内にばい煙が発生する。また，重大事故の発生を仮

定するグローブボックスに隣接する基準地震動の 1.2 倍の地

震動を考慮した際に機能維持できる設計としないグローブボ

ックスの損傷により，工程室内にばい煙が漏出する可能性が

ある。 

 火災の発生によるばい煙以外の物質の生成はない。 

 

   ｆ．落下又は転倒による荷重 

火災によりグローブボックス内温度が上昇しても，グロー

ブボックス缶体及び接続されているダクトは不燃性素材であ

ることから，これらの材質の強度が有意に低下することはな

く，グローブボックス及び接続されているダクトが転倒又は

落下することはない。 

 

   ｇ．腐食環境 

火災の発生により腐食の要因となる物質は生成しない。 
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 (２) 重大事故の同時発生 

    重大事故が同時に発生する場合については，同種の重大事故

が同時に発生する場合と異種の重大事故が同時に発生する場合が

考えられる。 

核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失は，重大事故の発生を仮

定するグローブボックス８基の全てで同時に発生する可能性があ

り，本評価は同時発生するものとして評価した。 

    異種の重大事故の同時発生の可能性については，臨界事故

は，その要因となる外的事象及び内的事象を考慮したとしても，

発生防止対策の信頼性が十分に高く，臨界事故の発生を仮定する

機器は想定されないことから，臨界事故と本重大事故が同時に発

生することは想定されない。 

 

 (３) 重大事故の連鎖 

拡大防止対策を考慮した時のＭＯＸ粉末の状態及び核燃料物

質等を閉じ込める機能の喪失によって生ずる事故時環境を明ら

かにし，ＭＯＸ粉末の状態によって新たに連鎖して発生する重

大事故等の有無及び事故時環境が安全機能の喪失をもたらすこ

とによって連鎖して発生する重大事故等の有無を明らかにす

る。 

  ① 事故進展により自らのグローブボックスにおいて連鎖して発

生する重大事故等の特定 

非密封のＭＯＸ粉末を取り扱うグローブボックスは質量管理

により臨界管理を実施している。 
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「６．１．１．２．３（１） 重大事故の事象進展，事故規

模の分析」に記載したとおり，閉じ込める機能の喪失は新たに

ＭＯＸ粉末が搬送される事象ではなく，ＭＯＸ粉末のプルトニ

ウム富化度及び組成が変化することはない。また，ＭＯＸ粉末

は安定な酸化物であることから，溶液や気体に形態変化するこ

とはない。 

以上より，臨界事故が発生することはない。 

 

  ② 重大事故が発生したグローブボックス以外の安全機能への影

響及び連鎖して発生する重大事故等の特定 

閉じ込める機能の喪失が発生した場合の事故時環境は，「６．

１．１．２．３（１） 重大事故の事象進展，事故規模の分

析」に記載したとおりである。 

臨界に係る安全機能として，質量管理を行うための誤搬入防

止機構及び形状寸法管理を行うための，機器の形状寸法があ

る。 

誤搬入防止機構が機能喪失した場合には，核燃料物質の搬送

が停止するため，それ以上事象は進展せず，臨界事故が発生す

ることはない。 

また，形状寸法管理を行うための機器については，重大事故

の発生を仮定するグローブボックスが設置される工程室とは別

の工程室に設置されており，想定される温度，圧力等の環境条

件よりも条件が厳しくなることはない。さらに，形状寸法管理

を行うための機器については，ステンレス鋼等の材質であり，
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これらの条件によって健全性は損なわれることはないため，臨

界事故が発生することはない。 

核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失に至る要因は火災の発

生であり，既に重大事故の発生を仮定するグローブボックスに

係る設計基準対象の施設として機能を期待するグローブボック

ス温度監視装置の感知機能又はグローブボックス消火装置の消

火機能が喪失した状態を想定していることから，環境条件の温

度に着目し，火災の延焼により連鎖して他のグローブボックス

で火災が発生する可能性を評価する。 

グローブボックス缶体及び接続されているダクトは不燃性素

材であり，グローブボックスパネルは難燃性素材である。ま

た，重大事故の発生を仮定するグローブボックスの火災源鉛直

方向 2000mm（天井付近）の温度は 大 100℃であり，ここから

重大事故の発生を仮定するグローブボックスが設置される工程

室への放熱を考慮しても，当該工程室内の温度は， 大でも同

程度である。 

このため，火災の延焼により連鎖して他のグローブボックス

で核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失が発生する可能性はな

い。 

また，グローブボックス内で発生する火災により，グローブボ

ックス内温度や圧力が上昇するが，圧力はグローブボックス排気

設備への避圧等により平衡状態に達し，重大事故の発生を仮定す

るグローブボックスが設置される工程室内への温度上昇の影響は

小さく，延焼の可能性はないため，当該工程室内で火災等の事象

が連鎖して発生することはない。 
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６．１．１．２．４ 判断基準への適合性の検討 

  核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失の拡大防止対策として，火

災の消火によりＭＯＸ粉末が飛散又は漏えいすることを防止し，ダ

ンパ閉止により燃料加工建屋外への放出経路を閉止する対策及び事

故の発生以降，放射性物質の総放出量を低減する手段を整備してお

り，これらの対策について，外的事象の「地震」を要因として有効

性評価を行った。 

  地震を起因として重大事故の発生を仮定するグローブボックス内

で火災が発生し，設計基準として機能を期待するグローブボックス

温度監視装置の感知機能又はグローブボックス消火装置の消火機能

が喪失することにより火災が継続した場合，火災状況確認用温度計

により火災を検知し，遠隔消火装置を起動し，火災源に対して必要

量の消火剤を放出することにより，ＭＯＸ粉末の飛散又は漏えいの

原因となる火災を消火できることを確認した。 

  また，ＭＯＸ粉末が外部に放出される経路を遮断するために，グ

ローブボックス排風機入口手動ダンパ及び工程室排風機入口手動ダ

ンパの閉止により，燃料加工建屋外への放出経路を閉止するための

対策を実施できることを確認した。 

  これらの対策に係るアクセスルートについては，可能な限り２ル

ート確保することにより，対策を確実に実施することが可能である。 

  火災が継続した場合，火災の継続時間に比例して，外部への放射

性物質の放出量が増加することが想定される。このため，重大事故

等の対処においては，外部への放射性物質の総放出量を可能な限り

低減させる方針に基づく対策の検討の結果，火災の消火によりＭＯ
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Ｘ粉末が飛散又は漏えいすることを防止し，燃料加工建屋外への放

出経路を閉止するための対策は，地震発生後 20分で完了できる。 

  上記のとおり，確実に機能する対策手段を講ずること及びアクセ

スルートを可能な限り２ルート確保することから，対策は有効に機

能すると評価する。 

  また，事故の発生以降，事態が収束するまでの放射性物質の放出

量（セシウム－137 換算）は，約９×10-７TBq であり，放射性物質の

放出量評価に用いるパラメータの不確かさの幅を考慮しても，

100TBq を十分下回るものであって，かつ，実行可能な限り低い。ま

た，火災の発生から事態の収束までの期間における敷地境界におけ

る公衆の被ばく線量は，約５×10-5mSv である。 

  評価の条件の不確かさについて確認した結果，想定事象の違いを

考慮しても対策に影響がないこと，火災規模によらず消火が可能で

あること，地震時においても作業環境の影響を受けないこと，実施

組織要員の操作時間に与える影響はないこと及び放射性物質の総放

出量（セシウム－137 換算）への影響は小さいことを確認した。 

  以上のことから，核燃料物質等を閉じ込める機能が喪失したとし

ても，火災の消火によりＭＯＸ粉末が飛散又は漏えいすることを防

止し，燃料加工建屋外への放出経路を閉止し，事態を収束できる。

また，有効性評価で示す事態が収束するまでの放射性物質の総放出

量は，実行可能な限り低く，外部への放射性物質の異常な水準の放

出を防止することができる。 

核燃料物質等の回収及び核燃料物質等を閉じ込める機能の回復に

係る作業については，作業の着手判断が明確であること，作業実施

に対して時間的な制約はないことから，実行可能である。 
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以上より，「６．１．１．２．１(９) 判断基準」を満足する。 



 

6-53 

 

６．１．２ 閉じ込める機能の喪失の対策に必要な要員及び資源 

  閉じ込める機能の喪失の対策に必要な実施組織要員及び資源を以

下に示す。 

 (１) 必要な要員の評価 

    外的事象を想定した核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失の

拡大防止対策に必要な要員は，ＭＯＸ燃料加工施設対策班の班

員として合計 10 人である。これに対し，ＭＯＸ燃料加工施設に

おける事故対処を実施する実施組織要員は 21 人であり，対処が

可能である。なお，内的事象を要因とした場合では，外的事象

の「地震」を要因とした場合より環境条件が悪化することなく，

同人数以下で対応できる。 

 

 (２) 必要な資源の評価 

  ① 水源 

本重大事故への対処において消費する水量はなく，水源を要

しない。 

  ② 燃料 

ＭＯＸ燃料加工施設において，拡大防止対策を７日間継続し

て実施するのに必要な軽油は，合計で４ｍ3 である。また，再処

理施設において拡大防止対策に必要な軽油は，重大事故の同時発

生を考慮しても約 87ｍ3 である。これに対し，第 1 軽油貯槽及び

第２軽油貯槽に合計800ｍ3の軽油を確保していることから，外部

支援を考慮しなくても７日間の対処の継続が可能である。 

  ③ 電源 

核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失についての拡大防止対
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策に必要な負荷としては，可搬型ダストモニタの約１kＶＡ，可

搬型排気モニタリング用データ伝送装置の約 0.5kＶＡ，可搬型

排風機付フィルタユニットの約 4.8kＶＡであり，これらを使用

する場合には，燃料加工建屋可搬型発電機から給電を行う。 

上記の前提において，必要な給電容量は，可搬型排風機の起

動時を考慮しても約 37kＶＡである。 

燃料加工建屋可搬型発電機の給電容量は，約 50kＶＡであり，

必要負荷に対しての電源供給が可能である。 

 

６．２ 重大事故が同時に又は連鎖して発生した場合の対処 

「３.重大事故の発生を仮定する際の条件の設定及び重大事故

の発生を仮定する機器の特定」において示したとおり，重大事故

として特定したのは火災による閉じ込める機能の喪失のみであり，

異種の重大事故の同時発生は生じない。また，同種の重大事故の

同時発生については「６．１．１．２．２ 有効性評価の結果」

に整理した。 

連鎖して発生する重大事故の整理についても，重大事故として

特定したのは火災による閉じ込める機能の喪失のみであり，「６．

１．１．２．３ 重大事故の同時発生又は連鎖」に整理したとお

り，火災による閉じ込める機能の喪失を起因として連鎖して発生

する重大事故はない。 
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第６－１図 代替消火設備及び代替感知設備の系統概要図（外的事象の対処時）  

重大事故の発生を仮定する
グローブボックス

遠隔消火
装置

●
●
●

Ａ

●
●
●

Ａ

●
●
●

地下３階の工程室

Ｔ

工程室排気設備

窒素循環設備

可搬型グローブボックス
温度表示端末

火災状況確認用
温度表示装置

建屋排気設備より

（建屋境界）

排気筒

地下２階設置の
グローブボックス
等より

地下２階設置の
グローブボックス

等へ

地下２階設置の
グローブボックス

等より
●
●
●

●
●
●

給気設備より

盤からの
起動信号

※１：中央監視室近傍の弁操作により遠隔消火装置を起動する。
※２：遠隔消火装置の起動用配管
※３：当該弁は，通常圧力が充填されている起動用配管内の圧力を開放した場合に，自動的に開放する。
※４：火災状況確認用温度計

Ａ

(フェイル
クローズ)

地下２階
工程室等より

●
●
●

●
●
●

Ａ

●
●
●

Ａ

Ｍ
可搬型フィルタ
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可搬型排風機付
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Ｒ

※１

Ｓ

Ｓ
※１

凡例

常設重大事故等対処設備

可搬型重大事故等対処設備
（可搬型ダクト等）

（実線） 本対策に使用する設備

（破線）
本対策以外に使用する設備

接続口

排風機

高性能
エアフィルタ

ダンパ（開）

ダンパ（閉）

逆止ダンパ

ピストンダンパ

弁（開）

弁（閉）

電磁弁

温度計

モニタ

●
●
●

Ａ

Ｍ

Ｒ

Ｐ

Ｔ

自動ダンパ／
遠隔操作ダンパ 差圧計

(機器付)

風速計Ｓ

可搬型ダスト
サンプラ

グローブ
ボックス
排気設備

Ｒ

Ｐ ＰＰ

Ｐ Ｐ

Ｐ Ｐ

ＰＰ Ｐ Ｐ

※４
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第６－２図 代替消火設備及び代替感知設備の系統概要図（内的事象の対処時）  

重大事故の発生を仮定する
グローブボックス

遠隔消火
装置

●
●
●
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●
●
●
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●
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●
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工程室排気設備

窒素循環設備

可搬型グローブボックス
温度表示端末

火災状況確認用
温度表示装置

建屋排気設備より

（建屋境界）

排気筒

地下２階設置の
グローブボックス
等より

地下２階設置の
グローブボックス

等へ

地下２階設置の
グローブボックス

等より
●
●
●

●
●
●

給気設備より

盤からの
起動信号

※１：中央監視室に設置する遠隔消火装置の盤が使用できない場合は，中央監視室近傍の弁操作により遠隔消火装置を起動する。
※２：遠隔消火装置の起動用配管
※３：当該弁は，通常圧力が充填されている起動用配管内の圧力を開放した場合に，自動的に開放する。
※４：火災状況確認用温度計
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地下２階
工程室等より

●
●
●

●
●
●

Ａ

●
●
●

Ａ

Ｍ
可搬型フィルタ
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可搬型排風機付

フィルタユニット

Ｒ

※１

Ｓ

Ｓ
※１

可搬型ダスト
サンプラ

Ａ

グローブ
ボックス
排気設備

Ｒ

凡例

常設重大事故等対処設備

可搬型重大事故等対処設備
（可搬型ダクト等）

（実線） 本対策に使用する設備

（破線）
本対策以外に使用する設備

接続口

排風機

高性能
エアフィルタ

ダンパ（開）

ダンパ（閉）

逆止ダンパ

ピストンダンパ

弁（開）

弁（閉）

電磁弁

温度計

モニタ

●
●
●

Ａ

Ｍ

Ｒ

Ｐ

Ｔ

自動ダンパ／
遠隔操作ダンパ 差圧計

(機器付)

風速計Ｓ

Ｐ ＰＰ

Ｐ Ｐ

Ｐ Ｐ

ＰＰ Ｐ Ｐ

※４

※３

※２
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第６－３図 外部放出抑制設備の系統概要図（外的事象の対処時）（その１） 

 

 

重大事故の発生を仮定する
グローブボックス

遠隔消火
装置

●
●
●

Ａ

●
●
●

Ａ

地下３階の工程室

Ｔ

工程室排気設備

可搬型グローブボックス
温度表示端末

火災状況確認用
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（建屋境界）
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グローブボックス

等へ

地下２階設置の
グローブボックス

等より
●
●
●

給気設備より

盤からの
起動信号

※１～８：設計基準対象の施設と兼用する設備は，外部放出抑制設備の設計基準対象の施設と兼用一覧に示す。
※９：可搬型ダンパ出口風速計

地下２階
工程室等より

●
●
●

●
●
●

Ａ

●
●
●

Ａ

Ｍ
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Ａ
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※６
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可搬型重大事故等対処設備
（可搬型ダクト等）

（実線） 本対策に使用する設備

（破線）
本対策以外に使用する設備

接続口

排風機

高性能
エアフィルタ

ダンパ（開）

ダンパ（閉）

逆止ダンパ

ピストンダンパ

弁（開）

弁（閉）

電磁弁

温度計

モニタ

●
●
●

Ａ

Ｍ

Ｒ

Ｐ

Ｔ
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(機器付)

風速計Ｓ

Ｐ ＰＰ
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Ｐ Ｐ
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外部放出抑制設備の設計基準対象の施設と兼用一覧 

機器名 兼用する設計基準対象の施設 

※１ グローブボックス排気ダクト注 ) 

気体廃棄物の廃棄設備 グローブボックス排気設備 

（重大事故の発生を仮定するグローブボックスに係るグロー

ブボックス給気フィルタから重大事故の発生を仮定するグロ

ーブボックス及び重大事故の発生を仮定するグローブボック

スからグローブボックス排風機入口手動ダンパまでの流路） 

※２ グローブボックス給気フィルタ 

気体廃棄物の廃棄設備 グローブボックス排気設備 

（重大事故の発生を仮定するグローブボックスに係るグロー

ブボックス給気フィルタ） 

※３ グローブボックス排気フィルタ 

気体廃棄物の廃棄設備 グローブボックス排気設備 

（重大事故の発生を仮定するグローブボックスに係るグロー

ブボックス排気フィルタ） 

※４ グローブボックス排気フィルタユニット 気体廃棄物の廃棄設備 グローブボックス排気設備 

※５ 工程室排気ダクト注 ) 

気体廃棄物の廃棄設備 工程室排気設備 

（重大事故の発生を仮定するグローブボックスを設置する室

から工程室排風機入口手動ダンパまでの流路） 

※６ 工程室排気フィルタユニット 気体廃棄物の廃棄設備 工程室排気設備 

※７ グローブボックス排風機入口手動ダンパ 気体廃棄物の廃棄設備 グローブボックス排気設備 

※８ 工程室排風機入口手動ダンパ 気体廃棄物の廃棄設備 工程室排気設備 

注）流路のみを設計基準対象の施設と兼用する。 
 

第６－３図 外部放出抑制設備の系統概要図（外的事象の対処時）（その２） 
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第６－４図 外部放出抑制設備の系統概要図（内的事象の対処時）（その１） 

 

重大事故の発生を仮定する
グローブボックス

遠隔消火
装置

●
●
●

Ａ

●
●
●

Ａ

地下３階の工程室

Ｔ

工程室排気設備

可搬型グローブボックス
温度表示端末

火災状況確認用
温度表示装置

建屋排気設備より

（建屋境界）

排気筒

地下２階設置の
グローブボックス
等より

地下２階設置の
グローブボックス

等へ

地下２階設置の
グローブボックス

等より
●
●
●

給気設備より

盤からの
起動信号

※１～８：設計基準対象の施設と兼用する設備は，外部放出抑制設備の設計基準対象の施設と兼用一覧に示す。
※９：グローブボックス排気閉止ダンパ
※10：工程室排気閉止ダンパ
※11：中央監視室に設置するグローブボックス排気閉止ダンパ及び工程室排気閉止ダンパの盤が使用できない場合は，

グローブボックス排風機入口手動ダンパ及び工程室排風機入口手動ダンパを現場手動閉止する。
※12：可搬型ダンパ出口風速計

地下２階
工程室等より

●
●
●

●
●
●

Ａ

●
●
●

Ａ

Ｍ
可搬型フィルタ

ユニット
可搬型排風機付

フィルタユニット

Ｒ

※７
※11

※７
※11

※８
※11

※８
※11

※９

※９

※10

※10

※１

※５

※５

Ｓ

Ｓ

窒素循環設備

●
●
●

(フェイル
クローズ)

●
●
●

※12

※12

可搬型ダスト
サンプラ

Ａ

※１

グローブ
ボックス
排気設備

Ｒ

凡例

常設重大事故等対処設備

可搬型重大事故等対処設備
（可搬型ダクト等）

（実線） 本対策に使用する設備

（破線）
本対策以外に使用する設備

接続口

排風機

高性能
エアフィルタ

ダンパ（開）

ダンパ（閉）

逆止ダンパ

ピストンダンパ

弁（開）

弁（閉）

電磁弁

温度計

モニタ

●
●
●

Ａ

Ｍ

Ｒ

Ｐ

Ｔ

自動ダンパ／
遠隔操作ダンパ 差圧計

(機器付)

風速計Ｓ

ＰＰ Ｐ Ｐ

※１

※２

Ｐ Ｐ Ｐ

Ｐ Ｐ

Ｐ Ｐ

※３

※４

※６
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外部放出抑制設備の設計基準対象の施設と兼用一覧 

機器名 兼用する設計基準対象の施設 

※１ グローブボックス排気ダクト注 ) 

気体廃棄物の廃棄設備 グローブボックス排気設備 

（重大事故の発生を仮定するグローブボックスに係るグロ

ーブボックス給気フィルタから重大事故の発生を仮定する

グローブボックス及び重大事故の発生を仮定するグローブ

ボックスからグローブボックス排気閉止ダンパまでの流

路） 

※２ グローブボックス給気フィルタ 

気体廃棄物の廃棄設備 グローブボックス排気設備 

（重大事故の発生を仮定するグローブボックスに係るグロ

ーブボックス給気フィルタ） 

※３ グローブボックス排気フィルタ 

気体廃棄物の廃棄設備 グローブボックス排気設備 

（重大事故の発生を仮定するグローブボックスに係るグロ

ーブボックス排気フィルタ） 

※４ グローブボックス排気フィルタユニット 気体廃棄物の廃棄設備 グローブボックス排気設備 

※５ 工程室排気ダクト注 ) 

気体廃棄物の廃棄設備 工程室排気設備 

（重大事故の発生を仮定するグローブボックスを設置する

室から工程室排気閉止ダンパまでの流路） 

※６ 工程室排気フィルタユニット 気体廃棄物の廃棄設備 工程室排気設備 

※７ グローブボックス排風機入口手動ダンパ 気体廃棄物の廃棄設備 グローブボックス排気設備 

※８ 工程室排風機入口手動ダンパ 気体廃棄物の廃棄設備 工程室排気設備 

注）流路のみを設計基準対象の施設と兼用する。 

 

第６－４図 外部放出抑制設備の系統概要図（内的事象の対処時）（その２） 
  



 

6
-
6
2
 

 
第６－５図 工程室放射線計測設備の系統概要図 

  

重大事故の発生を仮定する
グローブボックス

遠隔消火
装置

●
●
●

Ａ

●
●
●

Ａ

●
●
●

地下３階の工程室

Ｔ

工程室排気設備

窒素循環設備

可搬型グローブボックス
温度表示端末

火災状況確認用
温度表示装置

建屋排気設備より

（建屋境界）

排気筒

地下２階設置の
グローブボックス
等より

地下２階設置の
グローブボックス

等へ

地下２階設置の
グローブボックス

等より
●
●
●

●
●
●

給気設備より

盤からの
起動信号

※１：測定対象室の隣室から可搬型ダストモニタ及びアルファ・ベータ線用サーベイメータにより，測定対象室内の
気相中の放射性物質の濃度を測定する。

(フェイル
クローズ)

地下２階
工程室等より

●
●
●

●
●
●

Ａ

●
●
●

Ａ

Ｍ
可搬型フィルタ

ユニット
可搬型排風機付

フィルタユニット

Ｒ

Ｓ

Ｓ

※１

可搬型ダスト
サンプラ

Ａ

グローブ
ボックス
排気設備

Ｒ

凡例

常設重大事故等対処設備

可搬型重大事故等対処設備
（可搬型ダクト等）

（実線） 本対策に使用する設備

（破線）
本対策以外に使用する設備

接続口

排風機

高性能
エアフィルタ

ダンパ（開）

ダンパ（閉）

逆止ダンパ

ピストンダンパ

弁（開）

弁（閉）

電磁弁

温度計

モニタ

●
●
●

Ａ

Ｍ

Ｒ

Ｐ

Ｔ

自動ダンパ／
遠隔操作ダンパ 差圧計

(機器付)

風速計Ｓ

ＰＰ Ｐ Ｐ

Ｐ Ｐ Ｐ

Ｐ Ｐ

Ｐ Ｐ
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第６－６図 代替グローブボックス排気設備の系統概要図（その１） 
 

重大事故の発生を仮定する
グローブボックス

遠隔消火
装置

●
●
●

Ａ

●
●
●

Ａ

●
●
●

地下３階の工程室

Ｔ

工程室排気設備

窒素循環設備

可搬型グローブボックス
温度表示端末

火災状況確認用
温度表示装置

建屋排気設備より

（建屋境界）

排気筒

地下２階設置の
グローブボックス
等より

地下２階設置の
グローブボックス

等へ

地下２階設置の
グローブボックス

等より
●
●
●

●
●
●

給気設備より

盤からの
起動信号

※１～３：設計基準対象の施設と兼用する設備は，代替グローブボックス排気設備の設計基準対象の施設と兼用一覧に示す。
※４：可搬型排風機付フィルタユニットは，代替電源設備の給電により運転する。

Ａ

(フェイル
クローズ)

地下２階
工程室等より

●
●
●

●
●
●

Ａ

●
●
●

Ａ

Ｍ
可搬型フィルタ

ユニット
可搬型排風機付

フィルタユニット

Ｒ

グローブ
ボックス
排気設備

Ｒ

※１

※１

※４

Ｓ

Ｓ

可搬型ダスト
サンプラ※１

凡例

常設重大事故等対処設備

可搬型重大事故等対処設備
（可搬型ダクト等）

（実線） 本対策に使用する設備

（破線）
本対策以外に使用する設備

接続口

排風機

高性能
エアフィルタ

ダンパ（開）

ダンパ（閉）

逆止ダンパ

ピストンダンパ

弁（開）

弁（閉）

電磁弁

温度計

モニタ

●
●
●

Ａ

Ｍ

Ｒ

Ｐ

Ｔ

自動ダンパ／
遠隔操作ダンパ 差圧計

(機器付)

風速計Ｓ

ＰＰ Ｐ Ｐ

※１

※２

Ｐ Ｐ Ｐ

※３

Ｐ Ｐ

Ｐ Ｐ
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代替グローブボックス排気設備の設計基準対象の施設と兼用一覧 

機器名 兼用する設計基準対象の施設 

※１ グローブボックス排気ダクト注 ) 

気体廃棄物の廃棄設備 グローブボックス排気設備 

（重大事故の発生を仮定するグローブボックスに係るグロー

ブボックス給気フィルタから重大事故の発生を仮定するグロ

ーブボックス及び重大事故の発生を仮定するグローブボック

スから可搬型ダクトとの接続口までの流路） 

※２ グローブボックス給気フィルタ注 ) 

気体廃棄物の廃棄設備 グローブボックス排気設備 

（重大事故の発生を仮定するグローブボックスに係るグロー

ブボックス給気フィルタ） 

※３ グローブボックス排気フィルタ注 ) 

気体廃棄物の廃棄設備 グローブボックス排気設備 

（重大事故の発生を仮定するグローブボックスに係るグロー

ブボックス排気フィルタ） 

注）流路のみを設計基準対象の施設と兼用する。 

 

 

 

第６－６図 代替グローブボックス排気設備の系統概要図（その２） 
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第６－７図 「核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失」の拡大防止対策のアクセスルート 

（燃料加工建屋 地下３階） 

は核不拡散上の観点から公開できません 
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第６－８図 「核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失」の拡大防止対策のアクセスルート 

（燃料加工建屋 地下２階）

は核不拡散上の観点から公開できません 
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第６－９図 「核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失」の拡大防止対策のアクセスルート 

（燃料加工建屋 地下１階）  

は核不拡散上の観点から公開できません 
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第６－10 図 「核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失」の拡大防止対策のアクセスルート 

（燃料加工建屋 地上１階） 

は核不拡散上の観点から公開できません 
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第６－11 図 「核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失」の対策の手順の概要（消火）  

※１
火災状況確認用温度計の指示値が60℃以上で
あることを確認した場合に火災と判断する。

※２
火災状況確認用温度計の指示値が60℃未満で
あることを確認した場合に火災の消火成功を
判断する。

※３
火災状況確認用温度計により，状態を監視す
る。

※４
火災状況確認用カメラ及び可搬型火災状況監
視端末が使用可能な場合は，グローブボック
ス内の状況確認結果を参考に，火災又は火災
の消火を判断する。

：操作及び確認

：判断

：監視

：発生防止対策

：拡大防止対策

凡例

Yes

消火完了
状態監視 ※３

火災の消火の成否判断
※２，４

グローブボックス温度監視装置の
感知機能又はグローブボックス
消火装置の消火機能の喪失

火災状況確認用温度表示装置
によるグローブボックス内の

温度の確認

安全機能の喪失

Yes No

火災状況確認用温度表示装置の
健全性確認及び

安全系監視制御盤の状況確認

可搬型グローブボックス温度
表示端末による

グローブボックス内温度の確認

火災状況確認用温度表示装置
によるグローブボックス内の

温度の確認

火災の判断及び
火災の消火の実施判断

※１，４

遠隔消火装置による消火
（中央監視室での盤操作）

中央監視室からの遠隔消火装置起
動のための盤の健全性の確認

遠隔消火装置による消火
（中央監視室近傍での弁操作）

火災状況確認用温度表示装置
によるグローブボックス内の

温度の確認

火災の消火の成否判断
※２，４

消火完了
状態監視 ※３

火災の判断及び
火災の消火の実施判断

※１，４

消火完了
状態監視 ※３

火災の消火の成否判断
※２，４

可搬型グローブボックス温度
表示端末によるグローブ
ボックス内の温度の確認

遠隔消火装置による消火
（中央監視室での盤操作）

中央監視室からの遠隔消火装置起
動のための盤の健全性の確認

遠隔消火装置による消火
（中央監視室近傍での弁操作）

可搬型グローブボックス温度
表示端末によるグローブ
ボックス内の温度の確認

火災の消火の成否判断
※２，４

消火完了
状態監視 ※３

YesNo No

火災の確認・消火の着手判断
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第６－12 図 「核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失」の対策の手順の概要（放出防止） 

安全機能の喪失

：操作及び確認

：判断

：監視

：発生防止対策

：拡大防止対策

凡例

Yes No

動力電源の遮断
※１

停止・遮断の着手判断
及び実施判断

全工程の停止
※１

全送排風機の停止
※１，２

閉じ込め完了
状態監視 ※８

閉じ込め完了
状態監視 ※８

※１
全交流電源が喪失している場合は，全送排風
機の停止，全工程の停止及び動力電源の遮断
の状態を確認する。

※２
全送排風機の停止が完了した場合は，燃料加
工建屋外への放出経路を閉止するため，拡大
防止対策の手順に移行し，グローブボックス
排気経路上及び工程室排気経路上に設置する
ダンパを閉止する。

※３
発生防止対策の「全送排風機の停止」の完了
後に実施する。

※４
グローブボックス排気閉止ダンパ及び工程室
排気閉止ダンパの閉止を実施する（中央監視
室）。

※５
グローブボックス排風機入口手動ダンパ及び
工程室排風入口手動ダンパの閉止を実施する
（排風機室）。

※６
中央監視室の盤より，グローブボックス排気
閉止ダンパ及び工程室排気閉止ダンパの状態
表示を確認し，閉じ込め成功を判断する。

※７
排風機室のグローブボックス排風機及び工程
室排風機の出口側のダクトに可搬型ダンパ出
口風速計を接続し，ダンパ閉止により，ダク
ト内に気流がないことを確認し，閉じ込め成
功を判断する。

※８
可搬型ダンパ出口風速計により，状態を監視
する。

全送排風機停止の確認

閉じ込めの成否判断
※６

ダンパの閉止
（排風機室での現場操作）

※３，５

閉じ込めの成否判断
※７

ダンパ閉止のための
盤の健全性の確認
（中央監視室）

排風機室への移動

ダンパの閉止
（中央監視室での遠隔操作）

※３，４

全送排風機停止の確認

グローブボックス温度監視装置の
感知機能又はグローブボックス

消火装置の消火機能の喪失

停止・遮断完了

ダンパ閉止の着手判断
及び実施判断
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第６－13 図 「核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失」の対策の手順の概要 

（核燃料物質等の回収及び核燃料物質等を閉じ込める機能の回復）  

核燃料物質等の回収の
着手判断
※１

※１
重大事故の発生を仮定するグローブボックス
内の火災の消火及び燃料加工建屋外への放出
経路を閉止するための対策が完了後，工程室
内の雰囲気が安定した状態であると推定した
場合。

※２
可搬型ダストサンプラ及びアルファ・ベータ
線用サーベイメータにより，工程室内の放射
性物質濃度を測定し，工程室内の雰囲気が安
定した状態であることを確認した場合に実施
する。

※３
可搬型工程室監視カメラが使用可能な場合は，
工程室内等に飛散又は漏えいしたＭＯＸ粉末
の状況を確認し，回収作業の参考にする。

※４
核燃料物質等の回収の対象は，工程室内に漏
えいしたＭＯＸ粉末とし，除染作業について
は，ＭＯＸ燃料加工施設の復旧として対応す
る。

※５
核燃料物質等の回収において，可搬型ダスト
サンプラ及びアルファ・ベータ線用サーベイ
メータにより，工程室内の放射性物質濃度を
測定し，工程室内の雰囲気が安定した状態で
あることを確認した場合。

※６
工程室内に気流が発生したことを確認し，グ
ローブボックス排気設備の排気機能の回復を
判断する。

※７
可搬型排気モニタリング設備可搬型ダストモ
ニタにより，状態を監視する。

核燃料物質の回収
※４

：操作及び確認

：判断

：監視

：拡大防止対策

凡例

回収完了

核燃料物質等の回収の実施判断
※２，３

地下３階の状況確認

可搬型ダストサンプラ及び
アルファ・ベータ線用

サーベイメータの健全性の確認

資機材の確認，運搬及び設置

可搬型ダストサンプラの設置，捕
集及びアルファ・ベータ線用
サーベイメータによる測定

回復完了
状態監視 ※７

閉じ込める機能の回復の
着手判断及び実施判断

※５

可搬型排風機付フィルタ
ユニット等の健全性の確認，

運搬及び接続
（排風機室）

回復の成否判断
※６

可搬型排風機付フィルタ
ユニットの起動
（排風機室）

グローブボックス排気経路の確認
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第６－14 図 重大事故対処におけるタイムチャート（外的事象を起因とした場合） 
 

 

 

 

 

1 － 体制移行

1 －

1 －

1 －

伝令 8

移動時間含む

燃料加工建屋外へ

の放出経路の閉止

可搬型ダンパ出口風速計の設置,測定
ＭＯＸ燃料加工施設

対策班４,５班

拡大防止

火災状況確認

及び消火

4

伝送開始まで

適宜温度を確

認する。

2

0:10

※１：重大事故における拡大防止対策に必要な要員は，外的事象の「地震」を要因とした場合，ＭＯＸ燃料加工施設対策班の班員の10名である。

7

伝送開始まで

適宜風速を確

認する。

発生防止

2 0:35

2

ＭＯＸ燃料加工施設

対策班７班

グローブボックス排風機入口手動ダンパの現場

手動閉止（B1F 排風機室）

ＭＯＸ燃料加工施設

対策班４班

全工程の停止，火災源を有する機器の動力電源

の遮断（中央監視室）又は状態の確認

5

1

6

3
可搬型グローブボックス温度表示端末の運搬，

接続及び確認（1F 中央監視室）

ＭＯＸ燃料加工施設

対策班３班
2

4
遠隔消火装置の遠隔手動起動（1F 中央監視室近

傍）

ＭＯＸ燃料加工施設

対策班１班

ＭＯＸ燃料加工施設対策班長

ＭＯＸ燃料加工施設現場管理者

ＭＯＸ燃料加工施設情報管理班長

体制移行の伝令（PA建屋⇔AG建屋）

0:102
ＭＯＸ燃料加工施設

対策班５班

工程室排風機入口手動ダンパの現場手動閉止

（B1F 排風機室）
移動時間含む

－ －

実施責任者（再処理）

0:05

2

全送排風機の停止（中央監視室）又は状態の確

認

0:10

0:05

0:05
ＭＯＸ燃料加工施設

対策班１班
2

ＭＯＸ燃料加工施設

対策班２班
2

0:05

対策 作業番号 作業 作業班
要員数

※１

所要時間

（時：分）

経過時間（時：分）

備　考
▽地震発生

↓地震による不感時間

▽火災確認
0:10 0:20 0:30 0:40 0:50 1:00 1:10 1:20 1:30 1:40 1:50 2:00 2:10

３班

４班

７班

４,５班

１班

５班

▽事象発生（全交流電源喪失・火災発生）

▽伝送開始

▽伝送開始

１班

２班
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第６－15 図 重大事故対処におけるタイムチャート（内的事象を起因とした場合） 
  

1 －

1 －

1 －

1 －

経過時間（時：分）

全工程の停止，火災源を有する機器の動力電源

の遮断（中央監視室）

ＭＯＸ燃料加工施設

対策班２班

ＭＯＸ燃料加工施設

対策班１班
2

2

火災状況確認

及び消火

3
安全系監視制御盤の状況及び火災状況確認用温

度表示装置の確認（1F 中央監視室）

ＭＯＸ燃料加工施設

対策班３班
2 0:03

0:03

備　考

発生防止

1 全送排風機の停止（中央監視室）

要員数

※２

拡大防止

4 遠隔消火装置の遠隔手動起動（1F 中央監視室）
ＭＯＸ燃料加工施設

対策班１班
2 0:01

0:01

ＭＯＸ燃料加工施設情報管理班長

—

実施責任者（再処理）

ＭＯＸ燃料加工施設対策班長

ＭＯＸ燃料加工施設現場管理者
－

0:03

2

対策 作業番号 作業 作業班
所要時間

（時：分）

5

グローブボックス排気閉止ダンパ及び工程室排

気閉止ダンパの遠隔手動閉止（1F　中央監視
室）

※２：重大事故における拡大防止対策に必要な要員は，内的事象を要因とした場合，ＭＯＸ燃料加工施設対策班の班員の８名である。

2

燃料加工建屋外へ

の放出経路の閉止

ＭＯＸ燃料加工施設

対策班４班

移動時間含む6 可搬型ダンパ出口風速計の設置,測定
ＭＯＸ燃料加工施設

対策班４,５班
4 0:13

１班

▽火災確認
0:10 0:20 0:30 0:40 0:50 1:00 1:10 1:20 1:30 1:40 1:50 2:00 2:10

１班

２班

▽体制移行

４,５班

３班

４班
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第６－16 図 重大事故対処におけるタイムチャート 

（核燃料物質等の回収及び核燃料物質等を閉じ込める機能の回復） 

火災の消火及び燃料加工建屋外への放出経路を閉止するための対策の完了後，工程室内の雰囲気が安定するまで，約4時間から24時間かかると考えられる。

注）核燃料物質等の回収及び核燃料物質等を閉じ込める機能の回復は，重大事故の発生を仮定するグローブボックスに係る核燃料物質等の飛散又は漏えいの原因となる火災の消火及び燃料加工建屋外への放出経路を閉止するための対策の完了後に実施し， ＭＯＸ粉末を外部へ放出する駆動力がなく，

　  外部への放出経路が閉止された状態であり，事象進展を伴うものではないため，作業時間に制限はない。

－

適宜測定

1:30

所要時間

（時：分）
作業 作業班

核燃料物質等の回収 2

核燃料物質等を

閉じ込める機能の回復

対策

ＭＯＸ燃料加工施設

対策班３,４,５班

1

地下３階の状況確認,可搬型ダストサンプラの運

搬,設置,起動,測定及び沈降確認（地下３階廊下

又は工程室）

作業番号

3

ウエス等の資機材の確認,運搬，設置

（地下３階廊下）

ＭＯＸ燃料加工施設

対策班

核燃料物質等の回収（地下３階工程室）
ＭＯＸ燃料加工施設

対策班

9:30

可搬型排風機付フィルタユニット及び可搬型

フィルタユニットの運搬,設置,グローブボック

ス排気系の状況確認及び起動（地下１階排風機

室）

要員数

4 6

ＭＯＸ燃料加工施設

対策班
－

－

－

－

備　考▽回復着手判断（可搬型ダストサンプラにより，工程室内の雰囲気が安定した状態を確認）

1:00 2:00 3:00 4:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00

▽回収着手判断

0:00

回収実施判断▽
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第６－17図 核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失のフォールトツリー分析（１／７）  

グローブボックス内
の火災の継続

グローブボックス内
の空気雰囲気化

引火点に達した
可燃物の漏えい

着火源
グローブボックス温
度監視装置の機能

喪失

グローブボックス消
火装置の機能喪失

グローブボックス内
の火災の発生

１ ２ ３ ４ ５

ＡＮＤゲート

ＯＲゲート

トランスファー記号

※１ 動的機器の多重故障
※２ 地震による機能喪失

※１，※２ ※２

※１，※２ ※１，※２

④

火災の感知・消火機
能の喪失

※１，※２

③

凡例
火災による閉じ込める機能の喪失の
発生防止対策
①動力電源の遮断
②全送排風機の停止

火災による閉じ込める機能の喪失の
拡大防止対策
③核燃料物質等の飛散又は漏えいの
原因となる火災の消火
④MOX燃料加工建屋外への放出経路
の閉止

外部への放出経路
の存在

② ①

核燃料物質等を閉じ
込める機能の喪失

①
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第６－17図 核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失のフォールトツリー分析（２／７）  

グローブボックス内
の空気雰囲気化

１

窒素循環ファ
ンの故障

※１ 動的機器の多重故障
※２ 地震による機能喪失

※１，※２

グローブボッ
クス排風機の

稼働

グローブボックス内の過
負圧による自力式吸気
弁「開」による空気流入

グローブボックス内
への空気の流入

窒素循環ライ
ンの破損

グローブボッ
クス排風機の

稼働

※２※１，※２

ＡＮＤゲート

ＯＲゲート

トランスファー記号

凡例
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第６－17図 核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失のフォールトツリー分析（３／７） 
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第６－17図 核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失のフォールトツリー分析（４／７） 
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第６－17図 核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失のフォールトツリー分析（５／７） 
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第６－17図 核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失のフォールトツリー分析（６／７） 
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第６－17図 核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失のフォールトツリー分析（７／７） 
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第６－18 図 グローブボックス内温度推移  

初期温度

時間(min)
０

火災発生
20
消火

温度(℃)

注）左図は，火災試験の結果に
基づくグローブボックス内で
の潤滑油火災発生時のグロー
ブボックス内温度推移の概念
図である。なお，火災試験に
おいて，最も高い温度を示し
た火災源直上350㎜での最大
温度は450℃以下であった。
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第６－19 図 グローブボックス内圧力推移 

  

初期圧力

時間(min)
０

火災発生

平衡圧力

圧力(Pa)

20
消火

＋10Pa～＋600Pa※

※火災源により平衡圧力が異なる。
また，本評価値は，設計上の漏え
い率をグローブボックス隙間長さ
に換算し，さらに隙間を10倍と仮
定したもの。

火災直後に平衡圧力に達する
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第６－20 図 工程室内圧力推移 

  

初期圧力

時間(min)
０

火災発生

平衡圧力

圧力(Pa)

20
消火

＋数Pa～＋200Pa※

※火災源により平衡圧力が異なる。
外部への放出へ繋がる経路として
工程室排気系のみを考慮した場合。

火災直後に平衡圧力に達する
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第６－21 図 グローブボックス排気ダクト内の流速推移 

  

時間(min)

流速(ｍ/s)

０
火災発生

20
ダンパ閉止地震発生

通常時流速：10～15ｍ/ｓ

体積膨張による流速：
約0.2ｍ/ｓ～約1.4ｍ/ｓ※

※火災源により平衡圧力が異なる。
また，本評価値は，設計上の漏え
い率をグローブボックス隙間長さ
に換算し，さらに隙間を10倍と仮
定したもの。
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第６－22 図 工程室排気ダクト内の流速推移 
 

時間(min)

流速(ｍ/s)

０
火災発生

20
ダンパ閉止地震発生

通常時流速：10～15ｍ/ｓ

体積膨張による流速：
約0.2ｍ/ｓ～約1.4ｍ/ｓ※

※火災源により平衡圧力が異なる。
外部への放出へ繋がる経路として
工程室排気系のみを考慮した場合。



 

6-87 

 

 
火災影響を受ける放射性物質量 

プルトニウム－238：４×1015Bq 

プルトニウム－239：２×1014Bq 

プルトニウム－240：４×1014Bq 

プルトニウム－241：８×1016Bq 

アメリシウム－241：９×1014Bq 

放射性物質放出量 

プルトニウム－238：７×104Bq 

プルトニウム－239：４×103Bq 

プルトニウム－240：７×103Bq 

プルトニウム－241：２×106Bq 

アメリシウム－241：２×104Bq 

放射性物質のグローブボックス気相中

への移行  移行割合：１％/h※１ 

グローブボックス排気設

備を経由する場合の高性

能エアフィルタの除去効

率：99.9999999％ 

経路上のダクトへの沈着割合：90％ 

グローブボックス給気側の

高性能エアフィルタ及び工

程室排気設備の高性能エア

フィルタを経由する場合の

除去効率：99.99999％ 

工程室排気設備を経由する場

合の高性能エアフィルタの除

去効率：99.999％ 

地上放散 

※１：火災源により移行が継続する時間

が異なる。 

第６－23 図 放射性物質の外部への放出過程 

経路への移行

割合：約 25% 

経路への移行

割合：約 74% 

経路への移行

割合：約１% 
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第６－１表 重大事故の発生を仮定するグローブボックス一覧 

 

部屋名称 グローブボックス名称 

粉末調整第２室 予備混合装置グローブボックス 

粉末調整第５室 
均一化混合装置グローブボックス 

造粒装置グローブボックス注） 

粉末調整第７室 回収粉末処理・混合装置グローブボックス 

ペレット加工第１室 

添加剤混合装置Ａグローブボックス 

プレス装置Ａ（プレス部）グローブボックス 

添加剤混合装置Ｂグローブボックス 

プレス装置Ｂ（プレス部）グローブボックス 

 

      注）：火災源となる潤滑油を内包する機器が２箇所存在する。 



6-89 

第６－２表 「核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失」に対処する 

設備(１／２) 
 

  

設備名称 構成する機器 火災の消火 放出経路の閉止
核燃料物質等の

回収
閉じ込める機能の

回復

代替消火設備 遠隔消火装置 〇 × × ×

火災状況確認用温度計 〇 × × ×

火災状況確認用温度表示装置 〇 × × ×

可搬型グローブボックス温度表示端末 〇 × × ×

グローブボックス排気ダクト※１ × 〇 × 〇

グローブボックス給気フィルタ※１ × 〇 × 〇

グローブボックス排気フィルタ※１ × 〇 × 〇

グローブボックス排気フィルタユニット※１ × 〇 × ×

工程室排気ダクト※１ × 〇 × ×

工程室排気フィルタユニット※１ × 〇 × ×

グローブボックス排風機入口手動ダンパ※１ × 〇 × ×

工程室排風機入口手動ダンパ※１ × 〇 × ×

グローブボックス排気閉止ダンパ × 〇 × ×

工程室排気閉止ダンパ × 〇 × ×

可搬型ダンパ出口風速計 × 〇 × ×

重大事故の発生を仮定するグローブボックス※１※２ × 〇 × 〇

可搬型ダストサンプラ × × 〇 ×

アルファ・ベータ線用サーベイメータ × × 〇 ×

グローブボックス排気ダクト※１ × 〇 × 〇

グローブボックス給気フィルタ※１ × 〇 × 〇

グローブボックス排気フィルタ※１ × 〇 × 〇

可搬型排風機付フィルタユニット × × × 〇

可搬型フィルタユニット × × × 〇

可搬型ダクト × × × 〇

重大事故の発生を仮定するグローブボックス※１※２ × 〇 × 〇

設備 核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失の拡大防止対策

※１：設計基準対象の施設と兼用
※２：予備混合装置グローブボックス，均一化混合装置グローブボックス，造粒装置グローブボックス，回収粉末処理・混合装置グローブボックス，添加剤混合装置Ａグローブボック
ス，プレス装置Ａ（プレス部）グローブボックス，添加剤混合装置Ｂグローブボックス及びプレス装置Ｂ（プレス部）グローブボックス

工程室放射線
計測設備

代替火災感知
設備

外部放出抑制
設備

代替グローブ
ボックス排気
設備
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第６－２表 「核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失」に対処する 

設備(２／２) 
 

 

 
 

設備名称 構成する機器 火災の消火 放出経路の閉止
核燃料物質等の

回収
閉じ込める機能の

回復

受電開閉設備 〇 〇 × ×

受電変圧器 〇 〇 × ×

6.9ｋＶ運転予備用主母線 〇 〇 × ×

6.9ｋＶ常用主母線 〇 〇 × ×

6.9ｋＶ運転予備用母線 〇 × × ×

6.9ｋＶ常用母線 〇 × × ×

6.9ｋＶ非常用母線 × 〇 × ×

460Ｖ運転予備用母線 〇 × × ×

460Ｖ常用母線 〇 × × ×

460Ｖ非常用母線 × 〇 × ×

燃料加工建屋可搬型発電機 × × × 〇

可搬型電源ケーブル × × × 〇

可搬型分電盤 × × × 〇

第１軽油貯槽 × × × 〇

第２軽油貯槽 × × × 〇

軽油用タンクローリ × × × 〇

代替モニタリン
グ設備

可搬型排気モニタリング設備
可搬型ダストモニタ

× × × 〇

代替試料分析
関係設備

可搬型放出管理分析設備
可搬型放射能測定装置

× × × 〇

設備 核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失の拡大防止対策

補機駆動用燃料
補給設備

代替電源設備

受電開閉設備

高圧母線

低圧母線
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第６－３表 核燃料物質等の飛散又は漏えいの原因となる火災を消火するための手順と重大事故等対処施設(１／２) 

 判断及び操作 手順 
重大事故等対処施設 

常設重大事故等対処設備 可搬型重大事故等対処設備 

（１） 
火災の消火の着手

判断 

 設計基準対象の施設として機能を期待するグローブボッ

クス温度監視装置の感知機能又はグローブボックス消火

装置の消火機能の機能喪失を確認した場合，ＭＯＸ粉末

の飛散又は漏えいの原因となる火災を消火するため手順

に着手し，以下の（２）に移行する。 

－ － 

（２） 
火災状況確認の準

備 

 中央監視室にある火災状況確認用温度計に接続された火

災状況確認用温度表示装置の健全性を確認する。 

 火災状況確認用温度表示装置が使用できない場合は，中

央監視室にある火災状況確認用温度計に，可搬型グロー

ブボックス温度表示端末を接続する。 

 火災状況確認用温度

表示装置 

 火災状況確認用温度

計 

 可搬型グローブボック

ス温度表示端末 

（３） 
火災の判断及び消

火の実施判断 

 火災状況確認用温度表示装置により，重大事故の発生を

仮定するグローブボックス内の温度を確認する。火災源

近傍の温度指示値が60℃以上の場合に火災が発生してい

ると判断し，直ちに火災の消火を判断し，以下の(４)へ

移行する。 

 火災状況確認用温度表示装置が使用できない場合は，可

搬型グローブボックス温度表示端末により，重大事故の

発生を仮定するグローブボックス内の温度を確認し，火

災源近傍の温度指示値が60℃以上の場合に火災が発生し

ていると判断し，直ちに火災の消火を判断し，以下の

(４)へ移行する。 

 火災状況確認用温度

計 

 火災状況確認用温度

表示装置 

 可搬型グローブボック

ス温度表示端末 
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第６－３表 核燃料物質等の飛散又は漏えいの原因となる火災を消火するための手順と重大事故等対処施設(２／２) 

 

  

 判断及び操作 手順 
重大事故等対処施設 

常設重大事故等対処設備 可搬型重大事故等対処設備 

（４） 火災の消火の実施 

 中央監視室に設置する遠隔消火装置の盤の手動操作に

より，火災と判断したグローブボックスへ消火剤（ハ

ロゲン化物消火剤）を放出できない場合は，中央監視

室近傍に設置する遠隔消火装置の弁の手動操作によ

り，火災と判断したグローブボックスへ消火剤（ハロ

ゲン化物消火剤）を放出する。 

 遠隔消火装置 － 

（５） 
火災の消火の成否

判断 

 火災状況確認用温度表示装置により，火災が発生した

グローブボックス内の火災源近傍温度が 60℃未満であ

り，安定していることを確認し，グローブボックス内

の火災が消火されていると判断する。 

 火災状況確認用温度表示装置が使用できない場合は，

可搬型グローブボックス温度表示端末により，火災が

発生したグローブボックス内の火災源近傍温度が 60℃

未満であり，安定していることを確認し，グローブボ

ックス内の火災が消火されていると判断する。 

 火災状況確認用温度表

示装置 

 火災状況確認用温度計 

 可搬型グローブボック

ス温度表示端末 
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第６－４表 燃料加工建屋外への放出経路を閉止するための手順と重大事故等対処施設(１／２) 

  

 判断及び操作 手順 
重大事故等対処施設 

常設重大事故等対処設備 可搬型重大事故等対処設備 

（１） 

燃料加工建屋外へ

の排気経路の閉止

の着手判断 

 設計基準対象の施設として機能を期待するグローブボ

ックス温度監視装置の感知機能又はグローブボックス

消火装置の消火機能の喪失を確認した場合，放射性物

質の放出を抑制するための手順に着手し，以下の

（２）に移行する。 

－ － 

（２） 

燃料加工建屋外へ

の排気経路の閉止

の実施判断 

 中央監視室に設置するダンパの遠隔閉止をするための

盤が健全である場合，全送排風機の停止を確認後に，

グローブボックス排気閉止ダンパ及び工程室排気閉止

ダンパの遠隔閉止の実施を判断し，以下の（３）へ移

行する。 

 中央監視室に設置するダンパの遠隔閉止をするための

盤の健全性が確認できない場合，グローブボックス排

風機入口手動ダンパ及び工程室排風機入口手動ダンパ

の閉止の実施を判断し，以下の（３）へ移行する。 

－ － 

（３） 

燃料加工建屋外へ

の排気経路の閉止

の実施 

 中央監視室から遠隔閉止操作によりグローブボックス

排気閉止ダンパ及び工程室排気閉止ダンパを閉止し，

排気経路を閉止する。 

 中央監視室に設置するダンパの遠隔閉止をするための

盤の健全性が確認できない場合，排風機室から手動閉

止操作により，グローブボックス排風機入口手動ダン

パ及び工程室排風機入口手動ダンパの閉止を実施し，

排気経路を閉止する。 

 グローブボックス排気

閉止ダンパ 

 工程室排気閉止ダンパ 

 グローブボックス排風

機入口手動ダンパ 

 工程室排風機入口手動

ダンパ 

 グローブボックス排気

ダクト 

 工程室排気ダクト 

－ 
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第６－４表 燃料加工建屋外への放出経路を閉止するための手順と重大事故等対処施設(２／２) 

 

  

 判断及び操作 手順 
重大事故等対処施設 

常設重大事故等対処設備 可搬型重大事故等対処設備 

（４） 

燃料加工建屋外へ

の排気経路の閉止

の成否判断 

 可搬型ダンパ出口風速計をグローブボックス排風機及

び工程室排風機の下流側ダクトに接続する。 

 可搬型ダンパ出口風速計により，グローブボックス排

風機及び工程室排風機の下流側ダクト内に有意な風速

がないことを確認することにより，燃料加工建屋外へ

の排気経路が閉止されていると判断する。 

 排気経路の閉止後は，ダクト内の風速の監視を継続す

る。 

－  可搬型ダンパ出口風速

計 
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第６－５表 核燃料物質等を回収するための手順と重大事故等対処施設(１／２) 

 判断及び操作 手順 
重大事故等対処施設 

常設重大事故等対処設備 可搬型重大事故等対処設備 

（１） 
核燃料物質等の回

収の着手判断 

 重大事故の発生を仮定するグローブボックス内の消火及

び燃料加工建屋外への放出経路を閉止するための対策が

完了し，時間経過により重大事故の発生を仮定するグロ

ーブボックスが設置される工程室内の雰囲気が安定した

状態であると推定される場合に，核燃料物質等の回収の

着手を判断し，以下の（２）へ移行する。 

－ － 

（２） 
ＭＯＸ粉末の漏え

い状況の確認 

 可搬型ダストサンプラにより，当該工程室内の気相中の

ＭＯＸ粉末を捕集し，アルファ・ベータ線用サーベイメ

ータにより，放射性物質濃度を測定する。 

－ 

 可搬型ダストサンプラ 

 アルファ・ベータ線用

サーベイメータ 

（３） 
核燃料物質等の回

収の実施判断 

 可搬型ダストサンプラ及びアルファ・ベータ線用サーベ

イメータにより，当該工程室内の雰囲気が安定した状態

であることを確認し，核燃料物質等を閉じ込める機能の

回復の完了をもって，当該工程室に漏えいしたＭＯＸ粉

末の回収の実施を判断し，以下の（４）へ移行する。 

－ 

 可搬型ダストサンプラ 

 アルファ・ベータ線用

サーベイメータ 

 

  



 

 

6
-
9
6
 

第６－５表 核燃料物質等を回収するための手順と重大事故等対処施設(２／２) 

 判断及び操作 手順 
重大事故等対処施設 

常設重大事故等対処設備 可搬型重大事故等対処設備 

（４） 
核燃料物質等の回

収の実施 

 ＭＯＸ粉末の気相中への舞い上がりに注意しウエス等の

資機材により，ＭＯＸ粉末を回収する。 
－ － 
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第６－６表 核燃料物質等を閉じ込める機能を回復するための手順と重大事故等対処施設(１／２) 

 判断及び操作 手順 
重大事故等対処施設 

常設重大事故等対処設備 可搬型重大事故等対処設備 

（１） 

核燃料物質等を閉

じ込める機能の回

復の着手判断 

 可搬型ダストサンプラ及びアルファ・ベータ線用サーベ

イメータにより，重大事故の発生を仮定するグローブボ

ックスが設置される工程室内の雰囲気が安定した状態で

あることを確認した後，核燃料物質等を閉じ込める機能

の回復の着手を判断し，以下の（２）へ移行する。 

－ － 

（２） 

核燃料物質等を閉

じ込める機能の回

復の準備 

 可搬型排風機付フィルタユニット，可搬型フィルタユニ

ット及び可搬型ダクトを排風機室のグローブボックス排

気ダクトに接続する。 

 燃料加工建屋可搬型発電機から可搬型排風機付フィルタ

ユニットに給電する。 

 グローブボックス排

気ダクト 

 可搬型排風機付フィル

タユニット 

 可搬型フィルタユニッ

ト 

 可搬型ダクト 

 燃料加工建屋可搬型発

電機 

 可搬型電源ケーブル 

 可搬型分電盤 

（３） 

核燃料物質等を閉

じ込める機能の回

復の実施判断 

 準備が整い次第，可搬型排風機付フィルタユニットの起

動を判断し，以下の（４）へ移行する。 
－ － 
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第６－６表 核燃料物質等を閉じ込める機能を回復するための手順と重大事故等対処施設(２／２) 

 判断及び操作 手順 
重大事故等対処施設 

常設重大事故等対処設備 可搬型重大事故等対処設備 

（４） 

核燃料物質等を閉

じ込める機能の回

復の実施 

 可搬型排風機付フィルタユニットの排風機を起動す

る。 

 グローブボックス排

気ダクト 

 可搬型排風機付フィル

タユニット 

 可搬型フィルタユニッ

ト 

 可搬型ダクト 

 燃料加工建屋可搬型発

電機 

 可搬型電源ケーブル 

 可搬型分電盤 

（５） 

核燃料物質等を閉

じ込める機能の回

復の成否判断 

 当該工程室内に気流が発生したことを確認し，グローブ

ボックス排気設備の排気機能の回復を判断する。 

 可搬型排気モニタリング設備可搬型ダストモニタによ

り，可搬型ダクトからの排気をサンプリングし，外部へ

放出される放射性物質濃度を監視する。この際，指示値

に異常があった場合には，作業を中断するとともに，直

ちに可搬型排風機付フィルタユニットを停止する。 

 可搬型排風機付フィルタユニット及び可搬型フィルタユ

ニットに付属する差圧計によりフィルタ差圧の監視を行

う。 

－ 

 可搬型排気モニタリン

グ設備可搬型ダストモ

ニタ 
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第６－７表 重大事故の発生を仮定するグローブボックス内のＭＯＸ粉末量 

グローブボックス名称 

グローブボックス

内のプルトニウム

重量 

（㎏･Ｐｕ） 

火災影響を受けるＭＯＸ粉末量※１ 

グローブボックスで

一度に取り扱う可能

性がある容器 

容器内ＭＯＸ重量 

（kg･ＭＯＸ） 

容器内プルトニウ

ム富化度 

（％） 

容器内プルトニ

ウム重量 

（kg･Ｐｕ） 

予備混合装置グローブボックス 46.0 J60 65 33 18.9 

均一化混合装置グローブボックス 90.5 J85 90 18 14.3 

造粒装置グローブボックス 20.3 J85 90 18 14.3 

回収粉末処理・混合装置 

グローブボックス※２ 
54.1 

J60 

J85 

65 

90 

33 

18 

18.9 

14.3 

添加剤混合装置Ａ 

グローブボックス 
33.0 J85 90 18 14.3 

プレス装置Ａ（プレス部） 

グローブボックス 
38.9 J85 90 18 14.3 

添加剤混合装置Ｂ 

グローブボックス 
33.0 J85 90 18 14.3 

プレス装置Ｂ（プレス部） 

グローブボックス 
38.9 J85 90 18 14.3 

※１：グローブボックス内で取り扱う放射性物質のうち，火災影響を受ける放射性物質量として，開口部がある粉末容器中のＭＯＸ粉末を想
定する。 
※２：回収粉末処理・混合装置グローブボックスは J60 と J85 を同時に取り扱う可能性があるため，火災影響を受けるＭＯＸ粉末量として考
慮する。 
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第６－８表 核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失時の放射性物質の

放出量 

 

核種 放出量（Bq） 

Pu－238 ７×10４ 

Pu－239 ４×10３ 

Pu－240 ７×10３ 

Pu－241 ２×10６ 

Am－241 ２×10４ 
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ＭＯＸ燃料加工施設の平常時の放出量及びグローブボックス内の容器落下又

は転倒時の放出量について 

 

１．ＭＯＸ燃料加工施設における平常時の放出量 

ＭＯＸ燃料加工施設における核燃料物質の平常時の年間放出量は，各設

備における核燃料物質の年間取扱量，核燃料物質の気相中への移行率（Ａ

ＲＦ(Airborne Release Factor)）及びフィルタの除染係数を乗じて算出

している。 

年間放出量の算出に使用する核燃料物質の気相中への移行率として，粉

末の場合は７×10-5，焼結ペレットの場合は３×10-7を使用している。 

粉末については，文献(１)を参考にしている。文献(１)では１ｍの高

さからＵＯ2粉末を落下させ，空気中への移行率を求めている。検証の結

果，１ｍの高さから落下しても，空気中への移行率は最大７×10-3％であ

ったことから，７×10-5の値をＡＲＦとして設定している。 

ペレットについては，文献(２)を参考にしている。文献(２)においては，

高密度(86％)のペレットを1300℃及び760℃において43m/sから86m/sまで

の衝撃をかけた際の10µm以下の破片の発生割合を求めている。検証の結果，

衝突速度43m/s，760℃の際の破片発生割合は2.5×10-3％であった。破片

発生割合及び文献(１)での３ｍ落下による空気中への移行率７×10-2％を

用いて焼結ペレットの落下時における空気中への移行率を求めた結果，

2.1×10-5％であったことから，３×10-7の値をＡＲＦとして設定している。 

以上より，平常時の年間放出量の評価において，粉末又は焼結ペレット

の落下時の移行率を使用して算出していることから，グローブボックス

内の粉末容器の落下等によるＭＯＸ粉末の飛散事象は，平常運転時の放
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出量に包含される。 

 

２．グローブボックス内の容器落下又は転倒時における放出量 

２．１ はじめに 

ＭＯＸ燃料加工施設において，核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失

に至る可能性がある異常事象として，グローブボックス内での容器の落

下又は転倒によるＭＯＸ粉末の飛散があげられる。しかしながら，グロ

ーブボックス内でＭＯＸ粉末が飛散し外部へ放出されたとしても，平常

運転時と同等の放出量であることから，多量の放射性物質を外部へ放出

する事故には至らないとしている。このため，グローブボックス内の容

器の落下又は転倒によるＭＯＸ粉末の外部への飛散における外部への放

射性物質の放出による公衆への影響を確認する。 

 

２．２ 評価の考え方 

グローブボックス内において容器が落下又は転倒した際に，容器か

ら漏えいしたＭＯＸ粉末がグローブボックス排気系を経由して外部へ放

出される量を算出し，被ばく線量に換算し公衆への影響を確認する。 

ただし，グローブボックス内での取扱時において，蓋が付いている状

態の容器については，容器が落下又は転倒した場合でも，容器内から

ＭＯＸ粉末が漏えいすることはないため，放出量を算出する対象とし

ない。また，グリーンペレット及びペレットについても，安定な成型

体であるため，対象としない。 

上記を踏まえ，評価の対象とするグローブボックスはＭＯＸ粉末を取

り扱う15のグローブボックスとする。 
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２．３ 評価の条件 

２．３．１ 外部への放出量の算出に用いる条件 

外部への放出量を算出するに当たり必要となる条件は以下のとおり。 

・グローブボックス内にて取り扱うＰｕ量 

・グローブボックス内の気相への移行率（ＡＲＦ） 

・排気経路における除染係数（ＬＰＦ） 

 (１) グローブボックス内にて取り扱うＰｕ量 

放出量評価に使用する，グローブボックス内にて取り扱う放射性物

質量は，運転管理の上限値を基に設定する。各粉末容器のＭＯＸ粉末

量を２．３．１－１表に示す。 

２．３．１－１表 グローブボックス内で取り扱う粉末容器のＭＯＸ粉末量 

容器名称 
ＭＯＸ量 

(㎏・MOX) 

Pu 富化度 

(％) 
HM 換算係数 

インベントリ 

（㎏･Pu） 

原料ＭＯＸ粉末缶 16 33 0.882 8.467 

Ｊ60 65 18 0.882 18.919 

Ｊ85 90 18 0.882 14.288 

ＣＳ・ＲＳ保管ポット 3 33 0.882 0.476 

ＣＳ・ＲＳ保管ポット 3 18 0.882 0.873 

 

 (２) グローブボックス内の気相への移行率（ＡＲＦ） 

放出量評価に使用する容器の落下又は転倒におけるグローブボック

ス内の気相中への移行率として，１．で用いた文献(１)を参考に算出

した７×10-5とする。 
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 (３) 排気経路における除染係数（ＬＰＦ） 

グローブボックス内の気相中へ移行したＭＯＸ粉末はグローブボッ

クス排気系から放出される。放出量評価に使用する排気経路における

除染係数として，平常時の放出量評価に用いている高性能フィルタ４

段の除染係数を用いて算出する。平常時の放出量評価に用いる高性能

フィルタ４段は，１段目：99.97％，２段目：99.9％，３段目以降：

99％とし，99.999999997％の捕集効率とする。 

 

２．３．２ 被ばく線量への換算 

平常運転時との被ばく線量を比較するに当たり，２．３．１において

算出した放出量を基に，被ばく線量へ換算する。各グローブボックスか

らの放出量，再処理する使用済燃料の燃焼条件（燃料型式，初期濃縮度，

燃焼度，比出力等）及び冷却期間をパラメータとし，ＯＲＩＧＥＮ－２

コードで吸入による被ばくが保守側となるように設定したプルトニウム

核種の組成及び比放射能を用いて放射性物質量（Bq）を算出し，相対濃

度，呼吸率及び実効線量換算係数を用いて被ばく線量を算出する。換算

に用いるそれぞれの条件を２．３．２－１表に示す。 

２．３．２－１表 被ばく線量に用いる換算係数 

 

核種 
原料組成 

（wt％） 

比放射能 

（Bq/ｇ・HM） 

相対濃度 

（χ/Ｑ） 

呼吸率 

（ｍ3/ｓ） 

実効線量 

換算係数 

（sv/Bq） 

Pu-238 3.8 6.342×1011 8.1×10-5 3.33×10-4 1.6×10-5 

Pu-239 55.6 2.297×109 8.1×10-5 3.33×10-4 1.6×10-5 

Pu-240 27.3 8.4×109 8.1×10-5 3.33×10-4 1.6×10-5 

Pu-241 13.3 3.827×1012 8.1×10-5 3.33×10-4 1.7×10-7 

Am-241 4.5 1.271×1011 8.1×10-5 3.33×10-4 1.6×10-5 
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２．３．３．評価の結果 

地震時の容器の落下又は転倒におけるＭＯＸ粉末の外部への放出に至っ

た際の被ばく線量は，約5.8×10-9ｍＳｖ（5.8×10-6µＳｖ）であり、平常

時の気体廃棄物の廃棄設備からの放射性物質による年間の被ばく線量であ

る，約3.0×10-3µＳｖ/ｙと比較して小さいと言える。 

 

３．核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失に至る可能性がある異常事象の同

時発生時の放出量 

３．１ はじめに 

ＭＯＸ燃料加工施設において，核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失

に至る可能性がある異常事象の同時発生として，「グローブボックスの

破損」，「グローブボックス内でのＭＯＸ粉末の飛散」及び「外部に放出

する状態に至る駆動力となる事象の発生（火災）」の３事象の同時発生

の可能性及び同時に発生した場合の影響を整理した結果，地震時におけ

る「グローブボックスの破損」及び「グローブボックス内でのＭＯＸ粉

末の飛散」については，同時に発生する可能性があるが，これらについ

ては同時に発生したとしても公衆への影響は平常時と同程度と整理して

いる。この根拠について整理する。 

 

３．２ 評価の考え方 

火災源である潤滑油を有するグローブボックスについては，内装機

器も含めて基準地震動の1.2倍の地震動に対して機能維持できる設計と

することから，地震時においても「グローブボックスの破損」及び「グ

ローブボックス内でのＭＯＸ粉末の飛散」は発生せず，核燃料物質等を
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閉じ込める機能の喪失に係る異常事象が同時発生することはない。 

一方，基準地震動の1.2倍の地震動に対して機能維持する設計としな

い安全上重要な施設とするグローブボックスについては，地震により

「グローブボックスの破損」及び「グローブボックス内でのＭＯＸ粉末

の飛散」が同時に発生する可能性がある。 

地震時において，グローブボックス排風機が機能喪失している場合

は，工程室排風機もインターロックにより停止するため，グローブボッ

クス内のＭＯＸ粉末に駆動力が生じないことから，外部への放射性物質

の放出に至ることはない。 

また，グローブボックス排風機のみが機能を維持している場合は，

放出経路がグローブボックス排気設備となり，公衆への影響は平常運転

時と同じである。 

このため，「グローブボックスの破損」及び「グローブボックス内

でのＭＯＸ粉末の飛散」の同時発生により，平常運転時を超えた公衆へ

の影響が生じるケースとして，地震時においてグローブボックス排風機

及び工程室排風機のいずれも機能を維持しており，グローブボックス内

に飛散したＭＯＸ粉末が，グローブボックスの破損した箇所から工程室

に漏えいし，工程室排風機により工程室排気設備から排気される場合が

想定される。 

工程室排気設備からの放出に至るためには，以下のような放出シナ

リオになる。 

 

① 地震が発生したとしても，グローブボックス排風機及び工程室排風

機が機能を維持している。 
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② 地震により，基準地震動の1.2倍の地震動に対して機能維持する設

計としない安全上重要な施設とするグローブボックスにおいて，容器

の落下又は転倒が発生し，グローブボックス内でＭＯＸ粉末が飛散す

る。 

③ 地震が発生したことにより，基準地震動の1.2倍の地震動に対して

機能維持する設計としない安全上重要な施設とするグローブボック

ス自体が損傷等する。 

④ グローブボックス排風機による排気があるにも係わらず，飛散した

ＭＯＸ粉末の一部が，グローブボックスの損傷等した箇所から工程室

へ漏えいする。 

⑤ 工程室に漏えいしたＭＯＸ粉末が，工程室の床面や工程室の各種機

器に付着することなく，工程室排風機により排気され，外部へ放出さ

れる。 

 

①から⑤のうち，①については，グローブボックス排風機及び工程

室排風機は基準地震動の1.2倍の地震動に対して機能維持する設計とし

ないことから，地震時において機能を維持することは想定しにくい。し

かし，これら排風機は，駆動力の観点から，起動している場合の方が外

部への放射性物質の放出を考えた場合において厳しい条件となり得るこ

とから，機能を維持することを想定する。 

②については，同時発生が想定されるグローブボックスについては，

基準地震動を1.2倍した地震動に対して機能維持する設計としないこと

から，グローブボックス内でＭＯＸ粉末が飛散することは想定される。 

③については，安全上重要な施設とするグローブボックスは耐震重
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要度分類がＳクラスのグローブボックスであるため，地震が発生したと

してもグローブボックスの倒壊及びグローブボックスのパネルの脱落は

なく，グローブボックスに生じるのは亀裂程度であり，グローブボック

スが大規模に破損することは想定されない。 

③を踏まえると，地震によるグローブボックスの損傷の程度は小さ

い。また、グローブボックスは，グローブ１個が破損した場合において

も，グローブポート開口部における空気流入風速を0.5m/s以上に維持す

る設計である。このため，④については，グローブボックス排風機が機

能を維持している場合は，損傷箇所からグローブボックス内に向かって

空気の流れが生じていることから，グローブボックス外にＭＯＸ粉末が

漏えいすることは考えられない。また，グローブボックス内には圧力上

昇といったグローブボックス外へＭＯＸ粉末を漏えいさせる駆動力がな

いことからも，グローブボックス外へＭＯＸ粉末が漏えいすることは考

えられない。 

以上より，工程室排気設備が主な放出経路となる放射性物質の外部

への放出となる事象が発生することは想定されない。このため，核燃料

物質等を閉じ込める機能の喪失に係る異常事象の同時発生により，平常

時よりも大きく公衆へ影響を与えることはない。 
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